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世田谷区地域包括支援センター運営協議会（令和５年度第３回）次第 
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２ 報告 

（１）次期地域保健医療福祉総合計画の案について 

（保健福祉政策課）    [資料１] 
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令和６年２月２８日 

保健福祉政策部 

保健福祉政策課 

生 活 福 祉 課 

 

 次期地域保健医療福祉総合計画の案について 

 

１ 主旨 

  世田谷区の保健、医療、福祉の各分野の基本的、横断的な考え方を示す計画である、世田

谷区地域保健医療福祉総合計画について、案を取りまとめたので報告する。 

 

２ 計画案 

  別紙１「世田谷区地域保健医療福祉総合計画（案）概要版｣及び別紙２「世田谷区地域保健

医療福祉総合計画（案）」のとおり 

 

３ 素案からの主な変更点（別紙２のページ数で表示） 

（１）世田谷区地域保健医療福祉総合計画（案） 

 ・「ジェンダー主流化」についての記載を追加（Ｐ８） 

 ・新型コロナウイルス感染症への対応について追記（Ｐ１６～１７） 

 ・包括的な支援体制の構築についての記載を追記（ｐ２５～２６） 

  ・地域福祉推進の視点における「多様性の尊重」の表記を修正（Ｐ２９） 

  ・基本目標（今後の施策を展開する２つの柱）のイメージ図を追加（Ｐ３１） 

  ・推進施策の評価指標を追加（Ｐ３５～） 

  ・第６章以降の追加（統計資料、パブリックコメント、用語解説等）（Ｐ１３９～） 

（２）世田谷区成年後見制度利用促進基本計画（案） 

  ・国において成年後見制度の見直しに向けて検討を進める旨の追記（Ｐ１９３） 

  ・「ジェンダー主流化」についての記載を追加（Ｐ１９４） 

  ・各計画値の設定（Ｐ２００～） 

（３）世田谷区再犯防止推進計画（案） 

  ・「ジェンダー主流化」についての記載を追加（Ｐ２１４） 

  ・非行少年に関わる統計データを追加（Ｐ２２４） 

  ・施策名を「犯罪をした人等が抱える生きづらさに配慮した支援」に修正（Ｐ２３５） 

  ・犯罪をした人等の背景に目を向ける必要性を追記（Ｐ２３５） 

  ・性犯罪者やストーカー・ＤＶ加害者等に対する支援の現状と課題を追記（Ｐ２３５） 

  ・加害者家族支援の必要性と取組みを追記（Ｐ２３５） 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

令和６年３月   計画策定 

資料１ 



令和６年２月

保健福祉政策部

世田谷区地域保健医療福祉総合計画
［令和6～13年度（2024～2031年度）］

（案）

【概要版】
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別紙１



2

世田谷区地域保健医療福祉総合計画アウトライン（案）目次

章 項目 スライド番号

第１章
計画策定にあ
たって

第１節 計画策定の主旨

3第２節 計画の位置付け

第３節 計画の策定体制

第２章
近年の動向、
区の課題

第１節 これまでの区の取組み（成果と課題）
4

第２節 地域福祉に関連する動き

第３章
地域福祉を推
進する基本的
な考え方

第１節 地域福祉推進の基本方針 5

第２節 地域福祉推進の視点 6、7

第３節 基本目標（今後の施策を展開する２つの柱） 8、9、10

第４節 施策体系 11

第５節 圏域の考え方 12

第４章
今後の施策の
方向

第１節 世田谷版地域包括ケアシステムを強化する
13、14

（1）地区で相談を受け止め、つながり続ける仕組み

（2）地域生活を支える保健、医療、福祉の連携 15

（3）福祉サービス 16

（4）予防、健康づくり 17

（5）住まい 18

（6）日常生活の支援
19

（7）就労

（8）学校や教育分野と福祉分野の連携 20

（9）社会参加の促進 21

（10）防犯・防災 22

章 項目 スライド番号

第４章
今後の施策の
方向

第２節 世田谷版地域包括ケアシステムを支える基盤整備
23

（1）地域づくり

（2）人権擁護の推進 24

（3）福祉人材の確保・育成・定着 25

（4）地区をバックアップする体制
26

（5）先進技術の積極的な活用

（6）保健福祉サービスの質の向上
27

（7）福祉文化の醸成

第５章
計画の推進に向けて

28

第６章
参考資料

第１節 統計資料

29

第２節 計画策定に向けた審議等の経過

第３節 区民意見・提案等

第４節 関連する法律・条例等の概要

第５節 用語解説

巻末 成年後見制度利用促進基本計画 30

再犯防止推進計画 31



3

第１節 計画策定の趣旨

平成２６年策定の地域保健医療福祉総合計画において、「地域包括ケアシステムの推進」、「区民、事業者等と
の協働による福祉の地域づくり」、「地域福祉を支える基盤整備」という３つの柱を打ち出し、保健福祉領域の各
分野において横断的に施策を進めてきた。近年は複雑化・複合化した課題や制度の狭間の課題などが顕在化し、高
齢者、障害者、子ども、生活困窮、健康、医療の分野を超えた対策の必要性が高まっている。世田谷区基本計画の
方向性を踏まえた保健福祉医療の基本的な考え方を示すため、令和６年度を初年度とする地域保健医療福祉総合計
画を策定する。

計画策定にあたって第１章

第２節 計画の位置付け

（１）根拠となる法律・条例等 （４）世田谷区基本計画（令和６年度～令和１３年度）
（２）計画の役割、諸計画との関連 （５）地域行政推進条例・地域行政推進計画
（３）計画期間 （６）SDGｓとの関係

第３節 計画の策定体制

学識経験者や関係団体等で構成する「地域保健福祉審議会」、同審議会の学識経験者等と区職員による「総合計
画策定研究会」、庁内組織として「総合計画策定委員会」を設置し、各会において計画内容を検討している。また、
パブリックコメントやシンポジウムを通して、区民の意見を計画に反映する。



第１節 これまでの区の取組み（成果と課題）
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（１）「地域包括ケアシステムの推進」に関する取組み
（２）「区民、事業者等との協働による福祉の地域づくり」に関する取組み
（３）「地域福祉を支える基盤整備」に関する取組み
（４）保健医療福祉分野にまたがる重要課題

〇複雑化・複合化した課題を抱える方への支援
〇困る前に支援ができる地域づくり
〇保健・医療・福祉及びその他の分野との連携強化
〇人材不足への対応

近年の動向、区の課題第２章

第２節 地域福祉に関連する動き

（１）地域共生社会
（２）包括的な支援体制の構築
（３）その他関連動向



新型コロナウイルス感染症の感染拡大、大規模台風やゲリラ豪雨の頻発といった災害の常態化、世界情勢などに
起因した物価高騰などにより、区民生活や区内産業は大変厳しい状況下にあるとともに、所得格差や地域社会の分
断の広がりへの懸念、社会インフラの老朽化などの課題もあり、区を取り巻く状況は厳しさを増している。こうし
た急激な社会状況の変化を踏まえ、令和６年度を初年度とする区の最上位の行政計画である基本計画の大綱では、
区が目指すべき方向性を「持続可能な未来を確保し、あらゆる世代が安心して住み続けられる世田谷をともにつく
る」とした。
区の保健医療福祉施策の基本方針となる地域保健医療福祉総合計画においては、基本計画の方向性も踏まえ、

「誰一人取り残さない 世田谷をつくろう」を基本方針に据える。これは、社会状況の変化等により区民の抱える
困りごとも多様化・複雑化してきている中で、誰もが安心して暮らすことができる「地域共生社会」を実現すると
いう決意を示している。
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第１節 地域福祉推進の基本方針

地域福祉を推進する基本的な考え方第３章

誰一人取り残さない 世田谷をつくろう



➢ 年齢、性別、LGBTQなどの性的指向及びジェンダーアイデンティティ、国籍、障害の有無などにかかわらず、
互いの差異や多様性を認めあう、社会的包摂の考え方を基本とし、地域福祉を推進する。

➢ 高齢者や障害のある方等を「サービスを受ける人」という固定的な見方をせず、その力を活かし、地域社会
で役割を持って活躍できるような環境づくりを進める。

➢ 支援の対象は、高齢者、障害者などの属性ではなく、「生活のしづらさを抱えた人、支援を必要とする人」
また「その世帯」としてとらえる。

➢ 自分らしい生き方や自立、自己実現を支援していく、という視点から支援を考える。

①すべての人が自分らしく生きることができる環境をつくる
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➢ 区民が抱えている問題が深刻化・困難化する前に気づき、早期の支援につなげる地域づくりを推進する。

②困る前に支援につなげる地域づくり

➢ 区民を施策の対象として捉えるのではなく、自ら地域をつくり支える存在として位置づけ、主体的な参加へ
の意欲を引き出すコミュニティづくりにつなげる。

➢ 区民、事業者、行政のそれぞれが持つアイデアや技術、ノウハウなどを組み合わせることで新たな価値創造
を可能とする地域社会の実現を目指す。

③参加と協働により地域福祉を推進する

第２節 地域福祉推進の視点

地域福祉を推進する基本的な考え方第３章
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➢ 進歩するデジタル技術等の先端技術を積極的に活用する。
➢ デジタル技術等の導入にあたっては、福祉の仕事の持つ対面的な関わりの価値も尊重し、検討する。

④先端技術を柔軟に取り入れ、区民の福祉を向上する

➢ 教育、防災、都市整備など、分野を超えて連携し、施策を展開する。

⑤分野横断的な連携を推進する

地域福祉を推進する基本的な考え方第３章

第２節 地域福祉推進の視点
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区では、国の示す地域共生社会の考え方に先んじて、地域包括ケアシステムの対象を、困りごとを抱えたすべて
の区民と広く捉え、区内全地区において総合相談を実施し、個別支援と地域支援を組み合わせた、「世田谷版地域
包括ケアシステム」を構築・推進してきた。
一方で、地域福祉を取り巻く状況は刻々と変化し、区民の抱える困りごとも複雑化・複合化してきている。また、

複雑化・複合化した課題を抱えた方や制度の狭間の支援ニーズを抱えた方への対応では、継続的かつ長期的に関
わっていくことも求められている。
これまで地域包括ケアシステムの要素である「医療」、「福祉サービス」、「住まい」、「予防・健康づくり」、

「生活支援」を各分野において推進してきたが、多様化したニーズに応えるために、「就労」、「教育」、「社会
参加」、「防犯・防災」を新たな要素として加えるとともに、区民にとって最も身近な地区において伴走していく
体制を整えることで「世田谷版地域包括ケアシステム」を強化し、変化し続ける課題に応えていく。

世田谷版地域包括ケアシステムを下支えする基盤の整備を推進する。具体的には、地域づくり、人権擁護の推進、
福祉人材の確保・育成・定着、地区をバックアップする体制、先進技術の積極的な活用、保健福祉サービスの質の
向上、福祉文化の醸成といった取組みを進める。

第３節 基本目標（今後の施策を展開する２つの柱）

１⃣ 世田谷版地域包括ケアシステムを強化する

２⃣ 世田谷版地域包括ケアシステムを支える基盤整備

地域福祉を推進する基本的な考え方第３章
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地域福祉を推進する基本的な考え方第３章

第３節 基本目標（今後の施策を展開する２つの柱）

 

属性・世代・内容に関わらない 

「困りごとを抱えたすべての区民」 

地域づくり 

本庁組織 

地域での解決が困難な課題について施策立案により対応 

地区で相談を受け止め、つながり続ける仕組み 

福祉の相談窓口 

まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会 
児童館 

地区での解決が困難な課題のバックアップ 

保健福祉センター 

生活支援課、保健福祉課、健康づくり課、子ども家庭支援課 

住まい 医療 

福祉サービス 

日常生活の支援 

予防・ 

健康づくり 

社会参加 

教育 

防犯・防災 

就労 

全
区 

地
域 

地
区 

四者連携 



地域福祉を推進する基本的な考え方第３章

第３節 基本目標（今後の施策を展開する２つの柱）
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地域福祉を推進する基本的な考え方第３章

第４節 施策体系

基本方針 基本目標（今後の施策を展開する２つの柱） 推進施策

誰
一
人
取
り
残
さ
な
い

世
田
谷
を
つ
く
ろ
う

１⃣世田谷版地域包括ケアシステムを強化する

（１）地区で相談を受け止め、つながり続ける仕組み －重層的支援体制整備事業－

（２）地域生活を支える保健、医療、福祉の連携

（３）福祉サービス

（４）予防、健康づくり

（５）住まい

（６）日常生活の支援

（７）就労

（８）学校や教育分野と福祉分野の連携

（９）社会参加の促進

（10）防犯・防災

２⃣世田谷版地域包括ケアシステムを支える基盤整備

（１）地域づくり －重層的支援体制整備事業－

（２）人権擁護の推進

（３）福祉人材の確保・育成・定着

（４）地区をバックアップする体制

（５）先進技術の積極的な活用

（６）保健福祉サービスの質の向上

（７）福祉文化の醸成
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■５つの地域に総合支所を置き、福祉、健康、子育
て等の施策を行っている。

■さらに28の地区に 細分化し、区民にもっとも身近
な行政運営の拠点として「まちづくりセンター」を
各地区に設置。

地域福祉を推進する基本的な考え方第３章

第５節 圏域の考え方
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今後の施策の方向第４章

第１節 世田谷版地域包括ケアシステムを強化する

（１）地区で相談を受け止め、つながり続ける仕組み

めざす姿① どのような困りごとを抱えていても、身近な地区で早期に相談することができ、状況に応じた適切な支援や、関係機関につなが
ることができています。

主な取組み ➢ 福祉の相談窓口（包括的相談支援事業）
➢ 若年層への福祉の相談窓口の周知
➢ 専門職等への福祉の相談窓口の周知

行動量 ➢ １０歳代～３０歳代の若い世代への福祉の相談窓口の周知
➢ 地域包括ケアの地区展開に関する研修の実施及び動画公開

成果指標 ➢ 不安や悩みがある区民が、支援や関係機関とつながっている割合※
➢ １０歳代～３０歳代における福祉の相談窓口の認知度
➢ 専門職等における福祉の相談窓口の認知度

めざす姿② 複雑化・複合化した課題を抱えている方や制度の狭間のニーズを抱えた方にも、隙間のない支援が届いています。

主な取組み ➢ 多機関協働事業
➢ 地域共生社会や多機関協働事業に関する研修

行動量 ➢ 多機関協働事業や地域共生社会についての研修の実施【実施計画 施策８－２】

成果指標 ➢ 福祉の相談窓口などが相談内容をつなげず、抱え込んでしまっているケースの件数※
➢ 地域共生社会や多機関協働事業に関する研修の参加人数（延べ人数）

※重層的支援体制整備事業における各事業の行動量については、定量的な目標を立て実現していくことが必ずしも望ましいことではないと考え、目標設定はおこなわな
い。ただし、重層的支援体制整備事業を実施したことで、支援を必要とする区民や支援者、地域住民や関係機関の意識や行動にどれほどの変化を与えたのか、地域にど
れほどの変化を与えたのか、連携をどれほど取ることができるようになったのか等は、取組みの成果指標として設定し、得られてきたものやその広がり、影響を測って
いくべきであると考えている。
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今後の施策の方向第４章

第１節 世田谷版地域包括ケアシステムを強化する

（１）地区で相談を受け止め、つながり続ける仕組み

めざす姿③ 支援が必要にもかかわらず、支援を受け入れにくい、支援の必要性を感じていない区民に寄り添い、孤独・孤立することなく支
援が届いています。

主な取組み ➢ アウトリーチを通じた継続的支援
➢ 対象を限らない見守り協定

行動量 ➢ 対象を限らない見守り協定の締結に向けて働きかけた団体や機関の数【実施計画 施策８－２】

成果指標 ➢ 孤立していると思われる区民の割合※
➢ 対象を限らない見守り協定の新規締結数【実施計画 施策８－２】

めざす姿④ 社会参加の機会を掴めない方や、参加を希望してもつながらない方に伴走し、自らの役割を見出し地域との多様な接点を確保で
きるよう社会参加を支援します。

主な取組み ➢ 参加支援事業
➢ 社会参加につながることができる地域資源の開発

行動量 ➢ 地域資源開発における団体訪問件数【実施計画 施策８－２】

成果指標 ➢ 社会参加の支援につながる地域資源数【実施計画 施策８－２】

※重層的支援体制整備事業における各事業の行動量については、定量的な目標を立て実現していくことが必ずしも望ましいことではないと考え、目標設定はおこなわな
い。ただし、重層的支援体制整備事業を実施したことで、支援を必要とする区民や支援者、地域住民や関係機関の意識や行動にどれほどの変化を与えたのか、地域にど
れほどの変化を与えたのか、連携をどれほど取ることができるようになったのか等は、取組みの成果指標として設定し、得られてきたものやその広がり、影響を測って
いくべきであると考えている。
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今後の施策の方向第４章

第１節 世田谷版地域包括ケアシステムを強化する

（２）地域生活を支える保健、医療、福祉の連携

めざす姿 住み慣れた自宅で医療や介護を受けながら、本人が希望する生活が続けられるよう、質の高い在宅療養体制ができています。

主な取組み ➢ 在宅医療・ACPの普及啓発
➢ 在宅医療・介護関係者間の情報の共有支援
➢ 精神障害者支援施策の充実

行動量 ➢ 在宅医療・ACPの普及啓発に向けた区民向け講演会・シンポジウム及びミニ講座の実施回数【実施計画 施策９－３】
➢ 在宅療養資源マップの Web 運用【実施計画 施策９－３】
➢ 長期入院者への訪問支援事業における連携精神科病院数（累計）【実施計画 施策９－２】

成果指標 ➢ 在宅医療・ACPの普及啓発に向けた区民向け講演会・シンポジウム及びミニ講座の受講者数【実施計画 施策９－３】
➢ 在宅療養資源マップ（Webサイト）のアクセス数【実施計画 施策９－３】
➢ 精神科病院における長期入院者に対する支援数【実施計画 施策９－２】
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今後の施策の方向第４章

第１節 世田谷版地域包括ケアシステムを強化する

めざす姿 支援を必要とする人に基本的な福祉サービスが確実に届いています。

主な取組み ➢ 認知症に関する身近な相談支援の推進
➢ 医寮的ケア児(者)の支援
➢ 子育て支援における地域資源開発の推進

行動量 ➢ 認知症の相談窓口等を周知する講演会の実施回数【実施計画 施策９－２】
➢ 医療的ケア支援に携わる人材育成研修の参加者数【実施計画 施策９－２】
➢ 子育て関係団体ネットワーク会議の実施回数【実施計画 施策２－１】

成果指標 ➢ あんしんすこやかセンターの認知症に関する相談件数【実施計画 施策９－２】
➢ 医療的ケア支援を行う事業所数（累計）【実施計画 施策９－２】
➢ 児童館と連携している子育て関係団体の数（累計）【実施計画 施策２－１】

（３）福祉サービス
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今後の施策の方向第４章

第１節 世田谷版地域包括ケアシステムを強化する

めざす姿 生涯を通じた健康づくりを行い、誰もがいつまでもいきいきと暮らしています。

主な取組み ➢ 望ましい生活習慣につながる環境づくり
➢ こころの不調や精神疾患についての普及啓発
➢ 自殺対策
➢ 介護予防・生活支援サービスの推進

行動量 ➢ ウォーキングマップの配布数【実施計画 施策７－１】
➢ 連携事業者によるせたミール商品の提供店舗数（累計）【実施計画 施策７－１】
➢ こころの健康に関する講座の開催回数【実施計画 施策７－２】
➢ こころの健康に関する相談事業実施回数【実施計画 施策７－２】
➢ ゲートキーパー講座開催回数【実施計画 施策７－２】
➢ 住民参加型・住民主体型サービス充実のための研修等の実施【実施計画 施策７－３】

成果指標 ➢ １日に30分以上歩いている区民の割合【実施計画 施策７－１】
➢ 連携店舗によるせたミール商品の供給数【実施計画 施策７－１】
➢ こころの健康に関する講座の参加人数【実施計画 施策７－２】
➢ こころの健康に関する相談件数【実施計画 施策７－２】
➢ ゲートキーパー講座参加人数【実施計画 施策７－２】
➢ 住民参加型・住民主体型サービスの利用者数【実施計画 施策７－３】

（４）予防、健康づくり
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今後の施策の方向第４章

第１節 世田谷版地域包括ケアシステムを強化する

めざす姿① 住まいを確保することが困難な方に対する居住支援の仕組みが充実しています。

主な取組み ➢ 高齢・障害者等住宅確保要配慮者への入居支援
➢ ひとり親世帯の居住の安定

行動量 ➢ お部屋探しサポートの利用相談者数【実施計画 施策9－１】
➢ 補助対象住宅の新規登録件数【実施計画 施策9－１】

成果指標 ➢ お部屋探しサポートによる物件情報提供を受けた利用者数【実施計画 施策9－１】
➢ 補助対象住宅への入居件数（累計）【実施計画 施策9－１】

（５）住まい

めざす姿② 多様なニーズに応えられる、多様な住まいが確保されています。

主な取組み ➢ 支援や介護が必要な高齢者向けの環境整備
➢ 重度障害者向けグループホームの整備

行動量 ➢ 認知症高齢者グループホームの新規整備数【実施計画 施策9－１】
➢ 都市型軽費老人ホームの新規整備数【実施計画 施策9－１】
➢ 重度障害者向けグループホームの新規施設整備数【実施計画 施策9－１】

成果指標 ➢ 認知症高齢者グループホームの定員数（累計）【実施計画 施策9－１】
➢ 都市型軽費老人ホームの定員数（累計）【実施計画 施策9－１】
➢ 重度障害者向けグループホームの定員数（累計）【実施計画 施策9－１】
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今後の施策の方向第４章

第１節 世田谷版地域包括ケアシステムを強化する

めざす姿 区民の相談内容や困りごとから日常生活における支援ニーズを把握し、不足する資源やサービスについては、新たに開発するこ
とで多様な支援ニーズに対応できています。

主な取組み ➢ 地区の課題に対応した居場所や生活支援サービスの創出

行動量 ➢ 四者連携会議の開催回数

成果指標 ➢ 生活支援サービスの年度末件数（累計）

（６）日常生活の支援

めざす姿 働きたいすべての人が、その人らしく働くことができています。

主な取組み ➢ 中間的就労や仕事体験の場の開発

行動量 ➢ 中間的就労や仕事体験の場の協力事業者数（累計）（ぷらっとホーム世田谷）
➢ 中間的就労や仕事体験の場の協力事業者数（累計）（せたがや若者サポートステーション）

成果指標 ➢ 中間的就労や仕事体験の場につながった延べ人数（ぷらっとホーム世田谷）
➢ 中間的就労や仕事体験の場につながった延べ人数（せたがや若者サポートステーション）

（７）就労
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今後の施策の方向第４章

第１節 世田谷版地域包括ケアシステムを強化する

めざす姿① 教育部門と福祉部門がこれまで以上に連携し、誰一人取り残さない教育を推進します。

主な取組み ➢ 世田谷区子ども・若者支援協議会
➢ 不登校支援グループによる相談受付・支援活動の実施
➢ ヤングケアラーへの支援の推進

行動量 ➢ 世田谷区子ども・若者支援協議会（個別ケース検討会議は随時実施）
➢ 不登校児童・生徒や保護者の支援件数【実施計画 施策５－１】
➢ ヤングケアラー支援に関する研修等の実施回数【実施計画 施策２－２】

成果指標 ➢ 教育部門と福祉部門の連携が必要なケースについて、支援者が多くのケースにおいて連携が取れていると回答した割合
➢ どこにもつながっていない不登校児童・生徒の割合【実施計画 施策５－１】
➢ ヤングケアラー支援に関する研修等のアンケートで理解が深まったと回答した人数【実施計画 施策２－２】

（８）学校や教育分野と福祉分野の連携

めざす姿② 子どもや若者自らが、その時々のニーズにあわせて選ぶことができ、成長ができる多様な居場所や環境が充実しています。

主な取組み ➢ 子どもの参加・意見表明の機会の充実
➢ 子どもを支えるネットワークづくりのための児童館地域懇談会の実施
➢ 生活困窮世帯の子どもと家庭を支える学習・生活支援事業「まいぷれいす」の実施

行動量 ➢ 子どもの参加・意見表明の機会の実施個所数（累計）【実施計画 施策１－１】
➢ 児童館地域懇談会の実施回数【実施計画 施策１－２】
➢ 「まいぷれいす」の実施箇所数（累計）【実施計画 施策２－２】

成果指標 ➢ 子どもの参加・意見表明の機会への参加者数【実施計画 施策１－１】
➢ 児童館事業に協力した大人の人数【実施計画 施策１－２】
➢ 「まいぷれいす」の利用者数【実施計画 施策２－２】
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今後の施策の方向第４章

第１節 世田谷版地域包括ケアシステムを強化する

めざす姿 地域住民同士の新たなつながりが芽生え、住民の地域活動などへの参加意欲が向上し、区民の社会参加が促進されます。また、
自身の興味・関心や趣味等をきっかけとした社会参加につながるような場（居場所）を充実させ、誰もが活躍でき次代へつなが
る循環型の社会参加が実現しています。

主な取組み ➢ 中学生及び高校生世代の主体的な参加の促進
➢ 青少年交流センターのプログラムの充実
➢ 社会参加につながることができる地域資源の開発【再掲】

行動量 ➢ ティーンズプロジェクトの実施回数【実施計画 施策３－１】
➢ 青少年交流センターにおける若者が主体的に参加・参画するプログラム数【実施計画 施策３－１】
➢ 地域資源の開発における団体訪問件数【再掲】【実施計画 施策８－２】

成果指標 ➢ 児童館利用者のうち、主体的な活動に取組んだ若者の人数【実施計画 施策３－１】
➢ 青少年交流センターのプログラムに若者が参加した人数【実施計画 施策３－１】
➢ 社会参加の支援につながる地域資源数【再掲】【実施計画 施策８－２】
➢ 地域で人とのつながりを感じられると思える区民の割合

（９）社会参加の促進
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今後の施策の方向第４章

第１節 世田谷版地域包括ケアシステムを強化する

めざす姿 区民一人ひとりの防犯・防災意識が向上し、安全安心に暮らし続けることができるまちとなっています。

主な取組み ➢ 防災塾の実施
➢ 女性防災リーダーの育成
➢ マイ・タイムライン作成を通じた意識啓発
➢ 「ながら見守り活動」の推進
➢ 個別避難計画作成を通じた意識啓発

行動量 ➢ 防災塾の実施回数【実施計画 施策１０－１】
➢ 女性防災コーディネーター養成講座の修了人数【実施計画 施策１０－１】
➢ マイ・タイムライン作成講習会実施回数【実施計画 施策１０－１】
➢ 瞬間ボランティア育成講習会の開催
➢ 個別避難計画作成案内送付者数【実施計画 施策１０－１】

成果指標 ➢ 防災塾に参加したことで、自分の地区の災害リスクや、自らとるべき避難行動を理解した人の割合
【実施計画 施策１０－１】

➢ 女性防災コーディネーターによる防災研修（地域啓発研修）参加者数【実施計画 施策１０－１】
➢ 講習会に参加し「マイ・タイムライン」を作成した人数【実施計画 施策１０－１】
➢ 瞬間ボランティア育成講習会の参加者数
➢ 個別避難計画作成数（多摩川洪水浸水想定区域内）【実施計画 施策１０－１】
➢ 個別避難計画作成数（多摩川洪水浸水想定区域以外）【実施計画 施策１０－１】

（１０）防犯・防災



23

今後の施策の方向第４章

めざす姿 多様な地域づくりの担い手が出会い、学び合うことで地域における活動の活性化・発展が図られています。

主な取組み ➢ 地域づくり事業（重層的支援体制整事業－地域づくり事業－）
➢ 子育て支援における地域資源開発の推進
➢ 地区での情報共有と地域参加のためのプラットフォームづくり

行動量 ➢ 子育て関係団体ネットワーク会議の実施回数【実施計画 施策２－１】
➢ 地区での情報共有と地域参加のためのプラットフォーム定着数【実施計画 施策２２－２】

成果指標 ➢ 区民意識調査で、地域での支え合いが必要だと考え、状況に応じて積極的な声掛けなどを行いたいと回答した区民の割合
➢ 地域住民の居場所や支えとなる地域資源の数
➢ 児童館と連携している子育て関係団体の数（累計）【実施計画 施策２－１】
➢ 地区での情報共有と地域参加のためのプラットフォームの登録者数【実施計画 施策２２－２】

（1）地域づくり

第２節 世田谷版地域包括ケアシステムを支える基盤整備
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今後の施策の方向第４章

めざす姿① すべての区民の個人の尊厳が重んじられ、自発的な意思が尊重され、年齢、性別、LGBTQなどの性的指向及びジェンダーアイデ
ンティティ、国籍、障害の有無等に関わらず、多様性を認め合い、自分らしい生活が継続できています。

主な取組み ➢ 人権啓発イベントの開催
➢ 性的マイノリティ等多様な性への理解促進と支援

行動量 ➢ 人権啓発イベントの開催回数【実施計画 施策２１－１】
➢ 性的マイノリティ理解促進研修の開催回数【実施計画 施策２１－１】

成果指標 ➢ 人権啓発イベントの参加者数【実施計画 施策２１－１】
➢ 性的マイノリティ理解促進研修の参加者数【実施計画 施策２１－１】

（２）人権擁護の推進

めざす姿② 「誰に対しても、いかなる理由があっても、暴力は許されるものではない」という共通認識を持つ地域づくりを行い、虐待やDV
を防止するとともに、それらが発生した場合にも早期発見・早期対応し、すべての区民の権利が保障される社会を実現します。

主な取組み ➢ デートDV防止出前講座の実施
➢ DV防止研修等の充実

行動量 ➢ デートDV防止出前講座の開催数【実施計画 施策２１－３】
➢ DV等暴力防止・被害者支援関連講座の開催数【実施計画 施策２１－３】

成果指標 ➢ デートDV防止出前講座の参加者数【実施計画 施策２１－３】
➢ DV防止研修等の参加者数【実施計画 施策２１－３】

第２節 世田谷版地域包括ケアシステムを支える基盤整備
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今後の施策の方向第４章

めざす姿 区内の施設や事業所において、福祉サービスに必要な人材が確保され、質の高いサービスが提供されています。

主な取組み ➢ 福祉人材育成・研修センターにおける研修の質の向上
➢ 高齢分野における人材の確保及び育成・ 定着支援
➢ 認知症の方の暮らしを支える地域づくり
➢ 障害分野における人材の確保及び育成・定着支援
➢ 障害者の地域生活支援機能強化のための専門的人材の確保・養成
➢ 子どもの見守り及び支援に係る児童館職員のスキルの向上
➢ 乳幼児教育・保育の質向上に向けた研修等の充実

行動量 ➢ 福祉人材育成・研修センター運営委員会の実施【実施計画 施策９－４】
➢ 研究活動の実施【実施計画 施策９－４】
➢ 高齢分野における研修事業の実施【実施計画 施策９－４】
➢ 介護福祉士実務者研修受講料助成【実施計画 施策９－４】
➢ アクション講座(世田谷版認知症サポーター養成講座)受講者数【実施計画 施策９－４】
➢ 障害分野における研修事業の実施【実施計画 施策９－４】
➢ 地域生活支援機能強化のための専門的人材の確保・養成に向けた研修の実施【実施計画 施策９－４】
➢ 人材育成や支援力向上を目的とした研修を受講した児童館職員数【実施計画 施策２－２】
➢ 乳幼児教育・保育の質向上へのコーディネーター派遣事業の実施施設数【実施計画 施策１－３】

成果指標 ➢ 福祉人材育成・研修センター全体の利用者数【実施計画 施策９－４】
➢ 高齢分野における研修事業の受講者数【実施計画 施策９－４】
➢ 介護福祉士資格取得助成の受給者数【実施計画 施策９－４】
➢ 認知症の本人が参画したアクションチームの結成地区数（累計）【実施計画 施策９－４】
➢ 障害分野における研修事業の受講者数【実施計画 施策９－４】
➢ 地域生活支援機能強化のための専門的人材の確保・養成に向けた研修の受講者数【実施計画 施策９－４】
➢ 児童館への相談件数【実施計画 施策２－２】
➢ 事業実施後のアンケートに「効果がある」と回答した施設の割合【実施計画 施策１－３】

（３）福祉人材の確保・育成・定着

第２節 世田谷版地域包括ケアシステムを支える基盤整備
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今後の施策の方向第４章

めざす姿 区民に最も身近な区内２８地区が地域福祉を推進し、その取組みを地域・全区がバックアップする体制が構築されています。

主な取組み ➢ 地域ケア会議

行動量 ➢ 地域版地域ケア会議の開催
➢ 全区版地域ケア会議の開催

成果指標 ➢ 全区的な施策の立案に向けた検討テーマの数

（４）地区をバックアップする体制

第２節 世田谷版地域包括ケアシステムを支える基盤整備

めざす姿 先進技術の積極的な活用により、区民の福祉が向上しています。

主な取組み ➢ 福祉の相談窓口におけるオンライン相談の実施
➢ 情報共有手法の改善

行動量 ➢ 福祉の相談窓口におけるオンライン相談の拡充
➢ 情報共有手法の改善に向けた検討

成果指標 ➢ 福祉の相談窓口からのオンライン接続先数
➢ 情報共有手法の改善に向けた検討の結果

（５）先進技術の積極的な活用
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今後の施策の方向第４章

めざす姿 保健福祉サービスの質が維持・向上される仕組みが機能しています。

主な取組み ➢ 第三者評価の受審勧奨
➢ 指導検査の計画的実施

行動量 ➢ 区から事業所への第三者評価受審費用補助件数
➢ 福祉サービス事業所等への指導検査計画に基づく実施予定数

成果指標 ➢ 区内事業所の第三者評価受審件数
➢ 指導検査計画の実施予定数に対する実施率

（６）保健福祉サービスの質の向上

第２節 世田谷版地域包括ケアシステムを支える基盤整備

めざす姿 地域で暮らすあらゆる人が福祉に関心を持ち、福祉文化が醸成されています。

主な取組み ➢ ボランティア活動の支援
➢ 災害時のボランティア活動の支援及び啓発

行動量 ➢ 地区活動入門講座の開催数
➢ 災害ボランティアコーディネーター養成講座及び防災講話の開催数

成果指標 ➢ 地区サポーターのマッチング数
➢ 災害ボランティアコーディネーター登録者数（累計）

（７）福祉文化の醸成



28

計画の推進に向けて第５章

➢ 本計画の推進にあたっては、ＰＤＣＡサイクルマネジメントに沿って、施策・事業の進捗状況調査を定期的に実施する。
➢ 施策・事業の進捗状況調査結果は、地域保健福祉審議会に定期的に報告し、評価・検証を行い、本計画の進行管理を行う。
➢ 施策・事業の進捗状況調査結果は、区民、事業者、関係団体などに公表し、情報共有を図る。

◼各取組の評価

◼進捗状況確認

◼予算への反映

◼新規事業の検討

◼事業改善の検討

◼事業の執行

◼協働の推進

◼次期計画の策定

◼各分野の計画

Plan

(計画)

Do

(実行)

Check

(評価)

Action

(改善)
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参考資料第６章

統計資料

第１節 統計資料

１ 地域保健福祉審議会及び総合計画研究会の審議等の経過
２ 地域保健福祉審議会及び総合計画研究会の委員名簿

第２節 計画策定に向けた審議等の経過

１ シンポジウム
２ パブリックコメント

第３節 区民意見・提案等

関連する法律・条例等の概要

第４節 関連する法律・条令等の概要

用語解説

第５節 用語解説
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１ 計画策定の背景

２ 計画の期間

３ 区の現状

４ 現状からみえた課題

５ 計画の考え方

６ 施策の目標

７ 計画の推進体制

国は、新たに令和４年に「第二期成年後見制度利用促進基本計画～尊厳のある本人
らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進～」を策定した。
これを踏まえ、区は新たに「世田谷区成年後見制度利用促進基本計画」を策定し、
制度の利用促進に向けて、取組むものとする。

令和６年度から令和１３年度までの８年間を計画期間とする。

区の高齢者人口は増えており、成年後見制度等の支援が必要と推定される、認知症
の日常生活自立度の判定がⅡ以上の方や精神障害者の方が増加している。
また、成年後見センターへの相談件数は増加しているが、成年後見制度の利用者数
は年間１，６００件前後で横ばいである。

（１）成年後見制度の利用に関する課題
利用者数が伸びない原因は、制度自体の難しさや申立ての煩雑さ、費用面にもある
と考えられる。
（２）支援する側のスキルアップ
支援者に対して意思決定支援の理解を浸透させていくなど、支援する側の更なるス
キルアップが必要。
（３）担い手の確保・育成
制度の需要が高まるため、区民後見人等の育成・活躍支援を推進する必要がある。
また、中核機関を担う社協以外の新たな法人後見の担い手の確保が必要。

【基本目標】
地域共生社会の実現に向け、認知症や知的・精神障害等により判断能力が十分では
ない方も、等しく個人としての尊厳が重んじられ、自発的意思が尊重され、自分ら
しい生活の継続と地域社会への参加ができる、地域づくりをめざす。

成年後見センター運営委員会にて、専門職等の意見を聴きながら、推進に取り組む。
また、地域保健福祉審議会等を通じて進捗状況の報告を行う。

【取組みの方向性】 【主な取組み内容】

【目標１】
成年後見制度の
普及啓発及び利
用促進

• 支援者に対する制度の普及啓発
• 費用を負担することが難しい方へ

の申立て費用及び報酬助成の仕組
みづくり

• 権利擁護推進確保のための人材育
成

① 成年後見制度の普及啓発
② 成年後見制度の相談支援
③ 申立て及び親族後見人支援
④ 成年後見区長申立ての実施
⑤ 申立て費用及び後見報酬の助成

【目標２】
権利擁護支援の
地域連携ネット
ワークの強化と
支援者のスキル
アップ

• 権利擁護支援の地域連携ネット
ワークの強化

• 意思決定支援の支援者向け研修の
充実

• 専門職による相談機能の充実

① 権利擁護支援の地域連携ネットワー
クの強化

② 支援者による意思決定支援の浸透
③ 重層的支援体制整備事業との連携
④ 専門職による相談機能の充実

【目標３】
成年後見人等の
担い手の確保・
育成の推進

• 専門職の受任ケースから区民成年
後見人へのリレーについての検討

• 法人後見の新たな担い手の確保・
育成

① 区民成年後見人の養成及び活動支援
② 専門職後見人受任ケースを区民成年

後見人に引き継ぐ方式の検討
③ 法人後見の新たな担い手の確保・育

成

世田谷区成年後見制度利用促進基本計画
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世田谷区再犯防止推進計画

Ⅰ 計画策定の目的 Ⅱ 再犯防止に関連する施策

１ 保健医療・福祉サービスの利用促進
（１）犯罪をした人等が抱える生きづらさに配慮した支援

生きづらさを抱えた支援を必要とする人を取り残さない体制の構築
（２）薬物等の依存症を抱える人への支援

適切な医療・支援を継続的に受けられる環境の整備、薬物等の依存症に関する普及啓発

２ 就労・住居確保の支援
（１）就労の支援

犯罪をした人等の能力や適性に応じた就労支援体制の充実、協力雇用主の確保
（２）住居確保の支援

住宅確保要配慮者への居住支援の充実、賃貸住宅のオーナーや不動産業者の理解促進

３ 非行防止と修学支援の充実
（１）児童・生徒等の非行防止

相談支援体制の充実、子どもの居場所の充実
（２）修学支援の充実

４ 民間協力者の活動促進と広報・啓発活動の推進
（１）民間協力者の活動促進

民間協力者や関係機関との連携による犯罪をした人等の立ち直り支援
（２）広報・啓発活動の推進

更生保護や再犯防止に関する地域理解の促進、職員の理解促進と対応力向上

再犯防止を取り巻く状況

基本理念

再犯防止における区の役割

基本目標

再犯者

初犯者

刑法犯検挙人員（全国）

再犯者率 刑法犯検挙人員は戦後最少を更新
再犯者数より初犯者数の減少が上回る
→再犯者率は上昇傾向

検挙された人の半数近くが再犯者
（世田谷区：R3）

再犯者数391人、再犯者率46.2%

平成28年12月
「再犯防止推進法」公布・施行

平成29年12月
「再犯防止推進計画」閣議決定

➢ 様々な生きづらさを抱える犯罪をした人等が地域社会において孤立することがないよう、一人一人
の複雑に絡み合った背景に目を向け、地域の理解と協力を得て、円滑に社会復帰することを通じて、
「立ち直りを支え、誰もが安全・安心して暮らすことができる地域社会の実現」を目指します。

➢ 再犯防止に関する取組みは、新たな被害者を生まないための取組みで、「再犯防止」と「犯罪被害者
等支援」は両輪で推進する必要があります。犯罪被害者等の尊厳を重んじ、置かれている状況への理
解を深めつつ、犯罪被害者等支援にも取り組んでいきます。

➢ 生きづらさを抱えた支援を必要とする犯罪をした人等が、地域で孤立することなく安定して生活で
きるよう、一人一人の複雑に絡み合った背景に目を向けて必要な支援内容を把握し、関係機関等と
の連携のもと包括的な支援を行うとともに、東京都ですでに開設している再犯防止に関する相談窓
口やポータルサイトといった社会資源を活用しながら、再犯防止に関する取組みを推進します。

➢ 立ち直りを決意した人を受け入れていくことができる地域社会づくりを推進します。

１ 関係機関との連携強化：生きづらさを抱えた支援を必要とする人を取り残さない体制の構築
２ 民間協力者への支援 ：担い手確保に向けた取組みを展開
３ 広報・啓発活動の推進：区民や事業者等に対する周知・啓発

＜計画の推進体制＞
“社会を明るくする運動”
世田谷区推進委員会
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別紙２ 



はじめに 

区長あいさつ 
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第 1章 計画策定にあたって 
 

第 1節 計画策定の趣旨 
 

世田谷区（以下「区」という。）では、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、「地

域福祉計画（平成7～16年度）」の策定以降、「地域保健医療計画（平成10～15年度）」、「地域保

健医療福祉総合計画（平成16～25年度）」、「地域保健医療福祉総合計画（平成26～令和5年度）」

を切れ目なく策定し、保健、医療、福祉の各専門分野にかかる基本的な方向を定めてきました。 

平成26年（２０１４年）3月に策定した前計画では、高齢者、子ども、障害者など、各分野が横断的

に取り組むべき施策の方向として、「１．地域包括ケアシステムの推進」、「２．区民、事業者等との協

働による福祉の地域づくり」、「３．地域福祉を支える基盤整備」という３つの柱を打ち出しました。 

この方向性を踏まえて、高齢者分野では「世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」

を、障害者分野では「せたがやノーマライゼーションプラン(世田谷区障害施策推進計画)」、子ども

分野では「世田谷区子ども計画（子どもの貧困対策計画、子ども・若者計画等を内包）」、健康分野

では「健康せたがやプラン」を策定し、分野毎の施策を進めてきたところです。 

この間、区では少子高齢化が進行し、ひとり暮らし高齢者が増加しています。また、新型コロナウ

イルス感染症の世界的な流行（パンデミック）や不安定な世界情勢に起因する物価高騰などの社会

的要因も重なり、区民同士の交流機会の減少や経済的に困窮する人が増加するなど、区民の日常

生活に大きな影響を及ぼしています。また、保健医療福祉分野では、複数の困りごとがありながら

支援を受けていない人や世帯、経済的な困窮を背景に様々な問題に直面する人や世帯など、「制

度の狭間＊」や「既存の制度の支援では不十分であった課題」が顕在化し、分野を超えた対策の必

要性が高まっています。 

こうした状況のなかで、区は、区制 100周年を見据え、令和６年度（2024年度）を初年度とする

向こう８ヵ年の「世田谷区基本計画」を策定しました。基本計画では、区政が目指すべき方向性を

「持続可能な未来を確保し、あらゆる世代が安心して住み続けられる世田谷をともにつくる」と定め

ました。この区政の方向性を踏まえ、誰もが取り残されることなく暮らせる世田谷を目指し、保健福

祉医療の基本的な考え方を示す、新たな「世田谷区地域保健医療福祉総合計画」（以下「本計画」

という。）を策定しました。 

本計画は、新型コロナウイルス感染症の世界的流行を経て進むウィズコロナ・ポストコロナ社会

の生活様式の変化、個人の多様性の尊重、デジタル技術の社会実装化、国際社会全体で達成を目

指すSDGｓなどを念頭におき、国全体で進める「地域共生社会」の実現に向けて、保健医療福祉施

策の基本方針となるものです。 

また、本計画は、改正社会福祉法に基づき新たに創設された重層的支援体制整備事業の「実施

計画」、成年後見制度利用促進法に規定する「市町村成年後見制度利用促進基本計画」並びに再

犯防止推進法に規定する「市町村再犯防止推進計画」を包含します。 
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第 2節 計画の位置づけ 

 

（１） 根拠となる法律・条令等 

○ 社会福祉法第 107条の規定に基づく「市町村地域福祉計画」とします。 

○ 世田谷区地域保健福祉推進条例第 16条の「推進計画」とします。 

○ 世田谷区地域保健福祉推進条例第 17条の「行動指針」とします。 

○ 高齢者や障害者、子育て家庭、生きづらさを抱えた若者、生活困窮者など、誰もが地域で暮ら

していく際に必要となる保健、医療、福祉の各分野の基本的な考え方を明らかにする計画とし

ます。 

○ 東京都の地域福祉支援計画を踏まえた計画とします。 

○ 東京都の保健医療計画を踏まえ、医療と保健、福祉との連携の方向性を示す計画とします。 

○ 社会福祉法第 106条の 5の規定に基づく「重層的支援体制整備事業実施計画」を包含します。 

○ 成年後見制度の利用の促進に関する法律第 14 条第 1 項に規定する「市町村成年後見制度

利用促進基本計画」を包含します。 

○ 再犯の防止等の推進に関する法律第8条第 1項に規定する「地方再犯防止推進計画」を包含

します。 

 

※法律・条令の説明は、第６章第４節に掲載しています。 
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世田谷区地域保健医療福祉総合計画 
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（２） 計画の役割、諸計画との関連 

○ 本計画は、区政の基本的な指針である「世田谷区基本計画」で示されたまちづくりの方向性を

踏まえ、保健医療福祉の各分野に共通する基本的かつ横断的な施策の方向を示すものです。 

○ 本計画は、「世田谷区地域行政推進計画」で示された区政運営の基盤である地域行政制度の

基本的な考え方や方向性を踏まえ策定します。 

○ 本計画には保健医療福祉分野以外に関連する施策も含まれることから、生涯学習（学校教育、

文化･芸術、スポーツ）、産業振興、都市整備（住宅政策を含む）、男女共同参画・多文化共生

推進等の計画、施策、地域活動との連携についての基本的な考え方を示します。 

○ 保健医療福祉のそれぞれの分野における施策と事業については各個別計画等に位置づけ、計

画的に実施します。 

○ 区の地域福祉を推進するうえで両輪となる、社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会＊が策定

する「世田谷区住民活動計画」との連携を図ります。 

 

図表 計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世田谷区地域行政推進計画 
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（３） 計画期間 

計画期間は、令和 6年度（2024年度）から令和 13年度（2031年度）までの 8年間とします。 

中間年での見直しを図ることで、機動的・実践的な計画とし、社会状況の変化などを一層反映で

きる計画とします。 

 

図表 主な計画の期間 

計画名 

令和 6 

年度 

令和 7 

年度 

令和 8 

年度 

令和 9 

年度 

令和 10 

年度 

令和 11 

年度 

令和 12 

年度 

令和 13 

年度 

2024

年度 

2025

年度 

2026

年度 

2027

年度 

2028

年度 

2029

年度 

2030

年度 

2031

年度 

世田谷区基本計画 

 

令和 6～13年度（2024～2031年度） 

 

 

 

 

世田谷区地域行政推進計画 

次期 

令和 6～９年度 

（2024～202７年度） 

 

世田谷区地域保健医療福祉総合計画 

 

令和 6～13年度（2024～2031年度） 

 

 

 

 

せたがやインクルージョンプラン 

―世田谷区障害施策推進計画― 

次期 

令和 6～8年度 

（2024～2026年度） 

 

世田谷区高齢者保健福祉計画・介護

保険事業計画 

第 9期 

令和 6～8年度 

（2024～2026年度） 

 

世田谷区子ども計画 
第 2

期 

第 3期 

令和 7～1６年度 

（2025～2034年度） 

健康せたがやプラン 

次期 

令和 6～1３年度 

（2024～2031年度） 

（参考）世田谷区社会福祉協議会 

「世田谷区住民活動計画」 
 

次期 

令和 7～14年度 

（2025～2032年度） 

 

令和９年度（2027年度）以降も策定予定 

令和９年度（2027年度）以降も策定予定 

令和１０年度（202８年度）以降 
も策定予定 

中間見直し 

中間見直し 
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（４） 世田谷区基本計画（令和６年度～令和１３年度） 

基本計画は、区が重点的に取り組む政策、施策の方向性を明らかにした区政運営の基本的な

指針であり、区の最上位の行政計画です。人口動態の変化をはじめ、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大や、自然災害の常態化など、この間の社会状況の変化を踏まえ、令和６年度（2024

年度）を初年度とする８年間の新たな基本計画を策定しました。基本計画では、区政が目指すべ

き方向性をはじめ、計画の理念や重点政策等を示すとともに、基本計画に定めた理念や目標の

実現に向けて、中期的な展望に基づき、区としての具体的な取組みを定めた総合的な行政計画

である実施計画を一体化しています。基本計画との整合を図りながら、実施計画に掲げる事業を

はじめ、保健医療福祉分野における様々な取組みを本計画において具体化していきます。 

 

⚫ 区政が目指すべき方向性 

「持続可能な未来を確保し、あらゆる世代が安心して住み続けられる世田谷をともにつくる」 

 

⚫ 基本計画の理念 

参加と協働を基盤とする 参加と協働による政策、施策の展開を区政運営の基盤とします。また、区民の主

体的な参加への意欲を引き出すコミュニティづくりにつなげます。 

区民の生命と健康を守る 生命と健康を守ることは、自治体として最優先の課題であり、引き続き全力で積

極的に取り組み、身体的な健康のみならず、心の健康につながる心の豊かさな

どの視点に配慮します。 

子ども・若者を中心に据

える 

子ども・若者を地域を一緒に創っていく主体として明確に位置づけ、参加しやす

く、自分たち自身が社会の真ん中にいると実感できるよう子ども・若者の「今」に

焦点をあてて政策、施策の組み立てを考えます。 

多様性を尊重し活かす 異なる立場や様々な価値観を持つ人々がともに社会を構築できるよう、年齢、

性別、LGBTQ＊などの性的指向及びジェンダーアイデンティティ＊、国籍、文化の

違いや障害の有無などから、価値観や家族のあり方、ライフスタイルの多様性ま

で、広く多様性を尊重し活かしていきます。 

地区・地域の特性を踏ま

える 

各地区や地域の特性・課題などを十分考慮し、それぞれの区民ニーズを的確に捉

えて政策、施策を組み立てます。 

日常生活と災害対策・環

境対策を結びつける 

日常生活と災害対策・環境対策を常に結びつけて考え、政策、施策を組み立てま

す。 
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⚫ 重点政策 

基本方針の目標実現に直結し、基本計画の具体化に不可欠で特に重点的に取り組むべき政

策であり、分野横断的な体制を整えて取り組む必要がある政策について、重点政策として位置

づけています。 

 

⚫ 分野別政策 

「分野別政策」では、基本構想に定める「九つのビジョン」を具体化するための政策を各分野に

おいて体系的に整理するとともに、各分野における課題や施策の方向性などを明らかにしていま

す。 

 

⚫ 実施計画 

基本計画に定めた理念や目標の実現に向けて、中期的な展望に基づき、区としての具体的な

取組みを定めた総合的な行政計画として位置づけており、重点政策に関わる事業や、その他個

別計画における重要な事業を選定しています。 

年度ごとに事業の進行状況の把握、評価を行い、事業や目標値の見直しなど計画内容の調整

を図るとともに、進捗状況を公表します。また、実施計画の評価を基本計画と連動させ、中間年に

おいて一体的に評価を行っていきます。 

各事業に、事業の実施結果を測る活動指標（アウトプット指標）に加えて、目標達成の度合いを

測る成果指標（アウトカム指標）を設定することにより、事業の成果を明確にし、事業手法の改善

や、新公会計制度に基づくコスト分析等に活用します。 

なお、本計画の第４章に記載の各推進施策においても、実施計画との整合を図り、令和６年度

（２０２４年度）から令和９年度（２０２７年度）までのアウトプット指標（取組みの行動量）とアウトカ

ム指標（取組みの成果指標）を設定しています。 

 

図表 世田谷区の計画体系（基本計画より抜粋） 
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（５） 地域行政推進条例・地域行政推進計画 

令和４年（2022 年）に区は、区政運営の基盤である地域行政制度の改革について必要な事

項を定め、区が区政の課題の解決を図る体制を強化し、地区及び地域の実態に即した総合的な

行政サービス及びまちづくりを推進し、もって安全・安心で暮らしやすい地域社会を実現するた

め地域行政推進条例を制定しました。 

条例では、まちづくりセンターを、区民生活を包括的に支援する地区の行政拠点として、総合

支所を、地域経営を担う地域の行政拠点として位置づけるとともに、区の責務として、地区及び

地域において、区民が必要な行政サービスを利用することができる環境の整備、区民が区政に

関する意見を述べることができる環境の整備とともに、区民がまちづくりに取り組むための必要

な支援を行うことを定めています。 

また、区の責務を果たすうえで、まちづくりセンターが、区民生活に寄り添い、区民から頼りに

される行政拠点としてその機能の充実強化を図り、総合支所が、地域を経営する機能を強化し、

本庁が、地域行政制度の意義や目的を踏まえた区政運営に取り組むための基本方針を定めまし

た。 

条例に基づく、地域行政推進計画（令和６年度～９年度）では、世田谷区基本計画における基

本方針のうちの「参加と協働を基盤とする」「地域・地区の特性を踏まえる」を理念とし、条例に掲

げる基本方針の下で、次の７つの事項を地域行政の基盤とし、具体の取組みを推進しています。 

＜地域行政の基盤＞ 

（１）地区・地域課題の解決 （２）多様なコミュニティづくりと区民参加の推進 

（３）地域福祉の推進（地域包括ケアの地区展開の充実） （４）地域防災力の向上 

（５）安全で魅力的な街づくり （６）行政サービスの向上 （７）地域行政の運営体制の充実 

総合計画と関連の深い「（３）地域福祉の推進」の基本となる考え方は以下のとおりであり、

総合計画と整合を図りながら地域行政を推進します。 

 

 

  

◇地域福祉の推進（地域包括ケアの地区展開の充実） 

高齢者だけではなく、障害者、子育て家庭、生きづらさを抱えた若者、生活困窮者など困りごとを

抱えたすべての区民を対象として、医療、福祉サービス、住まい、予防・健康づくり、生活支援の５つ

の要素が一体的に提供される世田谷版地域包括ケアシステムについて、今後、多様化するニーズに

応えるため、区民のライフステージやライフスタイルに大きく関わる就労、教育、社会参加、防犯・防

災を新たな要素として加え、世田谷版地域包括ケアシステムの強化を図り、地域共生社会の実現を

めざします。 

地区における四者連携（まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会地区事

務局・児童館）を基盤に、共助による見守りネットワークづくりや身近なところで福祉の相談や手続

きのできる環境の充実を図ります。併せて福祉に関する社会資源の開発と福祉のまちづくりにおけ

る区民との協働を推進します。 
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（６） ＳＤＧｓとの関係 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標。エスディージーズ）は、平成 27 年（2015 年）9 月に国連で

採択された令和 12年（2030年）までに先進国を含む国際社会全体で達成を目指す 17の国

際目標です。国は平成 28年（2016年）に「ＳＤＧｓ実施指針」を定め、地方自治体の各種計画

等への最大限の反映を奨励しています。本計画は、ＳＤＧｓの理念である「誰一人取り残さない」

社会を念頭において施策を推進します。 

なお、５番目のゴール「ジェンダー平等を実現しよう」は、分野横断的な価値として SDGｓの

すべてのゴールの実現に不可欠なものであるため、あらゆる政策においてジェンダーの視点を

確保し施策に反映する「ジェンダー主流化＊」が求められます。 

また、17 番目のゴール「パートナーシップで目標を達成しよう」の中には「マルチステークホ

ルダー・パートナーシップ」という概念が含まれており、行政・民間・区民の協働によって持続可

能な社会の実現を目指すことが掲げられています。これは、基本計画の理念に「参加と協働を

基盤とする」を掲げる世田谷区において、計画全体を貫き計画の土台となる根本的な考え方で

あるため、政策や施策を推進する手段として捉えればすべての政策と関係があります。 

図表 ＳＤＧｓ17の国際目標（ゴール） 

 

出典：外務省ホームページ「JAPAN SDGs Action Platform」 
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第 3節 計画の策定体制 

 

本計画の策定にあたっては、学識経験者と区民委員で構成する「地域保健福祉審議会＊」、同審

議会の学識経験者等と区職員による「総合計画策定研究会」、庁内組織として「総合計画策定委員

会」を設置し、各会において計画内容を検討しました。 

また、パブリックコメントやシンポジウムを通して、区民の意見を計画に反映するよう努めました。 

 

図表 計画の策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域保健福祉審議会 

世田谷区長 

（庁内組織） 

総合計画策定委員会 

答申 諮問 

学識経験者等の参加 提案 

総合計画策定研究会 

助言 提案 

区民意見の反映 
（パブリックコメント、 

シンポジウム等） 
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第 2章 近年の動向、区の課題 
 

第 1節 これまでの区の取組み（成果と課題） 

 

「地域保健医療福祉総合計画（平成２６～令和５年度）」では、「地域包括ケアシステムの推進」、

「区民、事業者等との協働による福祉の地域づくり」、「地域福祉を支える基盤整備」の３つの施策の

柱に沿って取組みを推進してきました。これまでの取組みの成果を３つの柱ごとに振り返ったうえで、

保健医療福祉分野にまたがる課題をまとめます。 

 

⚫ 地域保健医療福祉総合計画（平成２６～令和５年度）における地域福祉推進の基本的な考

え方 

・ 高齢者や障害者、子育て家庭、生きづらさを抱えた若者、生活困窮者など、支援を必要と

するあらゆる人が、身近な地区で相談することができ、多様なニーズに対応した保健、医

療、福祉などのサービスが総合的に提供される、地域包括ケアシステムの構築を目指しま

す。 

・ 地区において、課題の発見・把握から、相談支援、サービス提供、社会資源開発、情報発

信を行うなどの、個別支援と地域支援を組み合わせて支援するコミュニティソーシャルワ

ークを推進します。 

・ 地区を中心に地域福祉を推進するという考え方に立ち、地区における地域づくりや地域

活動を推進していきます。 

・ 区民や地域福祉活動団体、事業者など、様々な主体が多様性を認めあい、ともに地域の

課題に取り組み、ともに支えあう地域社会づくりを進めます。 

・ これまで地域福祉の推進を担ってきた、区民や社会福祉協議会、社会福祉法人等、地域

の活動団体とともに、ＮＰＯ、商店街、民間事業者等の様々な主体と協働し、新たな社会資

源の開発や地域づくりを行います。 

・ 区民への総合的な支援を行うためには、従来の保健福祉の関係機関や団体との連携だけ

でなく、幅広いネットワークを構築する必要があり、教育関係者や弁護士等の司法関係者、

まちづくりに携わる人々など、区民の生活に関連する幅広い領域で活動する人々と連携し、

地域福祉の推進を図ります。 
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（1）「地域包括ケアシステムの推進」に関する取組み 

区では、平成３年（1991 年）に地域行政制度を導入し、地区・地域・全区の三層制の区政運営を

開始しました。平成１７年（2005 年）には出張所改革を行い、出張所の窓口事務を７箇所の出張所

に集約し、その他の２０箇所を主に地区まちづくりの支援を行うまちづくり出張所としました。その後、

名称をまちづくりセンターと改め、地区及び地域の実態に応じた行政サービスの提供とまちづくりの

支援を進めています。 

このような地区を中心に据えた体制を土台として活かしながら、平成２６年度（2014 年度）から

は、国の示す地域共生社会の考え方に先んじて、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続ける

ことができるよう、高齢者だけではなく、障害者、子育て家庭、生きづらさを抱えた若者、生活困窮

者など、困りごとを抱えたすべての区民を対象として、「医療」、「介護・福祉サービス」、「住まい」、

「予防・健康づくり」、「生活支援」の５つの要素が一体的に提供される世田谷版地域包括ケアシステ

ムの推進に取り組んできました。 

 

図表 世田谷版地域包括ケアシステムのイメージ図 
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⚫ 地域包括ケアの地区展開の実施 

区では、地域包括ケアシステムを区民にとって最も身近な地区で実現するために、平成 

２６年度（2014 年度）からのモデル実施を経て、平成２８年度（2016 年度）から全地区で

「地域包括ケアの地区展開」を実施しました。 

区民が福祉に関する困りごとを抱えた際に、早期に支援につながれるよう、２８地区のまち

づくりセンター内に、あんしんすこやかセンター＊と社会福祉協議会の三者を一体整備し、

「福祉の相談窓口」を設けました。「福祉の相談窓口」では、総合支所のバックアップを受け

ながら、分野や属性に関わらず、福祉に関するあらゆる困りごとの相談を受け付けています。

アセスメント＊の結果、専門的な支援が必要な場合には、専門の関係機関に適切に繋げます。 

また、福祉の相談窓口で受け付けた相談から地区の課題を抽出し、三者で連携して地域

資源開発を行う「参加と協働の地域づくり」も実践しました。令和４年（2022 年）５月からは、

三者に児童館が加わり、子ども分野における地域資源開発にも力を入れて取り組んでいま

す。 

図表 地域包括ケアの地区展開イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 地域包括ケアの地区展開 実施経緯 

平成 26 年（2014 年）10 月 地域包括ケアの地区展開を１地区にてモデル実施（砧） 

平成 27年（2015年）7月 地域包括ケアの地区展開を５地区にてモデル実施（砧、池尻、松沢、用賀、上北沢） 

平成 28年（2016年）7月 地域包括ケアの地区展開を全地区にて実施 

令和４年（2022 年）5月 全地区において児童館を加えた四者連携を開始 
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⚫ ５つの要素（医療、福祉サービス、予防・健康づくり、住まい、生活支援）の充実 

区では、地域包括ケアシステムにおける５つの要素（医療、福祉サービス、予防・健康づく

り、住まい、生活支援）を充実させるため、様々な取組みをしてきました。（第４章第１節（２）、

（３）、（４）、（５）、（６）参照） 

 

⚫ 地域ケア会議の実施 

地域ケア会議は地域包括ケアシステムを構築するための一つの手法として介護保険法で

定められた会議で、①個別課題解決、②ネットワーク構築、③地域課題発見、④地域づくり・

資源開発、⑤政策形成という５つの機能があります。 

区では、地域包括ケアシステムを効果的に機能させるため、平成２９年度（2017 年度）よ

り、「地区」、「地域」、「全区」の３層において「地区版地域ケア会議」、「地域版地域ケア会議」、

「全区版地域ケア会議」を実施しています。 

３層での地域ケア会議の積み重ねにより、「身寄りがない方の入院・入所に関する世田谷

区版ガイドライン」の策定や、世田谷ひきこもり相談窓口「リンク」の開設といった全区的な課

題解決の取組みにもつながっています。 

図表 世田谷区における地域ケア会議 

 地区版地域ケア会議 地域版地域ケア会議 全区版地域ケア会議 

主催者 あんしんすこやかセンター 保健福祉センター保健福祉課  

介護予防・地域支援課 

保健福祉政策部保健福祉政策課 

概要 個別ケースの課題解決と個

別課題の積み重ねによる地

域課題の抽出及び地域づく

り・社会資源開発を行いま

す。 

地区版地域ケア会議の報告

から地域の課題を抽出し、

課題解決に向けた取組みを

行います。地域では解決で

きない課題は全区版地域ケ

ア会議につなぎます。 

地区・地域レベルでは解決

が困難な課題を検討し、解

決へ向けた新たな施策の立

案や実行につなげます。 

機能 ①個別課題の解決 

②ネットワーク構築 

③地域課題発見 

④地域づくり・資源開発 

②ネットワーク構築 

③地域課題発見 

④地域づくり・資源開発 

⑤政策形成 

令和４年度実績 144回 ５０回 1回 
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⚫ 認知症施策の総合的な推進 

令和２年（2020 年）４月、全区的な認知症施策の中核的拠点として、保健医療福祉総合

プラザ内に「世田谷区認知症在宅生活サポートセンター」を開設しました。もの忘れ相談窓

口を担うあんしんすこやかセンター等と連携しながら、認知症施策を総合的に推進していま

す。 

同年１０月には「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」を施行し、翌年３月には、認知

症施策の一層の推進のため、上記条例に基づく「世田谷区認知症とともに生きる希望計画」

を策定しました。具体的な事業としては、早期発見をねらいとした、あんしんすこやかセンタ

ーごとに実施しているもの忘れチェック相談会や、医師による講演会を地域ごとに実施して

います。また、家族への支援として、家族会や心理相談、家族介護者のためのストレスケア講

座の実施や、アウトリーチ事業としてあんしんすこやかセンター及び認知症在宅生活サポー

トセンターの連携による認知症初期集中支援チーム事業＊及び医師による認知症専門相談

事業を実施しています。 

また、認知症の正しい知識の普及や地域での支え合いの活動への展開を図るため、アク

ション講座（世田谷版認知症サポーター養成講座）、軽度認知障害（MCI）の勉強会等を実

施しています。  

 
 

 
  

 

 

おとなでも、こどもでも、誰もが無関係でないのが、認知症です。年齢を重ねると、認知

症になる可能性が高くなり、高齢化の進展に伴い、認知症の人は年々増え続けています。

認知症になってからも、安心して暮らせるまちを区民の皆さんと一緒に作っていくため

に、区では、令和２年に「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」を制定しました。 

認知症になってからも、安心して暮らせるまちの実現に向けて様々な取組み（アクショ

ン）が行われています。そのひとつとして、各地区のあんしんすこやかセンターが中心とな

って、アクション講座（世田谷版認知症サポーター養成講座）を開催しています。 

 

 

 

認知症になってからも、安心して暮らせるまち 

アクション講座では、認知症の本人の体

験や思いを共有したり、認知症について学

び、語りあうことで、自分にできることを見

つけたり、参加者全員が認知症を自分ごと

として考え、理解を深めていきます。 

認知症は誰にとっても身近なものになっ

てきています。認知症について正しく理解

し、誰もが暮らしやすいまちづくりを一緒

に考えてみませんか？ 
認知症の本人が参画した 

小学校でのアクション講座の様子 

コラム 
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⚫ 重層的支援体制整備事業の実施 

区では福祉の相談窓口において世代や属性を問わない相談を受ける中で、様々な課

題や福祉ニーズを抱えた方を支援してきましたが、複雑化・複合化した課題の中でも、ひ

きこもりに関する相談については、窓口やつなぎ先が明確でなかったことから、支援の現

場において非常に重要な課題となっていました。 

そこで、令和３年度（2021 年度）から重層的支援体制整備事業（P25）を活用し、ひき

こもり支援に必要な体制を構築しました。令和４年度（2022 年度）には世田谷ひきこもり

相談窓口「リンク」 を開設し、世田谷区生活困窮者自立相談支援センター「ぷらっとホー

ム世田谷」と若者総合相談センター「メルクマールせたがや」＊が中心となり多機関協働事

業や継続的なアウトリーチ支援事業を展開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

区のひきこもり相談窓口の名称「リンク」は、当事者の方や家族が支援機関と安心してつな

がることができ、また支援機関相互の結びつきや地域の絆によって、誰もが安心して住み続

けられる社会になるよう名づけられました。そして、令和４年４月の開設から２年、「リンク」と

いう名前のとおり、つながりを増やし広げてきました。 

まず「リンク」の開設にあたって、生活困窮者自立相談支援センター「ぷらっとホーム世田

谷」と若者総合相談センター「メルクマールせたがや」の２機関が共同で運営するという、全国

でも他に例がない体制が創られました。ご相談者の多くは複雑化・複合化した課題に直面さ

れています。その人ごとに異なるこれまでのご経験、困りごとや悩み、日常生活やご家族の

状況について、「ぷらっとホーム世田谷」がもつ生活の困りごとをサポートする事業やプログ

ラムと、「メルクマールせたがや」の特徴である心理職など専門職による心理面でのサポー

ト、双方の特徴を活かし、必ず２機関で生活と心の両面から把握・検討をしています。 

また必要に応じ、高齢や障害、生活支援、教育、医療・保健など、つながりが求められる機

関が一堂に集まり、一緒に知恵を出し合いサポート体制を考えるチームづくりも行っていま

す。重層的支援体制整備事業を先行して活用してきたのは、このように多機関でのサポート 

が望まれるケースが多いことも理由です。 

そしてどの段階においても大事にしている 

のが、ご本人やご家族の気持ちや希望です。 

「リンク」はこれからも、相談者の気持ちを真 

ん中に、様々な人や機関とつながりながら、 

希望される生活の実現をサポートしていき 

ます。 

世田谷ひきこもり相談窓口「リンク」 

 

「リンク」キャラクター 

モーリー 

コラム 



16 

 

⚫ 新型コロナウイルス感染症への対応 

新型コロナウイルス感染症は、令和元年（2019 年）１２月に中国の武漢市で初めて確認さ

れて以降、瞬く間に世界中に広がり、各国の主要都市で相次いで都市封鎖（ロックダウン）が

実施されました。日本においても、令和２年（2020 年）１月に国内初の感染が確認された後、

急速に感染拡大し、社会や経済に甚大な被害をもたらし、令和３年度（2021年度）以降は変

異株の感染が拡大するなど、猛威を振るいました。 

国はこの未曾有の事態に対応するため、令和２年（2020 年）４月、令和３年（2021 年）１

月、同年４月及び同年７月の４度にわたり緊急事態宣言を発出し、不要不急の外出や移動に

ついて自粛を要請するなど、感染拡大防止に向けた緊急対策を実施しました。 

長引くコロナ禍では、経済活動の制限による生活困窮や、外出や会食等の自粛が続いた

ことによる社会的な孤独・孤立などが問題になるとともに、地域活動や学校教育など、様々な

分野が甚大な影響を受けました。経済的に困窮する人が急増したことで、社会福祉協議会

が実施している特例貸付（緊急小口資金、総合支援資金）や住居確保給付金の申請も急増

しました。また、孤立死や不登校、自殺者がこの期間に増えたことも、新型コロナウイルス感

染症による影響という指摘もあります。 

区は、感染拡大の防止に全力を尽くすため、組織改正による体制強化や全庁を挙げての

応援体制をとるとともに、地区医師会や地域の医療機関をはじめとする関係機関の協力の

下、民間の活力も活用しながら電話相談、積極的疫学調査、健康観察の実施、地区医師会

との協働によるPCR検査センターの運営、クラスターの抑止等を目的とした独自のPCR検

査（社会的検査）の実施、地域医療体制の確保を図るための医療機関支援、区民が迅速か

つ安全にワクチン接種を受けられる体制の整備など、様々な取組みを通じて感染拡大防止

と感染者等への適切な療養環境の確保に取り組みました。さらには、自宅療養者からの相談

内容に応じて往診等につなぐ支援体制の構築や、酸素療養ステーションの開設、オンライン

診療体制の確保等を全国に先駆けて行うなど、区内の医療支援体制の補完に取り組みまし

た。 

令和５年（2023 年）５月８日に、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが５

類に引き下げられ、法的な制限は緩和されましたが、引き続き動向を注視しつつ、コロナ禍

で得た新たな知見を施策に活かし、区民が健やかで心豊かに暮らし続けることができる安

全・安心な環境づくりに取り組んでいく必要があります。 
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図表 新型コロナウイルス感染症に関する主な区の取組み 

令和 2年 

（2020年） 

１月 新型コロナウイルス感染症の国内における発生状況を踏まえ「世田谷区健康危機

管理対策本部」を設置 

２月 新型コロナウイルス感染症の相談体制「帰国者・接触者電話相談センター」等の開

設 

３月 「世田谷区健康危機管理対策本部」を「世田谷区新型コロナウイルス感染症対策本

部」へ移行 

４月 新型コロナウイルス感染症のまん延防止に向けた防疫体制の拡充及び PCR検査

の実施 

９月 社会的インフラを継続的に維持するための PCR検査（社会的検査）の実施 

１１月 「帰国者・接触者電話相談センター」を「発熱相談センター」に名称を変更 

令和３年 

（2021年） 

２月 やむを得ず自宅で療養する新型コロナウイルス感染症患者（以下「自宅療養者」と

いう。）の支援を行う「世田谷区自宅療養者健康観察センター」事業を開始 

４月 ・新型コロナウイルス感染症後遺症への対応として「世田谷区コロナ後遺症相談窓

口」を開設 

・入院調整中等で酸素吸入が必要な自宅療養者へのフォローアップ体制を強化 

・新型コロナウイルスワクチン巡回接種開始 

５月 新型コロナウイルスワクチン集団接種開始 

６月 新型コロナウイルスワクチン個別接種開始 

８月 世田谷区酸素療養ステーション開設（1か所目）（8月 31日～10月 15日） 

９月 自宅療養者への支援体制を再整備し「自宅療養者相談センター」を設置 

１１月 「世田谷区新型コロナウイルス感染症陽性者における後遺症に関する調査」報告

書 

令和４年 

（2022年） 

１月 ・世田谷区酸素療養ステーション開設（2か所目）（1月 11日～） 

・国士舘大学・日本体育大学と「災害時及び新型インフルエンザ等感染症対応にお

ける保健所との協力体制に関する協定」を締結 

３月 「世田谷区新型コロナウイルス感染症陽性者における後遺症に関する調査（その

2）」報告書 

６月 区民の利便性や感染拡大時のさらなる検査需要にも対応するため、既存の PCR

検査センターを移転するとともに、新たな PCR検査センターを設置 

令和５年 

（2023年） 

３月 「コロナ禍における世田谷区民の健康づくりに関する調査」報告書 
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図表 特例貸付（緊急小口資金、総合支援資金）の申請件数※社会福祉協議会が実施 

 令和２年度（２０２０年度） 令和３年度（２０２１年度） 令和４年度（２０２２年度） 

緊急小口資金 12,337件 4,122件 1,028件 

総合

支援

資金 

初回 8,495件 4,025件 931件 

延長 4,909件 1,950件 0件 

再貸付 3,710件 5,230件 0件 

 

図表 住居確保給付金の決定件数 

住居確保給付金 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

新規決定 6,673件 1,197件 445件 

延長決定 4,744件 1,281件 395件 

再延長決定 3,631件 1,256件 419件 

再々延長決定 2,172件 1,279件 0件 

再支給決定 102件 2,299件 674件 

 

図表 世田谷区における孤立死件数 

令和元年度（20１９年度) 令和 2年度（2020年度) 令和 3年度（2021年度） 令和４年度（202２年度） 

８８件 １０３件 ７８件 ８５件 

※孤立死の定義は「高齢者（６５歳以上）が誰にも看取られずに自宅で死亡し、死後数日（当日・1日目・2日

目までは含めない）を経過し発見されたもので、区及びあんしんすこやかセンターにて把握した件数」と

しています。 

図表 世田谷区における不登校（病気や経済的理由以外での年度間に累積で 30日以上の欠席の児童・生

徒）の人数 

令和元年度（2019年度)  令和 2年度（2020年度) 令和 3年度（2021年度） 令和４年度（202２年度） 

825名 968名 1,228名 1,540名 

 

図表 世田谷区の自殺者数・自殺死亡率の推移（警察庁自殺統計） 
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（２）「区民、事業者等との協働による福祉の地域づくり」に

関する取組み 

 区では、多様化していく区民の困りごとにきめ細かく対応するために、地域で活動している住民や

団体、事業者等と連携・協力して、多様な主体による多様なサービスを拡充するとともに、住民相互

の日頃からのつながりを保つことによる、支えあいの地域づくりを進めてきました。 

 

⚫ ともに支えあう福祉の地域づくり 

区では、平成２６年から、地域の課題解決のため、地域で活動する団体や住民と連携し、

買い物支援などの生活支援サービスや居場所の創出に取り組む事業を社会福祉協議会に

委託し実施しています。本事業は平成２６年（2014 年）１０月からモデル事業として開始し、

平成２８年（2016 年）７月から全地区で実施しています。協議体を設置して新たな生活支援

サービスの創出に取り組んでおり、スマホ講座や買い物支援、食の支援など、地域人材や場

所を活用し、地域課題の解決に取り組んでいます。 

また、地域での福祉活動の活性化のため、地域で同種の活動を行う団体のネットワーク化

も支援しています。区内の令和４年度（2022 年度）のサロン＊登録は６２４団体、ミニデイ＊

登録は６２団体あり、サロンリーダー交流会等を通じて、地域活動団体間の交流を図ってい

ます。社会福祉協議会では、サロンやミニデイなどの地域支えあい活動の支援を行っていま

す。 

地域住民による生活支援として、社会福祉協議会が実施するふれあいサービスのほか、

平成２８年度（2016年度）より、住民参加型と住民主体型の介護予防・生活支援サービスも

開始しました。住民等による掃除、洗濯、調理補助、買い物同行、ごみ出し等、短時間の簡易

な家事援助を行う住民参加型の「支えあいサービス」と、住民や NPO が運営する定期的な

「通いの場」に週１回通い、食事や介護予防を目的とした活動を行う住民主体型の「地域デイ

サービス」を実施しています。 

行政だけでは困難な高齢者等のきめ細かい見守りには、地域住民や地域活動団体、事業

者等と連携・協力して取り組んできました。ひとり暮らし高齢者等の住民主体の見守り施策

として、町会自治会や地域活動団体等の参加による「地区高齢者見守りネットワーク」を全

地区で実施し、高齢者の生活状況の変化に対する「気づき」を、住民からあんしんすこやか

センター等につなげるといったことに取り組んでいます。また、地区見守りネットワーク会議

では、町会、商店街、民生委員・児童委員＊協議会、金融機関、警察、消防、医療機関、あん

しんすこやかセンターなど、様々な関係機関が連携して対応できるネットワークを構築してい

ます。 
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⚫ 災害時に備えた支えあいの支援体制の構築 

区では、高齢者や障害者など、災害時に自力で避難することが困難な方、いわゆる避難

行動要支援者に対する支援体制を整備するため、区と協定を締結した町会・自治会及び該

当地区の民生委員・児童委員に避難行動要支援者本人の同意を得た避難行動要支援者同

意者名簿を毎年提供し、協力を呼びかけています。 

社会福祉協議会では、災害時における避難行動要支援者の安否確認や避難支援、ニー

ズ把握等を担う災害福祉サポーターの登録に努めています。災害福祉サポーターは、普段

のつながりや顔の見える関係を活かした災害時の安否確認など、地域で支える体制づくりに

貢献しています。 

また、災害時にボランティアの方を円滑に受け入れられるよう、ボランティア窓口（区内９５

ヵ所）にボランティアマッチングセンター（区内５ヵ所）との調整役であるボランティアコーディ

ネーターを割り当てました。これにより、直接ボランティア窓口に向かうことができるようにな

り、災害時の迅速な対応が可能となりました。 

 

⚫ 地域人材の育成・活用 

社会福祉協議会では、平成２７年（2015 年）に、地域人材の育成・確保をコンセプトに、地

域活動等に協力できる方を「地区サポーター」として登録する仕組みをつくりました。地区サ

ポーターとして登録していただいた方には、地域支えあい活動や福祉イベント、生活支援サ

ービス等をマッチングし、地域で活躍していただいています。 

また、高齢者や障害のある方等を、サービスを受ける側として捉えるのではなく、地域福

祉の担い手として考えた取組みも推進してきました。高齢者のボランティアとしての活動や、

障害のある方等に自身の体験談を語ってもらう講師を担っていただくなど、高齢者や障害

のある方に担い手として地域に貢献していただいています。本人にとっても地域とのつなが

りを築くきっかけとなり、生きがいにも繋がっています。 

区民に身近な地域で活躍する民生委員・児童委員は、高齢者や障害者、児童等の虐待の

予防や早期発見等、地域福祉を推進するうえで欠かせない人材です。区では、民生委員活

動について広く周知し、地域福祉活動に関心を持ってもらえるよう取り組んでいます。 

区民の生命を守るための取組みとして、ゲートキーパー＊養成講座を一般区民向け・医療

従事者向けに実施し、身近な方のストレスサインに早期に気づき、相談窓口との橋渡しを行

うことができる「ゲートキーパー」の養成も進めています。 

 

⚫ 寄附文化の醸成、基金の活用 

寄附は誰でも参加することができる一つの社会貢献です。区では、区民からの寄附が地

域福祉の推進に大きく寄与することを広く周知してきました。また、寄附金を活用した取組み

を周知することで、次の寄附につながる好循環を作れるよう取り組んでいます。 

  



21 
 

（３）「地域福祉を支える基盤整備」に関する取組み 

 区では、福祉人材の育成や保健医療福祉の全区的拠点の整備など、誰もが安心して暮らし続け

られる地域をつくるため、地域福祉を下支えする基盤の整備にも取り組んできました。 

 

⚫ 福祉人材の確保及び育成・定着支援 

区では、福祉の専門人材の確保・育成・定着及び区職員のスキル向上に向けて、様々な

取組みをしてきました。（第４章第２節（３）参照） 

 

⚫ 保健医療福祉の全区的拠点「うめとぴあ」の稼働 

高齢者・障害者支援施設が入る東京リハビリテーションセンター世田谷（民間施設棟）を

平成３１年（2019 年）４月に、保健センターや世田谷区福祉人材育成・研修センター等が入

る区立保健医療福祉総合プラザを令和２年（2020 年）４月にそれぞれ開設し、保健医療福

祉の全区的拠点「うめとぴあ」の本格稼働を開始しました。 

福祉用具展示相談会と介護・障害福祉のよろず相談の合同開催をはじめとした拠点内施

設間の連携による取組みを推進しているほか、福祉団体や障害者施設等と連携した失語症

サロンや販売会の実施等、拠点内外との連携事業を展開しています。また、ふれあいカフェ

うめとぴあの運営をはじめ、カフェでの各種イベント、認知症当事者やその支援者等が参加

する RUN 伴（ランとも）せたがや等、多様な立場や世代の人々との交流の場の創出にも取

り組んでいます。コロナ禍においては、新型コロナワクチンの集団接種会場としても機能しま

した。 

 

⚫ 多様なサービス提供手法の導入 

区の保育待機児童数は平成２５年度（2013 年度）から平成２９年度（2017 年度）まで、

及び平成３１年度（2019 年度）と全国市区町村の中で最多でしたが、公有地や民有地を活

用した施設整備を進めたことで、令和２年度（2020 年度）から令和４年度（2022 年度）ま

で「保育待機児童ゼロ」を達成しました。また、障害者施設に関しても、令和２年（2020 年）

９月に「障害者施設整備等に係る基本方針」を策定し、民間事業者による公有地での障害者

施設の整備が進んでいます。 

おでかけひろば＊などの地域の子育て支援の場においては、支援の受け手が担い手とな

っていく地域子育ての好循環が生まれています。区では、おでかけひろば事業の基礎知識

の習得等を目的とする初任者研修をはじめ、中堅者研修やリーダー研修など、経験年数に

応じた研修を実施し、担い手のさらなる成長を支援しています。 
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⚫ 先進的な技術の活用 

区では、先進的な技術を活用し、様々な取組みをしてきました。（第４章第２節（５）参照） 

 

⚫ 保健福祉サービスの質の向上 

区では、保健福祉サービスの質の向上に向けて、様々な取組みをしてきました。（第４章第

２節（６）参照） 

 

⚫ 権利擁護の推進 

区では、権利擁護の推進に向けて、様々な取組みをしてきました。（第４章第２節（２）参照） 

 

⚫ 世田谷区生活困窮者自立相談支援センター「ぷらっとホーム世田谷」の設置 

平成２６年（2014 年）４月に、経済的な問題と合わせて生活上の様々な困りごとを抱えた

方の相談窓口として、世田谷区生活困窮者自立相談支援センター「ぷらっとホーム世田谷」

を設置しました。ぷらっとホーム世田谷では、相談者の状況に合わせ、保健福祉センター、ハ

ローワーク、その他関係機関と連携し、生活困窮者自立支援法に基づき、様々な支援を提供

しています。各保健福祉センターには自立促進専門員を配置し、ぷらっとホーム世田谷への

つなぎを行い、支援プランの決定等に関わっています。家計相談・就労支援を中心に、ぷら

っとホーム世田谷が生活保護に至る前段階のセーフティネットとして機能しており、生活困

窮者のための自立支援機能が強化されました。 

 

⚫ 関連分野との連携の推進 

子どもの人権擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」では、学校、教育委員会及び関

係機関などに働きかけながら、子どもに寄り添い、子どもの最善の利益を目指し、子どもの

相談対応などの権利擁護活動を実施しています。 

犯罪や非行のない地域社会を築くための「社会を明るくする運動」では、世田谷区保護司

会や警察など、推進委員会を構成する様々な機関と協力し、更生保護の啓発活動を行って

います。 

区内の農地保全と障害のある方の就労促進、工賃向上を図るため、令和３年度（2021年

度）より農福連携事業にも取り組んでいます。 
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（４）保健医療福祉分野にまたがる重要課題 

⚫ これまでの取組みを通じて浮かび上がってきたこととして、支援の現場では、複雑化・複合

化した課題を抱える方や、制度の狭間にいる方への支援が十分にできていないことが挙げ

られます。また、本人の意思を尊重したうえでの支援のあり方が、より重要になってきました。 

⚫ こうした中、コロナ禍の長期化による地域コミュニティの分断から発生する社会的な孤独・孤

立や生活困窮世帯の増加、大規模台風やゲリラ豪雨の頻発といった災害の常態化など、地

域課題はこれまで以上に多様化・複雑化しており、誰もが安心して暮らし続けるためには、

新たな要素が求められていることが分かりました。 

⚫ そして、国全体では人口減少をはじめ、少子高齢化の進行に伴う後期高齢者並びにひとり

暮らし高齢者の増加や生産年齢人口の減少など、今後訪れる未来はこれまでよりも厳しい

状況が見込まれます。国全体の影響を受けるため、区としては、そのような状況においても、

すべての区民が安心して暮らし続けるための仕組みが持続的に機能するよう、基盤を整備

していくことが重要です。 

⚫ このような状況を踏まえ、保健医療福祉分野では以下の重要課題が想定されます。 

複雑化・複合化した課題を抱える方への支援 

⚫ 複数の分野にまたがる課題や、いわゆる制度の狭間の課題など、複雑化・複合化した課題

を抱える方への支援の充実が求められています。区で先行して実施してきたひきこもり支

援のような、分野を超えたチームにより支援する仕組みの構築が必要です。 

 

困る前に支援ができる地域づくり 

⚫ 支援が必要な状態にもかかわらず支援につながっていない方がいます。 

⚫ 区民が抱えている問題が深刻化・困難化する前に気づき、早期の支援につなげる地域づ

くりを推進していくことが必要です。 

 

保健・医療・福祉及びその他の分野との連携強化 

⚫ 最期まで住み慣れた自宅で過ごしたいという人が増えており、在宅医療＊のニーズや必要

性が高まっています。 

⚫ 引き続き、保健・医療・福祉のさらなる連携強化に取り組んでいくとともに、分野横断的な

取組みを推進していく必要があります。 

 

人材不足への対応 

⚫ 地域福祉を支える基盤整備においては、後期高齢者の増加によるサービス需要の増大と

全国的な生産年齢人口の減少による担い手不足は依然として深刻です。 

⚫ そのため、介護職のような福祉の専門人材のイメージの向上が必要です。併せて、地域の

人材が参加したくなる仕掛けも必要です。 
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第 2節 地域福祉に関連する動き 

 

（１） 地域共生社会 

日本の社会保障は、人生において典型的なリスクや課題を想定し、その解決を目的として現物

給付等を行うという基本的なアプローチのもと、量的な拡大と質的な発展を実現してきました。これ

により生活保障やセーフティネットの機能は大きく進展し、属性・リスク別の制度が発展し、専門的

な支援が提供されています。 

一方で、個人や世帯が抱える生きづらさやリスクは複雑化・多様化し、血縁、地縁、社縁といった

共同体の機能は時代の進展とともに脆弱化しています。さらには、外国人の増加や性の多様化など、

社会の構成員やその価値観の多様性は増しており、地域や社会が多様性を受け止める力を高める

ことが今後一層求められています。 

国は、このような日本の社会保障の成り立ちや社会の変化を踏まえ、制度・分野毎の「縦割り」や、

「支え手」、「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資

源が世代や分野を超えつながり、助け合いながら暮らしていくことのできる地域をともに創る「地域

共生社会」という方向性を打ち出しました。この「地域共生社会」を中心に、社会福祉法等の改正を

はじめ、様々な法律が施行されています。 

図表 国の主な動向 

平成 27年 

（２０１５年） 

厚生労働省「新たな時代に対応した福祉の提

供ビジョン」報告書 

全世代・全対象型地域包括支援体制（新しい地域包

括支援体制）を提示 

 「生活困窮者自立支援法」施行 生活保護受給者以外の生活困窮者に対する新たな

仕組み（第 2のセーフティネット）の構築 

平成 28年 

（２０１６年） 

「成年後見制度の利用の促進に関する法律」

成立 

区市町村成年後見制度利用促進基本計画の策定の

努力義務化 

 「再犯の防止等の推進に関する法律」成立 区市町村再犯防止推進計画の策定の努力義務化 

 「ニッポン一億総活躍プラン」閣議決定 「地域共生社会」の実現が明記 

平成 30年 

（２０１８年） 

「地域包括ケアシステムの強化のための介護

保険法等の一部を改正する法律」施行 

・福祉分野の上位計画に地域福祉計画が位置づけら

れ、区市町村地域福祉計画策定が努力義務化 

・地域福祉計画に盛り込むべき事項として「包括的

な支援体制の整備に関する事項」が追加 

令和元年 

（２０１９年） 

「子どもの貧困対策の推進に関する法律の

一部を改正する法律」施行 

貧困の状況にある子どもが健やかに育成される法

律の目的・基本理念、教育の機会均等が図られるべ

き趣旨の明確化 

令和 2年 

（２０２０年） 

「地域共生社会の実現のための社会福祉法

等の一部を改正する法律」公布 

重層的支援体制整備事業が創設、実施計画の策定

について記載 

令和 3年 

（２０２１年） 

「孤独・孤立対策の重点計画」閣議決定 分野横断的な対応が可能となる孤独・孤立対策の推

進体制を整備 

令和 4年 

（２０２２年） 

「第二期成年後見制度利用促進基本計画」閣

議決定 

・地域連携ネットワークを全市町村で早期に整備 

・全市町村で基本計画を早期に策定（概ね令和6年

度（２０２４年度）まで） 
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（２） 包括的な支援体制の構築 

⚫ 包括的支援体制 

地域共生社会の実現に向けて、平成２９年（2017 年）に社会福祉法が改正され、地域福

祉推進の理念が規定されました。この理念を実現するため、同法第１０６条において市町村

が構築するべき体制として規定されたのが、包括的支援体制です。 

地域福祉の推進（社会福祉法第４条） 

・ 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共

生する地域社会の実現を目指して行わなければならない。 

・ 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を

行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成す

る一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加

する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。  

⚫ 重層的支援体制整備事業 

複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するためには、以下

の３つの支援を一体的に行うことが必要です。 

①断らない相談支援 

②参加支援（社会とのつながりや参加の支援） 

③地域づくりに向けた支援 

この３つの支援を一体的に行うことによって、本人と支援者や地域住民の継続的な関係

性を築くことが可能となり、身近な地域でのセーフティネットの充実と地域の持続可能性

の向上につながります。 

令和２年（２０２０年）に成立した「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を

改正する法律」（改正社会福祉法等）において、３つの支援を一体的に行う「重層的支援体

制整備事業」が創設されました。住民の複雑化・複合化した支援ニーズへの対応がテーマ

となるこれからの地域福祉において、重要な役割を果たす事業のひとつです。 

図表 重層的支援体制整備事業の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省 
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重層的支援体制整備事業は、市町村、民間団体、地域住民など地域の構成員が協働して、

属性を問わない包括的な支援と地域づくりに向けた支援を総合的に推進し、多様なつなが

りを地域に生み出すことを通じて、身近な地域でのセーフティネットの充実と地域の持続可

能性の向上を図るものであり、事業の実施を通じて、人と人、人と社会がつながり、一人ひと

りが生きがいや役割をもち、互いを尊重し合いながら暮らしていくことのできる包摂的な社

会（地域共生社会）を目指しています。 

    重層的支援体制整備事業は、３つの支援を実施するため、以下の５つの事業から構成され

ています。 

①包括的相談支援事業 

相談者の属性・世代・内容に関わらず包括的に全てを受け止め、本人に寄り添い、

抱える課題の解きほぐしや整理を行います。 

②多機関協働事業 

様々な課題の解きほぐしが求められるような、現行の制度や体制では対応が難し

い方の支援方針や支援者の役割分担などを行い、チームを組織し、一体的な支援を

実施する事業です。 

多機関協働事業には、「支援会議」と「重層的支援会議」が設置されます。社会福 

祉法第 106 条の６の規定に基づき、本人同意がないケースについても、守秘義務を

設け、関係者間で情報共有が可能となります。 

③アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 

複雑化・複合化した支援ニーズを抱えながらも必要な支援が届いていない人や、  

支援を受け入れにくい状況にある人に支援を届けるための事業です。地域住民との

つながりを構築する中でニーズを抱える相談者を見つけるほか、本人とのつながりを

形成すること自体が困難であることを踏まえ、本人と関わるための信頼関係の構築や

つながりの形成に向けた支援を行います。 

④参加支援事業 

本人や世帯と継続的につながる機能を強化していくための役割の一つを担う事業

です。既存の分野の参加支援に向けた事業では対応できない本人や世帯に対して、

制度の狭間の支援ニーズに対応するため、地域の社会資源などを活用して社会との

つながり作りに向けた支援を行います。 

⑤地域づくり事業 

介護、障害、子ども、生活困窮の各分野において実施している既存の地域づくりに関

する事業の取組みを活かしつつ、世代や属性を超えて交流できる場や居場所の整備を

行うとともに、地域における資源開発やネットワーク構築、支援ニーズと取組みのマッチ

ング等により地域における多様な主体による取組みのコーディネート等を行う事業です。 
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（３） その他関連動向 

ア 「孤独・孤立対策推進法」（令和５年（２０２３年）） 

国及び地方において総合的な孤独・孤立対策に関する施策を推進するため、その基本理念や国

等の責務、施策の基本となる事項、国及び地方の推進体制等について定めています。 

国の「経済財政運営と改革の基本方針 2021」（令和３年６月１８日閣議決定）に基づき、令和３年

（２０２１年）１２月２８日の孤独・孤立対策推進会議にて、孤独・孤立対策の基本的な方向性が盛り込

まれた「孤独・孤立対策の重点計画」が策定されました。 

国の方針を踏まえて、地域福祉において、孤独・孤立対策の分野横断的な対応が可能となる推

進体制の強化を進めることになります。 

 

イ 再犯の防止等の推進に関する法律（平成２８年（２０１６年）） 

平成２８年（２０１６年）１２月に、再犯の防止等の推進に関する法律（平成２８年法律第１０４号）が

制定・施行されました。同法に「再犯防止推進計画」の策定が位置づけられたことを受けて、国は平

成２９年（２０１７年）１２月に計画を閣議決定しました。計画には「誰一人取り残さない」社会の実現に

向けて、就労・住居の確保、民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動等の重点課題を挙げ、これ

らの課題解決に取り組んでいます。 

東京都においても、令和元年（２０１９年）７月に「東京都再犯防止推進計画」を策定しました。 

 

ウ 成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成２８年（２０１６年）） 

平成２８年（２０１６年）４月に、成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成２８年法律第２９号）

が制定され、同年５月に施行されました。同法に「成年後見制度利用促進基本計画」の策定が位置

づけられたことを受けて、国は平成２９年（２０１７年）３月に第一期となる計画を閣議決定しました。

令和３年度（２０２１年度）に第一期計画が最終年度を迎えたことから、成年後見制度利用促進専門

家会議での検討を経て、令和４年（２０２２年）３月に第二期計画が閣議決定されました。 

東京都は、「第２期東京都地域福祉支援計画（令和３～８年度）」の「テーマ②誰もが安心して地

域で暮らせる社会を支えるために」に権利擁護の推進を位置づけています。 

 

エ 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」（令和 4年（２０２２年）） 

女性をめぐる課題は生活困窮、暴力の被害（性暴力・性犯罪被害、DV＊、虐待等）、家庭関係破

綻など複雑化、多様化、複合化しています。コロナ禍によりこうした課題が顕在化し、「孤独・孤立対

策」といった視点も含め、新たな女性支援強化が喫緊の課題となっています。 

こうした中、困難な問題を抱える女性支援の根拠法を「売春をなすおそれのある女子の保護厚

生」を目的とする売春防止法から脱却させ、「女性の福祉」「人権の尊重や擁護」「男女平等」を目的

に位置づけ、先駆的な女性支援を実践する「民間団体との協働」といった視点も取り入れた、新た

な支援の枠組み構築に取り組んでいくことになります。  
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第 3章 地域福祉を推進する基本的な考え方 
 

第 1節 地域福祉推進の基本方針 

 

 

誰一人取り残さない 世田谷をつくろう 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大、大規模台風やゲリラ豪雨の頻発といった災害の常態化、

世界情勢などに起因した物価高騰などにより、区民生活や区内産業は大変厳しい状況下にあると

ともに、所得格差や地域社会の分断の広がりへの懸念、社会インフラの老朽化などの課題もあり、

区を取り巻く状況は厳しさを増しています。 

こうした急激な社会状況の変化を踏まえ、令和６年度（２０２４年度）を初年度とする区の最上位

の行政計画である基本計画では、区が目指すべき方向性を「持続可能な未来を確保し、あらゆる

世代が安心して住み続けられる世田谷をともにつくる」としました。 

区の保健医療福祉施策の基本方針となる地域保健医療福祉総合計画においては、基本計画の

方向性も踏まえ、「誰一人取り残さない 世田谷をつくろう」を基本方針に据えます。これは、社会状

況の変化等により、区民の抱える困りごとも多様化・複雑化してきている中で、誰もが安心して暮ら

すことができる「地域共生社会」を実現するという決意を示すものです。 
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第 2節 地域福祉推進の視点 

 

区の地域福祉の施策展開においては５つの視点をもち、社会状況の変化や多様化・複雑化する

ニーズに的確に対応していきます。 

 

① すべての人が自分らしく生きることができる環境をつくる 
⚫ 年齢、性別、LGBTQなどの性的指向及びジェンダーアイデンティティ、国籍、障害の有無な

どにかかわらず、互いの差異や多様性を認めあう、社会的包摂の考え方を基本とし、地域福

祉を推進します。  

⚫ 高齢者や障害のある方等を「サービスを受ける人」という固定的な見方をせず、その力を活か

し、地域社会で役割を持って活躍できるような環境づくりを進めます。 

⚫ 支援の対象は、高齢者、障害者などの属性ではなく、「生活のしづらさを抱えた人、支援を必

要とする人」また「その世帯」としてとらえます。 

⚫ 自分らしい生き方や自立、自己実現を支援していく、という視点から支援を考えます。 

 

②困る前に支援につなげる地域づくり 
⚫ 区民が抱えている問題が深刻化・困難化する前に気づき、早期の支援につなげる地域づくり

を推進します。 

 

③参加と協働により地域福祉を推進する 
⚫ 区民を施策の対象として捉えるのではなく、自ら地域をつくり支える存在として位置づけ、主

体的な参加への意欲を引き出すコミュニティづくりにつなげます。 

⚫ 区民、事業者、行政のそれぞれが持つアイデアや技術、ノウハウなどを組み合わせることで新

たな価値創造を可能とする地域社会の実現を目指します。 

 

④先端技術を柔軟に取り入れ、区民の福祉を向上する 
⚫ 進歩するデジタル技術等の先端技術を積極的に活用します。 

⚫ デジタル技術等の導入にあたっては、福祉の仕事の持つ対面的な関わりの価値も尊重し、検

討します。 

 

⑤分野横断的な連携を推進する 

⚫ 教育、防災、都市整備など、分野を超えて連携し、施策を展開します。 
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第 3節 基本目標（今後の施策を展開する 2つの柱） 

 

 世田谷版地域包括ケアシステムを強化する 
区では、国の示す地域共生社会の考え方に先んじて、地域包括ケアシステムの対象を、困り

ごとを抱えたすべての区民と広く捉え、区内全地区において総合相談を実施し、個別支援と地

域支援を組み合わせた、「世田谷版地域包括ケアシステム」を構築・推進してきました。 

一方で、地域福祉を取り巻く状況は刻々と変化し、区民の抱える困りごとも複雑化・複合化

してきています。また、複雑化・複合化した課題を抱えた方や制度の狭間の支援ニーズを抱え

た方への対応では、継続的かつ長期的に関わっていくことも求められます。 

区では、これまで地域包括ケアシステムの要素である「医療」、「福祉サービス」、「住まい」、

「予防・健康づくり」、「生活支援」を各分野において推進してきましたが、多様化したニーズに

応えるために、「就労」、「教育」、「社会参加」、「防犯・防災」を新たな要素として加えるとともに、

区民にとって最も身近な地区において伴走していく体制を整えることで「世田谷版地域包括ケ

アシステム」を強化し、変化し続ける課題に応えていきます。 

 

  世田谷版地域包括ケアシステムを支える基盤整備 
世田谷版地域包括ケアシステムを下支えする基盤の整備を推進します。具体的には、地域

づくり、人権擁護の推進、福祉人材の確保及び育成・定着支援、地区をバックアップする体制、

先進技術の積極的な活用、保健福祉サービスの質の向上、福祉文化の醸成といった取組みを

進めます。 

  

１ 

２ 
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 図表 今後の施策を展開する２つの柱のイメージ図 
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第 4節 施策体系 

 

基本方針 基本目標（2つの柱） 推進施策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

誰
一
人
取
り
残
さ
な
い 

世
田
谷
を
つ
く
ろ
う 

 

世田谷版地域包括ケア

システムを強化する 

（１）地区で相談を受け止め、つながり続ける仕組み 

    ―重層的支援体制整備事業― 

（２）地域生活を支える保健、医療、福祉の連携 

（３）福祉サービス 

（４）予防、健康づくり 

（５）住まい 

（６）日常生活の支援 

（７）就労 

（８）学校や教育分野と福祉分野の連携 

（９）社会参加の促進 

（１０）防犯・防災 

 

世田谷版地域包括ケア

システムを支える基盤

整備 

（１）地域づくり ―重層的支援体制整備事業― 

（２）人権擁護の推進 

（３）福祉人材の確保及び育成・定着支援 

（４）地区をバックアップする体制 

（５）先進技術の積極的な活用 

（６）保健福祉サービスの質の向上 

（７）福祉文化の醸成 

 

１ 

 

 

２ 
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第 5節 圏域の考え方 

 

 

 

 

 

 

地区・地域・全区の三層構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 5つの地域に総合支所を置き、福祉、健康、子育て等の施策を行っています。 

■ さらに28の地区に 細分化し、区民にもっとも身近な行政運営の拠点として「まちづくりセン

ター」を各地区に設置しています。 



34 

 

 

 

  

  世
田
谷
区
で
は
、
「全

区
」「
地
域
」「
地
区
」の

三
層
構
造
で
行
政
運
営
を
し
て
お
り
、
「地

区
」を
区
民
に
も
っ
と
も
身
近
な
行
政
運
営
の
拠
点
と
し
て
い
ま
す
。
世
田
谷
区
全

体
の
人
口
は
、
9

1
7

,7
0

5
人
（令

和
５
年
４
月
現
在
）で
す
が
、
「地

区
」に
は
人
口
が
何
人
い
て
、
皆
さ
ん
が
利
用
す
る
施
設
や
地
域
で
活
動
し
て
い
る
団
体
な
ど
が
ど
の
く

ら
い
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？
実
際
に
は
人
口
構
成
や
世
帯
構
成
、
地
域
資
源
な
ど
の
特
徴
は
各
地
区
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
大
ま
か

に
イ
メ
ー
ジ
す
る
た
め
、
様
々
な
項
目
に
つ
い
て
、
1
地
区
あ
た
り
の
状
況
（２
８
地
区
の
平
均
値
を
算
出
）を
表
し
て
み
ま
し
た
。
 

「
地
区
」
っ
て
ど
ん
な
と
こ
ろ
？

 
コ
ラ
ム

 



35 

 

第 4章 今後の施策の方向 

 
第４章では、第１節に基本目標 1 ⃣に連なる（１）～（１０）の推進施策、第２節に基本目標 2⃣に連な

る（１）～（７）の推進施策を記載しています。各推進施策のページは以下の項目で構成しています。 

 

■関連する SDGｓのゴール■ 

→それぞれの推進施策に関連する SDGｓのゴールのアイコンを記載しています。 

 

■めざす姿■ 

→８年後のあるべき姿を記載しています。施策によっては①や②など、複数のめざす姿を設

定しています。 

 

■現状やこれまでの取組み■ 

→めざす姿に対する現状と、これまでの主な取組みを記載しています。 

 

■今後の課題■ 

→めざす姿を実現するために、今後解決すべき主な課題を記載しています。 

 

■取組みの方向性■ 

→めざす姿を実現するための今後の取組みの方向性を記載しています。 

 

■めざす姿の実現に向けた主な取組み■ 

→めざす姿の実現に向けた主な取組みと、その目的・内容を記載しています。 

 

■取組みの行動量■ 

→めざす姿の実現に向けた主な取組みの具体的な行動量を記載しています。 

 

■取組みの成果指標■ 

→めざす姿の実現に向けた主な取組みの成果指標を記載しています。 

 

  

推
進
施
策
の
進
捗
を
管
理
し
、 

評
価
す
る
た
め
の
項
目 
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推進施策の進捗を管理し、評価するための項目 

 

➢ 本計画では、めざす姿の達成状況を測るために、主な取組みを抽出し、その行動量と成

果指標を設定しています。 

➢ 行動量と成果指標は、実施計画との整合を図り、計画の初年度である令和６年度（２０２４

年度）から中間見直しを行う令和９年度（２０２７年度）までの４年分を記載しています。 

➢ 令和１０年度（２０２８年度）以降の行動量と成果指標は中間見直し時に実施計画の振り返

りとあわせ、改めて設定します。 

➢ 行動量と成果指標の現況値は、原則、令和５年度の実績値を記載しています。令和５年

度の実績値でない場合は、カッコ書きでいつ時点のものか補足しています。 

➢ 実施計画と同じ項目を設定している場合は、実施計画の施策番号を記載しています。 

 

実施計画との整合を図り、4年分を記載しています 

同じ番号の取組み・行動量・成果指標

が対応しています 

実施計画と同じ項目は実施計画

の施策番号を記載しています 

令和５年度の実績値でない場合は、

カッコ書きで補足しています。 
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第 1節 世田谷版地域包括ケアシステムを強化する 

 

これまで推進してきた世田谷版地域包括ケアシステムの相談支援の仕組みと既存の５つの要素

（医療、福祉サービス、住まい、予防・健康づくり、生活支援）をさらに充実させます。 

また、区民のライフステージに大きく関わる「就労」と「教育」、区民が安心して住み続けていくた

めに必要不可欠である「防犯・防災」、そして区民一人ひとりが自身のライフステージやライフスタ

イル、地域や福祉の関心に応じて具体的な活動に参加・参画する「社会参加」という要素を新た

に加え、世田谷版地域包括ケアシステムを強化していきます。 

 

 

図表 世田谷版地域包括ケアシステムの強化イメージ 
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（1）地区で相談を受け止め、つながり続ける仕組み 

 

■関連する SDGｓのゴール■ 

■めざす姿①■（重層的支援体制整備事業―包括的相談支援事業―） 

どのような困りごとを抱えていても、身近な地区で早期に相談することができ、状況に応じ

た適切な支援や、関係機関につながることができています。 

   近年、区民の抱える困りごとは複雑化・複合化しています。早期に相談し、適切な支援機関に

繋がることが望ましいですが、相談先が分からない、相談窓口に足を運ぶことができないなど、

様々な理由から問題が深刻化するまで抱え込んでしまう方もいます。どのような相談も、身近な

地区で受け止める相談支援の仕組みを推進します。 

■現状やこれまでの取組み■ 

⚫ 困りごとを抱えた区民が早期に相談できるよう、福祉に関するあらゆる困りごとの相談を

受け付ける窓口として、まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会

の三者による「福祉の相談窓口」を全地区に設置しました。 

⚫ まちづくりセンターでは、区民生活を包括的に支援する地区の行政拠点として、多様な相談

及び手続きに対応する窓口を担っています。 

⚫ あんしんすこやかセンターでは、高齢者や介護に関する相談以外にも障害者や子育て、

生活困窮など内容を拡充して、日々の相談対応を行っています。 

⚫ 社会福祉協議会では、行政では対応しづらい制度の狭間にある方の相談対応や、社会福

祉協議会のサービス等に関する相談、ボランティア、サロン・ミニデイといった区民による

自主的な活動についての相談などに対応しています。 

⚫ 「福祉の相談窓口」では、相談者の困りごとを聞き取り、初期のアセスメントを行います。

困りごとに応じた支援を実施するほか、専門の相談支援機関へのつなぎや連携した対応

を行っています。 

【「福祉の相談窓口」相談件数】 

相談先 平成 29年度（2017年度） 令和 2 年度（2020 年度） 令和 4 年度（2022 年度） 

まちづくりセンター 2,542件 1,634件 6,608件（※） 

あんしんすこやかセンター 

（高齢分野以外の相談件数） 

149,183件 

（1,588件） 

193,643件 

（2,284件） 

221,115件 

（3,715件） 

社会福祉協議会 3,227件 4,046件 3,244件 

（※）スマートフォンでのワクチン接種予約支援を含む。 

⚫ 「福祉の相談窓口」の区民認知度は、令和３年度（2021 年度）調査では下がったものの

45～５５％程度を推移しています。 
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【「福祉の相談窓口」の認知度】 

令和 3年度（2021年度） 令和 4年度（2022年度） 令和 5年度（2023年度） 

45.0％ 53.0％ 55.9％ 

⚫ 総合支所に出向かなければいけなかった相談や手続きを身近な地区で行えるようにするた

めに、令和４年度（2022 年度）より、「福祉の相談窓口」と総合支所等をオンラインの映像

システムでつなぐ取組みを一部の地区でモデル実施しています。 

⚫ 社会福祉法に位置づけがなされた各分野の相談窓口と福祉の相談窓口が連携して包括的

な相談受付体制を構成しています。 

【社会福祉法第 106条の４第２項第１号（包括的相談支援事業）に位置づけがある相談支援機関】 

相談支援機関名 主な相談内容 設置拠点数（圏域） 運営形態 

あんしんすこやかセンター 
高齢を中心に 

全般 

28箇所 

（全地区に１か所） 
委託 

地域障害者相談支援センター「ぽーと」＊ 

世田谷区基幹相談支援センター＊ 

保健センター専門相談課 

障害 

５箇所（全地域に１か所） 

１箇所（全区に１箇所） 

１箇所（全区に１箇所） 

委託 

委託 

指定管理 

地域子育て支援コーディネーター＊ 

総合支所子ども家庭支援センター 

総合支所健康づくり課 

子ども・子育て 

６箇所（センター１箇所、 

     全地域に１箇所） 

５箇所（全地域に１箇所） 

５箇所（全地域に１箇所） 

委託 

直営 

直営 

ぷらっとホーム世田谷 生活困窮 
１箇所 

（全区に１か所） 
委託 
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■今後の課題■ 

⚫ 区民全体の福祉の相談窓口の認知度が概ね４５～5５%程度であることに対し、10～３０

歳代の認知度は概ね２５～３０%程度となっています。近年はヤングケアラー＊や生活困窮、

居場所がないなど、困りごとを抱えた若い世代が増加しています。本人や家族に自覚がな

いことや周囲からの見えづらさ、理解不足から問題が潜在化してしまうことがあり、支援

が必要な方を取り残さないために、１０歳代～３０歳代への「福祉の相談窓口」の周知を強

化する必要があります。 

【10歳代から３0歳代までの「福祉の相談窓口」の認知度】 

令和 3年度（2021年度） 令和 4年度（2022年度） 令和 5年度（2023年度） 

２９．７％ 30.5％ 25.5％ 

⚫ より確実に「福祉の相談窓口」に繋げるためには、ケアマネジャーや MSW＊など、保健、医

療、福祉に関する専門職はもちろん、スクールソーシャルワーカー＊などの福祉分野以外

の専門職についても、「福祉の相談窓口」を知っている必要があります。 

⚫ 相談に行きたくても様々な事情により「福祉の相談窓口」に行くことが難しい方もいるため、

新たな相談方法を展開していく必要があります。 

 

■取組みの方向性■ 

⚫ 「福祉の相談窓口」の認知度を上げるための取組みを推進します。１０歳代～３０歳代の認

知度向上には、特に工夫して取り組みます。 

⚫ 「福祉の相談窓口」に確実に繋げてもらうために、保健、医療、福祉に関する専門職に対し

て周知を徹底します。また、スクールソーシャルワーカーや、学校関係者といった教育分野

など、福祉領域以外の専門職への周知を図ります。 

⚫ 来庁せずに手続きができる電子申請の推進と併せて、ICT＊を活用して、総合支所や本庁

などと連携し、「福祉の相談窓口」における相談、手続きに関する機能の充実を図ります。

また、デジタル化への対応が困難な区民へ必要な支援を行います。 

⚫ 地区の身近な相談窓口として、区民からの多様な相談への対応の強化を図ります。また、

複雑化・複合化した課題や制度の狭間の支援ニーズを抱えた区民からの相談については、

保健福祉センターやぷらっとホーム世田谷等との連携を強化し、対応していきます。 
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■めざす姿の実現に向けた主な取組み■ 

番

号 
主な取組み 目的と内容 

１ 
福祉の相談窓口 

（包括的相談支援事業） 

困りごとを抱えた区民が早期に相談できるよう、福祉に関するあらゆる困りご

との相談を受け付ける窓口として、「福祉の相談窓口」を各地区で実施します。 

2 
若年層への福祉の相談窓口

の周知 

１０～3０代の若い世代に対する福祉の相談窓口の周知を強化し、不安や悩

みを抱えた際に早期の相談につなげます。 

3 
専門職等への福祉の相談窓口

の周知 

保健、医療、福祉に関する専門職や区職員に対して周知を徹底するととも

に、スクールソーシャルワーカーや、学校関係者など福祉領域以外の専門職

への周知を強化し、福祉の支援に早期につながるようにします。 

 

■取組みの行動量■ 

番

号 
行動量 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

２ 

１０歳代～３０歳代の若い

世代への福祉の相談窓口 

の周知 

― 
各地区の四者連携の取組みの中で、１０歳代～３０

歳代の若者に対して周知活動を実施する。 
― 

３ 

地域包括ケアの地区展開

に関する研修の実施及び

動画公開 

１回 ５回 ５回 ５回 ５回 ２０回 

 

■取組みの成果指標■ 

番

号 
成果指標 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

1 

不安や悩みがある区民

が、支援や関係機関と

つながっている割合※ 

8.2% 9.0% 10.0% 11.0% 12.0% 12.0% 

２ 

１０歳代～３０歳代にお

ける福祉の相談窓口の

認知度 

25.5% 26.0% 26.5% 27.0% 27.5% 27.5% 

3 
専門職等における福祉

の相談窓口の認知度 
９2．8% 93.0% 93.5% 94.0% 94.5% 94.5% 

 
※重層的支援体制整備事業における取組の成果指標について 

重層的支援体制整備事業における各事業の行動量については、定量的な目標を立て実現していく

ことが必ずしも望ましいことではないと考え、目標設定はおこないません。 

ただし、重層的支援体制整備事業を実施したことで、支援を必要とする区民や支援者、地域住民や

関係機関の意識や行動にどれほどの変化を与えたのか、地域にどれほどの変化を与えたのか、連携

をどれほど取ることができるようになったのか等は、取組みの成果指標として設定し、得られてきた

ものやその広がり、影響を測っていくべきであると考えています。 
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人口約 92万人、日常生活圏域が 28地区もある世田谷区。今となっては当たり前のよう

にある 28か所の「福祉の相談窓口」はどのように生まれたのでしょうか。 

昭和の時代からの長い検討を経て、平成 3年（1991年）、区独自の「地域行政制度」が発

足、地域の総合支所と、地区の出張所により行政サービスを提供していく体制を整備しまし

た。その後、何度かの出張所の見直しを経て、28地区にまちづくりや防災の中核を担う「ま

ちづくりセンター」を整備しました。一方、保健福祉分野では、平成 9年（1997年）、保健所

と福祉事務所を統合・再編し、地域毎に保健福祉センターを設置しました。また、平成 18年

（2006年）、それまでの在宅介護支援センターを改組して、地区ごとに地域包括支援センタ

ー（あんしんすこやかセンター）を整備しました。 

 

前の地域保健医療福祉総合計画（平成 26～35年度）において、区民が困りごとを早期

に相談できるよう「地区における総合相談」の整備を掲げました。ここに、福祉の相談窓口の

着想が示されています。平成 26年（2014年）10月、まちづくりセンター、あんしんすこや

かセンター、社会福祉協議会地区事務局の三者が一緒に相談を受ける「福祉の相談窓口」の

モデル実施を開始し、平成 28年（2016年）7月、地域包括ケアの地区展開が全地区に広

がりましたが、建物はまだ一体化していない地区もありました。複合施設化を進め、令和 4

年（2022年）1月、名実ともに三者一体の地区展開が完成しました。実に８年の歳月がかか

っています。 

 

「福祉の相談窓口」は、福祉を専門としないまちづくりセンターを地区の基盤にするという

画期的な取組みであり、縦割りと言われる行政組織において、当時の職員から大変苦労した

との話を聞くことがあります。 

今まさに、福祉的課題を福祉分野の人だけで考える時代ではなくなっています。社会福祉

法が目指す地域共生社会（制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超え

て、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野

を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っ

ていく社会）の基盤となるものが既にあることは、世田谷区の強みです。 

福祉の相談窓口に寄せられたすべての相談が、地区だけで解決できるわけではなく、総合支

所・本庁、関係機関との協働も重要です。令和 4年（2022年）5月から、子ども分野として

区内 25か所の児童館が各地区と一緒に地域課題の解決に取り組んでいます。また、デジタ

ル技術を活用し、まちづくりセンターの端末から総合支所の関係部署に相談できるオンライ

ン相談も始めました。 

支援者を含め、多くの人に窓口の存在を知ってもらい、相談することをためらう人、相談

する必要を自覚していないが生活の質が脅かされている人等と、どのようにつながっていく

か、福祉の相談窓口は進化を求められています。 

 

 

 

 

「福祉の相談窓口」の誕生とこれから コラム 
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■めざす姿②■（重層的支援体制整備事業―多機関協働事業―） 

複雑化・複合化した課題を抱えている方や制度の狭間のニーズを抱えた方にも、隙間のない

支援が届いています。 

   区は、福祉の相談窓口をはじめ、区民にとって最も身近な地区で断らない相談支援を実践

してきましたが、近年は課題が複雑化・複合化していることや、制度の狭間のニーズを抱えた

方が増加してきており、地区や単独の支援機関での対応、福祉的な支援のみでは的確な支援

に至らないことも少なくありません。 

   そこで区は、地区のバックアップを担当する保健福祉センターや、ぷらっとホーム世田谷が

中心となってチームを組織し、そのような課題を抱えた方に対して、支援者間の隙間ができな

いようコーディネートしながら、福祉分野の支援に限らず、的確な支援を実施していきます。 

 

■現状やこれまでの取組み■ 

⚫ 各地域の保健福祉センターによるバックアップ体制を構築し、各地区の「福祉の相談窓口」

を支えています。 

⚫ 区では、複雑化・複合化した課題や制度の狭間のニーズを抱えた方の中でも、特に現場

で対応に苦慮していた、８０５０問題＊やひきこもり状態にある方への支援を強化するため、

重層的支援体制整備事業をひきこもり支援事業に活用（P15）し、支援を強化しました。 

⚫ 令和４年（２０２２年）４月、ぷらっとホーム世田谷とメルクマールせたがやを同一建物に整

備し、世田谷ひきこもり相談窓口「リンク」を開設しました。「リンク」では、上記２つの機関

が中心となりチームを組織し、連携してひきこもり状態にある方を支援しています。 

⚫ その他の複雑化・複合化した課題を抱えた方に対しては、それぞれの分野において、地域

ケア会議や、自立支援協議会＊、要保護児童対策地域協議会＊等を開催し、様々な支援機

関と情報を共有し、連携した支援を実施しています。 
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■今後の課題■ 

⚫ 区では、これまで８０５０問題やひきこもり状態にある方の支援を強化するとともに、医療

や福祉制度利用の拒否、虐待、生活困窮などの複雑化・複合化したケースなどは地域ケア

会議や要保護児童対策地域協議会など既存の仕組みを活かして、支援に取り組んできま

したが、いわゆるごみ屋敷の問題や多頭飼育崩壊＊などの現状の仕組みや制度では対応

しづらい課題への対応の充実が必要です。 

⚫ 複雑化・複合化した課題の相談を受けた窓口が、複数の支援機関が関係することにより

つなぐことができない、主担当が決まらないまま対応が滞っているというようなケースを無

くし、円滑な支援につなげなければなりません。 

 

■取組みの方向性■ 

⚫ これまで強化してきた８０５０世帯やひきこもり支援の取組みは継続し、その他の複雑化・

複合化した課題や制度の狭間の支援ニーズを抱えた方への対応を、より一層強化します。 

⚫ 福祉の相談窓口をはじめとした相談窓口において相談内容、困りごとを受止め、課題を

抱えた方の状況を把握・分析します（P３８）。課題が複雑化・複合化している場合や制度

の狭間のニーズを抱えている場合には、その主訴に応じて総合支所保健福祉センターや

ぷらっとホーム世田谷につなぎます。 

⚫ 総合支所保健福祉センターやぷらっとホーム世田谷は、多機関協働事業者として課題を

抱えた方のニーズに沿った支援が実施できるようチームを組織します。重層的支援会議

や社会福祉法に定める支援会議を活用し、チームで支援する体制や方策を整え、的確な

支援に繋げるとともに、相談窓口等による抱え込みを無くします。チームは課題に合わせ、

民間団体、警察・司法、地域住民、学校、その他地域の様々な機関など、福祉の分野以外

からも組織し、一体となって支援を行います。 

⚫ 複雑化・複合化した課題を抱えた方やその世帯の支援ニーズを受止め、支援のタイミング

を見定めながら、社会との関係性を育むために継続したアウトリーチによる伴走支援

（P48）や、地域や社会との関わりをもつことで自らの役割や、自己有用感を取り戻すこと

ができるよう社会参加の支援（P52）につなげられるよう、様々な機関等と一体となって支

援を行います。 

【社会福祉法における多機関協働事業者】 

多機関協働事業者 設置拠点数（圏域） 運営形態 

各地域総合支所保健福祉センター 

 生活支援課、保健福祉課、健康づくり課、子ども家庭支援課 

５箇所 

（全地域に１か所） 
直営 

世田谷ひきこもり相談窓口「リンク」 

 ぷらっとホーム世田谷 
１箇所（全区に１箇所） 委託 
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■めざす姿の実現に向けた主な取組み■ 

番

号 
主な取組み 目的と内容 

１ 多機関協働事業 
保健福祉センターまたはぷらっとホーム世田谷が多機関協働事業者となり、

複雑化・複合化した課題や制度の狭間の支援ニーズを抱えた方を支援する。 

2 
地域共生社会や多機関協

働事業に関する研修 

支援者等に地域共生社会や多機関協働事業について研修を行い、考え方や

連携について学ぶ。 

 

■取組みの行動量■ 

番

号 
行動量 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

２ 

多機関協働事業や地域共

生社会についての研修の

実施 

【実施計画 施策８－２】 

1回 5回 5回 5回 5回 20回 

 

■取組みの成果指標■ 

番

号 
成果指標 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

1 

福祉の相談窓口などが相

談内容をつなげず、抱え

込んでしまっているケー

スの件数※ 

4６４件 

（重複あり） 

４３０件 

（重複あり） 

４００件 

（重複あり） 

３７０件 

（重複あり） 

３４０件 

（重複あり） 

３４０件 

（重複あり） 

２ 

地域共生社会や多機関協

働事業に関する研修の参

加人数（延べ人数） 

１４０名 

（令和５年度 

見込み） 

延べ 

53０名 

延べ 

５３０名 

延べ 

５３０名 

延べ 

５３０名 

延べ 

２，１２0名 

※重層的支援体制整備事業における取組の成果指標については P４１をご覧ください。 

※相談支援機関等が把握している複雑化・複合化した課題等を抱えている区民のうち、支援やつなぎ等の対応が 

できなかった件数。 
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■めざす姿③■（重層的支援体制整備事業―アウトリーチを通じた継続的支援―） 

支援が必要にもかかわらず、支援を受け入れにくい、支援の必要性を感じていない区民に寄

り添い、孤独・孤立することなく支援が届いています。 

   複雑化・複合化した課題や制度の狭間のニーズを抱えた方の中には、支援を受け入れにく

い方や、支援の必要性を感じていない方もいます。課題が深刻化する前に早期に発見し、信

頼関係を構築することで、早期支援につなげ、区民が地域で孤独を感じることや孤立すること

なく安心して住み続けることができるよう、必要な支援を届けます。 

 

■現状やこれまでの取組み■ 

⚫ 区では、高齢者や障害者、子育て家庭といった分野や属性、区民のライフステージごとに

アウトリーチを実践し、支援を必要とする方に支援を届けてきました。 

⚫ あんしんすこやかセンターでは高齢者宅を職員が訪問する実態把握訪問を行っています。

実態把握訪問により、高齢者の心身の状況や家族の状況等の実態を把握し、困りごとや

課題を抱えた方を早期に発見し、必要な支援に繋げています。 

⚫ 社会福祉協議会では、サロン・ミニデイなどの地域活動団体や専門の相談支援機関とつ

ながりを形成し、地区に潜在している課題や困りごとを抱えた方の早期発見に努めていま

す。 

⚫ まちづくりセンターまで距離がある等の課題がある地区では、窓口に行くことが難しい方

に向けて必要に応じて、「福祉の相談窓口」の出張相談会を実施し、きめ細かく相談支援

に繋げています。 

⚫ メルクマールせたがやでは、訪問相談のほか、５つの総合支所及び希望丘青少年交流セ

ンターにて毎月出張相談会を実施しています。また、「メルクマールせたがや」から離れた

４地域で家族向けセミナーを開催するなど、利用者の掘り起こしや事業の普及啓発にも努

めています。出張相談会や家族セミナーから、定期的な来所相談に繋がる方もいます。 
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■今後の課題■ 

⚫ 各分野や制度ごとにアウトリーチを強化してきたことで、専門性を活かしたアプローチには

強みがありますが、複雑化・複合化した課題や制度の狭間のニーズを抱えた方へのアウト

リーチには課題があります。 

⚫ 複雑化・複合化した課題や制度の狭間のニーズに対応するためには、地域に潜在してい

る方を早期に発見し必要な支援につなげることや、信頼関係を構築し支援ニーズに沿った

様々な社会資源につなげていくことが重要ですが、地域に潜在している方を行政のみで

発見し、アプローチしていくことは困難です。様々な支援機関や民生委員、地域活動団体

等とのつながりの中から相談者を早期に発見し、必要な支援を届けることができる体制づ

くりが必要です。 

 

■取組みの方向性■ 

⚫ これまで区が取り組んできた専門性を活かした各分野ごとのアウトリーチの強みを活かし

つつ、地域に潜在している複雑化・複合化した課題や制度の狭間のニーズを抱えた区民

を発見した場合には速やかに多機関協働事業者へつなぎ、的確な支援に結びつけます。 

⚫ 様々な機関や団体と、属性や対象等を限らない見守り協定の締結に向けて働きかけると

ともに、これまで構築してきた四者連携を核とした地域のネットワークづくりを更に強化し、

地域に潜在している、支援ニーズを抱えた区民の早期発見に努めます。 

また、地区の様々な団体や機関、地域住民が連携しやすい体制を整えていくとともに、地

域課題を共有した多世代の協力者を育成し、より多くの方を支援につなげていけるよう取

り組みます。 

⚫ 支援が必要にもかかわらず、支援を受け入れにくい、支援の必要性を感じていない区民

に対しては、継続的なアプローチを重ね、信頼関係を築くことが必要です。 

多機関協働事業者（P4５）は、そのような区民と既に何らかの関係性ができている地域住

民や関係機関、団体ともチームを組織し、アウトリーチの方針等を定め、信頼関係を構築

していきます。 

いずれの関係性も持たない区民に対しては、社会福祉協議会を中心に様々な関係機関

等とも連携し、社会福祉法による支援会議において適時・的確なアウトリーチの実施に向

けたアウトリーチの方針を定めます。社会福祉協議会をはじめとした四者による連携と協

働の体制を強化し、地区でつながり続ける体制を整え、区民との信頼関係を構築していき

ます。 
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■めざす姿の実現に向けた主な取組み■ 

番

号 
主な取組み 目的と内容 

１ 
アウトリーチを通じた継

続的支援 

地域に潜在している支援が必要にもかかわらず、支援を受け入れにくい、支

援の必要性を感じていない区民にアウトリーチを継続し、必要な支援につな

げていきます。 

2 対象を限らない見守り協定 
地域に潜在している、支援ニーズを抱えた区民を発見するため、様々な機関

や団体と属性や対象等を限らない見守り協定を締結していきます。 

 

■取組みの行動量■ 

番

号 
行動量 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

２ 

対象を限らない見守り協

定の締結に向けて働きか

けた団体や機関の数 

【実施計画 施策８－２】 

― ５機関 ５機関 ５機関 ５機関 ２０機関 

 

■取組みの成果指標■ 

番

号 
成果指標 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

1 
孤立していると思われる

区民の割合※ 
13.8% 13.5% 13.0% 12.5% 12.0% 12.0% 

２ 

対象を限らない見守り

協定の新規締結数 

【実施計画 施策８－２】 

－ ４機関 ４機関 ４機関 ４機関 １６機関 

※他者の支援状況から見た孤立。不安や悩みに対して行政機関等からの支援を受けていない、かつ、不安や悩み

が生じた場合、身近に相談相手がいない者。 

※重層的支援体制整備事業における取組みの成果指標については P４１をご覧ください。 
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■めざす姿④■（重層的支援体制整備事業―参加支援―） 

社会参加の機会を掴めない方や、参加を希望してもつながらない方に伴走し、自らの役割を

見出し地域との多様な接点を確保できるよう社会参加を支援します。 

課題の複雑化・複合化の背景には関係性の貧困があり、地域で孤立してしまっていることも

少なくありません。自身の状況を問題と認識できない方や、人との関わりや支援・サービスの利

用に抵抗感を持たれている方、既存の居場所に参加できない方もいらっしゃいます。 

課題を抱えた本人やその世帯が、地域や社会と関わり方を選択し、自分たちのペースで緩

やかに関係性を育み、役割を見出すことができるよう多様な接点を確保し、再び社会とつなが

ることができるよう支援していくことが重要です。 

 

■現状やこれまでの取組み■ 

⚫ 区では社会福祉協議会の職員をすべての地区のまちづくりセンターに配置し、地域の

様々な社会資源とネットワーク形成をおこなっています。 

また、社会福祉協議会の職員は地区において、新たな生活支援サービスや居場所などの

地域資源開発をおこなっています。 

⚫ 社会福祉協議会では、身近な地域で町会・自治会や福祉団体などが行う地域活動を支え

る「地区サポーター」の登録や、仕事・趣味で培われてきた特技を、サロン・ミニデイやイベ

ントなどで活かす「特技ボランティア」を募集し、マッチングを行うことで、社会参加につな

げています。 

⚫ 社会福祉協議会では、地域活動に関心のある方や居場所が必要な方に対し、民生委員な

どの地域住民や、専門支援機関と連携し、地域活動とのマッチングを行っています。例え

ば、認知症のある高齢者が、サービスの受け手としてだけではなく、役割や生きがいをも

って地域で暮らすために、地域住民から地域清掃の周知をしてもらい、活動参加につな

がりました。 

⚫ 高齢者の方に社会参加、地域貢献をしていただき、介護予防に役立てていただくことを目

的として「せたがやシニアボランティア・ポイント事業」を実施しています。シニアボランティ

ア研修を受講した 65 歳以上の高齢者が登録施設等でボランティア活動をおこなった際

にポイントを付与し、ポイントに応じた介護保険料負担軽減資金を支給することで、社会参

加を支援しています。 

⚫ 発達障害特性のある方の社会参加を支援するため、ピアサポート＊の手法により、本人の

興味・関心や特性に合った多様なプログラムを提供する「みつけばハウス」を実施していま

す。 

⚫ 精神障害者ピアサポーターを養成し、地域で自身の障害や病気の経験を活かして活躍す

るための支援を行う「精神障害者ピアサポーター養成・活躍支援事業」を実施しています。 
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■今後の課題■ 

⚫ 複雑化・複合化した課題を抱えた方や制度の狭間の支援ニーズを抱えた方が、地域や社

会と関わり方を選択し自らの役割を見出し、再び社会とつながることができるよう、多様な

接点を確保する必要があります。 

⚫ 各分野で行われている既存の社会参加に向けた支援では対応できない本人や世帯のニ

ーズ等に対応するため、地域の社会資源などを活用して社会とのつながり作りに向けた

支援を行う必要があります。 

⚫ 一方で、既存の地域の社会資源などで本人やその世帯のニーズに対応できない場合は、

新たな社会資源の開発が必要です。 

 

■取組みの方向性■ 

⚫ 複雑化・複合化した課題や制度の狭間の支援ニーズを抱えた方については、アウトリーチ

を通じた継続的支援（P48）等により、地区で寄り添いながら困りごとを抱えた方とつなが

り続けます。 

⚫ 多機関協働事業（P4４）等において抱える課題などを丁寧に把握し、本人やその世帯が、

生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことができるよう、本人のニーズに沿

った地域の社会資源や支援メニューとのコーディネート及びマッチングを行うことで、社会

参加を支援します。 

⚫ 社会参加の支援の強化に向けて、居場所の拡充（「社会参加の促進」（P９２））や、中間的

就労＊（「就労」（P８０））を活用していくとともに、各地区の社会資源と各分野で実施され

ている社会参加の支援についての情報共有を密にし、より本人やその世帯のニーズに沿

った社会参加を提供していきます。 

⚫ 各地区においては既存の社会資源の拡充を図るとともに、既存の社会参加を支援する事

業や居場所では対応できない課題や困りごとを抱えた方については、地区の四者連携会

議等をとおして本人や世帯のニーズに沿った社会参加の事業実施や居場所の拡充など、

新たな資源開発を図っていきます。 

  



54 

 

■めざす姿の実現に向けた主な取組み■ 

番

号 
主な取組み 目的と内容 

１ 参加支援事業 

複雑化・複合化した課題を抱えた方や制度の狭間の支援ニーズを抱えた方

が、地域や社会との関わり方を選択し自らの役割を見出し、再び社会とつな

がることができるよう支援します。 

2 
社会参加につながること

ができる地域資源の開発 

社会参加の機会を掴めない方や、社会参加を希望しても社会につながること

が困難な方が、地域で孤立することなく、自らが役割を担える居場所を見出

し多様な接点を確保できるような地域資源を開発します。 

 

■取組みの行動量■ 

番

号 
行動量 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

２ 

地域資源開発における団

体訪問件数 

【実施計画 施策８－２】 

６，３５８件 

（令和５年

度見込み） 

６，６００件 ６，８００件 ７，０００件 ７，２００件 ２７，６００件 

 

■取組みの成果指標■ 

番

号 
成果指標 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

２ 

社会参加の支援につなが

る地域資源数 

【実施計画 施策８－２】 

１，８１６ 

箇所 

１，８３０ 

箇所 

１，８５０ 

箇所 

１，８７０ 

箇所 

１，８９０ 

箇所 

１，８９０ 

箇所 
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（２）地域生活を支える保健、医療、福祉の連携 

 

■関連する SDGｓのゴール■ 

■めざす姿■ 

住み慣れた自宅で医療や介護を受けながら、本人が希望する生活が続けられるよう、質の高

い在宅療養体制ができています。 

安心して在宅生活を送ることができるよう、また、精神的な疾患や障害のある方が、入院医療

から円滑に地域移行（自ら選んだ住まいで安心して、自分らしい暮らしを実現すること）し本人の

希望する地域生活を送れるよう、保健、医療、福祉等の連携を強化し、サービスを総合的に提供

できる支援体制を充実します。 

 

■現状やこれまでの取組み■ 

⚫ 令和４年度（２０２２年度）に実施した世田谷区高齢者ニーズ調査・介護保険実態調査（区

民編）によると、「介護が必要になった場合に希望する居住の場」について、自宅での生活

を希望すると回答した方の割合が半数を超え、最も多くなっています。 

⚫ 区民が安心して住み慣れた自宅や地域で療養生活を送る体制を整備するため、医療職、

介護職等の多職種が参画する医療・介護連携推進協議会を開催し、多職種が相互に連

携して在宅医療・介護連携に関する現状分析、課題抽出及び施策立案等を行っています。 

⚫ 住み慣れた自宅や地域で療養生活を送るための在宅医療や、人生の最終段階にどのような

治療やケアを望むのかを身近な人と繰り返し話し合い、本人自らが決定していくＡＣＰ＊（ア

ドバンス・ケア・プランニング：人生会議）について、区民や医療・介護関係者への普及啓発を

図るため、講演会・シンポジウムの開催や「在宅療養・ACP ガイドブック」の作成などを行っ

ています。 

【区民意識調査 在宅医療と ACPの認知度】 

 令和３年（202１年） 令和４年（202２年） 令和５年（202３年） 

在宅医療の認知度 73.0％ 75.6％ 72.4％ 

ACPの認知度 ― 10.4％ 15.3％ 

⚫ 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築を推進するため、地区連携医事業＊を通

して地区における医療職・介護職のネットワークづくりを進めています。 

⚫ 在宅医療・介護連携に関する相談支援の充実を図るため、各地区のあんしんすこやかセ

ンターに在宅療養相談窓口を設置し、区民や医療・介護関係者からの相談に応じるととも

に、研修会の実施などにより専門的知識の向上を図っています。 

⚫ 在宅で療養生活を送るため医療や介護サービスを区民が主体的に選択できるよう、在宅医

療を支える様々な資源の情報をまとめた「世田谷区在宅療養資源マップ」を作成し、あんし
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んすこやかセンターや地域の医療機関・介護事業所等に配布し、在宅療養相談や区内医療

機関との連携に活用しています。 

⚫ 区ではうつ病をはじめとする精神疾患は増加傾向にあり、自立支援医療（精神通院医療）や

精神障害者保健福祉手帳の申請件数は増加しています。精神障害者等が地域において必

要な支援を円滑に受けることができるよう、精神障害者等支援連絡協議会を開催し、保健、

医療、福祉等の関係機関の連携強化と精神障害施策の充実に向けた検討を進めています。 

⚫ 未治療・治療中断等の精神障害者に対する医師・保健師・精神保健相談員等で構成する

「多職種チーム」による訪問支援や、措置入院者に対する退院後支援、区長同意による医療

保護入院者や長期入院者に対する訪問支援等を行い、医療と連携した地域生活支援を進

めています。 

 

■今後の課題■ 

⚫ 在宅医療及びACPについて、引き続き認知度の向上に取り組んでいく必要があります。 

⚫ 医療や介護が必要な区民がそれぞれの段階に応じた適切な介護サービスや在宅医療を

受けることができ、希望する場所での看取りが可能となるための体制の構築が必要です。 

⚫ 国連勧告及び国の基本指針で示す「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム＊の構築」

の考え方に基づき、精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らす

ことができるよう、引き続き保健・医療・福祉等の連携強化、支援体制の充実に向けた取組

みを進める必要があります。 

⚫ ひきこもり等により必要とする医療に繋がっていなかったり、受診が中断したままとなって

いる方の中には、受診への抵抗や医療不信があることがあり、医療との丁寧なつなぎが求

められます。 

 

■取組みの方向性■ 

⚫ 本人や家族等が希望する在宅療養や看取りを実現するために、在宅医療や ACP につい

て、さらなる普及啓発に取り組みます。 

⚫ 医療や介護が必要な区民がそれぞれの段階に応じた適切な介護サービスや在宅医療を

受けることができ、希望する場所での看取りが可能となるよう、地域の保健、医療、福祉等

の関係者の連携体制の構築や２４時間対応が可能な診療・看取り体制の確保に向けた取

組みを進めます。 

⚫ 精神科病院の入院者への訪問支援を進めていますが、新型コロナウイルス感染症の影響

により、訪問支援が困難な病院が多い経過がありました。引き続き病院との支援関係の構

築を図るとともに、保健・医療・福祉等の連携を一層強化し、支援体制を構築していきます。 
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■めざす姿の実現に向けた主な取組み■ 

番

号 
主な取組み 目的と内容 

１ 
在宅医療・ACP の普及

啓発 

本人や家族等が希望する在宅療養や看取りを実現するために、在宅医療や

ACPについて、さらなる普及啓発に取り組みます。 

２ 
在宅医療・介護関係者

間の情報の共有支援 

在宅医療・介護関係者間の連携をより深めるために、医師会の ICT を用い

た多職種ネットワーク構築事業など既存のツールによる情報共有を引き続き

支援するとともに、在宅療養資源マップのオンライン化などにより、在宅医

療・介護関係者間の情報共有の支援の充実を図っていきます。 

３ 
精神障害者支援施策の

充実 

国の示す「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」の考え方に

基づき、精神科病院における長期入院者への訪問支援や、精神障害を有する

方等の地域生活支援等の充実に取り組みます。 

 

■取組みの行動量■ 

番

号 
行動量 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 

在宅医療・ACPの普及

啓発に向けた区民向け

講演会・シンポジウム及

びミニ講座の実施回数 

【実施計画 施策９－３】 

30回 

（令和 5年

度見込み） 

30回 30回 30回 30回 120回 

２ 

在宅療養資源マップの 

Web 運用 

【実施計画 施策９－３】 

― 一部運用 全面運用 

アクセス数

向上に向けた

取組み 

アクセス数

向上に向けた

取組み 

― 

３ 

長期入院者への訪問支援事業

における連携精神科病院数（累計）  

【実施計画 施策９－２】 

16病院 

（令和 5年

度見込み） 

１７病院 １８病院 １９病院 ２０病院 
２０病院 

（累計） 

 

■取組みの成果指標■ 

番

号 
成果指標 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 

在宅医療・ACPの普及

啓発に向けた区民向け

講演会・ シンポジウム

及びミニ講座の受講者数 

【実施計画 施策９－３】 

910 人 

（令和 5年

度見込み） 

９５０人 ９６０人 ９７０人 ９８０人 3,860 人 

２ 

在宅療養資源マップ

（Webサイト）のアクセス数 

【実施計画 施策９－３】 

― 3,000 件 12,000件 12,100件 12,300 件 39,400件 

３ 

精神科病院における長期

入院者に対する支援数 

【実施計画 施策９－２】 

２ 85 回 

（令和 5年

度見込み） 

 

295回 

 

305回 

 

315回 

 

325回 

 

1,240回 
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区では、ACP（人生会議）普及啓発の取組みの一環として、令和 5年度（２０２３年度）に 

駒澤大学と連携し、普及啓発ポスターを作成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆概要 

この取組みは、ACPについて学生に学ぶ機会を提供するとともに、本課題になじみが薄

い学生の目線から啓発ポスターを作成することにより、より広く啓発することを目的として

実施されたものです。 

作成にあたり、学生たちは ACPについての事前講 

義等を通して理解を深め、デザインを考案しました。 

 

 

◆採用ポスターの選定 

     ACP（人生会議）普及啓発に関する取組み～区内大学との連携～ 

 

作成したポスターは、区が令和５年（２０２３年）９

月に開催した「在宅療養講演会・シンポジウム」会場

にて展示し、参加した区民等による投票を実施しま

した。投票の結果、上位に選ばれた３作品を区の啓

発ポスターとして採用しています。 

今後は、採用したポスターを活用しながら、ＡＣＰ

についての周知・普及を進めてまいります。 

 

◆ACP普及啓発ポスター 

 

コラム 
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（３）福祉サービス 

 

■関連する SDGｓのゴール■ 

■めざす姿■ 

支援を必要とする人に基本的な福祉サービスが確実に届いています。 

 

日常生活を送るうえで困りごとや課題を抱えた方は、その困りごとや課題に対応した高齢福祉、

障害福祉、子どもや若者・子育て家庭への支援、生活困窮者支援など、法や制度に基づく基本的

なサービスを利用できます。住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、支援を必

要とする方に、このような制度化された基本的なサービスを確実に届けます。 

 

■現状やこれまでの取組み■ 

⚫ 高齢者については、介護保険制度による要介護・要支援認定者に対しての居宅サービス、

地域密着型サービス、施設サービスなどのほか、ひとり暮らしの方や高齢者のみ世帯を対

象とした区独自の在宅生活支援サービスがあります。 

⚫ 障害者（児）については、障害者総合支援法に基づく介護給付や訓練等給付などの自立

支援給付、移動支援などの地域生活支援事業、児童福祉法に基づく障害児通所支援など

のほか、障害の程度に応じて支給される手当・年金、ホームヘルパー派遣など日常生活を

援助するためのサービスなど、様々なサービスがあります。 

⚫ 子ども・子育てについては、妊娠期から就学前までの子育て家庭を切れ目なく支えるため、

区・医療・地域が連携して相談や子育て支援等に取り組み、顔の見えるネットワークの中

で、「世田谷版ネウボラ＊」を実施しています。また、身近なところで地域の人々や子育て支

援につながりながら、安心して子育てできるよう、児童館を中核とした地区の相談や見守

りネットワークづくり、おでかけひろばでの子育て親子の交流の場の提供、産後ケア事業

等の支援を行っています。 

⚫ 生活困窮者については、平成２６年（2014 年）に、生活全般にわたる困りごとの相談窓口

としてぷらっとホーム世田谷を設置し、生活困窮者自立支援法に基づき、自立相談支援

事業（個々の状態にあったプランを作成し、関係機関と連携しながら就労支援などを行う

事業）や住居確保給付金、家計改善支援事業（家計状況を「見える化」するなど家計の状

況を把握することや利用者の家計の改善の意欲を高める支援などを行う事業）などをとお

して自立に向けた支援を行っています。 
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■今後の課題■ 

⚫ 住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、高齢者、障害者、子ども・若者・子育て家

庭、生活困窮者等について、ニーズに応じた福祉サービスをより一層充実させる必要があ

ります。 

⚫ 分野ごとのサービスが発展してきた一方で、いわゆる「制度の狭間」が出来てきています。

また、分野を超えて複雑化・複合化した課題を抱えた方も増えてきており、制度の狭間の

支援ニーズを抱えた方や複雑化・複合化した課題を抱える方への対応を充実させる必要

があります。 

 

■取組みの方向性■ 

⚫ 各分野においては、必要な福祉サービスの充実やそのための施設整備など、計画をたて、

引き続き推進していきます。 

⚫ 制度の狭間の支援ニーズを抱えた方や複雑化・複合化した課題を抱える方にも対応でき

る支援体制を整えます。 
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■めざす姿の実現に向けた主な取組み■ 

番

号 
主な取組み 目的と内容 

１ 
認知症に関する身近な

相談支援の推進 

令和７年（2025 年）には６５歳以上の高齢者の５人に１人が認知症になると

見込まれています。認知症になってからも、自分らしく安心して暮らしていけ

るよう、区民に身近な相談窓口であるあんしんすこやかセンターの周知を図

り、相談者に寄り添う相談支援に取り組みます。 

２ 医療的ケア児 (者 )  ＊の支援 

医療的ケア児（者）との家族に対する支援事業の実施や施設整備、医療的ケア

支援に携わる人材の育成などにより、医療的ケア児（者）の日常生活及び社

会生活の向上に取り組みます。 

３ 
子育て支援における地域

資源開発の推進 

身近な地区の子育て支援を一層推進するため、児童館と地域子育て支援コ

ーディネーター、社会福祉協議会地区担当者による子育て関係団体ネットワ

ーク会議を各児童館において実施し、子育て支援に必要な地域資源の開発

や活動団体間の連携に向けたコーディネート等に取り組んでいきます。 

 

■取組みの行動量■ 

番

号 
行動量 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 

認知症の相談窓口等を

周知する講演会の実施回数 

【実施計画 施策９－２】 

7回 

（令和５年

度見込み） 

１１回 １１回 11回 11回 44回 

２ 

医療的ケア支援に携わる

人材育成研修の参加者数 

【実施計画 施策９－２】 

1 5 9 人 

（令和５年

度見込み） 

179人 190人 200人 210人 779人 

３ 

子育て関係団体ネット

ワーク会議の実施回数 

【実施計画 施策２－１】 

87回 

（令和５年

度見込み） 

９５回 ９８回 ９９回 104回 ３９６回 

 

■取組みの成果指標■ 

番

号 
成果指標 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 

あんしんすこやかセンター

の認知症に関する相談

件数 

【実施計画 施策９－２】 

9,440件 

（令和５年

度見込み） 

9,580 件 9,720 件 9,860 件 10,000 件 39,160件 

２ 

医療的ケア支援を行う事業所数

（累計） 

【実施計画 施策９－２】 

１４施設 

（令和５年

度見込み） 

１５施設 １６施設 １６施設 １７施設 
17 施設 

（累計） 

３ 

児童館と連携している子育て

関係団体の数（累計） 

【実施計画 施策２－１】 

215 団体 

（令和５年

度見込み） 

240団体 250団体 255団体 270団体 
270団体 

（累計） 
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 “ぷらっと” 気軽に立ち寄ることができ、 “ホーム（家庭）” のように安心して過ごすことが

できる場所でありたい。 

 また鉄道駅で乗り降りする “プラットホーム” のように、新たな生活を歩み始めるための、

未来に向けた分岐点となる場所でありたい。 

そのような願いを込めて、平成 26年に世田谷区生活困窮者自立相談支援センター「ぷら

っとホーム世田谷」が設置されました。 

生活困窮者といっても、「生活に困っている」、「就職したい」、「債務がある」、「家賃の支払

いや家計面で困っている」など、経済的な問題だけでなく、生活上の様々な困りごとを抱え

た方から、幅広く相談をお受けしています。 

相談は福祉業務に精通している自立相談支援員が丁寧にお聞きし、ご本人の状況や課題

を整理し、ご希望に応じて下記の図のような様々な支援を行っています。 

今後、区の推進する重層的支援体制整備事業においても重要な役割を担っており、複雑化

複合化した課題や制度の狭間の支援ニーズを抱えた方に対しても、福祉分野に限らず、関係

機関と連携して支援していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ぷらっとホーム世田谷 

ぷらっとホーム世田谷の主な支援内容 

■住居確保給付金 

■物件探しのお手伝い 

■日常生活支援アドバイス 

■キャリアコンサルティング 

■求人開拓、職業紹介など 

■仕事体験、お試し就労 

■各種セミナー開催 

 （PC講座など） 

■子どもの学習・生活支援 

■フードバンク 

■フードパントリー 

■居場所づくり 

■日常・社会生活プログラム 

■家計相談 

■受験生チャレンジ貸付 

上記の他、くるくるひろば（誰でも利用できる無料リサイクルコーナー）や、専門相談（弁護士や社労士、保健師、

医師などへの相談）、生活福祉資金貸付事業（社会福祉協議会の実施事業）なども行っている。 

 

コラム 
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（４）予防、健康づくり 

 

■関連する SDGｓのゴール■ 

■めざす姿■ 

生涯を通じた健康づくりを行い、誰もがいつまでもいきいきと暮らしています。 

 

住み慣れた地域で、誰もがいきいきと自分らしく暮らしていけるよう、子どもから高齢者まで、

誰もが自身の健康に関心を持ち、主体的に健康づくりに取り組むとともに、それぞれの状況に

応じて、健康づくりや介護予防に取り組めるよう、施策を推進していきます。 

 

■現状やこれまでの取組み■ 

⚫ 令和２年度（2020 年度）に行った「世田谷区民の健康づくりに関する調査」では、自分の

健康に約９割の区民が関心を持ち、８割を超える区民が健康だと思い、毎日を健やかに充

実して暮らしています。 

⚫ 区民の健康状況は比較的良好なものと推測され、健康に対する意識も高く、健康づくりに

取り組んでいる区民も多い状況です。区民の平均寿命と６５歳健康寿命は延びています。 

⚫ 区では、子どもから高齢者までライフステージに応じた健康づくりに取り組んでいます。 

⚫ 「世田谷版ネウボラ」の取組みの中で、安心して妊娠・出産・子育てができるように切れ目

ない支援を行い、親と子の健康づくりに取り組んでいます。 

⚫ 区では、区民自らがこころの不調や精神疾患について理解し、ストレス対処や早期に相談

するなどの適切な行動がとれるよう、また、身近な人のこころの不調に気がつき、声かけや

適切な相談・支援へのつなぎを行うことができるように取り組んでいます。 

⚫ 区では、病気の早期発見や自身の健康管理のために、区民健診（16歳以上39歳以下の

区民で他に健診機会のない方を対象とした健康診断）や特定健診（国民健康保険に加入

する 40 歳から 74 歳の区民を対象にした生活習慣病予防のための健診）などの一般健

康診断のほか、がん検診など、健康増進法に基づく目的別の検診を行っています。 

⚫ 思春期世代中心に、成長過程にある子ども・若者が、基本的な生活習慣を整え、からだや

こころの変化に気づき、自分自身を主体的に守ることができるよう取り組んでいます。 

⚫ 区では、高齢者自身によるセルフマネジメント（自己管理）力を向上させるために、運動、

栄養、口腔機能、認知症についてなど、介護予防に必要な基本的な知識を区民に周知す

る介護予防普及啓発事業を実施しています。 

⚫ 高齢者の自立した生活を支えることを目的に、支えあいサービスや地域デイサービスなど

の住民参加型・住民主体型サービスや介護予防筋力アップ教室など、多様なサービスの

充実に取り組んでいます。  
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■今後の課題■ 

⚫ 平均寿命の延びに対して６５歳健康寿命の延びは鈍い状況にあります。健康に関する意

識はあっても実践につながらない人や健康無関心層がいることがわかっています。健康

無関心層を取り込みながら、関心層も含め、関係者・関係団体などと連携し、区民が、自

主的かつ合理的に、または自然に、健康につながる選択ができるような仕掛けや工夫を一

つの手法として取り入れた健康づくり施策の推進が必要です。 

⚫ 区民一人ひとりのおかれた状況やライフステージに応じた、相談・支援・啓発のこころの健

康づくり支援の環境整備について、医療・福祉、教育、労働分野と連携し、世田谷区自殺

対策基本方針に基づく自殺対策と一体的に推進していく必要があります。 

⚫ 「世田谷版ネウボラ」の取組みの中で、安心して妊娠・出産・子育てができるように切れ目

ない支援を行うとともに、乳幼児健診の確実な実施、子どものころからの望ましい生活習

慣の普及・啓発や疾病予防の取組みなどを通じて、子どもの心身の健やかな成長を支援

する必要があります。 

⚫ コロナ禍によって、高齢者が外出を控えるようになり、活動量低下に伴うフレイル＊の進行

が懸念されます。区民の活動の場の創出や参加の機会を充実させるとともに積極的な参

加を促し、個々の心身の状況に応じて外出や社会とのつながりを持ち、地域のボランティ

ア活動などを通じて生きがいや役割を見出していくことができる環境整備に取り組むこと

が重要です。 

 

■取組みの方向性■ 

⚫ ６５歳健康寿命の延伸に向けて、区民へのポピュレーションアプローチ＊などを通じ、健康や

生活習慣に関する正しい知識の普及・啓発を行い、ヘルスリテラシー＊を高め、区民の望まし

い健康づくりを推進していきます。 

⚫ 健康に関心はあるが取組みに結び付いていない人や健康に関心がない人を含め、ターゲッ

トに応じた効果的な働きかけを行うとともに、引き続き、性差やライフステージを踏まえた支

援に取り組みます。 

⚫ 誰でも持ちうる「こころの不調」や「精神疾患」に関する誤解や偏見の解消のために、様々な

機会を通じた普及・啓発により、相談や支援につながりやすい環境づくりに取り組みます。あ

わせて、区民の生きる力を高め、気づきの力を育み、声かけつなぐ、支えあいの地域を目指

し、関係機関との連携により総合的な自殺対策に取り組みます。 

⚫ 外出を控えるようになった高齢者に対して、医療機関や関係団体等と連携した介護予防事

業等を通じて、「通いの場」を活用した介護予防の取組みや世田谷いきいき体操＊の普及啓

発など、区民が主体的に取り組む介護予防の活動を支援していきます。また、自宅で介護予

防に取り組めるオンライン形式の介護予防講座を継続するとともに、外出することが習慣化

する事業を実施するなど、高齢者の介護予防の機会拡充を図っていきます。 

 



66 

 

■めざす姿の実現に向けた主な取組み■ 

番

号 
主な取組み 目的と内容 

１ 
望ましい生活習慣につながる

環境づくり 

健康に関心はあるが取組みに結び付いていない人や健康に関心がない人を

含め、区民が、自主的かつ合理的に、または自然に、健康につながる選択が

できるような仕掛けや工夫を一つの手法として取り入れ、区民の望ましい健

康づくりを推進します。 

２ 
こころの不調や精神疾

患についての普及啓発 

こころの不調や精神疾患に関する普及・啓発、情報発信事業等により、精神

疾患についての偏見や誤解のない地域づくりに取り組みます。 

３ 自殺対策 

区民の生きる力を高め、気づきの力を育み、声かけつなぐ、支えあいの地域

を目指す「世田谷区自殺対策基本方針」に基づき、自殺対策協議会の運営を

通じ関係機関との連携を強化します。 

4 
介護予防・生活支援サービス

の推進 

高齢者が身近な地域で介護予防に取り組める環境を実現することを目的に、

支えあいサービスや地域デイサービスなどの住民参加型・住民主体型サービ

スや介護予防筋力アップ教室の充実に取り組みます。 

 

■取組みの行動量■ 

番

号 
行動量 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 

ウォーキングマップの

配布数 

【実施計画 施策７－１】 

5,000 部 

（令和５年

度見込み） 

10,000 部 5,000部 5,000部 5,000 部 25,000部 

1 

連携事業者によるせた

ミール＊商品の提供店

舗数（累計） 

【実施計画 施策７－１】 

３店舗 

（令和５年

度見込み） 

４店舗 ５店舗 ５店舗 ５店舗 
５店舗 

（累計） 

2 

こころの健康に関する

講座の開催回数 

【実施計画 施策７－２】 

68回 

（令和５年

度見込み） 

70回 70回 70回 70回 280回 

2 

こころの健康に関する

相談事業実施回数 

【実施計画 施策７－２】 

44７

回 

（令和５年

度見込み） 

450回 490回 490回 550回 1,980回 

3 

ゲートキーパー講座開

催回数 

【実施計画 施策７－２】 

７回 

（令和５年

度見込み） 

16回 16回 16回 16回 64回 

4 

住民参加型・住民主体型

サービス充実のための

研修等の実施 

【実施計画 施策７－３】 

１４回 

（令和５年

度見込み） 

１５回 １５回 １５回 １５回 60回 
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■取組みの成果指標■ 

番

号 
成果指標 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 

１日に 30分以上歩いている※

区民の割合 

【実施計画 施策７－１】 

77.2

% 
78.3% 78.8% 79.3% 79.8% 79.8% 

1 

連携店舗によるせたミ

ール商品の供給数 

【実施計画 施策７－１】 

― 4,200食 5,000食 5,000食 5,000 食 19,200 食 

2 

こころの健康に関する

講座の参加人数 

【実施計画 施策７－２】 

2,０００人 

（令和５年

度見込み） 

2,100 人 2,100 人 2,100 人 2,100人 8,400人 

2 

こころの健康に関する

相談件数 

【実施計画 施策７－２】 

３，８００件 

（令和５年

度見込み） 

3,800件 3,900件 3,900件 4,000 件 15,600 件 

3 

ゲートキーパー講座参

加人数 

【実施計画 施策７－２】 

３ ８０人 

（令和５年

度見込み） 

460人 460人 460人 460人 1,840 人 

4 

住民参加型・住民主体型サービス

の利用者数 

【実施計画 施策７－３】 

4,050人 

（令和 5 年度 

見込み） 

4,090 人 4,100人 4,150人 4,310人 16,650人 

※３０分の歩行：２０歳以上の場合は約 3,000 歩・６５歳以上の場合は約 2,600 歩に相当す
ると言われている歩行時間 

 

 

 

 

 

世田谷区国民健康保険に加入の 40～74歳の方を対象とした健康ポイント事業を実施し

ています。この事業は、ウォーキングや特定健診の受診など、自身の健康づくりの取組みを一

定以上実施した方に、せたがや Payのポイントが当たる内容となっています。 

【取組み項目】 

必須の取組み：ウォーキングの実施、特定健康診査の受診 

任意の取組み：自分で設定した健康目標の達成、区の実施する保健事業への参加、 

各種がん検診等の受診 など 

事業に参加することで健康活動を継続できるので、健康意識と健康習慣が自然と身に付

き、日頃の体調管理や生活習慣病の予防などにも繋がります。 

 

事業の詳細は、以下をご覧ください。 

区ホームページトップ画面＞目次から探す＞くらし・手続き＞税・保険・年金＞国民健康保険 

世田谷区国民健康保険健康ポイント事業のご紹介 

 

コラム 

二次元コード 
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（５）住まい  

 

■関連する SDGｓのゴール■ 

■めざす姿①■ 

住まいを確保することが困難な方に対する居住支援の仕組みが充実しています。 

 

住まいは、生活していくうえで欠かせないもので、様々な事情により、自宅に住み続けられな

くなったとしても、自宅に代わる住まいは必ず必要になります。しかし、地域には高齢者や障害

者、ひとり親世帯など、住まいを確保することが困難な方がいます。誰もが安心して地域で暮

らし続けるために、そのような住まいの確保に困難を抱えている方を支える仕組みを充実させ

ていきます。 

 

■現状やこれまでの取組み■ 

⚫ 区は、平成１９年（2007年）に住まいサポートセンターを設置し、住まいに関する各種相談を

受け付けています。住まいサポートセンターでは、高齢者や障害者、ひとり親世帯等、住まい

を確保することが困難な方を対象に、区と協定を結んだ不動産団体の協力のもと、民間賃

貸住宅の空き室情報を提供する「お部屋探しサポート」を実施しています。ノウハウも蓄積さ

れ、相談者の約半数に希望する空き室の情報提供が出来ています。 

【お部屋探しサポートの実績】 

令和２年度（2020年度） 令和３年度（2021年度） 令和４年度（2022年度） 

相談者数 
情報提供

人数 
提供率 相談者数 

情報提供

人数 
提供率 相談者数 

情報提供

人数 
提供率 

279人 106人 38％ 261人 126人 48％ 291人 136人 47％ 

⚫ 住まいの確保が困難な方の民間住宅への円滑な入居を促進するために、平成２９年（2017

年）に居住支援協議会を設立しました。関係団体が連携し、住まいの確保が困難な方と民間

賃貸住宅の賃貸人の双方に対して、居住支援に係る情報提供等の支援を実施しています。

具体的には、居住支援事業や福祉サービスを紹介するセミナーの開催、パンフレットの発行、

区ホームページへの不動産団体協力店リストの掲載などを行っています。令和４年度

（2022 年度）からは、都道府県が指定する居住支援法人＊（令和５年（2023 年）４月時点

で６法人）も参加し、居住支援に関する連携を深めています。居住支援法人は家賃債務保

証の提供や賃貸住宅への入居促進に係る住宅情報の提供・相談・見守り等の生活支援、住

宅の提供（法人が借り上げた住宅を転貸）等を行っています。 

⚫ 住まいを確保することが困難な方向けに、区営住宅等を一定数確保しています。 

⚫ １８歳未満の子どもを養育するひとり親世帯の方（所得制限等条件あり）が、対象の住宅に転
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居する場合に、区が賃貸人に家賃の一部を補助する「ひとり親世帯家賃低廉化補助事業」

を実施しています。 

⚫ 特に難しいといわれている精神疾患のある方の居住支援の拡充として、区の救急通報シス

テムや緊急介護人派遣事業の対象に、病院を退院し地域で暮らす精神障害者を加えました。 

 

■今後の課題■ 

⚫ 高齢者、障害者、子育て世帯等への民間賃貸住宅の提供について、賃貸人の理解促進に引

き続き努めていく必要があります。 

■取組みの方向性■ 

⚫ 住まいを確保することが困難な方が民間賃貸住宅へ円滑に入居できるようにするため、居

住支援協議会を中心に、引き続き居住支援の取組みを推進していきます。 

⚫ 地区においては、窓口での相談やアウトリーチにより住まいに関してお困りの方を把握した

時には、居住支援機関等に適切につなぎます。なお、繋いだ後も必要に応じて本人に必要な

福祉的な支援を実施し、家主や不動産事業者の不安を軽減できるよう努めるとともに、転居

後に孤立することがないよう努めます。 

  



70 

 

■めざす姿の実現に向けた主な取組み■ 

番

号 
主な取組み 目的と内容 

１ 
高齢・障害者等住宅確保

要配慮者への入居支援 

民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するための支援やサービス等の推進に

取り組みます。お部屋探しサポートでは、区と協定を結んだ不動産団体の協

力で、民間賃貸住宅の空き室情報を提供しています。 

２ 
ひとり親世帯の居住の

安定 

１８歳未満の子どもを養育する低額所得のひとり親世帯に対する家賃低廉化

補助対象住宅を増やす取組みなど、民間賃貸住宅への入居支援を推進しま

す。 

 

■取組みの行動量■ 

番

号 
行動量 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 

お部屋探しサポートの

利用相談者数 

【実施計画 施策9－１】 

２ ８ ０

人 

（令和５年度

見込み ） 

２９０人 ２９０人 ３００人 300 人 1,180人 

２ 

補助対象住宅の新規登録

件数 

【実施計画 施策9－１】 

7件 

（令和５年

12月時点） 

８件 ８件 ８件 8 件 ３２件 

 

■取組みの成果指標■ 

番

号 
成果指標 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 

お部屋探しサポートによる

物件情報提供を受けた

利用者数 

【実施計画 施策9－１】 

１ ２ ０

人

（令和５年度

見込み ） 

１３０人 １３０人 １４０人 １４０人 ５４０人 

２ 

補助対象住宅への入居

件数（累計） 

【実施計画 施策9－１】 

１４件 

（令和５年

12月時点） 

２４件 ３２人 ４０件 ４８件 
４８件 

（累計） 
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 世田谷区と協定を結んだ不動産店団体の協力で、区内にお住まいの高齢者等の対象とな

る方に、民間賃貸住宅の空き室情報を提供しています。また、賃貸物件の相場確認や探し方

のポイントや契約前の準備等のアドバイス、入居後の居住支援サービス情報を提供するなど、

お部屋探しにお困りの方のサポートも行っています。 

 

対象となる方 世田谷区に住まいで、次のいずれかに該当する方 

○６０歳以上の単身、または高齢者のみの世帯 

○障害者の単身、または障害者がいる世帯 

○１８歳未満のお子さんのいるひとり親世帯 

○LGBTQの方 

○外国人（在留カード等をお持ちの方）の方がいる世帯 

※日本語でのご案内になるため、日本語を話せるか、日本語を話

せる方をご同伴できる場合に、ご利用いただけます。 

実施日時 毎週木曜・第１～４火曜、金曜  午後１時～午後４時 

※祝日及び次の期間を除く 

 ８月１０日～２０日、１２月２０日～１月１５日 

実施会場 ○毎週木曜日 

世田谷区役所居住支援課 

○第３・４火曜 

北沢総合支所区民相談室 

○第１・２火曜 

 玉川総合支所区民相談室 

○第１・３金曜 

 砧総合支所区民相談室 

○第２・４金曜 

 烏山総合支所区民相談室 

 

お部屋探しサポート 

 

コラム 
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■めざす姿②■ 

多様なニーズに応えられる、多様な住まいが確保されています。 

 

在宅での自立した生活を送ることが困難になった方が地域で暮らし続けるために、また、入

院中・入所中の方が地域に戻って安心して暮らしていくために、グループホーム＊等をはじめ、

多様な住まいを整備します。 

 

■現状やこれまでの取組み■ 

⚫ 区では、住み慣れた地域で暮らし続けたいという希望がありながら、加齢や障害等により

在宅での自立した生活を送ることが困難な方や、地域に戻って暮らしたいという希望を持

った病院や施設にいる方のための住まいの確保に取り組んでいます。 

⚫ 高齢者の生活の基盤である「住まい」と「介護」が一体的に提供される認知症高齢者グル

ープホームや、「住まい」と「生活支援」が一体的に提供される都市型軽費老人ホームの整

備を進めています。 

高齢者施設種別 令和５年度（202３年度）見込み 

認知症高齢者グループホーム 49か所 定員  918人 

都市型軽費老人ホーム 11か所 定員  200人 

⚫ 障害者施設については、東京リハビリテーションセンター世田谷・障害者支援施設梅ヶ丘か

らの地域移行先や、本人が望む自立した地域生活を送るための住まいとして、いわゆる親

亡き後も見据え、個々の状況に応じたグループホームの整備を進めています。また、区内の

不動産所有者向けのセミナーにおいて、区の障害者グループホーム等の整備事業の紹介・

協力依頼を行っています。 

障害者施設種別 令和５年度（202３年度）見込み 

中軽度者向けグループホーム 

(内、精神障害者向けグループホーム) 

７５か所 

（３９か所） 

定員４２６人 

（定員２０４人） 

重度者向けグループホーム ４か所 定員４４人 
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■今後の課題■ 

⚫ ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯、支援が必要な高齢者や認知症高齢者が増加する

見込みであることから、認知症高齢者グループホーム、都市型軽費老人ホーム等を引き

続き計画的に整備していく必要があります。 

⚫ 中軽度者向け障害者グループホームの整備は民間事業者主導により一定程度進んでい

る一方、重度者向けの整備は進んでおらず、令和１２年度（2030 年度）までに最大で約２

３０人分不足すると予測しています。重度者向けの整備が進まないことで、入所施設から

の地域移行が進まない状況となっています。 

 

■取組みの方向性■ 

⚫ 在宅での自立した生活を送ることが困難な方も、住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、

また、病院や施設にいる人が住み慣れた地域での生活に戻れるよう、多様な住まいの適切

な供給を図っていきます。 
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■めざす姿の実現に向けた主な取組み■ 

番

号 
主な取組み 目的と内容 

１ 
支援や介護が必要な高

齢者向けの環境整備 

生活の基盤である「住まい」と「介護」が一体的に提供される認知症高齢者グ

ループホームや、「住まい」と「生活支援」が一体的に提供される都市型軽費

老人ホームの整備を進めます。 

２ 
重度障害者向けグループ

ホームの整備 

障害者支援施設梅ヶ丘等の入所施設からの地域移行先や住み慣れた地域で

自分らしい生活を継続できる住まいとして、重度障害者向けグループホーム

の整備を進めます。 

 

■取組みの行動量■ 

番

号 
行動量 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 

認知症高齢者グループ

ホームの新規整備数 

【実施計画 施策9－１】 

整備数 

１箇所 

累計整備数 

４９箇所 

４箇所 

第 10 期

世田谷区

高齢者保健

福祉計画・

介護保険

事業計画

に基づく

取組み 

整備数 

４箇所 

累計整備数 

５３箇所 

１ 

都市型軽費老人ホーム

の新規整備数 

【実施計画 施策9－１】 

整備数 

０箇所 

累計整備数 

１１箇所 

３箇所 

整備数 

３箇所 

累計整備数 

１４箇所 

２ 

重度障害者向けグループ

ホームの新規施設整備数 

【実施計画 施策9－１】 

整備数 

１箇所 

累計整備数 

４箇所 

２箇所 １箇所 ４箇所 １箇所 

整備数 

８箇所 

累計整備数 

１２箇所 

 

■取組みの成果指標■ 

番

号 
成果指標 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 

認知症高齢者グループ

ホームの定員数（累計） 

【実施計画 施策9－１】 

9１ ８ 人 ９９０人 

第 10期

世田谷区

高齢者保健

福祉計画・

介護保険

事業計画

に基づく

取組み 

９９０人 

（累計） 

１ 

都市型軽費老人ホーム

の定員数（累計） 

【実施計画 施策9－１】 

200 人 ２６０人 
260人 

（累計） 

２ 

重度障害者向けグループホーム

の定員数（累計） 

【実施計画 施策9－１】 

４４人 53人 ５８人 110人 １１５人 
１１５人 

（累計） 
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グループホームとは、障害者が地域で自立した生活を送るために、支援員などから生活の

援助を受けながら共同で生活する居住の場です。 

区内には、令和６年１月現在、７９箇所の障害者グループホームがあります。 

区では、障害のある人もない人も、お互いの人格や個性を尊重して、住み慣れた地域で支

えあい、自分らしい生活を安心して継続できる社会の実現に向けて、生活の基盤である住ま

いの確保策の一つとして、障害者グループホームの整備を進めています。 

 

障害者グループホーム 

 

コラム 
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（６）日常生活の支援 

 

■関連する SDGｓのゴール■ 

■めざす姿■ 

区民の相談内容や困りごとから日常生活における支援ニーズを把握し、不足する資源やサー

ビスについては、新たに開発することで多様な支援ニーズに対応できています。 

福祉の支援ニーズは多様化しており、すべての区民が住み慣れた地域で安心して暮らし続け

るためには、公的なサービス以外にも地域での支え合いの活動など、より身近な日常生活の場で、

ニーズに沿った支援が切れ目なく、包括的、継続的に受けられることが重要です。そのため、日ご

ろより区民の相談内容や、支援ニーズから課題を分析し、地域で活動している区民や、地域活動

団体、事業者等と連携、協力して多様な主体による多様なサービスを拡充していきます。 

 

■現状やこれまでの取組み■ 

⚫ 「福祉の相談窓口」に寄せられた区民の困りごとや、地域ケア会議、地区アセスメントから

地区の課題を抽出し、四者連携会議で共有しています。四者連携会議の結果を踏まえて、

地区の資源を開発し、新たな日常生活の支援に結びつけています。 

⚫ 各地区のまちづくりセンターに、社会福祉協議会の地区担当職員を配置しています。地区

担当職員は、地区における分野に関わらない生活支援ニーズ（買い物、話し相手、掃除な

ど）を把握し、そのニーズに対応するために、地区の資源の調査や、様々な関係機関、団

体と連携して、一人ひとりの支援ニーズに沿った支援を行っています。 

⚫ 社会福祉協議会では日常生活を支援するため、様々な取組みを行っています。 

ふれあい・いきいきサロン、 

支えあいミニデイ 

閉じこもり＊や孤立・孤独の解消に向け「楽しく」「気軽に」「無理

なく」を基本として、区民が自主的に取り組む仲間づくりの活動

を支援しています。 

ふれあいサービス 福祉的支援を必要とする区民に対し、協力会員として登録した

住民が家事支援、生活支援、外出支援を実施します。地域活動団

体や住民と連携し、生活支援サービスに取り組んでいます。 

地区サポーター制度 町会・自治会、福祉施設、地域団体等公益性の高い地域福祉活動

に地区サポーター（住民ボランティア）を派遣しています。 

協議体 地域生活課題を解決していくための居場所や生活支援サービス

など新たな地域資源の創出に向け、生活支援サービスの提供主

体や地域活動団体が参画する協議体を開催し、定期的な情報共

有や連携強化、課題解決に取り組んでいます。 

⚫ 子ども・子育て関係の社会資源開発については、各児童館が地域子育て支援コーディネ

ーターや社会福祉協議会地区担当者と連携し、子育て関係団体ネットワーク会議等を通
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じて、地区における子育て支援の課題の共有をはじめ、地域人材の発掘や活動団体間の

連携に向けたコーディネート等に取り組んでいます。 

⚫ 核家族化が進み、育児に不安やストレスを感じている方や手助けを必要としている子育て

世帯が増えており、誰もが安心して子どもを育てるためには、地域全体で子どもや子育て

世帯を見守り、共に育てていくことが大切です。区では社会福祉協議会と協力し、子育て

のサポートを受けたい方と援助協力が可能な方による支え合い活動としてファミリー・サ

ポート・センター事業を実施しています。 

 

■今後の課題■ 

⚫ 障害者の地域移行や精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構築するうえで、障

害者を対象とした地域資源開発や日常生活支援が不足しています。 

⚫ 新型コロナウイルス感染症の影響により、日常生活支援の活動が停滞する、使用していた

福祉施設の使用が制限されるといったことも発生しました。停滞した日常生活の支援を再

開させ、積極的な支援を実施していく必要があります。 

⚫ 支援を必要とする人を、速やかに、かつ適切にサービス（支援）に繋げるためには、開発し

た地域資源や各支援機関同士のネットワークを強化する必要があります。 

 

■取組みの方向性■ 

⚫ 引き続き、「福祉の相談窓口」における相談や地域ケア会議、地区アセスメント等により、

生活支援等のニーズや課題把握に努め、様々な機関と連携して支援が必要な方に寄り添

った包括的・継続的な支援に取り組みます。 

⚫ また、区民や地域の活動団体、事業者、ＮＰＯなど、多様な主体が参加する協議体の場等

で、地域課題の解決に向けた具体的な検討を重ね、必要とされる身近な居場所や生活支

援サービスなど、障害者を対象とした地域資源も含め、新たな地域資源の創出に取り組

みます。 

⚫ 感染防止対策を徹底し、日常生活支援の活動を継続していくとともに、今後は ICT を通

じた居場所の充実や多世代交流の機会づくりなど、新しい取組みを検討していきます。開

発した地域資源（サロン、ミニデイ等）や支援機関（社会福祉法人、NPO 団体等）などでネ

ットワークを構築し、参加団体間での生活支援に関するニーズや課題の把握、支援実践

の共有などの強化を図ります。 
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■めざす姿の実現に向けた主な取組み■ 

番

号 
主な取組み 目的と内容 

１ 

地区の課題に対応した

居場所や生活支援サー

ビスの創出 

「福祉の相談窓口」に寄せられた区民の困りごとや、地域ケア会議、地区アセ

スメントから地区の課題を抽出し、四者連携会議を経て、居場所や生活支援

サービスを創出していきます。 

 

■取組みの行動量■ 

番

号 
行動量 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 四者連携会議の開催回数 ２８０回 ２８０回 ２８０回 ２８０回 ２８０回 ２８０回 

 

■取組みの成果指標■ 

番

号 
成果指標 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 
生活支援サービスの年

度末件数（累計） 
８０件 ８２件 ８５件 ８７件 ９０件 ９０件 
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「福祉の相談窓口」では、相談を受ける中で地域生活上の課題を把握し支援を行っていま

すが、住民の生活を取り巻く環境や状況の変化に伴い、買い物に関するお困りごとの声を多

く聞くようになりました。 

 

「バス路線の変更や廃止に伴い、高齢者の買い物不便が生じている」 

「徒歩圏内に大型スーパーがあり、これまで不便は感じていなかったが、住民の高齢化が進

み、歩いて買い物に行くことが難しくなっている。重い荷物を持ち帰れない」 

こうしたお困りごとをアンケート調査の実施や懇談会を通じて住民と共有します。その上

で、住民や関係機関等との検討会の開催、スーパー等の企業への協力要請と調整、住民説明

会の開催等を経て、移動販売の取組みが各地でスタートしています。 

 

移動販売日には、近隣住民が顔をあわせて「あら元気だった?」「今日はおいしそうなお刺

身があるわね!」など、対面販売ならではの会話が弾みます。「生鮮食品や日用品などが、近所

で、しかも自分で選べて買い物が出来るのは楽しいね」などの声もいただいています。 

 

移動販売の実施による買い物不便の解消はもとより移動販売と合わせたイベント・出張相

談会の開催や、荷物の運搬ボランティアの募集などを通じて、買い物支援から住民同士の交

流や絆の醸成や地域づくりにも繋がっていくことが大切です。 

 

今後も各地区の買い物支援ニーズに合わせ、移動販売車の誘致・協力企業等の拡大ととも

に、移動販売マップの作成や買い物ツアーの実施など、多様な買い物支援サービスの創出が

求められています。 

 

 

移動販売車の誘致による買い物支援の取り組み 

 

コラム 
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（７）就労 

 

■関連する SDGｓのゴール■ 

■めざす姿■ 

働きたいすべての人が、その人らしく働くことができています。 

 

何らかの課題を抱えていて働くことが困難な状況にあっても、その人が望むような働き方で

働くことができるよう、就労に臨むまでの段階も含めて支援していきます。 

 

■現状やこれまでの取組み■ 

⚫ 区では、三茶おしごとカフェをはじめ、障害のある方や生活困窮者など、相談者の状況に合

わせた体制を整備し、あらゆる方が望む働き方を実現できるようサポートしています。 

【世田谷区の主な就労支援機関】 

三茶おしごとカフェ

（三軒茶屋就労支援センター） 

国のハローワーク窓口を併設した仕事探しを総合的に支援する相談窓口。キ

ャリアカウンセリング、職業紹介、起業等多様な働き方の提案、求人開拓等を

実施。また、事業者の課題解決と高齢者の生活を持続的に豊かにすることを

目指すシニアマッチング事業 R60-SETAGAYA-を実施。 

ぷらっとホーム世田谷 

生活全般にわたる困りごとの相談窓口。福祉的支援が必要な方への就労準

備支援、求人開拓、職業紹介、定着支援等の個別支援や就労訓練事業へのつ

なぎを実施。  

就職サポートコーナーきぬた 

（砧総合支所内） 

ハローワークの就職支援ナビゲーターが常駐し、生活保護受給者、児童扶養

手当受給者、生活困窮者等で、本人に一定の就労意欲や能力が見込まれる

方への職業紹介と支援を実施。 

シルバー人材センター 
高齢者のための臨時的・短期的・軽作業の仕事を民間、家庭、公共団体から

請負、委任の形で引き受け、会員に提供。 

世田谷区障害者 

就労支援センター 

障害のある方の一般就労の機会拡大を図るとともに、安定・充実した社会生

活を送れるよう、就労支援、職場定着支援、生活面の支援を一体的に提供。 

せたがや若者サポート 

ステーション 

一般就労になじまず支援が必要な若者、就職氷河期世代の方を対象に、相

談、集中訓練、仕事講話、職場体験、定着・ステップアップ事業等を実施。 

青少年交流センター 若者を対象とした就労体験・就労支援プログラム（P-work）を実施。 

男女共同参画センター 

らぷらす 

ライフステージに応じた女性のための働き方・キャリアについての相談に応

じる「女性のための働き方サポート相談」を実施。「起業相談」も実施。 
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⚫ 令和５年（2023 年）９月の、世田谷区を管轄するハローワーク渋谷の有効求人倍率は 2.0

倍と、仕事を探している人よりも求人が多い状況にあります。 

⚫ また、令和６年（2024 年）４月から障害者雇用率制度（法定雇用率）における算定方法が変

更となり、一部の方の週所定労働時間が現行の「２０時間以上３０時間未満」から「１０時間以

上２０時間未満」に緩和されることで、障害のある方の就労環境についても改善される見通

しです。 

 

■今後の課題■ 

⚫ 労働市場は求人が多い状況にある一方で、ひきこもり状態、障害、病気など、様々な背景

により、就労までにステップが必要な方や、その方が望むような働き方ができていない人

がいます。そういった方も取り残さないための支援を充実していくことが求められます。 

⚫ 働くことができてからも、孤独や不安定な生活など、「働くこと以外の問題」により就労を継

続することが困難になることも多く、各就労支援機関のみの支援には限界があります。 

⚫ 事業者は、多様な働き方に柔軟に対応し、誰もが働きやすい職場づくりを進めていくこと

を求められています。 

⚫ 収入を得るためだけの就労ではなく、社会貢献や生きがい創出のための就労支援もより

充実していく必要があります。 

 

■取組みの方向性■ 

⚫ 相談者のニーズにより一層応えられるよう、各種就労相談窓口における支援の充実に引

き続き取り組みます。 

⚫ 就労までにステップが必要な人のために、中間的就労をはじめ、短時間就労や仕事の体

験といった場の開発が進むよう事業者に働きかけ、就労に臨む準備段階からの支援をさ

らに充実していきます。 

⚫ 地区においては、福祉の相談窓口をはじめとした各種相談支援機関が、本人に寄り添っ

た相談支援を実施しながら、就労支援につなげることが望ましいタイミングで、本人にあっ

た就労相談窓口に適切に繋ぎます。繋いだ後も本人が抱えている「働くこと以外の問題」

への支援を継続し、就労支援機関とチームによる支援を展開します。また、相談に繋がれ

ていない潜在的な方もアウトリーチにより発見し、適切に窓口に繋いでいきます。 

⚫ 事業者が多様な働き方を受け入れて誰もが働きやすい職場環境を作り、個性や能力を経

営に活かせるようバックアップしていきます。 

⚫ 社会貢献や生きがい創出のための就労支援をさらに充実していきます。 
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■めざす姿の実現に向けた主な取組み■ 

番

号 
主な取組み 目的と内容 

１ 
中間的就労や仕事体験

の場の開発 

就労までにステップが必要な人のために、中間的就労や仕事の体験といった

場の開発が進むよう事業者に働きかけ、就労に臨む準備段階からの支援を

さらに充実していきます。 

 

■取組みの行動量■ 

番

号 
行動量 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 

中間的就労や仕事体験

の場の協力事業者数

（累計） 

（ぷらっとホーム世田谷） 

４２ 

事業者 

（ 令 和 5 年

12月時点） 

４７ 

事業者 

５２ 

事業者 

５７ 

事業者 

６２ 

事業者 

６２ 

事業者 

１ 

中間的就労や仕事体験

の場の協力事業者数

（累計） 

（せたがや若者サポート

ステーション） 

３１ 

事業者 

（ 令 和 5 年

12月時点） 

３５ 

事業者 

３８ 

事業者 

４１ 

事業者 

４４ 

事業者 

４４ 

事業者 

 

■取組みの成果指標■ 

番

号 
成果指標 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 

中間的就労や仕事体験

の場につながった延べ

人数 

（ぷらっとホーム世田谷） 

１７２

人 

（ 令 和 5 年

12月時点） 

２０５人 ２１５人 ２２５人 ２３５人 ８８０人 

１ 

中間的就労や仕事体験

の場につながった延べ

人数 

（せたがや若者サポート

ステーション） 

１６１人 

（ 令 和 5 年

12 月時点） 

２１０人 ２２０人 ２３０人 ２４０人 ９００人 
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２０２２年１２月、区では、マガジンハウスの福祉をたずねるウェブマガジン〈こここ〉と連携

して「世田谷・福祉生まれのモノゴトを届けるプロジェクト〈せせせ〉」をスタートしました。 

〈せせせ〉は、多様な特性や特技を持つ人と協働し、ものづくりを続けてきた障害者施設の

専門性と、写真や文章、デザインの力を用いて物事を魅力的に発信するメディア企業・マガジ

ンハウスの専門性をかけあわせ、商品の魅力発信や、施設にとっての新しい機会づくりによ

り、販路拡大と施設利用者の方の工賃向上を目指しています。 

  

本事業では、オンラインショップの運営による販路拡大をはじめ、インスタグラム等のメデ

ィア活用、せせせマルシェ開催等を通じて、プロダクトの魅力発信を行うとともに、施設向け

セミナー＆ワークショップによる商品開発のアドバイス等により販売をサポートしています。 

 オンラインショップの送料特別割引や対面販売するスペースの無償提供、店舗での周知

PRの協力など、〈せせせ〉の趣旨に賛同いただく企業の輪が広がっています。 

世田谷・福祉生まれのモノゴトを届ける‟せせせ” 

 

コラム 
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（８）学校や教育分野と福祉分野の連携 

 

■関連する SDGｓのゴール■ 

■めざす姿①■ 

教育部門と福祉部門がこれまで以上に連携し、誰一人取り残さない教育を推進します。 

いじめや不登校は学校生活における最重要課題の一つであるとともに、どの子にも起こり得る

もので、長期のひきこもりのきっかけになることもあることから、迅速な対応が重要です。 

また、本来は大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているヤング

ケアラーについては、勉強する時間や遊ぶ時間がとれない、睡眠がとれないなど、本来守られる

べき子どもの権利が侵害されている可能性があります。そのため、教育部門と福祉部門がこれま

で以上に連携し、支援が必要な子どもの早期発見・早期支援に結びつくよう取り組みます。 

教育部門と福祉部門の情報共有を密にし、多職種が連携することで、子ども一人ひとりの特性

に応じた支援を実施します。また、保護者が抱えている課題にも着目し、世帯全体を一体的に支

援するとともに、いじめや不登校に至る前に適切な支援が実施できるよう取り組みます。 

 

■現状やこれまでの取組み■ 

⚫ 世田谷区における不登校（病気や経済的理由以外での年度間に累積で３０日以上の欠席

の児童・生徒）の人数は下記のとおりとなっており、近年急増しています。 

令和元年度（2019年度) 令和 2年度（2020年度) 令和 3年度（2021年度） 令和 4年度（2022年度） 

825名 968名 1,228名 1,540名 

⚫ 区では令和 2年度（2020年度）は児童の 33.6％が私立中学校へ進学しています。 

⚫ 区では平成２５年（2013 年）より、区内在住の子どもや区内の学校・施設などに通ってい

る子どもの人権を擁護し、救済を図ることを目的に「せたがやホッと子どもサポート」を設

置しました。区長部局と教育委員会が一体となって救済等に取り組んでいくことを明確に

するために、区長と教育委員会の共同設置の附属機関としています。子ども本人の意向

に寄り添いながら、助言や支援を行うとともに、子どもの最善の利益を目指し、関係機関

に対して協力・改善などの働きかけを行っています。 

相談件数 令和 2 年度（2020 年度） 令和 3 年度（2021 年度） 令和４年度（2022 年度) 

新規 208件 300件 367件 

前年度からの継続 94件 66件 74件 

主な相談内容（令和 4年度（2022年度）） 

いじめ 対人関係 学校・教職員等の対応 虐待 心身の悩み 家庭・家族 子育て 

４8件 91件 64件 20件 27件 43件 26件 
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⚫ 令和２年度（2020 年度）に実施した区のひきこもり実態把握調査では、ひきこもりに至っ

た経緯として「不登校から」（29.2％）が最も多く、10 年以上ひきこもっている方の割合が

全体の 37.6％と長期化しています。また、ひきこもり対象者だけではなく、同居家族も含

めた世帯全体をフォローしていく必要があります。 

⚫ メルクマールせたがやでは、区内の中学生、高校生世代で不登校などにより社会参加に

一歩踏み出せずにいる若者やその家族をサポートする「ティーンズサポート事業」のチラシ

を、毎年区立中学校全生徒に向けて配布するとともに、中学校個別訪問による事業説明

や、「不登校保護者のつどい」での事業紹介も行っています。令和４年度（2022年度）は、

教育相談室・不登校支援窓口に出向いての事業説明を行うなど、連携の強化に取り組ん

でいます。 

⚫ 妊娠期から就学前までの子育て家庭を切れ目なく支えるため、区・医療・地域が連携して

相談支援を実施している「世田谷版ネウボラ」では、令和５年度（2023年度）より保健師、

子育てプランを一緒に考える「母子保健コーディネーター」、教育・保育施設や子育て支援

を円滑に利用できるよう案内などを行う「子育て応援相談員」に、地域において子育てに

関する情報提供や相談・支援などを行う「地域子育て支援コーディネーター」を加え、四者

がチームとなり、地域の人々や子育て支援につながるよう伴走型相談支援に力を注いで

います。 

⚫ 子ども・教育・高齢・障害・生活福祉の各分野の所管課で構成されるヤングケアラー支援

連絡会・勉強会を年に数回実施し、ヤングケアラー支援についての検討や情報交換を行っ

て庁内横断的に支援に取組んでいます。 

⚫ 区では令和 4 年（2022 年）に区立小学校４～６年生、区立中学校１～３年生、区内在住

の高校生世代を対象に、ヤングケアラ―に関する実態調査を実施しました。また、子ども

家庭支援センターや学校、福祉事業者、児童館等の子ども関係機関など３０機関の職員

に対し、ヒアリング調査を行いました。 

⚫ 社会福祉士などの資格を有するスクールソーシャルワーカーを教育委員会に配置し、区立

小中学校からの要請などに基づき福祉分野に関する知見を用いて福祉的課題のある児

童・生徒やその保護者への働きかけ、関係機関との連絡・調整を行い、児童・生徒やその

保護者及び学校を支援しています。 
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■今後の課題■ 

⚫ 不登校児童・生徒の増加傾向が続く中、不登校を未然に防ぐための支援や、不登校状態

の長期化またはひきこもり状態になった児童・生徒の支援など、個々の状況に合わせた支

援策の充実が重要です。また、相談内容も複雑化・多様化しており、教育と福祉の連携が

重要となっています。更なる相談体制・機能の充実と、不登校児童・生徒が長期ひきこもり

に移行しないよう、区長部局と教育委員会、学校が連携した早期支援につなげるなど、連

携の強化が必要です。 

⚫ 「世田谷版ネウボラ」は、妊娠期から就学前の子を対象としているため、保護者が望まない

場合、就学を境に支援が途切れてしまう場合があります。さらに義務教育が終わる１５歳

になると教育委員会の支援も途切れてしまう場合があります。 

⚫ 特に国立や私立の小学校、中学校へ通う児童・生徒については区に入ってくる情報も少

なく、教育委員会や福祉の支援から漏れやすいといった課題があります。 

⚫ 18歳未満のヤングケアラーへの支援は、子ども家庭支援センターが相談窓口となり、各機

関と連携し、要保護児童支援協議会の枠組みを活用しながら実施していますが、本人や

家族に自覚がないことや、周囲からの見えづらさ・理解不足などから、問題が潜在化する

課題があります。 

⚫ ヤングケアラーに関する実態調査では、学校や大人に助けてほしいこととして、学習支援

や居場所の支援、本人が身近なところで相談しやすい環境づくりなどが多く挙げられてい

ます。 

⚫ １８歳以上の若者への支援の必要性も増加しています。また、課題自体も複雑化・複合化

しており、今後一層の福祉と教育の連携が必要です。 

 

■取組みの方向性■ 

⚫ 不登校を未然に防ぐことや、ひきこもり状態になった児童・生徒に対し早期の支援につな

げるためには、学校や教育分野と福祉分野の連携体制を更に強化する必要があります。

既存の世田谷区子ども・若者支援協議会を通じて相互の支援情報の共有や、個別ケース

ごとの支援会議での連携など、更なる連携強化を図り支援体制を充実させていきます。 

⚫ ヤングケアラー支援にあたっては、教育・高齢・障害・生活福祉・医療・地域の関係機関等

との綿密な連携を促進し、早期に必要な支援につながる環境づくりを行うことが重要です。

各関係機関等における地域の支援力を強化するとともに、当事者が相談しやすい環境づ

くりを推進することにより、区におけるヤングケアラー支援体制を強化します。 

⚫ また、１８歳以上のヤングケアラーには、重層的支援体制整備事業を活用し、多機関協働

事業者が中心となって、継続的に切れ目のない支援を行います。また、必要に応じて支援

者に同行し、当事者への共感・伴走型支援を行います。 

⚫ 区民の様々なライフステージの変化に伴い、支援が途切れてしまわないよう情報システム

などを活用し、情報の連携を推進します。 
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■めざす姿の実現に向けた主な取組み■ 

番

号 
主な取組み 目的と内容 

１ 
世田谷区子ども・若者

支援協議会 

世田谷区子ども・若者支援協議会において、情報等の共有や支援の内容に関

する協議をおこなうとともに、個別のケース検討会議を開催し、教育分野と

福祉分野が連携した支援につなげます。 

2 
不登校支援グループによる

相談受付・支援活動の実施 

心理士やスクールソーシャルワーカーで構成する不登校支援グループを設置

し、困難事例への対応を支援するほか、不登校の原因分析や対応策の検討を

行い、早期に適切な支援に結びつけるとともに、学校等への支援体制の強化

に取り組みます。 

3 
ヤングケアラーへの支援

の推進 

本人や家族に自覚がなく問題が潜在化しやすいヤングケアラーに対し、教育・

高齢・障害・生活福祉・医療・地域の支援団体等が連携しながら、ヤングケアラ

ーとその家族に寄り添い、早期に必要な支援につながる環境づくりを推進し

ます。 

 

■取組みの行動量■ 

番

号 
行動量 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 

世田谷区子ども・若者

支援協議会 

（個別ケース検討会議は

随時実施） 

２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

2 

不登校児童・生徒や保護者

の支援件数 

【実施計画 施策５－１】 

560 件 

（令和５年度

見込み） 

580件 600件 650件 ６５０件 650件 

3 

ヤングケアラー支援に

関する研修等の実施回数 

【実施計画 施策２－２】 

５回

（令和 5 年

12月時点） 

５回 ５回 6回 ６回 ２３回 

 

■取組みの成果指標■ 

番

号 
成果指標 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 

教育部門と福祉部門の連

携が必要なケースについ

て、支援者が多くのケー

スにおいて連携が取れて

いると回答した割合 

42.4% 45.0% 47.0% 49.0% 51.0％ 51.0％ 

2 

どこにもつながっていない

不登校児童・生徒の割合 

【実施計画 施策５－１】 

25.3％ 

（令和４年度） 
23.0％ 20.0％ 19.0％ 18.0％ 18.0％ 

3 

ヤングケアラー支援に関

する研修等のアンケートで

理解が深まったと回答し

た人数 

【実施計画 施策２－２】 

64人 

（令和 5年

１２月時点 ） 

80人 96人 ９６人 ９６人 368人 
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■めざす姿②■ 

子どもや若者自らが、その時々のニーズにあわせて選ぶことができ、成長ができる多様な居

場所や環境が充実しています。 

近年は不登校になる子どもが急増し、教育相談室（教育総合センター・教育相談室分室）で

の来室相談や電話相談、不登校支援窓口での相談件数も増えているほか、各地区の福祉の

相談窓口にも不登校に関する相談が寄せられるようになってきています。 

子どもや若者が意見を言いやすい環境をつくっていくとともに、一人ひとりの子どもたちが

求める居場所を正確に捉え、自己肯定感を高めることができ、主体的に活動する場や機会が

充実するなど、様々な居場所を提供する必要があります。 

 

■現状やこれまでの取組み■ 

⚫ 教育相談室では、学校や社会などへの適応困難を示す幼児・児童・生徒への心理的な援助

や、保護者及び学校からの教育や福祉に関する相談に対し、教育相談全般にわたる専門的

知識・技能を有する心理教育相談員等により適切な支援を行っています。 

※回数とは、１回の面接及び他機関との連携をすべて１として合計したもの。 

 令和２年度（2020 年度） 令和３年度（2021 年度） 令和４年度（2022年度） 

教育相談対応回数※ 13,464回 16,141回 15,932回 

⚫ ほっとスクール（教育支援センター）は、心理的理由などにより不登校の状態にある児童・

生徒が、体験活動やスポーツなどの集団生活を通して、社会性や協調性を育み、自立心

を養い、学校生活への復帰や社会的自立に向けた支援をおこなっています。「城山」「尾山

台」「希望丘」の３か所があります。 

令和４年度（2022 年度）実績 相談・見学件数 入室者数 高校等進学者数 学校復帰者数 

ほっとスクール城山 ３５１件 ２７人 ７人 ０人 

ほっとスクール尾山台 １７３件 ５人 １人 １人 

ほっとスクール希望丘 １，２１１件 ４４人 ９人 ３人 

⚫ 不登校生徒に応じた特別の教育課程を編成して教育を実施する分教室型の学校として、

令和４年（2022 年）４月に新たに世田谷中学校学びの多様化学校（不登校特例校）分教

室「ねいろ」を開設しました。 

⚫ 主に39歳までの若者がふらっと立ち寄れ、思い思いに過ごすことができる施設として、区

内３か所（池之上、野毛、希望丘）に、青少年交流センターを設けています。若者一人ひと

りの「やってみたい」、「やってみよう」を、若者の活動をサポートする専門スタッフ「ユース

ワーカー」が地域の方々と一緒に応援しています。 

⚫ 平成２７年（2015 年）に昭和女子大学と「若者支援の分野における連携協力に関する協

定」を締結し、若者の身近な居場所「あいりす」を三軒茶屋に開設しました。小学校５年生

から２４歳までの女性を対象に年齢の近い昭和女子大学の女子学生スタッフと一緒に遊

んだりして過ごすことができます。また、毎月様々なイベントを実施し、若者の居場所を提

供しています。 
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⚫ 多世代交流の場として親しまれている「岡さんのいえ TOMO」にて、平成２７年（2015 年）

から上北沢に若者の身近な居場所「たからばこ」を開設しています。小学校５年生から中、

高生世代が対象となっており、大学生スタッフとその時々の“やりたい”を一緒に楽しみな

がら過ごしています。 

⚫ メルクマールせたがやでは、ひきこもり等の様々な理由から社会と接点が持てず、社会的

自立に向けた一歩を踏み出すことができないなどの生きづらさを抱えた方に対して個人

相談等を実施し、就労支援機関である「せたがや若者サポートステーション」と一体的に

『世田谷若者総合支援センター』として若者の自立を総合的にサポートしています。 

⚫ 令和３年（2021 年）より生活困窮世帯等の子どもの成長と家庭の生活の安定に向けた学

習・生活支援の拠点事業「まいぷれいす」を開始しました。子どもの貧困対策の推進及び児

童相談所設置区におけるセーフティネットの強化として、家庭や地域に安心して過ごせる居

場所がなく、学習・生活習慣等に課題を抱えている中学生とその家庭を支援しています。 

⚫ 社会福祉協議会では「孤食」や経済的理由による「欠食」の状況にある子ども達を中心に、

安心できる居場所である「子ども食堂」を支援しています。子ども食堂では地域交流を通

じた食育や、皆で食べる楽しさを共有できる場であるとともに、一部の子ども食堂では学

習支援もおこなっています。 

 

■今後の課題■ 

⚫ 児童館が地区の子どもの居場所づくりの拠点となり、地域関係者や活動団体等との関係

強化により、成長段階に応じて子どもが安心して過ごすことのできる多様な居場所を確保

していく必要があります。 

⚫ 子どもの貧困は、単に経済的に困窮しているだけでなく、生きる・育つ・守られる・参加す

るという「子どもの権利」が保障されないリスクを高めます。子どもの現在及び将来がその

生まれ育った環境に左右されることがないよう環境を整備するとともに、子どもの貧困の

解消と貧困の世代間連鎖を断ち切る必要があります。 

 

■取組みの方向性■ 

⚫ 子どもを中心とする放課後等の過ごし方について、区や保護者、地域との関わりの中での

多様な居場所づくりやつながる仕組みを検討し、子ども自らが、その時々のニーズにあわ

せて、放課後等の居場所を選び、遊び、成長することができる環境を充実させます。 

⚫ 生活困難を抱える子どもに対し、食の提供をはじめとする生活支援や、学習支援の機能

をもつ居場所の充実を図るとともに、地域で安心して過ごすことができ、様々な体験や他

者との関わりの中で自己肯定感を高められるよう成長と家庭の生活の安定に向けた多様

な居場所の確保に努めます。 

⚫ 中高生の活動や地域の団体による子ども・子育て支援、学習支援の場の充実のために、

児童館の閉館後や休館日の活用を行う等、効率的・効果的な運用を図ります。 
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⚫ 若者自らの主体的な活動を通して自立と成長を促すとともに、世代を超えた出会いや交

流の機会を積極的に創出し、若者の社会への参加・参画、協働の意識を醸成します。 

■めざす姿の実現に向けた主な取組み■ 

番

号 
主な取組み 目的と内容 

１ 
子どもの参加・意見表明の

機会の充実 

子どもに関連する施策の策定や実施、評価を行うにあたり、子ども等の意見を

反映する仕組みづくりや、フィードバックの場の検討を進めるとともに、地域や

社会の課題について、子どもたちが主体的に参加・参画できる取組みを区役所

全体で実施手法や事例等を共有しながら、様々な機会を捉えて充実します。 

2 

子どもを支えるネット

ワークづくりのための

児童館地域懇談会の実施 

身近な地区の団体や人々が有機的につながり、日常的に子どもを見守り支え

るネットワークをさらに強化していくため、児童館において地域との連絡調

整を図るための懇談会を実施します。 

3 

生活困窮世帯の子どもと

家庭を支える学習・生活

支援事業「まいぷれいす」

の実施 

複合的な課題を抱えている子どもがいつでも安心して過ごせる環境のもと、

学習・生活習慣の定着を図り、自ら生きる力を育むための支援を実施します。 

 

■取組みの行動量■ 

番

号 
行動量 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 

子どもの参加・意見表明の

機会の実施個所数（累計） 

【実施計画 施策１－１】 

４箇所 

（令和５年度 

見込み） 

６箇所 １２箇所 １８箇所 ２９箇所 
２９箇所 

（累計） 

2 
児童館地域懇談会の実施回数 

【実施計画 施策１－２】 

６５回 

（令和５年度 

見込み） 

６８回 ７０回 ７０回 ７２回 ２８０回 

3 

「まいぷれいす」の実施

箇所数（累計） 

【実施計画 施策２－２】 

1箇所 ２箇所 ２箇所 ２箇所 ２箇所 
２箇所 

（累計） 

 

■取組みの成果指標■ 

番

号 
成果指標 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 

子どもの参加・意見表明の

機会への参加者数 

【実施計画 施策１－１】 

９２人 

（令和５年度 

見込み） 

１２０人 ２４０人 ３６０人 ５８０人 １，３００人 

2 

児童館事業に協力した

大人の人数 

【実施計画 施策１－２】 

３，２３０人 

（令和５年度 

見込み） 

３,２8４人 ３,６７９人 ３,９４８人 ４,１６４人 １５,０７５人 

3 
「まいぷれいす」の利用者数 

【実施計画 施策２－２】 

２,５００人 

（令和５年度 

見込み） 

４,４００人 ４,８００人 ４,８００人 ４,８００人 １８，８００人 
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メルクマールせたがや（以下、「メルクマール」）は、ひきこもり 

や不登校など生きづらさを抱えた若者の相談・支援機関として 

2014年 9月に開設されました。公認心理師等専門職による個別 

相談や居場所プログラムの他、家族支援、訪問相談などのアウトリー 

チにより、若者等の生きづらさを心理面からサポートしています。 

 また、先行して開設されていたせたがや若者サポートステーション 

（以下、「サポステ」）と同建物内で、「メルクマール」は若者が社会参加に向け一歩を踏み出す

までを、「サポステ」は働くことやその準備を、両機関が「若者総合相談センター」として一体

となり生きづらさを抱えた若者をサポートしてきました。 

    

 一方でこの 10年の間に 8050など高齢の親と中高年のひきこもりの子が同居する世帯

の問題が社会的にクローズアップされるなど、対象者の年齢を問わないひきこもり支援が求

められるようになりました。当事者やご家族の声も背景に新たに開設された世田谷ひきこも

り相談窓口「リンク」（１５ページ参照）を構成する１機関として、現在は年齢上限を撤廃しひき

こもり等当事者の方とそのご家族をサポートしています。（ただし居場所のみ年齢制限あり） 

    

      相談室               居場所            外出プログラムの様子 

相談前に参加できる居場所や家族セミナーで「メルクマール」を体験いただく 

ことも可能です。電話、メール、ＨＰのフォームからお気軽にお問合せください。 

（https://3cha.tokyo/） 

  ※「メルクマール」は、目印や道しるべなどを意味するドイツ語です。一人ひとりが進みち

を迷わない道しるべのような場になりたいという想いを込めて名付けられました。 

 

 

   

10周年を迎える「メルクマールせたがや」 

 

 

 

コラム 
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（９）社会参加の促進 

 

■関連する SDGｓのゴール■ 

■めざす姿■ 

地域住民同士の新たなつながりが芽生え、住民の地域活動などへの参加意欲が向上し、区民

の社会参加が促進されます。また、自身の興味・関心や趣味等をきっかけとした社会参加に

つながるような場（居場所）を充実させ、誰もが活躍でき次代へつながる循環型の社会参加

が実現しています。 

世帯構造の変化や地域における人間関係の希薄化、また、ここ数年の新型コロナ禍による活

動制限により、人との関わりや社会参加の機会が減少し、孤独・孤立などが社会問題となってい

ます。本人や世帯が地域や社会と関わり方を選択し、自らの役割を見出すことができるよう、多

様な社会参加につながるような場（居場所）を充実させることが必要です。 

また、幼少期から地域の活動に参加し、地域の一員となって意見を述べることや、参画すること

で主体性を育み、社会参加が身近になることを目指します。地域と関わりながら育った子どもた

ちは、やがて大人になり、今度は親の立場として地域に支えられながら子育てをし、子育て後は

地域活動の担い手になってもらうような循環型の社会参加を目指します。 

 

■現状やこれまでの取組み■ 

⚫ 「区民意識調査」では、区民の地域活動への参加経験・参加意向について、「参加している」

が 17.1%、「今は参加していないが、今後参加してみたい」が 16.9%となっています。 

⚫ 令和４年（2022 年）に実施した「高齢者ニーズ調査・介護保険実態調査」では、「現在、地

域で参加している活動や講座」がないと回答した人が69.8％であり、「地域活動に参加し

ない理由」については、「きっかけがない」（28.6％）、「関心がない」（24.8）％、「面倒くさ

い」（19.8％）となっています。また、「ふだん、どの程度、人（家族を含む）とあいさつ程度

の会話や世間話をしますか（電話を含む）。」では、「２週間に１回以下」と回答された方が

全体の 2.4%であり、特に男性の割合が高くなっています。 

⚫ 令和４年度（2022 年度）に実施した、「子ども・子育て支援事業計画調整計画の策定に伴う

ニーズ調査」では、「子どもが成長するうえで大切だと思うこと」に対して「地域の見守り」と回

答した保護者は 5.5％（未就学児童）であり、現在の子育て世代は地域の必要性を感じなく

なってしまっています。 

一方で、地域の子ども・子育てに携わることに肯定的な回答をした方は 64.5％（未就学

児童）であり、参加意欲は高く、地域での子育て活動へつなぐ仕組みづくりが必要です。 

⚫ ひきこもり状態にある方の居場所事業の実施や地域家族会との連携、精神障害者自身の

経験を活かした交流等を行う「ピアサポート活動」を充実させています。「支え手」・「受け



93 

 

手」という関係を超えて、互いに支え合うことができるような社会参加の場を充実させてき

ました。  

 

■今後の課題■ 

⚫ 社会的な孤立や孤独が深刻な社会問題となっており、地域の中で継続的な交流ができる

「居場所」に多くの方がつながることができ、そうした場において「役割」があることが重要

です。あらゆる人が地域社会とつながり、いきいきと暮らし続けられるよう、多様な社会参

加の機会の拡充が求められています。 

⚫ 特に、孤独や孤立を抱える男性高齢者が増加しており、どのようにアプローチしていくか

が課題となっています。 

⚫ コロナ禍をとおして就労をしていても、職場での人付き合いの希薄化などにより、２０代や

３０代の若者の孤独・孤立が増加しています。 

⚫ 社会参加にはボランティア的なイメージがありますが、仕事をリタイヤした世代に限らず、

若者や子育て世代も含むすべての世代が、対価を得ることができ、副業として担えるよう

な仕組みづくりを行い、社会参加を加速させる必要があります。 

 

■取組みの方向性■ 

⚫ 地域住民同士が継続的に交流できる機会を確保し、すべての人に「居場所と役割」がある

まちづくりを心掛け、社会参加につながるよう、自身の自己有用感や地域の一員としての

主体性を育みます。また、地域に対して意識変容を働きかけるなど、住民相互の関係性を

深め、助け合える関係性の構築や地域コミュニティの醸成を図ります。 

⚫ 誰もが活躍でき、循環型の社会参加を実現するため、子ども・若者が積極的に参加できる場

や地域で力を発揮できる機会の充実を図ります。また、子育て家庭や子育てを支える多様な

世代が地域の中でつながりながら、ともに学び、活動し、交流できる場や機会を充実してい

きます。 

⚫ 自身の興味・関心や趣味等をきっかけとした社会参加につながるような場（居場所）を充

実させていきます。特に男性の高齢者や、若者へのアプローチを強化していきます。 

⚫ 社会参加において、対価を得ることができ、副業として担えるような新たな仕組みづくりを

行い、社会参加を加速させていきます。 
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■めざす姿の実現に向けた主な取組み■ 

番

号 
主な取組み 目的と内容 

１ 
中学生及び高校生世代

の主体的な参加の促進 

ティーンエイジカーニバルをはじめ若者自らの主体的な活動をとおして自立

と成長を促すとともに、世代を超えた出会いや交流の機会を積極的に創出

し、若者の社会への参加・参画、協働の意識を醸成します。 

2 
青少年交流センターの

プログラムの充実 

青少年交流センターを利用する若者が、主体的にプログラム活動に参加でき

る体制を整備することで、参加した若者の達成感や自己肯定感を高め、自ら

の意思で地域で活動する機運を醸成します。 

3 

社会参加につながるこ

とができる地域資源の

開発【再掲】 

社会参加の機会を掴めない方や、社会参加を希望しても社会につながること

が困難な方が、地域で孤立することなく、自らが役割や居場所を見出し多様

な接点を確保できるような地域資源を開発します。 

 

■取組みの行動量■ 

番

号 
行動量 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 

ティーンズプロジェクト

の実施回数 

【実施計画 施策３－１】 

１３０回 

（令和５年度 

見込み） 

１３３回 １３６回 １３９回 １４２回 １５０回 

2 

青少年交流センターにお

ける若者が主体的に参加・

参画するプログラム数 

【実施計画 施策３－１】 

１１０回 

（令和５年 

12月時点） 

１４０回 １５０回 １６０回 １７０回 ６２０回 

３ 

地域資源の開発における

団体訪問件数【再掲】 

【実施計画 施策８－２】 

6，3５８件 

（令和５年度 

見込み） 

6,600件 6,800件 7,000件 7,200件 27,600件 

 

■取組みの成果指標■ 

番

号 
成果指標 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 

児童館利用者のうち、

主体的な活動に取組ん

だ若者の人数 

【実施計画 施策３－１】 

３，５００人 

（令和５年度 

見込み） 

3,550人 3,600人 3,650人 3,700人 14,500人 

2 

青少年交流センターの

プログラムに若者が参

加した人数 

【実施計画 施策３－１】 

６，４５４人 

（令和５年度 

見込み） 

10,500人 １１,０００人 １１,５００人 １２,0００人 ４5,0００人 

3 

社会参加の支援につなが

る地域資源数【再掲】 

【実施計画 施策８－２】 

１，８１６ 

箇所 

１，８３０ 

箇所 

１，８５０ 

箇所 

１，８７０ 

箇所 

１，８９０ 

箇所 

１，８９０ 

箇所 

３ 

地域で人とのつながり

を感じられると思える

区民の割合 

６３．３％ 63.5% 6４.0% 65.０% 66.0% 66.0% 
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と 

 

 

 

みつけばハウスは、当時、具体的な支援が行われていなかった高校・大学世代の発達特性

のある若者に対し、様々なプログラムや居場所の提供を行う取組みとして平成 28年度に本

格的に事業を開始しました。 

本事業は、同じような境遇にある当事者による支援（＝ピア 

サポート）により、利用者が抱く生きづらさへの共有・共感か 

ら孤立防止や社会参加の意欲向上を目指しています。 

この間、多くの若者がみつけばハウスでの活動を通じ、自

己表現や主体的な人との関わりの楽しさに気付くなど、新た

な世界を発見してきました。以下みつけばハウスの主な取組

みを紹介いたします。 

 

●みつけばハウスのワークショップ 

 様々な体験ができる多種多様なプログラムを月 20回程度 

開催しています。講師はぴあサポーターと各業界でその道を極 

めたプロフェッショナルです。 

 

●みつけばミドル 

令和 3年度からは、ミドル世代（30代～50代）に対象年齢 

を拡大したプログラムも開始しました。参加者が「居たいように

いられる場所であること」をコンセプトに、発達障害が背景に考

えられるミドル世代のひきこもり予防・対策として、居場所事業

を展開しています。 

 

●啓発活動、関係機関との連携 

 「世界自閉症啓発デー」における区役所等のブルーデコレーションによる啓発活動や、小中

学生向け出張プログラム、他の支援機関との連携にも取り組んでいます。 

 

 

ピアサポート事業 みつけばハウス 

 

 

 

 
 

落ち着いた室内環境 

利用者さんの作品 

ミドル事業の様子 

区役所でのブルーデコレーション 小中学生向け「化石掘り体験」 

 

コラム 
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（１０）防犯・防災 

 

■関連する SDGｓのゴール■ 

■めざす姿■ 

区民一人ひとりの防犯・防災意識が向上し、安全安心に暮らし続けることができるまちと

なっています。 

防犯・防災は誰にでも関わりのある取組みであり、身近な地区の活動に参加することで、顔見

知りが増え、住民同士のつながりが広がっていきます。つながりが広がることで、住民同士の見

守りや声掛けが行われ、日常生活における困りごとや災害時の避難等に不安を抱えている方な

どにも気づくことができるようになります。 

そのような住民同士のつながりによって、犯罪や消費者被害を未然に防止し、災害時には助け

合うことができるまちづくりを進めます。 

 

■現状やこれまでの取組み■ 

⚫ ２４時間どこからでも入り込む犯罪から安全安心な生活を守るためには、行政、事業者、

住民がスクラムを組み、地域ぐるみで隙間なく犯罪防止に取り組むことが重要です。区で

は、２４時間安全安心パトロール、防犯設備（防犯カメラ）への整備支援、特殊詐欺被害の

未然防止に向けた自動通話録音機の貸出などを実施しています。また、災害・防犯情報メ

ール配信サービスなど様々な広報媒体による注意啓発を行うとともに、地域住民や事業

者による注意啓発活動や見守り活動を支援、促進しています。 

⚫ まちづくりセンターは、地区における災害の対応力を高めるため、地区における防災情報の

発信、学習の機会の提供、地区防災計画の作成の支援により、防災意識やコミュニティを基

礎とした助け合いの意識の向上と防災活動への参加促進を図っています。 

⚫ 令和４年（2022 年）４月に「世田谷区避難行動要支援者避難支援プラン」を改定し、個別避

難計画作成に取り組んでいます。 

⚫ 社会福祉協議会では、地域活動の担い手である地区サポーターの中から災害時の安否確

認やニーズ調査等に協力する方を災害福祉サポーターとして登録する制度を設け、担い手

の確保に取り組んでいます。 

⚫ せたがや災害ボランティアセンター（世田谷ボランティア協会＊）では、災害発生に備えて拠

点運営の体制作りや訓練を重ねるとともに、災害に関する学習・啓発活動、災害ボランティア

の養成・人材登録活動、災害問題に取り組む個人・団体とのネットワークづくり、災害時に特

別な支援を必要とする方たちの問題への取組み、資金・資材の寄附の呼びかけなどを行っ

ています。 
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■今後の課題■ 

⚫ 令和４年度（2022年度）区民意識調査では、「防災に対して日頃から心がけていることはあ

りますか」という質問に対して「防災知識の向上」は７割を超えています。その一方、「地区で

の避難所運営訓練や防災塾＊への参加（15.2％）」、「避難行動要支援者の支援（16.4％）」

は１割半ばにとどまっています。 

⚫ 区内の刑法犯認知件数は、平成１４年（2002 年）の約１６，０００件をピークに減少し、令和４

年（2022 年）は約３，７００件にまで減少しましたが、一方で、特殊詐欺については、いまだ

多くの被害（過去５年平均認知件数は約２３０件）が確認されており、依然高止まりの状況が

続いています。 

 

■取組みの方向性■ 

⚫ 身近な地区で行われる防犯や防災の活動への区民参加を促進します。 

⚫ 見守りや声掛けが行われることで、犯罪や消費者被害の未然防止、避難行動要支援者への

支援などを心がける人が増え、災害時にも助け合うことができるまちづくりを進めます。この

ため、四者連携による地区の関係団体等への啓発活動などにより、ネットワークのつながり

を活用し、取組みを広げます。 
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■めざす姿の実現に向けた主な取組み■ 

番

号 
主な取組み 目的と内容 

１ 防災塾の実施 

地区防災力の向上を図るため、各地区において「防災塾」を実施します。地区

防災計画の検証・ブラッシュアップを図ることを目的として実施し、地区防災

計画の実効性と認知度の向上を目指します。 

2 女性防災リーダーの育成 

多様性を認め合う視点を防災の取組みに反映させるため、区の養成講座を

実施し、女性防災リーダーを育成します。あわせて、地域に向けて多様性

を認め合う視点を啓発するため、女性防災リーダーを講師とした区の研修

を実施します。 

３ 
マイ・タイムライン作成

を通じた意識啓発  

風水害に備え、マイ・タイムライン作成に向けた講習会を実施し、地域の

災害リスクや自らの家族構成、生活環境等に合わせた避難行動をあらかじ

め認識してもらうことで、風水害時の自助、共助の意識を啓発します。 

４ 
「ながら見守り活動」の

推進 

地域の見守りや防犯活動のすそ野を広げて地域の目を増やし、ウォーキング

や犬の散歩、買い物、仕事など日常生活をし「ながら」、子どもの安全確保や

高齢者見守りをする「ながら見守り活動」を推進することで、地域防犯力の向

上、犯罪の未然防止を目指します。 

５ 
個別避難計画作成の推

進 

災害時における要配慮者のうち、避難行動要支援者数は転出・転入、出生・死

亡、要介護認定や障害認定の変更などにより、毎年 20％前後変動していま

す。そのため、新たに避難行動の支援が必要となった方及び前年度までの未

回答者に対し案内を送付し、安否確認や予め避難支援者となる方との情報共

有等のために個別避難計画の作成を推進します。特に多摩川洪水浸水想定

区域内における未回答者に対しては委託を通して福祉の専門職との連携を

強化していきます。 

 

■取組みの行動量■ 

番

号 
行動量 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 
防災塾の実施回数 

【実施計画 施策１０－１】 

28回 

（令和 5年

度見込み） 

28回 28回 28回 28回 112回 

2 

女性防災コーディネーター

養成講座の修了人数 

【実施計画 施策１０－１】 

修了人数 

０人 

累計人数 

３４人 

20人 20人 20人 20人 

修了人数 

８０人 

累計人数 

１１４人 

３ 

マイ・タイムライン作成

講習会実施回数 

【実施計画 施策１０－１】 

― 2回 2回 2回 2回 8回 

４ 
瞬間ボランティア＊育成

講習会の開催 
1回 1回 1回 1回 1回 4回 

５ 

個別避難計画作成案内

送付者数 

【実施計画 施策１０－１】 

8,452 人 5,700 人 5,700 人 5,700 人 5,700 人 22,800人 
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■取組みの成果指標■ 

番

号 
成果指標 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 

防災塾に参加したことで、

自分の地区の災害リスクや、

自らとるべき避難行動を

理解した人の割合 

【実施計画 施策１０－１】 

７３．１％ 

（令和４年度） 
80％ 83％ 86％ 90％ 90％ 

2 

女性防災コーディネーター

による防災研修（地域

啓発研修）参加者数 

【実施計画 施策１０－１】 

285 人 

（令和５年

度見込み） 

510人 510人 510人 510人 
2,040

人 

３ 

講習会に参加し「マイ・タイムライン」

を作成した人数 

【実施計画 施策１０－１】 

― 50人 50人 50人 50人 200人 

４ 
瞬間ボランティア育成

講習会の参加者数 

26人 

(令和 5年

度見込み) 

50人 50人 50人 50人 200人 

５ 

個別避難計画作成数 

（多摩川洪水浸水想定区域内） 

【実施計画 施策１０－１】 

340 件 

(令和 5年

度見込み) 

６0件 ７0件 ８0件 90件 ３０0件 

５ 

個別避難計画作成数

（多摩川洪水浸水想定区域以外）

 【実施計画 施策１０－１】 

3,200 件 

(令和５年

度見込み) 

640件 640件 640件 640件 2,560 件 
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決められた人や団体だけが地域の見守りをするのではなく、区民の皆さんが犬の散歩、買

い物、庭仕事などを行いながら、「目配り（見守り）」、「あいさつ」、「声かけ」などといった活動

を通じて、地域の子どもたちや高齢者らを多くの目で見守ることで、犯罪の未然防止や地域

の安全を守ろうとする活動です。一人ひとりができる範囲で行動し、大きな見守り活動の輪

を広げましょう！ 

「ながら見守り活動」をしませんか？ 

 

コラム 
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第２節 世田谷版地域包括ケアシステムを支える基盤整備 

 

世田谷版地域包括ケアシステムを下支えする基盤の整備を推進します。具体的には、地域づくり、

人権擁護の推進、福祉人材の確保及び育成・定着支援、地区をバックアップする体制、先進技術の

積極的な活用、保健福祉サービスの質の向上、福祉文化の醸成といった取組みを進めます。 

 

 

 

図表 世田谷版地域包括ケアシステムを支える基盤整備のイメージ図 
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（1）地域づくり 

 

■関連する SDGｓのゴール■ 

■めざす姿■（重層的支援体制整備事業―地域づくり事業―） 

多様な地域づくりの担い手が出会い、学び合うことで地域における活動の活性化・発展が図

られています。 

   区では、これまで各分野において地域づくりを進めるとともに、すべての地区において地域包

括ケアの地区展開を実施し、参加と協働の地域づくりを実践してきました。 

   一方で、課題の多様化や、複雑化・複合化などにより、既存の事業に留まらない地域づくりが

求められています。 

また、持続可能な社会を構築するためには、多様な出会いの機会・場を創出し、区民や事業者、

行政が持つそれぞれのアイデアや技術、ノウハウなどを組み合わせることで、新たな価値創造を

可能とする地域社会を実現していく必要があります。 

 

■現状やこれまでの取組み■ 

⚫ 各地区では、地域包括ケアの地区展開として「参加と協働の地域づくり」を実施していま

す。「参加と協働の地域づくり」では、地区の現状や課題を広く把握し、地区の課題解決

に向けた取組みを促進するため、地区アセスメントを作成しています。 

「福祉の相談窓口」に寄せられた区民の困りごとや、地域ケア会議、地区アセスメントから

地区の課題を抽出し、四者連携会議で共有しています。四者連携会議の結果を踏まえて、

地区に必要な資源の分析をおこない、資源開発に結びつけています。 

⚫ 各地区での取組事例や地域活動を「地域包括ケアの地区展開報告会」にて報告し、共有

することで、資源開発の手法等を学び、地区の資源開発に役立てています。 

実施年 開催内容 

平成 29 年（２０１７年） ○事例発表：池尻・北沢・用賀・砧・上北沢地区 

平成 30 年（２０１８年） ○事例発表：上町・松沢・深沢・成城・上祖師谷地区 

令和元年（２０１９年） 〇事例発表：下馬・新代田・九品仏・喜多見・烏山地区 

令和２年（２０２０年） 〇事例発表：上馬・代沢・奥沢・祖師谷地区 

令和３年（２０２１年） 〇事例発表：太子堂・梅丘・等々力・船橋地区 

令和４年（2022年） 〇事例発表：若林・経堂・松原・上野毛・二子玉川地区 

令和５年（2023年） ○事例発表：池尻・北沢・上北沢・上祖師谷・烏山地区 
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⚫ 福祉の各分野においても地域づくりを進めています。 

【社会福祉法第１０６条の４第２項第３号（地域づくり事業）を構成する地域づくり事業】 

 事業名 主な区の取組み内容 

介護 

地域介護予防活

動支援事業 

 

〇通いの場づくり 

運動等による介護予防を目的とした自主活動団体の立ち上げ及び自主活動

団体への活動継続支援など「通いの場」づくりを実施しています。 

〇せたがやシニアボランティア・ポイント事業 

高齢者が地域活動に参加するきっかけの一つとして、「せたがやシニアボ

ランティア・ポイント事業」を実施することで、健康寿命の延伸及び地域で

支えあう仕組みづくりを推進しています。 

生活支援体制 

整備事業 

社会福祉協議会に生活支援コーディネーターを配置し、高齢者等の地域

における自立した日常生活の支援等の体制の整備を推進しています。ボ

ランティア等を担い手とした生活支援等サービスの資源開発、サービス提

供主体間のネットワークの構築、ニーズに応じた資源のマッチング等を行

っています。また、生活支援コーディネーター、生活支援サービスの提供

主体及び地域活動団体等が参画し、定期的な情報共有及び連携・協働に

よる資源開発等を推進することを目的とした協議体を、全区及び各地区

において実施しています。 

障害 
地域活動支援セン 

ター機能強化事業 

地域住民や他機関とのプログラム、商店街活動への参加、地域中学生職

場体験受入れや調理実習などを実施しています。 

子ども 
地域子育て支援拠

点事業 

子育て親子の交流の場の提供や、交流の促進、子育てに不安や悩み等を

持っている保護者に対する相談や援助を行うとともに、必要な情報提供

や子育て、子育て支援に関する講習などを実施しています。 

生活困窮 

生活困窮者支援等

のための地域づく

り事業 

〇フードパントリー事業 

地域の社会福祉法人や NPO 法人、子ども食堂等地域支援に携わる方等

と連携し、食の支援を通じて身近な地域で生活困窮者を支えています。 

〇ひきこもりの状況に関する理解促進を目的としたセミナー等の開催 

複雑化・複合化した問題を抱えがちなひきこもりへの理解促進や、地域住

民の活動を活性化させ、身近な地域でひきこもり当事者や家族を支える

共助の取組みを推進しています。 

⚫ 各地区においては、子ども・子育てに関する資源開発として、児童館と地域子育て支援コーデ

ィネーター、社会福祉協議会地区担当者が連携し、地域人材の発掘や活動団体間の連携に向

けたコーディネート等に取り組んでいます。 

⚫ 地区では高齢者を対象としたスマホ講座に学生のボランティアが参加するといったことや、

認知症のアクションチームが子どもたちに認知症に関する絵本の読み聞かせを行うなど、少

しずつですが、多世代交流や地域共生につながる取組みが始まっています。 
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■今後の課題■ 

⚫ 複雑化・複合化した課題を抱えた方や制度の狭間のニーズを抱えた方に寄り添い、伴走

支援を実践するためには、本人やその世帯の希望に沿った多様な場・居場所が必要です。 

⚫ 地区や地域には多様な区民のつながりや活動があり、団体間の情報共有や協働は現在も

行われていますが、横につながり交流する機会を増やし、活動の活発化と相乗効果の発

揮を図ることで、団体活動の活性化と地区・地域の課題解決に資するものと考えられます。 

⚫ 将来の人口減少局面を見据え、次代の社会を担う子ども・若者が住み続けたい、住みたく

なる地域づくり、子育てしやすい環境づくりを推進していかなければなりません。子育て世

帯や子育てを支える多様な世代が、交流できる場や機会を充実させる必要があります。 

⚫ 福祉的な活動だけではなく、楽しそう、面白そうといった興味・関心から地域におけるつな

がりが生まれる場や取組みにも着目し、環境整備を行うことが必要です。 

⚫ また、多様な主体が出会い、つながりの中からさらなる展開を生む機会となるプラットフォ

ームを形成することで、ワクワクする地域づくりを進めていく必要があります。 

 

■取組みの方向性■ 

⚫ 複雑化・複合化した課題を抱えた方や制度の狭間の支援ニーズを抱えた方に寄り添い、

伴走支援を実践するため、多様な場・居場所づくりや、人と人、人と資源をつなぎ、顔の見

える関係性や気にかけ合う関係性を地区で生み出していきます。 

⚫ 地区においては地区アセスメントを区民参加により意見を伺いながら作成（更新）し、また

地域においては世田谷区地域行政推進計画に示す地域経営方針により、課題と対応の

方向性を明らかにします。あわせて課題の共有化を図るとともに、参加と協働による課題

の解決を促進します。 

⚫ 地区において地区情報連絡会を開催し、地区で活動する団体等が幅広く情報や課題を

共有することにより、地域活動の活性化に結び付くように支援します。また、地域をつ

くり支える存在である区民や団体が自ら意見を述べ、情報を発信・共有するための新

たな仕組みづくりに向け、幅広い世代や多くの団体が地域の課題に主体的に向き合い、

互いに協力して自治を進められるように支援します。 

⚫ 身近な地区において、児童館が多様な地域資源と連携し、相談支援や見守りネットワーク

の中核的役割を果たすことにより、切れ目ない支援や見守りを強化し、子どもや子育て家

庭が安心して生活できる環境づくりに取り組みます。 

⚫ 地区における四者連携を基盤に、共助による見守りネットワークづくりや身近なところで福

祉の相談や手続きのできる環境の充実を図ります。あわせて福祉に関する社会資源の開

発と福祉のまちづくりにおける区民との協働を推進します。 

⚫ 一つ一つの事業に多世代交流の視点を盛り込んで展開することにより、多世代交流が可

能な事業、施策、拠点を充実させていきます。 
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■めざす姿の実現に向けた主な取組み■ 

番

号 
主な取組み 目的と内容 

1 

地域づくり事業 

（重層的支援体制整事

業－地域づくり事業－） 

複雑化・複合化した課題を抱えた方や制度の狭間の支援ニーズを抱えた方に

寄り添い、伴走支援を実践するためには、多様な場・居場所づくりをおこなう

とともに、人と人、人と資源をつなぎ、顔の見える関係性や気にかけ合う関

係性を地区で生み出していきます。 

２ 
子育て支援における地域

資源開発の推進 

身近な地区の子育て支援を一層推進するため、児童館と地域子育て支援コ

ーディネーター、社会福祉協議会地区担当者による子育て関係団体ネットワ

ーク会議を各児童館において実施し、子育て支援に必要な地域資源の開発

や活動団体間の連携に向けたコーディネート等に取組んでいきます。 

3 

地区での情報共有と地域

参加のためのプラット

フォームづくり 

地区での情報共有と地域参加のためのプラットフォームづくりにより地区情

報の共有化を図ります。地区への関心の醸成により、幅広い世代や多くの団

体が地域の課題に主体的に向き合い、互いに協力して自治を進められるた

めの基盤とします。 

 

■取組みの行動量■ 

番

号 
行動量 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

２ 

子育て関係団体ネット

ワーク会議の実施回数 

【実施計画 施策２－１】 

87回 

（ 令 和 ５ 年

度見込み） 

９５回 ９８回 ９９回 104回 ３９６回 

３ 

地区での情報共有と地域

参加のためのプラット

フォーム定着数 

【実施計画 施策２２－２】 

－ ５地区 15 地区 28 地区 28 地区 28 地区 

 

■取組みの成果指標■ 

番

号 
成果指標 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 

区民意識調査で、地域で

の支え合いが必要だと考

え、状況に応じて積極的な

声掛けなどを行いたいと

回答した区民の割合 

20.8％ ２１.5％ 22.0% 22.5% 23.0% 23.0％ 

１ 
地域住民の居場所や支

えとなる地域資源の数 

１，８１６ 

箇所 

１，８３０ 

箇所 

１，８５０ 

箇所 

１，８７０ 

箇所 

１，８９０ 

箇所 

１，８９０ 

箇所 

２ 

児童館と連携している子育て

関係団体の数（累計） 

【実施計画 施策２－１】 

215 団体 

（令和５年

度見込み） 

240団体 250団体 255団体 270団体 
270団体 

（累計） 

３ 

地区での情報共有と地

域参加のためのプラッ

トフォームの登録者数 

【実施計画 施策２２－２】 

－ ２５０人 1,000人 2,400人 3,800人 3,800人 

※重層的支援体制整備事業における取組の成果指標については P４１をご覧ください。 
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   〜烏山地域にお住まいの方と活動している皆さんが仲間です〜 

 
 

   

☆つなぐ烏山☆って？ 

正式名称は「絆つながる地域包括協働体☆つなぐ烏山☆」といい、烏山総合支所保健 

福祉課と烏山地域社会福祉協議会事務所が事務局となって、烏山総合支所の各課と地域

の皆さんによる運営委員会を組織し、運営しています。 

「つながりたいをつなぐ」「ゆるやかにつながる」をコンセプトに、烏山地域の地域共生 

社会の実現に向けて活動しています。 

 

何をやろうとしているの？ 

    地域の方が、福祉的な課題を抱えている方に気づいて福祉の支援者へ相談したり、 

逆に、福祉の支援者が、福祉的な課題の解決にあたって町会・自治会、商店街、活動団体 

など地域の方の力を借りたりということが自然にできるよう、各分野の関係者や支援者 

が知り合い、もっとつながりを持てるようになることをめざしています。 

 

どんな活動をしているの？ 

★心のバリアフリー研修・・・主に精神に障害のある当事者を講師に招き、生活していて 

困ることや日頃感じていること等のお話を聞くことを通して、参加者の皆さんに 

障害に対する理解を深めていただくために年数回、様々な機会に実施しており、 

研修生は、烏山地域の区職員から民生・児童委員、町会・自治会等へ広がっています。 

★烏山交流・名刺交換会・・・烏山地域で活動しているいろいろな団体を知ってもらい、 

またお互いに顔見知りになってもらうために交流する場として年１回開催しており、 

福祉関係の方が中心ですが、地域のまちづくりやスポーツの関係者なども参加してい 

ます。 

★つながりたいをサポート・・・烏山交流・名刺交換会等で知り合った団体同士のつながり 

をサポートしています。また、コロナ禍で切れてしまった関係先との仲介役も担っていま 

す。 

★SNS・・・関係者や支援者がタイムリーに情報を発信し、手軽にお互いの活動やニーズを 

キャッチし、つながるきっかけになることをめざして、Facebook を試行的に運用して 

います。 

 

 
☆つなぐ烏山☆でつながろう！ 

 

コラム 
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子ども食堂とは、共働き家庭やひとり親家庭などで、遅くまでひとりで過ごす子どもたち

の孤食、経済的理由による欠食などを少しでも減らすため、無料または安価な料金で食事の

提供等を行う地域活動です。 

 区内ではたくさんの団体が活動を行っており、世田谷区社会福祉協議会では、子ども食堂

が安心して活動できるよう、開設の相談や食品衛生に関する研修、食材費の補助や支えあい

活動保険加入などの支援を行っています。また、子ども食堂同士が、情報共有や連携できる

よう「子ども食堂団体連絡会」を開催しています。 

 子ども食堂は地域の方の自発的な取組みで、活動内容は様々です。主な参加者は子どもと

その保護者で、子ども同士や幅広い年代の運営スタッフとのほほえましい交流が行われてい

ます。最近では、子どもを中心に地域の大人も受け入れた多世代型も徐々に増えています。

地域の多世代交流の拠点として、子ども達と大人とのふれあいを通じ、地域での安心感と信

頼感が育まれることが期待されています。 

 

      

                         

多世代が交流している子ども食堂 

 

コラム 
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（２）人権擁護の推進 

 

■関連する SDGｓのゴール■ 

■めざす姿①■ 
すべての区民の個人の尊厳が重んじられ、自発的な意思が尊重され、年齢、性別、LGBTQな

どの性的指向及びジェンダーアイデンティティ、国籍、障害の有無等に関わらず、多様性を認

め合い、自分らしい生活が継続できています。 

   誰もが住み慣れた地域で、自分らしく安心して暮らし続けるためには、一人ひとりの自己選択、

自己決定が尊重される必要があります。また、地域住民が互いの多様性を認め合うとともに、人

権課題への理解を深め、あらゆる人権侵害の根絶に向けた人権意識の啓発・理解促進が必要で

す。 

 

■現状やこれまでの取組み■ 

⚫ 成年後見制度 

⚫ 認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が十分でない方の権利を守るため、社会福

祉協議会へ成年後見制度利用支援事業を委託し、相談や区民後見人養成などを行うことで、

権利擁護事業に取り組んでいます。 

⚫ また、社会福祉協議会が設置する成年後見センターを中核機関として位置づけ、広報・相

談・制度利用の促進、親族等の後見人支援等の機能を担うとともに、弁護士、司法書士、医

師などの職能団体や支援機関、民間の金融機関を構成員とした地域連携ネットワーク会議

を構築し、成年後見制度に関する課題解決に向けた検討や、情報共有をおこなっています。 

⚫ 認知症施策 

⚫ 区では、認知症の人を含むすべての区民が自分らしく生きる希望を持ち、本人の意思と権

利が尊重され、安心して暮らし続けることのできる地域共生社会の実現を目指し、令和２年

（2020年）１０月に「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」を施行しました。また、本条例

の推進計画として、「世田谷区認知症とともに生きる希望計画」を策定し、認知症施策を総

合的に推進しています。 

⚫ 認知症のおおよそ初期段階の方を対象とした認知症初期集中支援チーム事業や本人の尊

厳と権利を最大限に尊重した専門職によるケアプランの作成等の際、本人の希望を聴きな

がら意思決定支援を行えるよう、支援者の意識醸成を図っています。  

⚫ 障害者の理解促進 

⚫ 心身の機能に障害のある区民のみならず、様々な状況及び状態にある区民が、多様性を尊

重し、価値観を相互に認め合い、安心して暮らし続けることができるインクルーシブ＊な地域

共生社会を実現するために「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条
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例」を令和５年（2023年）１月に施行しました。 

⚫ 「手話が言語である」ことの理解促進を進め、手話を必要とする人の権利が尊重され、手話

を必要とする人が安心して暮らし続けることができる地域共生社会実現のため、「世田谷区

手話言語条例」を制定しました。 

⚫ 子どもの権利 

⚫ 区は、子どもの権利条約に掲げる理念のもと、子どもが育つことに喜びを感じることができる

社会を実現するため、平成１３年（2001年）に 23区初となる「世田谷区子ども条例」を制定

しました。また、子どもに寄り添い、子どもの立場に立った問題の解決を目指し、公正・中立

で独立性と専門性のある第三者からなる子どもの人権擁護機関「せたがやホッと子どもサポ

ート（略称：せたホッと）」を平成 25年（2013年）に設置しました。 

⚫ 区は、児童相談のあらゆる場面において子どもの権利が保障され、その最善の利益が確保

された「みんなで子どもを守るまち・せたがや」の実現に向け、子ども家庭支援センターと児

童相談所の一元的な運用を大きな柱とした、予防型の児童相談行政への転換を図るため、

令和２年（2020年)年４月に児童相談所を開設しました。 

⚫ いずれも様々な相談機関等との連携により地域全体で人権擁護を推進しています。 

⚫ 男女共同参画と多文化共生の推進 

⚫ 区は、男女共同参画社会及び多文化共生社会を形成し、すべての人が多様性を認め合い、

人権が尊重される社会を実現するため、「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文

化共生を推進する条例」を、平成３０年（2018年）４月に施行しました。 

⚫ 区は、男女共同参画の推進に向けて、人権の尊重や擁護といった根源的な視点に立ち、配

偶者暴力相談支援センターの機能整備とその充実、リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（子を

産み育てることに関わる健康と権利）への配慮や健康支援、国や他自治体に先駆けて導入

した「パートナーシップ宣誓・ファミリーシップ宣誓」をはじめ性的マイノリティ＊に対する理解

促進と当事者の日常生活の支障を取り除くための支援に取り組んでいます。 

⚫ 区では「世田谷区多文化共生プラン」を策定し、「誰もが共に参画・活躍でき、人権が尊重さ

れ、安全・安心に暮らせる多文化共生のまち せたがや」を基本理念に外国人が地域住民の

一人として地域社会に参加・活躍できるように、地域コミュニティやボランティア活動への参

加を促進しています。 

⚫ 区は、多文化共生の意識づくりを推進し、外国人に対する偏見や差別を解消するとともに、

外国人が地域住民との相互理解を深め、地域で活躍できる場づくりを行っています。また、

多言語や、普段使われている言葉を外国人にもわかるように配慮した「やさしい日本語」等

を幅広く活用し、外国人が安心して地域で生活するために必要な情報を入手することがで

き、困りごとを相談できる体制づくりに取り組んでいます。 

⚫ 犯罪被害者等への支援 

⚫ 犯罪は、ある日突然、一方的に巻き込まれ、被害者やその家族等の生活が一変してしまうこ

とが少なくありません。またその影響は、精神面、身体面、経済面、生活上の問題、仕事や学
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校の問題など、多岐に及ぶ場合もあります。区は、令和３年（2021年）６月に「犯罪被害者等

相談窓口」を設置し、庁内・関係機関と連携しながら、権利の主体である被害者等が、尊厳

と損害を回復し、安全に安心して自ら希望する人生を歩んでいけるよう支援を行っています。 

■今後の課題■ 

⚫ 区はこれまでも、これからも基本的人権が侵されることなく、一人ひとりが自分らしく生き、

すべての人が尊重される社会の実現を目指していますが、国内には未だに 17 の主な人権

課題※１があげられています。 

⚫ 区は「世田谷区子ども条例」に基づき、「せたホッと」や児童相談所の設置など、子どもの権

利保障と最善の利益の確保に取り組んできましたが、いまだ児童虐待やいじめ等の子ども

の権利や子どもの健やかな育ちが侵害されている現状があります。すべての子どもには意

見表明権があり、子どもの最善の利益は子どもの意見表明の先にあることを前提に、子ども

を権利の主体として尊重し、意見を表明できる環境を整える必要があります。こうした中で、

特に児童相談所等が行政処分を行う場合において子どもの意見・意向を把握してそれを勘

案して対応するなど、権利擁護が図られる環境が整備され、子どもにとって最善の利益とな

る対応が成されるよう、制度を構築する必要があります。 

⚫ 性的マイノリティであることを理由とする偏見や差別により苦しんでいる人がいます。性のあ

り様を否定されたことや、排除されたこと、隠してきた経験などから、自分のセクシュアリティ

がそのまま受け入れられるのか、周囲からの見方が変わってしまうのではないかと不安に思

う方も少なくありません。 

ジェンダーアイデンティティや性的指向が十分に尊重されながら、安心して支援を受けること

ができるよう、福祉的支援にかかる対応力の向上と体制の充実、利用できる制度や資源の

拡充が求められています。 

⚫ 女性をめぐる課題は生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など複雑化、多様化、

複合化しています。コロナ禍によりこうした課題が顕在化し、「孤独・孤立対策」といった視

点も含め、新たな女性支援強化が喫緊の課題となっています。 

 

■取組みの方向性■ 

⚫ 女性や子ども、高齢者、障害者、外国人、性的マイノリティなどを理由に差別されることなく、

多様性を認め合うとともに、人権課題への理解を深め、あらゆる人権侵害の根絶に向け、人

権意識の啓発や・理解の促進に取り組みます。 

⚫ 区は、国や他自治体に先駆けて性的マイノリティへの理解促進や施策を充実させてきました

が、より一層、性的マイノリティのジェンダーアイデンティティ・性的指向が十分に尊重され、

安心して福祉的な支援を受けることができるよう、支援者が正しい知識を身につけ、対応力

の向上を図るとともに、利用できる制度や支援資源を充実させていきます。 

⚫ 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が令和６年（2024 年）４月に施行されま

す。区では各総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課に「婦人相談員（令和６年
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（2024 年）４月より女性相談支援員に名称変更）」を配置し、困難な問題を抱える女性が置

かれた状況に応じて、適切な支援が受けられるよう丁寧な相談援助を行い、必要に応じ民

間団体と連絡調整を行っていきます。 

⚫ 区は、「世田谷区子ども条例」について、子どもや若者の参加のもと、区議会、区民の意見を

伺いながら広く条例改正の議論が必要であると判断し、改正に向けた議論を進め、子どもの

権利が守られた地域社会の実現に取り組みます。また、児童相談所が関わる子どもの最善

の利益を考慮するにあたり、子どもの意見・意向をより一層尊重していくため、独立アドボカ

シー＊を導入して子どもの意見表明等を支援するなど、権利擁護の取組みを進めていきます。 

⚫ 犯罪被害者等が安全にかつ安心して自らが希望する人生を歩んでいくことができる地域社

会の構築を目指すとともに、犯罪被害者等へ寄り添った支援を着実に行っていくため、その

基本理念を含め、区の責務等を明らかにし、必要な施策を総合的かつ計画的に推進できる

よう、条例の制定を検討しています。 

 

■めざす姿の実現に向けた主な取組み■ 

番

号 
主な取組み 目的と内容 

１ 人権啓発イベントの開催 
区民等を対象とした人権研修の実施や区民まつり・梅まつりなどの場を活用

した人権普及啓発活動を実施し、人権尊重意識を高めます。 

2 
性的マイノリティ等多様な

性への理解促進と支援 

性の多様性に起因する日常生活の支障を取り除くための支援に取り組むと

ともに、区民等を対象とした研修や講座、理解促進イベントを実施し、性的マ

イノリティへの理解を深めます。 

 

■取組みの行動量■ 

番

号 
行動量 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 

人権啓発イベントの開催

回数 

【実施計画 施策２１－１】 

４回 

（令和５年度 

見込み） 

６回 ６回 ６回 ６回 ２４回 

２ 

性的マイノリティ理解促進

研修の開催回数 

【実施計画 施策２１－１】 

１４回 

（令和５年度 

見込み） 

１０回 １０回 １０回 １０回 ４０回 

 

■取組みの成果指標■ 

番

号 
成果指標 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 

人権啓発イベントの参加

者数 

【実施計画 施策２１－１】 

１，１００人 

（令和５年度 

見込み） 

１，２００人 １，２００人 １，２００人 １，２００人 ４，８００人 

２ 

性的マイノリティ理解促進

研修の参加者数 

【実施計画 施策２１－１】 

１，１００人 

（令和５年度 

見込み） 

１，２００人 １，２００人 １，２００人 １，２００人 ４，８００人 
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■めざす姿②■ 
「誰に対しても、いかなる理由があっても、暴力は許されるものではない」という共通認識を

持つ地域づくりを行い、虐待や DV を防止するとともに、それらが発生した場合にも早期発

見・早期対応し、すべての区民の権利が保障される社会を実現します。 

虐待や DV の防止、早期発見・早期対応に向けては、虐待に関する相談支援体制の充実はも

とより、相談支援の基盤となる関係機関や関係者の連携を強化していくことが必要です。 

また、地域社会からの孤立や、不安・ストレス、経済的要因など様々な要素が重なることで発生 

する危険性が高まるとされています。小さなサインを見逃さず、受止め、寄り添い、早期に支援を 

行うことで、孤独を感じさせない地域づくりを実践する必要があります。 

 

■現状やこれまでの取組み■ 

⚫ 虐待通報件数や通告件数は増加傾向にありますが、認定数に大きな変化はありません。

また、相談対応が長期化するケースが増加しており、継続した対応が必要になっています。 

【高齢者虐待（擁護者による虐待）】 

 令和２年度（2020年度） 令和３年度（2021 年度） 令和４年度（2022年度） 

通報 ２２２件 ２１９件 241件 

認定 １５３件 １５３件 158件 

【障害者虐待（擁護者による虐待）】 

 令和２年度（2020年度） 令和３年度（2021 年度） 令和４年度（2022年度） 

通報 １２件 ３３件 １４件 

認定 ７件 １０件 7件 

【児童虐待（児童相談所による対応）】 

 令和２年度（2020年度） 令和３年度（2021 年度） 令和４年度（2022年度） 

通報 2,132件 2,233件 2,356件 

認定 1,652件 1,698件 1,771件 

⚫ 近年、区においても各種施設や保育園等の施設職員による虐待件数が増加しています。 

【高齢者虐待（施設従事者による虐待）】 

 令和２年度（2020年度） 令和３年度（2021 年度） 令和４年度（2022年度） 

通報 １３件 ２３件 39件 

認定 ５件 ８件 13件 

【障害者虐待（施設従事者による虐待）】 

 令和２年度（2020年度） 令和３年度（2021 年度） 令和４年度（2022年度） 

通報 １０件 ２６件 16件 

認定 ３件 １０件 4件 

⚫ DVに関する相談件数は年々増加傾向にありますが、実人数は大きく変わっていません。 

生活の崩れや生活・体調の不安も重なり深刻化しているケースや、子どもへの心理的虐
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待（面前 DV）につながるケースなどが増加しており、継続した対応が必要になっています。 

 令和２年度（2020年度） 令和３年度（2021 年度） 令和４年度（2022年度） 

相談件数 ２，２８７件 ３，１０１件 3,381件 

実人数 ５２５件 ４９２件 449件 

 

■今後の課題■ 

⚫ 複雑化・複合化したケースが増加しており、法律上、世帯の主な課題や支援ニーズではな

く、年齢や分野の条件が優先されるため、対応に苦慮しているケースがあります。個別の

虐待に対し、被害者に寄り添い尊厳の回復に努めながら、状況に応じたきめ細かな支援

を、横断的に実施する体制をさらに充実させていく必要があります。 

⚫ 虐待やDVの被害者が、自ら相談に行くのは思っている以上にハードルが高いため、周囲

の人たちが「気づき」、苦しい状況に我慢する必要はないこと、自分は守ってもらう価値が

あることを伝え、相談窓口につながるように背中を押してくれるような理解者を増やしてい

くことが必要です。 

⚫ 新型コロナウイルス感染症によって、テレワークや在宅勤務が普及し、在宅時間等が増加

しました。区においても新型コロナウイルス感染症の拡大という緊急事態下で相談件数が

急増しました。新型コロナウイルス感染症は５類感染症に移行したものの、ICT を活用し

た柔軟な働き方が急速に進展したことから、今後も引き続き注視する必要があります。 

⚫ 施設の中で職員による虐待に対する対応が課題となっています。再発防止に加え、どのよ

うな行為がなぜ虐待にあたるのか共通認識を持ったうえで、これまで以上に「虐待はしな

い」という、意識の向上を図る必要があります。 

⚫ 一方で、施設職員の虐待に対する報道の過熱等により、施設職員が対応を萎縮すること

も発生しています。虐待が発生してしまった場合には、被害者支援につながる早期対応と

ともに、養護者や職員の支援も検討する必要があります。 

 

■取組みの方向性■ 

⚫ 虐待や DV は決して許せない行為です。区民一人ひとりに虐待や DV の防止に対する基

本的知識の普及や正しい理解の促進を図ります。また、精神的暴力も虐待や DV である

との認識を徹底するなど、早期発見につながる啓発や地域ぐるみで虐待や DV を防止す

る意識づくりを強化します。 

⚫ 虐待や DV の防止、早期発見・早期対応に向けて相談体制をさらに充実させるとともに、

警察や司法をはじめとする関係機関や関係者との連携を強化していきます。 

⚫ 虐待を行ってしまった人に対しても、世帯の背景や家族の成り立ち、個人の生育歴にも着目し、

全体を捉えてアセスメントを行い、家族に寄り添った支援を実施していく、擁護者や施設の職

員に対してもストレス緩和などの支援者支援を行うなど、多角的な視点を持って対応します。 

⚫ 虐待や DV は、地域社会からの孤立や、不安・ストレス、経済的要因など様々な要素が重
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なることで発生するリスクが高まります。擁護者や介護者等が地域において交流できる場

づくりや、居場所につながることができ、発する小さなサインを見逃さず、受け止め、困りご

とに寄り添い、孤独を感じさせない地域づくりを実践していきます。 

 

■めざす姿の実現に向けた主な取組み■ 

番

号 
主な取組み 目的と内容 

１ 
デート DV防止出前講座

の実施 

デート DV防止等にかかる必要な知識の習得や互いを尊重しあうコミュニケ

ーションのあり方の啓発に向けた出前講座を実施するなど、DV防止の取組

みを推進します。 

2 DV防止研修等の充実 

DV防止に関する研修を行うなど、「DVは犯罪行為を含む重大な人権侵害

である」というメッセージとあわせて、DV防止法の内容について継続的な啓

発を行うことで、DV防止の取組みを推進します。 

３ 

高齢者虐待に関する地

域でのネットワークの

充実 

あんしんすこやかセンター、民生委員、介護サービス事業者、施設職員、医師

会、警察等をメンバーとする高齢者虐待対策地域連絡会を開催し、関係者と

事例等を教諭するなど地域でのネットワークの充実を図ります。 

４ 
高齢者虐待対応研修の

実施 

高齢者虐待に関する具体的な対応方法をテーマとした高齢者虐待対応研修

を実施し、職員や介護サービス事業者等の対応力の向上を図ります。 

 

■取組みの行動量■ 

番

号 
行動量 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 

デート DV 防止出前講座

の開催数 

【実施計画 施策２１－３】 

３回 

（令和５年 

１２月時点） 

５回 ５回 ６回 6回 ２２回 

２ 

DV 等暴力防止・被害者支

援関連講座の開催数 

【実施計画 施策２１－３】 

３回 

（令和５年 

１２月時点） 

５回 ５回 ５回 ５回 ２０回 

３ 
高齢者虐待対策地域連絡

会の実施 
１回 １回 １回 １回 １回 ４回 

４ 
高齢者虐待対応研修の実

施 
３回 ３回 ３回 ３回 ３回 １２回 

 

■取組みの成果指標■ 

番

号 
成果指標 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 

デート DV 防止出前講座

の参加者数 

【実施計画 施策２１－３】 

３１６人 

（令和５年 

１２月時点） 

３７０人 ３７０人 ４００人 ４００人 １，５４０人 

２ 
DV防止研修等の参加者数  

【実施計画 施策２１－３】 

１２３人 

（令和５年 

１２月時点） 

２５０人 ３００人 ３５０人 ４００人 １，３００人 

３ 
高齢者虐待対策地域連絡

会の出席団体数 
１９団体 １９団体 １９団体 １９団体 １９団体 １９団体 

４ 
高齢者虐待対応研修の参

加者数 

延べ 

750人 

延べ 

7７0人 

延べ 

7９0人 

延べ 

８１0人 

延べ 

８３０人 

延べ 

3,200人 
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 「人権」というと、少し堅苦しいと思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実は誰にと

っても身近で大切な、「人間が人間らしく生きる権利」、「誰もが生まれながらに持っている権

利」なのです。 

 毎年１２月１０日は、世界人権宣言（１９４８年国連採択）を記念した、「人権デー」です。人権

デーを最終日とする１週間（１２月４～１０日）を「人権週間」として定めています。 

 

 人権や男女共同参画に関する記念日や週間、いくつ知っていますか？ 

 

〇 ３月 ８日           国際女性デー 

〇 ４月１０日          女性の日 

〇 ６月 １日          人権擁護委員の日 

〇 ６月１９日～ ６月２５日 ハンセン病を正しく理解する週間 

〇１１月１２日～１１月２５日 女性に対する暴力を防止する運動週間 

〇１１月２５日～１２月 １日 犯罪被害者週間 

〇１２月 １日          世界エイズデー 

〇１２月 ３日          国際障害者デー 

〇１２月 ９日          障害者の日 

〇１２月 ３日～１２月 ９日 障害者週間 

〇１２月１０日～１２月１６日 北朝鮮人権侵害問題啓発週間 

 

【人権について困ったことがあれば、ひとりで悩まずにご相談ください】 

 

  ●世田谷区人権擁護相談 ※事前予約制 

   お問い合わせ・予約 電話 ６３０４－３４５３ FAX ６３０４－３７１０ 

  ●法務省人権相談 

   ①みんなの人権１１０番    電話 ０５７０－００３－１１０（ナビダイヤル） 

   ②こどもの人権１１０番    電話 ０１２０－００７－１１０ 

   ③女性の人権ホットライン  電話 ０５７０―０７０－８１０（ナビダイヤル） 

   ④外国語人権相談ダイヤル 電話 ０５７０－０９０－９１１（ナビダイヤル） 

    ※①～③月～金曜＝午前８時３０分～午後５時１５分、④月～金曜＝午前９時～午後５時 

    いずれも祝・休日・年末年始を除く 

 
「誰か」のことじゃない 

 

コラム 
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（３）福祉人材の確保及び育成・定着支援 

 

■関連する SDGｓのゴール■ 

■めざす姿■ 

区内の施設や事業所において、福祉サービスに必要な人材が確保され、質の高いサービスが提

供されています。 

安心して暮らしていくためには、質の高い福祉サービスが提供されている必要があります。 

現在も福祉サービスを担う人材が不足している中、今後は生産年齢人口の減少が見込まれて

います。区内の施設や事業所において、福祉人材が確保され、研修等により育成し、定着してい

くことで安定した質の高い福祉サービスが提供されます。 

 

■現状やこれまでの取組み■ 

⚫ 区では高齢、障害、子ども・子育ての各分野において、職員採用活動経費の支援や宿舎

借り上げ支援、職員研修費用の支援などの福祉人材確保・育成・定着に関する支援を行

っています。 

⚫ 世田谷区福祉人材育成・研修センターでは、以下の事業体系により、福祉人材の確保・育

成・定着に向け、総合的に取り組んでいます。 

福祉の理解 世代を超え、福祉の理解が進むよう各種の事業を実施 

（夏休み福祉体験・小学生手話体験、福祉の出前入門講座など） 

人材発掘・就労支援 入門講座や相談、面接会を実施し就労につなぐ 

（人材確保・人事管理セミナー、福祉のしごとはじめて相談など） 

人材育成 専門性を高め、サービスの質の向上に向け各種研修を実施 

（資格取得支援、福祉職のキャリアアップ講座など） 

活動支援 仕事の悩み相談や事業所の活動やネットワークを支援 

（福祉のしごと悩み相談、研修室貸出など） 

福祉のしごと・先駆

的な取組み 

福祉の魅力や先駆的な取組みなどを発信 

（福祉魅力発信、介護ロボット・ＩＣＴを活用した先駆的な取組み） 

     ※介護の仕事は大変な仕事というイメージを刷新し魅力を発信する取組みを行っています。ま

た、外国人職員交流会を開催し、新しいつながりも生まれています。 

⚫ 区民に身近な地域では、民生委員・児童委員が高齢者や障害者、児童等の虐待予防や早

期発見等、地域福祉を推進するうえで欠かせない存在となっています。区広報誌での活

動紹介や区退職職員へ活動チラシを配布、小中学生のタブレットへ活動チラシを配信する

など、民生委員・児童委員活動を広く周知しています。 

⚫ 複雑化・多様化する区民の福祉ニーズに的確に対応していくため、区職員においては、キ
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ャリアステップの階層に応じた効果的な人材育成及び様々な業務や部署を経験するジョ

ブローテーションを計画的に行い、幅広い視野を持った保健福祉の総合力育成をめざし

た人材育成に取り組んでいます。 

⚫ 一人ひとりに合った企業を紹介する「世田谷で働こう！」や「R60-SETAGAYA-」、三茶お

しごとカフェでは、就活者が区内の施設や事業者を知る機会を様々な切り口を設けて就労

マッチングに繋げています。また雑誌 POPEYE とタイアップした冊子「きみも福祉の仕事し

てみない？」を発行し仕事の魅力をクリエイティブな視点で発信しています。 

 

■今後の課題■ 

⚫ 介護保険実態調査（事業者編）では、介護職員・訪問介護員の人材確保の状況について

「大いに不足」「不足」「やや不足」と回答した事業所・施設の割合（「該当職種はいない」

「無回答を除く」）は約８割となっています。 

⚫ 障害福祉サービス提供事業所向けの実態調査では、人材確保の状況について「大いに不

足」「不足」「やや不足」の合計が全体の７割となっています。 

⚫ 今後、全国的に現役世代の人口減少が見込まれる中、引き続き福祉人材の確保とともに、

人材の育成・定着に向けた支援が必要となります。 

 

■取組みの方向性■ 

⚫ 福祉人材の確保に向けて、福祉に関する理解を進める取組みや魅力の発信を行います。 

⚫ 専門性や資格を必要としない業務を担当する人材を増やす等、専門人材が専門性の高

い業務に専念できる環境の整備に取り組みます。（ロボット・ＡＩ（人口知能）・ＩＣＴ等の活

用） 

⚫ 外国人や就労意欲のある高齢者、ボランティアを含めた地域の担い手など多様な人材の

確保・育成に取り組みます。 

⚫ 福祉人材の専門性を高め、サービスの質の向上に向けて、各種研修の実施、資格取得支

援などに取り組みます。 
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■めざす姿の実現に向けた主な取組み■ 

番

号 
主な取組み 目的と内容 

１ 
福祉人材育成・研修センター

における研修の質の向上 

高齢・障害分野を含む福祉人材の確保及び育成・定着支援に向け、福祉人材

育成・研修センターにおける研修の質の向上を図ります。 

2 

高齢分野における人材

の確保及び育成・ 定着

支援 

さらなる介護職の魅力発信や多様な人材の確保・ 育成、働きやすい環境の

構築に向けた支援の視点から、福祉人材育成・研修センターも活用し、取組み

を展開します。また、介護福祉士の資格取得費用の助成に取り組むなど、福

祉人材の確保策に取り組みます。 

3 
認知症の方の暮らしを

支える地域づくり 

認知症の本人とともに、より良い暮らしと地域をつくるパートナーを増やし

ていくため、区民・地域団体・事業者等と協働して取組みを進めます。 

4 

障害分野における人材

の確保及び育成・定着

支援 

障害児者の自立を支援するスキル習得等の支援、新たな人材確保に向けた

障害理解の促進、施設や事業所の職員等の心身の健康を守る視点から、福祉

人材育成・研修センターも活用し、取組みを展開します。 

5 

障害者の地域生活支援

機能強化のための専門

的人材の確保・養成 

地域生活支援拠点等整備事業の「専門的人材の確保・養成」機能として、障害

福祉サービス事業者や相談支援事業者の職員を主な対象に、「選択を支え

る」支援等について学ぶ研修を実施します。 

6 

子どもの見守り及び支

援に係る児童館職員の

スキルの向上 

子どもや子育て家庭が身近な地区で安心して生活できるよう、児童館職員の

人材育成や支援力向上に向けた取組みを推進し、多様な地域資源と連携しな

がら、相談支援や見守りのネットワークの強化を図ります。 

7 

乳幼児教育・保育の質

向上に向けた研修等の

充実 

区内教育・保育施設のさらなる質の向上に取り組みます。コーディネーターの

園への訪問による保育の振り返りや助言等により、保育の評価・質向上につ

なげます。乳幼児教育支援センターを中心に、施設種別によらず研修を充実

させます。 

 

■取組みの行動量■ 

番

号 
行動量 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 

福祉人材育成・研修センター

運営委員会の実施 

【実施計画 施策９－４】 

２回 

(令和５年

度見込み) 

２回 ２回 ２回 ２回 8回 

1 
研究活動の実施 

【実施計画 施策９－４】 

1回 

(令和５年

度見込み) 

1回 1回 1回 1回 4回 

2 

高齢分野における研修

事業の実施 

【実施計画 施策９－４】 

36本 

(令和５年

度見込み) 

３6本 ３6本 ３6本 ３6本 144本 

2 

介護福祉士実務者研修

受講料助成 

【実施計画 施策９－４】 

72人 

（ 令 和 5 年

12月時点） 

１５０人 １５０人 １５０人 １５０人 ６００人 

3 

アクション講座(世田谷版

認知症サポーター養成

講座)受講者数 

【実施計画 施策９－４】 

受講者数 

3,000人 

累計受講者数 

6,730人 

(令和５年

度見込み) 

3,180

人 

3,360

人 

3,540

人 

3,540

人 

受講者数 

13,620人

累計受講者数 

20,350人 

（累計） 

4 障害分野における研修 ８本 ８本 ８本 ８本 ８本 32本 
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事業の実施 

【実施計画 施策９－４】 

(令和５年

度見込み) 

5 

地域生活支援機能強化

のための専門的人材の

確保・養成に向けた研

修の実施 

【実施計画 施策９－４】 

― 1回 1回 1回 １回 ４回 

6 

人材育成や支援力向上

を目的とした研修を受

講した児童館職員数 

【実施計画 施策２－２】 

310人 

(令和５年

度見込み) 

315人 320人 325人 330人 1,290人 

7 

乳幼児教育・保育の質向上

へのコーディネーター

派遣事業の実施施設数 

【実施計画 施策１－３】 

１ ７ 箇 所 

(令和５年

度見込み) 

20 箇所 20 箇所 20 箇所 20 箇所 ８０箇所 

 

■取組みの成果指標■ 

番

号 
成果指標 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 

福祉人材育成・研修センター

全体の利用者数 

【実施計画 施策９－４】 

18,000人 

（令和５年

度見込み） 

18,000人 18,000人 18,000人 18,000人 ７２，000 人 

２ 

高齢分野における研修

事業の受講者数 

【実施計画 施策９－４】 

10,000人 

（令和５年

度見込み） 

10,000人 10,000人 10,000人 10,000人 40,000人 

2 

介護福祉士資格取得助

成の受給者数 

【実施計画 施策９－４】 

30人 

（ 令 和 5 年

12月時点） 

６５人 ６５人 ６５人 ６５人 ２６０人 

3 

認知症の本人が参画した

アクションチームの結成

地区数 （累計） 

【実施計画 施策９－４】 

14地区 

（令和５年

度見込み） 

１８地区 ２３地区 ２８地区 ２８地区 
２８地区 

（累計） 

4 

障害分野における研修

事業の受講者数 

【実施計画 施策９－４】 

５，０００人 

（令和５年

度見込み） 

５，０００人 ５，０００人 ５，０００人 ５，０００人 ２０，０００人 

5 

地域生活支援機能強化

のための専門的人材の

確保・養成に向けた研

修の受講者数 

【実施計画 施策９－４】 

― ３０人 ３０人 ３０人 ３０人 １２０人 

6 
児童館への相談件数 

【実施計画 施策２－２】 

700件 

(令和５年

度見込み) 

740件 770件 800件 ８３０件 3,140件 

7 

事業実施後のアンケートに

「効果がある」と回答した

施設の割合 

【実施計画 施策１－３】 

－ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 
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ファッション・カルチャー誌でありながら、近年は福祉の仕事の魅力発信や仕事の特集を

行う、雑誌「POPEYE」。福祉人材不足に歯止めをかける取組みとして、この「POPEYE」と

タイアップして「きみも福祉の仕事してみない？」を年１回発行しています。 

「POPEYE」世代におなじみのイラストデザインに、世田谷区内で福祉の最前線で働く若

者を「若者視点」で取材した記事を中心として、アートや文芸、カルチャー視点から福祉を見

つめたエッセイや本、映画等のコラムを散りばめ、地域のターゲットにダイレクトに届くよう工

夫を凝らしています。 

一過性でない「POPEYE」ならではのユニークな切り口で構成した魅力的なコンテンツ

を、新たに POPEYEウェブでの配信も始め、働きたい方に福祉の醍醐味である現場のクリ

エイティブな魅力を訴求・発信することで福祉への興味を喚起し、関心層を増やし、区内の福

祉事業所での就労につなげます。  

   

 

 

                                                                

      雑誌「POPEYE」とタイアップ「きみも福祉の仕事してみない？」 

 

コラム 
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福祉人材の確保及び育成・定着支援の取組みとして、区では就職希望者向け相談・面接会

の開催をはじめ、資格取得支援や住まい支援のほか、介護職として今後、より活躍が期待され

る外国人人材への支援など、様々な取組みを実施しております。 

 

 

福祉のしごと相談・面接会 

区内の特別養護老人ホームやグループホーム、障 

害者（児）の事業所など１０数事業所が参加する相 

談・面接会で、年間６回開催しています。福祉の仕 

事に就いたきっかけや仕事のやりがいなど、実際 

に働いている職員の話を直接聞ける機会であり、 

未経験の方や資格がない方でも気軽に参加でき 

る催しです。このほか福祉用具の展示や 

KAiGO®PRiDE＠SETAGAYA写真展などを 

あわせて開催しています。 

 

外国人職員への支援 

区内の福祉事業所で働く外国人職員は年々増えております。 

令和４年に世田谷区福祉人材育成・研修センターが実施した調査 

によると、区内の特別養護老人ホームに約１４０人が働いており、 

この３年間で１．７４倍になっています。 

令和５年３月に世田谷区福祉人材育成・研修センター主催の 

「外国人職員交流会」を開催し、日本で働くことになったきっかけ 

や仕事を行う上で困ったこと、やりがい、将来の夢などを語り合い 

ました。グループワークでは笑顔で、最後はお互いの連絡先を交換 

するなど、施設の垣根を超えた新たな交流が生まれました。 

これからも定期的に開催していきます。 

🄬 

 

 

福祉人材の確保及び育成・定着支援の取組み 

 

コラム 



122 

 

（４）地区をバックアップする体制 

 

■関連する SDGｓのゴール■ 

■めざす姿■ 

区民に最も身近な区内２８地区が地域福祉を推進し、その取組みを地域・全区がバックアップす

る体制が構築されています。 

区内２８地区の「福祉の相談窓口」では、福祉に関するあらゆる相談を受け付けています。また、

受け付けた相談から地区の課題を抽出し、まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター、社会

福祉協議会、児童館が連携して地域資源の開発を行っています。こうした地区の取組みを、地区

と地域、地域と全区における相互の連携を充実させ地域・全区で支えます。 

 

■現状やこれまでの取組み■ 

⚫ 地区で解決が困難な課題については、保健福祉センターをはじめとした地域レベルの専

門機関が福祉サービスの導入、情報提供、専門相談等の支援を行い、地区をバックアッ

プしています。 

⚫ 複雑化・複合化した課題や制度の狭間のニーズの増加により、つなぎ先やバックアップす

る機関が不明確になり、地区で滞留してしまう事例も発生しています。 

【地域レベルの組織】 

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー 

生活支援課 生活困窮等に関する支援施策について、各地区のあんしんすこやか

センターをはじめ、各種支援機関と連携するほか、民生委員の地区

協議会等を通じ、情報提供を行っています。 

保健福祉課 福祉の相談窓口で解決できない高齢者や障害者虐待など困難事例

に対し、関係機関と連携し、福祉サービスの導入や人権を守る成年

後見制度の活用を行うなど、福祉のセーフティネットの役割を担っ

ています。また、地域版地域ケア会議を開催し、地域に共通した課

題の解決に取り組んでいます。 

健康づくり課 子育てや栄養・歯科・こころの健康等の健康相談に関する連携及び

子育て家庭や健康に関する地区課題・社会資源等に関する情報提

供等を行っています。 

子ども家庭支援課 健康づくり課と一体的な運営により、妊婦のあらゆる相談や、子ど

もと家庭の総合相談として、子育てや保育園入園の相談、またＤＶ

等の女性相談等を受けるとともに、要保護児童支援地域協議会等

を通じて地区の見守りネットワークの強化を図っています。 
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地域障害者相談支援セ

ンター「ぽーと」 

年齢や障害種別を問わず、相談に応じます。適切なサービス、施策

を利用できるように区、指定相談支援事業者、サービス提供事業

者、あんしんすこやかセンター等の関係機関との協力・連携等を行

います。 

⚫ 地域でも解決が困難な課題については、本庁組織が広域の資源開発・施策横断的な政

策立案により対応しています。 

【全区レベルの組織】 

本庁組織 地区・地域では解決が困難な課題を検討し、解決へ向けた広域の資

源開発・施策横断的な政策立案、制度化を行っています。 

保
健
医
療
福
祉
総
合
プ
ラ
ザ 

保健センター 健康増進、健康情報発信及び健康診断の専門拠点機能、がん対策

を支える中核的機能、障害者相談支援機能等を行っています。 

福祉人材育成・

研修センター 

福祉人材の確保・育成・定着に向けた総合的な取組みを行っていま

す。 

認知症在宅生活 

サポートセンター 

認知症施策の総合的な推進拠点として、認知症の本人・家族支援及

びあんしんすこやかセンターのバックアップ等を行っています。 

基幹相談支援センター 全区的な対応が必要なケースや困難ケースの相談支援を行うほ

か、地域の相談支援事業者の人材育成等に取り組んでいます。ま

た、地域障害者相談支援センター「ぽーと」の連絡会の開催もしてい

ます。 

児童相談所 原則 18歳未満の子どもに関する相談や通告、家族等の援助を行っ

ています。 

成年後見センター 判断能力が十分でなくなっても、引き続き住み慣れた地域で暮らせ

るための、成年後見制度の利用に関する相談窓口です。 

ぷらっとホーム世田谷 「生活に困っている」、「就職したい」、「債務などの支払いや家計面

で困っている」など経済的な問題と合わせて、生活上の様々な困り

ごとを抱えた方の相談窓口です。 

世田谷ひきこもり相談

窓口「リンク」 

年齢を問わず、ひきこもり当事者の方や家族を支援する相談窓口

です。 

住まいサポートセンター 高齢の方、障害のある方、ひとり親世帯の方などの居住を支援する

事業を実施するとともに、住まいに関する区の事業や施策、サービ

ス、催し物等の情報を発信しています。 

 

  



124 

 

■今後の課題■ 

⚫ 複雑化・複合化した課題や制度の狭間のニーズを抱えた事例も、地区で滞留することなく

適切な支援に繋がれるバックアップ体制が必要です。 

⚫ 福祉分野だけでは解決が困難な課題が増えてきているため、分野横断的な全区レベルで

のバックアップ体制の強化が必要です。 

⚫ 大規模災害発生時には、区内全域の医療救護活動の統括・調整を行う医療救護本部と、

医薬品等管理の統括・調整を行う区災害薬事センターを保健医療福祉総合プラザ内に設

置・運営することとしています。これらの災害時医療拠点としての機能を最大限発揮でき

るよう、うめとぴあ内の施設がそれぞれ持つ専門性を活かしながら、連携して災害時の運

営にあたる体制を確立する必要があります。 

 

■取組みの方向性■ 

⚫ 複雑化・複合化した課題や制度の狭間の支援ニーズを抱えた方の課題については、地域

の保健福祉センターを中心にチームを組織し、チームで支援する体制を整えます。 

⚫ 全区レベルにおいては、地区・地域では解決が困難な課題の解決へ向けた取組みを強化

するため、広域の資源開発・施策横断的な政策立案を行うとともに、福祉分野以外との連

携を進めます。 

⚫ 大規模災害時において、災害時の医療拠点としてうめとぴあ内の施設が連携して災害対

応にあたる体制の確立に向け、役割分担や具体の運用方法等の明確化、合同訓練の実

施などに取り組みます。 

 

⚫  

 

 

  

 

 

“うめとぴあ”は、区複合棟「保健医療福祉総合プラザ」と民間施設棟「東京リハビリテーショ

ン世田谷」を中核とし、区の保健・医療・福祉の拠点として令和６年４月に５年目を迎えます。 

「保健医療福祉総合プラザ」は２・３Fに保健センター、１Fに福祉人材育成・研修センター、認

知症在宅生活サポートセンター、専用入口を備えた初期救急診療所、休日夜間薬局を併設し

ています。建物の４Fは世田谷区医師会、看護高等専修学校となっています。 

１Fの入口には“ふれあいカフェうめとぴあ”があり、地 

域の方がお茶を飲んだり、おしゃべりしたり、読書や勉 

強と自由に過ごし、地域の憩いの場となっています。 

手話・点字カフェ、オレンジカフェ、子どもカフェ等、イベ 

ントを通し、福祉を知るきっかけづくりを行っています。 

会議室等貸出しも行っていますのでぜひ利用ください。 

うめとぴあ ～保健医療福祉総合プラザ～ 
 

コラム 
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■めざす姿の実現に向けた主な取組み■ 

番

号 
主な取組み 目的と内容 

１ 地域ケア会議 

地域ケア会議は、地域包括ケアシステムを効果的に機能させるため、個別支

援の充実とそれを支える社会基盤の整備とを同時に進めていくことを目的

とし、「地区」「地域」「全区」の三層で実施しています。地域版地域ケア会議で

は地区における個別支援の検討結果やその課題解決に向けた取組みを行う

とともに、地域では解決できない課題を全区版地域ケア会議等、他の会議体

へ情報共有、課題提起によりつないでいます。 

2 
成年後見事例検討委員

会 

事例検討委員会は、各保健福祉センターで行っている家庭裁判所への申立て

を迅速かつ円滑に行うことを主な目的とし、毎月２回、弁護士、司法書士、社

会福祉士、精神保健福祉士等と連携し、後見等の業務内容の検討や家庭裁判

所へ申立てる際の後見人等候補者の推薦を行うことで、成年後見制度の利

用促進に取り組んでいます。 

 

■取組みの行動量■ 

番

号 
行動量 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 
地域版地域ケア会議の

開催 

50回

（令和 4 年度） 
50回 50回 50回 50回 200回 

１ 
全区版地域ケア会議の

開催 
1回 1回 1回 1回 1回 4回 

2 
成年後見事例検討委員

会の開催 
２４回 ２４回 ２４回 ２４回 ２４回 ９６回 

 

■取組みの成果指標■ 

番

号 
成果指標 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 
全区的な施策の立案に

向けた検討テーマの数 
1 テーマ 1 テーマ 1 テーマ 1 テーマ 1 テーマ 4 テーマ 

2 
後見人等候補者の推薦

件数 
６８件 ８２件 ８２件 ８２件 ８２件 ３２８件 
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（５）先進技術の積極的な活用 

 

■関連する SDGｓのゴール■ 

■めざす姿■ 

先進技術の積極的な活用により、区民の福祉が向上しています。 

 

多様化・増大化していく保健福祉ニーズに人材不足という状況が加わり、厳しい状況に置か

れていますが、一方で、近年は ICT技術をはじめとした先進技術が急速に発展しています。区

では、先進技術を柔軟に、かつ、積極的に導入することで区民の福祉向上を目指します。 

 

■現状やこれまでの取組み■ 

⚫ 介護ロボットの使用による介護従事者の負担軽減・介護人材の確保と、介護ロボットの普

及による働きやすい職場環境整備を目的とした、介護ロボット等導入支援事業を実施しま

した。令和元年度（2019 年度）は特別養護老人ホームや認知症グループホームなど、２０

の施設・事業所から申請があり補助を実施し、介護環境の改善や質の向上につなげまし

た。 

⚫ デジタル環境整備促進事業を実施し、施設介護職員の定着支援に努めました。９法人（１０

事業所分）から申請があり、見守り支援機器や介護記録ソフトと連動した通信機器、施設

内の通信環境整備に係わる費用を助成しました。 

⚫ 福祉の相談窓口と総合支所などを映像システムでつなぐ仕組みを整備し、令和４年度

（2022 年度）よりモデル地区を設定し実施しています。総合支所に行かなければできな

かった相談や相談に伴う手続きの支援を、オンラインを活用して実施し、利便性の向上を

図っています。（再掲） 

⚫ 平成２８年度（2016 年度）より、世田谷区医師会と玉川医師会が主体となって医療・介護

事業者向けの情報共有システムを導入しており、各地区において医療機関とあんしんす

こやかセンターや介護事業所等の迅速な情報共有に活用しています。 
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■今後の課題■ 

⚫ 人材不足の中においては、先進技術の活用による福祉人材の負担軽減が求められていま

す。 

⚫ 直接相談窓口に来ることができない方のための相談窓口が必要です。 

⚫ チームによる支援を機能させるためには、タイムリーに情報共有できる仕組みが必要です。 

⚫ 加えて、外出先と所内の確実な情報共有を図るためには、これまでの電話などの口頭によ

るもののみならず、画像データを共有できる仕組みや電話以外のコミュニケーションツー

ルを導入する必要があります。 

 

■取組みの方向性■ 

⚫ 福祉の仕事の持つ対面的な関わりの価値を尊重しながら、区民や事業者にとって有効な

AI等の先進技術は柔軟に取り入れていきます。 

⚫ これまでの人を中心とした見守りから、ICTを活用した見守りの方策を検討します。 

⚫ ICT 技術を活用し、直接相談窓口に来ることができない方でも支援に繋がれる仕組みを

検討します。 

⚫ また、業務の一部 ICT 化を図りながら職員の業務負担を軽減し、他の支援に充てること

により、さらに質の高いケースワークの提供を図ります。 

⚫ チームで支援を展開していく際に必要となる、情報共有システムを構築します。 

⚫ DX（デジタルトランスフォーメーション）＊や SDGｓなどの社会経済環境の変化を前提に、

区内産業のイノベーション（技術革新）を創出・加速させ地域経済の持続的な発展を目指

す拠点が旧池尻中学校跡地にできるため、連携を図っていきます。 
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■めざす姿の実現に向けた主な取組み■ 

番

号 
主な取組み 目的と内容 

１ 
福祉の相談窓口における

オンライン相談の実施 

令和４・５年度に５地区でモデル実施したオンライン相談を、その検証を踏ま

えて、機器やアプリケーション等の改善や接続先の拡大を検討し、令和６年度

中に２８地区での展開を目指します。 

福祉の相談窓口にて、総合支所や本庁と直接相談が必要なときに、オンライ

ン相談ができるよう接続先の拡大を検討し、拡充を図ります。 

2 情報共有手法の改善 

関係機関におけるシームレスな情報共有を可能にし、支援の効率と質を向上

させることを目指し、システム標準化等の状況を踏まえ、令和９年度以降の新

たなシステム構築を視野に、情報共有手法の改善に向けた検討に取り組みま

す。 

 

■取組みの行動量■ 

番

号 
行動量 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 
福祉の相談窓口における

オンライン相談の拡充 

５地区

での実施 

28 地区

での実施 

28 地区

での実施 

28 地区

での実施 

28 地区

での実施 

28 地区

での実施 

２ 
情報共有手法の改善に

向けた検討 

現状整理、

委託機関の

情 報 共 有

手法の改善 

課題整理 
全体計画

策定 

システム

予算要求 

システム

構築 

システム

構築 

 

■取組みの成果指標■ 

番

号 
成果指標 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 
福祉の相談窓口からの

オンライン接続先数 

20 か所 

（各地域の

保健福祉

センター

４課） 

区民の利

便性向上

のため、

各種相談

先への接

続を拡大

する 

区民の利

便性向上

のため、

各種相談

先への接

続を拡大

する 

区民の利

便性向上

のため、

各種相談

先への接

続を拡大

する 

区民の利

便性向上

のため、

各種相談

先への接

続を拡大

する 

区民の利

便性向上

のため、

各種相談

先への接

続を拡大

する 

２ 
情報共有手法の改善に

向けた検討の結果 

現状整理、

委託機関の

情報共有

手法の改善 

課題整理 
全体計画

策定 

システム

予算要求 

システム

構築 

システム

構築 
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区では児童虐待への対応について、地域における子どもに関するあらゆる相談の一義的

な窓口である子ども家庭支援センターと、法的権限など高度の専門性を有する児童相談所

が、必要に応じて相互に連携しながら対応しています。 

現場での対応にあたる職員は日常的に保護者等との面接や関係機関との会議など、自席

以外での業務が多くありますが、これまではこうした業務での記録作成などについて、一度

職場に戻ってから、現場でとったメモと記憶を頼りに、改めてシステムへ入力しており、職員

の業務負担を増やす要因となっていました。 

また、外出先で対応している職員と所内で執務している係長（ＳＶ）等との連絡や情報共有

の手段が、現状では電話のみに限られるため、係長等が別件対応などをしていた場合、円滑

な報告・相談や指示を仰ぐことができないことも課題でした。 

こうした課題の解決に向けて、区では令和５年度に児童相談所において、民間事業者との

連携による実証実験を実施し、事業者が開発したアプリケーションがインストールされたタブ

レット端末を一部の児童福祉司等へ導入し、業務効率化や職員間コミュニケーションの円滑

化に向けた効果を検証しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

実証実験では、記録作成時間の縮減により他のケースワークに充てる時間が増加したこと

や所内外における職員間の情報共有の迅速・正確化について、一定の効果があることが確

認できました。また、タブレット端末で過去の記録を参照することで、会議・面接における質

の高い情報共有や認識合わせに役立つなどケースワーク上の効果も確認できました。 

これらを踏まえ令和６年度より、タブレット端末の導入対象を児童相談所の全児童福祉司

や各地域の子ども家庭支援センターなどにも拡充し、業務の ICT 化を推進し職員の業務負

担の軽減等を図るとともに、質の高いケースワークを子どもや保護者等に提供することによ

り、子どもの最善の利益の実現を目指していきます。 

ＩＣＴを活用した児童虐待対応業務の効率化 

実証実験の主な内容 

〇 記録作成業務の効率化 

タブレット端末からアプリケーションを使用して、外出先での面接時や移動中に記録作成を行うこと

ができるようにするとともに、端末に内蔵されている音声及び画像のテキスト化機能を活用することで

支援記録の入力に係る負担軽減を図る。 

〇 チャット機能による情報共有の円滑化 

アプリケーションのチャット機能を活用することにより、所内にいる係長等とリアルタイムで支援記録

の確認や写真・関連情報等の共有、必要な報告・相談や指示・助言といった双方向のやりとりができるこ

とにより、より迅速かつ的確な対応を実現する。 

 

コラム 



130 

 

（６）保健福祉サービスの質の向上 

 

関連する SDGｓのゴール 

■めざす姿■ 

保健福祉サービスの質が維持・向上される仕組みが機能しています。 

 

世田谷版地域包括ケアシステムでは、あらゆる区民を対象に相談を受け付け、その人に必

要な支援に繋げていきますが、相談窓口や保健福祉サービスの質が担保されていなければ、

区民は安心して利用することができません。世田谷版地域包括ケアシステムの質を向上するた

めに、各種保健福祉サービスの質の維持・向上に取り組みます。 

■現状やこれまでの取組み■ 

⚫ 区は、事業者に第三者評価受審を勧奨し、施設ごとに受審費用補助を実施しています。

外部の評価機関が福祉サービスを専門的かつ客観的な立場で評価することで、事業者は

評価に基づきサービスの見直しに取り組み、質の向上に取り組むことが出来ています。ま

た、受審情報を公表することで、事業者は運営の透明性を担保し、利用者に力を入れた取

組みをPRすることが出来ています。利用者は公表された評価結果を元に、保健福祉サー

ビスを選択する情報を収集することができます。 

⚫ 区では、法令基準に基づく福祉サービス事業者への指導検査を行っています。地方分権

改革、法令改正等に伴う区の指導権限拡大に対応し、各所管課で担当を明確にするなど

組織・体制を整備し、毎年度計画を策定して実施しています。 

⚫ 区が行う保健福祉サービスや、介護保険サービス、障害福祉等サービス、子ども・子育て

サービスの苦情申立てを受け付ける、苦情審査会を設置しています。審査会は保健・医

療・福祉・法律等の分野の外部委員で構成しており、中立公正な立場で審査し、区長へ意

見を述べています。区長は審査会の意見を尊重してサービス等の改善に努めます。関係

機関や区の相談窓口との連携を通して、苦情審査会制度を周知してきました。これまで、

審査会の意見を元に、認可保育園の入園選考基準の見直し等の制度改善を図ったほか、

苦情の再発防止のために窓口・広報の改善に取り組んできました。 

⚫ 保健福祉サービスの利用者が良質なサービスを安心して利用できる環境づくりを推進す

るために、平成１８年（2006年）に保健福祉サービス向上委員会を区長の附属機関として

設置しました。委員会は、保健・医療・福祉・法律等の分野の外部委員で構成しています。

委員会は、第三者評価結果の活用方法や、苦情対応・事故防止について調査・審議を行

い、区は委員会の意見を尊重し、各種取組みに反映させています。令和４年度（2022 年

度）からは、困難事例を抱えた支援者を支援するために、分野横断的な課題など、困難事

例の解決に向けた調査・審議を行い、支援現場に還元しています。 
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■今後の課題■ 

⚫ 第三者評価について、高齢・障害分野における居宅系サービスや認可外保育施設など、

受審率が低いサービスがあります。 

⚫ 指導検査について、指導権限拡大に伴う対象事業所数の増加等もあり、指導の機会をよ

り一層確保する必要があります。 

⚫ 苦情審査会は事業者のサービスの質の向上につながる仕組みであるとともに、区民のた

めのセーフティネットの仕組みでもあることから、より一層、制度を周知していく必要があ

ります。 

⚫ 苦情審査会とサービス向上委員会の取組みを、より的確に現場にフィードバックしていく

工夫が必要です。 

 

■取組みの方向性■ 

⚫ これまで実施してきたサービス改善、質の向上の取組みは継続して行います。 

⚫ 苦情審査会やサービス向上委員会における取組みをより一層現場にフィードバックするこ

とに努め、全体の質の向上に繋げていきます。 
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■めざす姿の実現に向けた主な取組み■ 

番

号 
主な取組み 目的と内容 

１ 第三者評価の受審勧奨 

事業所が評価に基づきサービスの見直しに取り組み、質の向上に取り組むこ

とができるように、また利用者が評価をサービス選択に活用出来るように、

受審する事業所数を増やしていきます。 

2 指導検査の計画的実施 

各福祉サービス事業者に対し、法令・基準を順守した適切な運営を行えるよ

う、実地を原則とした指導検査を、毎年度、策定した計画に従って着実に実

施していきます。 

 

■取組みの行動量■ 

番

号 
行動量 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 
区から事業所への第三者評価

受審費用補助件数 

93 

（令和 4 年度） 
93 93 93 ９５ 374 

２ 

福祉サービス事業所等

（※）への指導検査計画

に基づく実施予定数 

３２３

事業所等 

（令和 4 年度） 

各分野に

おける当

該年度の

計画に基

づく実施

予定数 

（合算） 

各分野に

おける当

該年度の

計画に基

づく実施

予定数 

（合算） 

各分野に

おける当

該年度の

計画に基

づく実施

予定数 

（合算） 

各分野に

おける当

該年度の

計画に基

づく実施

予定数

（合算） 

４年度間の

実施予定数

の合計 

※福祉サービス事業所等 

区が法に基づく指導権限を有する介護保険、障害福祉、児童福祉に係る施設・事業所及び社会福祉法人 

■取組みの成果指標■ 

番

号 
成果指標 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 
区内事業所の第三者評価

受審件数 

203 

（令和 4 年度） 
205 205 205 ２１０ 825 

２ 
指導検査計画の実施予定数

に対する実施率 

８７％ 

（令和 4 年度） 
１００％ １００％ １００％ １００％ １００％ 
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世田谷区では、区民が安全で質の高い保健福祉サービスを、安心して利用できる環境を

整備するため、各事業所で苦情又は事故が生じた場合、区へ報告をお願いしています。提出

された苦情報告及び事故報告を基に、区ではサービスの質の向上に役立つ情報発信（フィー

ドバック）を目的に、事業所に向けて「質の向上 Navi」を発行しています。 

過去の発行号は区の HPにも掲載しています。 

苦情又は事故の改善及び軽減の一助になれば幸いです。 

 

 【質の向上 Navi 令和 5年 12月発行号】 

 

 

 

 

 

     

   

          

        

    

       

           

                

      
      

苦情・事故報告を活用したサービスの質の向上 

 

 

 
区    ２９５３７ 

 

コラム 
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（７）福祉文化の醸成 

 

■関連する SDGｓのゴール■ 

■めざす姿■ 

地域で暮らすあらゆる人が福祉に関心を持ち、福祉文化が醸成されています。 

 

健康で安定した生活を送っている時は、福祉というものはどこか他人事で関心を持ちづらい

ものですが、多様な人が地域でともに暮らしていくためには、困りごとを抱えていない人にも福

祉に関心をもっていただくことが必要です。すでに行われているボランタリーな活動を支援して

いくとともに、関心の薄い方々への普及啓発を行い、福祉文化の醸成を目指します。 

 

■現状やこれまでの取組み■ 

⚫ 区では、ボランティア活動希望者をサポートし、活動に結びつけていくため、世田谷ボランテ

ィア協会が運営するボランティア登録サイト「おたがいさま bank」の構築を支援しています。 

⚫ 区は世田谷ボランティア協会に委託し、NPO 等市民活動の相談窓口を開設し、任意団体の

立ち上げ・運営や、NPO法人の設立などの相談に応じています。 

⚫ 世田谷ボランティア協会では、ボランティアコーディネート事業として、ボランティア活動希

望者とボランティアを必要としている個人・グループ・団体等の相談をボランティアセンタ

ーや区内各地域に設置しているボランティアビューロー＊で受け、活動のコーディネートを

実施しています。また、ボランティア学習事業として、区内の中学校・高校・大学から依頼

を受けて、授業の中で「ボランティア入門講座」等の実施や、夏休み中の子どもや若者を

対象にした、ボランティアの体験型プログラムを実施しています。 

⚫ せたがや災害ボランティアセンターは、平成１７年（２００５年）３月に常設の災害ボランティア

センターとして設置されました。災害からの復旧に向け活動を行うボランティアを受け入れ、

活動をコーディネートする「ボランティアコーディネーター」を養成し登録する仕組みを整備し

ています。ボランティアコーディネーター登録者が養成講座やスキルアップ講座、被災地への

ボランティア派遣等により知識や経験を積んで災害時の活動がより円滑に運営できるよう、

また、こうした活動への地域・地区住民の理解を広げる取組みを進めています。 

⚫ 社会福祉協議会では、身近な地域で地域活動の手伝いをしていただくボランティアであ

る地区サポーターを募集しています。 

⚫ また、社会福祉協議会では他の団体とも連携し、区の「せたがやフードドライブ」事業で集

められた家庭からの未利用食品や民間企業や事業所などから食品提供を受け、子ども食

堂や食の支援を必要とする家庭にお渡しする地域で支える食の支援活動に取り組んでい

ます。 
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⚫ 区では、シンポジウムやイベント等を開催し、区民等の福祉の理解を深めるとともに、当事

者とその家族が必要な支援につながる環境づくりに向けた普及啓発を図っています。 

令和４年度 

（2022年度） 

ヤングケアラー・若者ケアラー支援シンポジウム 

世田谷区自立支援協議会シンポジウム 

世田谷ひきこもり相談窓口「リンク」開設記念シンポジウム 

世田谷区制９０周年・希望条例２周年記念イベント 

犯罪被害者等支援シンポジウム 

防災シンポジウム 

⚫ 寄附は誰でも参加することができる一つの社会貢献です。福祉分野においても、多くの方

から区へ寄附をいただいており、地域福祉の推進のために活用しています。特に、世田谷

区児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金においては、基金の対象と目的を明確にし

たことにより、多くの賛同を得ることができました。 

基金名 累計寄附金額（H26～R４年度分) 

世田谷区児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金 233,751,344円 

世田谷区医療的ケア児の笑顔を支える基金 52,169,009 円 

世田谷区子ども基金 124,283,022円 

世田谷区地域保健福祉等推進基金 501,295,697円 

 

■今後の課題■ 

⚫ ボランタリーな活動への支援をさらに充実していく必要があります。 

⚫ 自分事として捉えられていない方に対して、あらゆる機会を通して普及啓発していく必要

があります。 

⚫ 誰もが差別や偏見の対象とならずに安心して福祉サービスを利用できるよう、福祉に関

する区民の理解を広めていく必要があります。 

 

■取組みの方向性■ 

資源や施設、ノウハウの提供などにより、地域住民による活動を支援することで、地域住民の

福祉についての関心を高めていきます。 

地域住民に向けた講演や研修、住民同士が福祉について話し合い意見交換できる場などを開

催し、福祉に関心を持ってもらえるような取組みを推進します。 

また、高齢者が高齢者を支える時代に向けては、「支える・支えられる」という関係性だけでなく、

「おたがいさま」「支え合うパートナー」という意識の醸成にも取り組みます。 
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■めざす姿の実現に向けた主な取組み■ 

番

号 
主な取組み 目的と内容 

１ ボランティア活動の支援 

地域住民に向けた講座や研修のほか、任意団体の設立等の相談窓口開設な

ど、地域住民の活動を支援することで、福祉に関心を持ってもらえる取組み

を推進します。 

２ 
災害時のボランティア

活動の支援及び啓発 

災害からの復旧に向け活動を行うボランティアを受け入れ、活動をコーディ

ネートする「ボランティアコーディネーター」を養成し、災害時の活動がより円

滑に運営できるようにすると共に、こうした活動への住民の理解を広げる取

組みを進めます。 

 

■取組みの行動量■ 

番

号 
行動量 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 地区活動入門講座の開催数 １１回 １３回 １５回 １８回 ２０回 ６６回 

２ 

災害ボランティアコーディネーター＊

養成講座及び防災講話

の開催数 

２３回 ４５回 ５０回 ５５回 ６０回 ２１０回 

 

■取組みの成果指標■ 

番

号 
成果指標 現況値 

令和６年度 

（２０２４年度） 

令和７年度 

（２０２５年度） 

令和８年度 

（２０２６年度） 

令和９年度 

（２０２７年度） 
総量 

１ 
地区サポーターのマッ

チング数 
５ ００件 ５１０件 ５２０件 ５３０件 ５４０件 2,100件 

２ 
災害ボランティアコーディネーター

登録者数（累計） 
７ ９６人 ９３０人 1,020人 1,110人 1,200人 1,200人 
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世田谷ボランティア協会は、ボランティアをしようとする人と、その力を必要としている人

をつなぐ「おたがいさま bank」という仕組みを設け、子どもの学習支援、傾聴、生活サポー

トなどのボランティアニーズと、多くの個人・グループをつなぐボランティア活動のコーディ

ネートを行っています。ボランティアセンター（世田谷区下馬）と北沢・玉川・砧・烏山地域のボ

ランティアビューローからの情報提供に加え、情報誌「セボネ」などの紙媒体、メールマガジ

ン、24時間アクセス可能なボランティア情報サイト「おたがいさまweb」なども活用して情

報の受発信を進めています。また、市民活動団体や NPOに関する相談、ボランティア体験

や学習機会の提供など区民のみなさんの意欲や力を活かす取組みも幅広く行っています。 

全国的に災害が頻発し激甚化する今日、災害ボランティアの役割も重要になっています。

世田谷では、常設の災害ボランティアセンターを設けて災害に備えるとともに、ボランティア

コーディネーターの養成やスキルアップのための講座や啓発活動を積極的に行っています。 

この計画に掲げる取組みを通じて「おたがいさま」の気持ちがより多くの方々に広がり、

ボランタリーなコミュニティづくりにつながることをめざします。 

 

ボランティアをつなぐ「おたがいさま bank」 

ボランティア情報誌 セボネ 

ボランティア相談風景 

災害ボランティアコーディネーター

養成講座 

 

コラム 
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第 5章 計画の推進に向けて 
 

本計画は、ＰＤＣＡサイクルマネジメントに沿って推進施策の進捗を管理し、進捗状況を「地域保

健福祉審議会」に定期的に報告し、評価・検証を行うことで推進していきます。進捗状況は、区民、

事業者、関係団体などに公表し、情報共有を図ります。 

また、実施計画の振り返りとあわせ、中間年での見直しを実施することで、機動的・実践的な計

画とし、社会状況の変化などを一層反映できる計画とします。なお、法や制度、社会経済状況等の

大きな変化があった場合は、計画期間中においても、適宜、見直しを行います。 

推進施策の進捗を管理・評価するための指標は、各推進施策のめざす姿の実現に向けた主な取

組みを抽出したうえで、令和６年度（２０２４年度）から令和９年度（２０２７年度）までのアウトプット指

標（取組みの行動量）とアウトカム指標（取組みの成果指標）を設定しています。令和１０年度（２０２

８年度）以降の行動量と成果指標は中間見直し時に実施計画の振り返りとあわせ、改めて設定しま

す。 

 

図表 PDCAサイクルマネジメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◼各取組の評価

◼進捗状況確認

◼予算への反映

◼新規事業の検討

◼事業改善の検討

◼事業の執行

◼協働の推進

◼次期計画の策定

◼各分野の計画

Plan

(計画)

Do

(実行)

Check

(評価)

Action

(改善)
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第 6章 参考資料 
 

第 1節 統計資料 
 

（1）人口・世帯 
ア 総人口、世帯数、1世帯当たり人員 

図表 総人口、世帯数、1世帯当たり人員 

 
※住民基本台帳法の一部改正（平成 24年）により、平成 25年より外国人を含んだ数値 

※各年 1月 1日現在   

【資料：世田谷区統計書（令和４年版）】 

 

イ 年齢３区分人口 

 
※各年 1月 1日現在  

 【資料：世田谷区統計書（令和４年版）】 
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ウ 年齢３区分人口割合 

 

※各年 1月 1日現在  

 【資料：世田谷区統計書（令和４年版）】 

 

エ 家族類型別一般世帯数 

図表 家族類型別一般世帯数 

 

 【資料：国勢調査】 
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カ 人口の将来推計 

 

図表 人口の将来推計 

 
【資料：将来人口推計（令和５年８月９日更新）】 

 

キ 人口構成の推計 

図表 人口構成の推計 

 
【資料：将来人口推計（令和５年８月９日更新）】 
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（2）高齢者 
ア 65歳健康寿命 

図表 65歳健康寿命（東京保健所長会方式） 

 
※65歳健康寿命（東京保健所長会方式）とは、65歳の人が要介護認定を受けるまでの状態を健康と考え、

認定を受ける年齢を平均的に表したもの [65歳健康寿命(歳)＝65歳＋65歳平均自立期間(年)] 

※要支援認定まで：要支援の認定を受けるまでの状態を健康と考えた場合 

※要介護２認定まで：要介護２の認定を受けるまでの状態を健康と考えた場合 

【資料：世田谷区保健福祉総合事業概要（令和５年度版）】 

 

イ 介護保険要支援・要介護認定者数 

図表 介護保険要支援・要介護認定者数 

 
※第２号被保険者を含む 

※各年度末現在 

【資料：世田谷区保健福祉総合事業概要（令和 5年度版）】 
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ウ 高齢者人口の将来推計 

図表 高齢者人口の将来推計 

 
【資料：将来人口推計（令和５年８月９日更新）】 

 

エ 世田谷区の高齢者の世帯状況の現状と将来推計 

図表 世田谷区の高齢者の世帯状況の現状と将来推計（各年４月１日） 

 
【資料：第１回高齢者福祉・介護保険部会（令和５年２月８日）】 
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オ 認知症高齢者の将来推計 

図表 認知症高齢者の人口将来推計 

 
【資料：第２期世田谷区認知症とともに生きる希望計画】 
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（3）障害者等 
ア 障害者手帳等所持者数、難病件数 

図表 障害者手帳等所持者数、難病件数 

 
※各年４月１日現在 

※総数 1：身体障害者手帳所持者＋愛の手帳所持者（重複除く）＋自立支援医療（精神通院医療）＋難病 

※総数 2：身体障害者手帳所持者＋愛の手帳所持者（重複除く）＋精神障害者保健福祉手帳所持者＋難病 

※身体障害者手帳所持者と愛の手帳所持者は、平成３１年４月から本人・家族等から転出や死亡等の申し出がされて

いない住民票除票者を除いた数値に変更 

※難病：東京都の難病等医療費助成の申請件数 （但し、変更届、再交付申請、小児慢性疾患等は除く) 

※精神障害者保健福祉手帳所持者、自立支援医療（精神通院医療）認定件数の出典は東京都保健福祉局 

※令和３年の一時的な減少は、令和２年度の新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、特例として自立支援医療（精神

通院医療）の更新申請手続きが不要となったため。 

【資料：世田谷区統計書（令和 4年版）】 
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イ 難病、小児慢性特定疾病の件数 

図表 難病、小児慢性特定疾病の件数 

 
※難病等医療費助成申請書受理件数、小児慢性特定疾病医療助成申請書受理件数 

【資料：世田谷区統計書（令和４年版）】 
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（4）子ども 
ア 合計特殊出生率 

図表 合計特殊出生率 

 
※合計特殊出産率＝（母の年齢別出生数／年齢別女子人口）の 15歳から 49歳までの合計 

【資料：世田谷区保健福祉総合事業概要（令和５年度版）】 

 

イ 年少人口の将来推計 

図表 年少人口の将来推計 

 
【資料：将来人口推計（令和５年８月９日更新）】 
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ウ 特別支援学校在学者数 

図表 特別支援学校在学者数 

 
※各年５月１日現在   

【資料：世田谷区保健福祉総合事業概要（令和５年度版）】 
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（5）外国人住民 
ア 外国人住民 

図表 外国人住民 

 
※各年１２月２８日現在   

【資料：世田谷区統計書（令和４年版）】 

 

イ 外国人住民（上位 10か国） 

図表 外国人住民（上位 10か国） 

 
※令和３年１２月２８日現在 

【資料：世田谷区統計書（令和４年版）】 
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（6）若者支援 
ア 相談件数（延べ件数） 

図表 メルクマールせたがや相談件数（延べ件数） 

 
【資料：世田谷区保健福祉総合事業概要（令和５年度版）】 

 

イ 利用人数（延べ人数） 

図表 利用人数（延べ人数） 

 
※希望丘青少年交流センターは平成３１年２月開設 

【資料：世田谷区統計書（令和４年版）】 
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（7）生活保護 
ア 被保護世帯数、被保護者数 

図表 被保護世帯数、被保護者数 

 

【資料：世田谷区保健福祉総合事業概要（令和５年度版）】 
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（8）健康・医療 
ア 死因別死亡者数 

図表 死因別死亡者数 

 
【資料：世田谷区統計書（令和４年版）】 
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イ 自殺者数 

自殺者の年別・年代別経年人数（警察庁自殺統計） 
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ウ 感染症発生動向 

図表 感染症発生動向調査届出受理件数（全数把握分） 

※3類以外は発生した疾病のみ記載                                       （単位：件） 

項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 

2類 3類     4類    5類      

結
核 

コ
レ
ラ 

細
菌
性
赤
痢 

腸
管
出
血
性
大
腸
菌
感
染
症 

腸
チ
フ
ス 

パ
ラ
チ
フ
ス 

レ
ジ
オ
ネ
ラ
症 

Ｅ
型
肝
炎 

つ
つ
が
虫
病 

レ
プ
ト
ス
ピ
ラ
症 

ア
メ
ー
バ
赤
痢 

急
性
脳
炎
※1

 

ク
ロ
イ
ツ
フ
ェ
ル
ト
・
ヤ
コ
ブ
病 

後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
※2

 

２ 134 0 0 20 0 0 4 2 2 0 2 3 2 0 

３ 101 0 0 28 0 0 1 4 2 0 3 8 0 1 

４ 98 0 0 23 0 0 4 2 1 1 ２ １７ 1 2 

5類         新型インフルエ

ンザ等感染症  

梅
毒 

侵
襲
性
肺
炎
球
菌
感
染
症 

劇
症
型
溶
血
性
レ
ン
サ
球
菌 

感
染
症 

カ
ル
バ
ペ
ネ
ム
耐
性
腸
内
細
菌

目
細
菌
感
染
症 

侵
襲
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
菌 

感
染
症 

水
痘(

入
院
例) 

ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
※3

 

百
日
咳
※4

 
ジ
ア
ル
ジ
ア
症 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

※5
 

19 6 4 5 2 1 0 48 0 5,334 

33 4 1 7 0 2 1 11 0 23,397 

56 3 1 4 1 4 1 16 3 138,303 

※1  4類感染症における脳炎を除く   

※2 無症状病原体保有者を含む  

※3 E型肝炎及び A型肝炎を除く 

※4 30年より全数把握対象疾患になった  

※5 世田谷保健所管轄患者の発生数 

【資料：感染症発生動向調査】 
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（9）財政 
ア 民生費(項別)歳出決算額 

図表 民生費(項別)歳出決算額 

 
※直近 2年は歳出当初予算額     

【資料：世田谷区保健福祉総合事業概要（令和５年度版）】 

 

イ 衛生費(項別)歳出決算額 

図表 衛生費(項別)歳出決算額 

 
※直近 2年は歳出当初予算額     

【資料：世田谷区保健福祉総合事業概要（令和５年度版）】 
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ウ 国民健康保険事業会計（予算） 

図表 国民健康保険事業会計（予算） 

 
【資料：世田谷区統計書（令和４年版）】 

 

エ 介護保険事業会計（予算） 

図表 介護保険事業会計（予算） 

 
【資料：世田谷区統計書（令和４年版）】 
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オ 後期高齢者医療会計（予算） 

図表 後期高齢者医療会計（予算） 

 
【資料：世田谷区統計書（令和４年版）】 
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第 2節 計画策定に向けた審議等の経過 

 

1 地域保健福祉審議会及び総合計画研究会の審議等の経過 

開催日 会議名 主な案件 

令和４年１１月１６日 第８３回 地域保健福祉審議会 世田谷区地域保健医療福祉総合計画の策定に

あたっての考え方について（諮問） 

令和４年１２月１日 第１回 総合計画研究会 世田谷区地域保健医療福祉総合計画策定の考

え方について 

令和４年１２月１９日 第２回 総合計画研究会 既存の地域包括ケアシステムの強化について 

 

令和５年２月３日 第３回 総合計画研究会 世田谷区の包括的な支援体制について 

 

令和５年２月１０日 第８４回 地域保健福祉審議会 計画策定に向けた検討状況について 

 

令和５年３月２７日 第４回 総合計画研究会 誰一人取り残さない世田谷をつくるための基盤

整備 

令和５年４月２６日 第８５回 地域保健福祉審議会 計画策定に向けた検討状況について 

 

令和５年６月２日 第５回 総合計画研究会 地域包括ケアシステムの４つの新たな要素につ

いて 

令和５年６月２９日 第６回 総合計画研究会 計画（素案）について 

 

令和５年７月２１日 第８６回 地域保健福祉審議会 世田谷区地域保健医療福祉総合計画の策定

にあたっての考え方について（中間まとめ案） 

令和５年１０月４日 第７回 総合計画研究会 計画（答申案）について 

 

令和５年１０月２６日 第８７回 地域保健福祉審議会 世田谷区地域保健医療福祉総合計画の策定に

あたっての考え方について（答申） 
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２ 地域保健福祉審議会及び総合計画研究会の委員名簿 

 

世田谷区地域保健福祉審議会 委員名簿 

区分 分野 氏名 職（所属） 備考 

学 

識 

経 

験 

者 

 中村 秀一 医療介護福祉政策研究フォーラム理事長 会長 

和気 純子 東京都立大学人文社会学部教授 副会長 

石渡 和実 東洋英和女学院大学名誉教授  

加藤 悦雄 大妻女子大学家政学部児童学科教授  

川上 富雄 駒澤大学文学部社会学科教授  

諏訪 徹 日本大学文理学部社会福祉学科教授  

岩永 俊博 全国健康保険協会前理事  

区 

民 

福祉団体・ 

地域団体 

吉村 俊雄 世田谷区社会福祉協議会 会長  

坂本 雅則 世田谷区民生委員児童委員協議会 会長   

西﨑 守 世田谷区町会総連合会 副会長 R5.7.5退任 

岩波 佳三 世田谷区町会総連合会 副会長 R5.7.12新任 

高齢 蓮見 早苗 用賀あんしんすこやかセンター管理者  

障害 坂 ますみ 世田谷区肢体不自由児者父母の会 会長  

児童 飯田 政人 社会福祉法人福音寮  理事長  

医療 窪田 美幸 世田谷区医師会 会長  

吉本 一哉 玉川医師会 会長 R5.7.4退任 

池上 晴彦 玉川医師会 会長 R5.7.5新任 

田村 昌三 世田谷区歯科医師会 会長  

島貫 博 玉川歯科医師会 会長  

富田 勝司 世田谷薬剤師会 会長  

髙野 和則 玉川砧薬剤師会 会長  

公募委員 栗原 祥   

山中 武   
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総合計画研究会 委員名簿 

氏名 職（所属） 備考 

中村 秀一 医療介護福祉政策研究フォーラム理事長  

和気 純子 東京都立大学人文社会学部教授  

石渡 和実 東洋英和女学院大学名誉教授  

加藤 悦雄 大妻女子大学家政学部児童学科教授  

川上 富雄 駒澤大学文学部社会学科教授  

諏訪 徹 日本大学文理学部社会福祉学科教授  

菱沼 幹男 日本社会事業大学社会福祉学部福祉計画学科教授  

木本 義彦 
北沢総合支所長 

令和４年度 

柳澤 純 令和５年度 

土屋 雅章 
世田谷総合支所副支所長 

令和４年度 

内田 潤一 令和５年度 

三羽 忠嗣 砧総合支所保健福祉センター所長  

舟波 勇 
地域行政部長 

令和４年度 

岩元 浩一 令和５年度 

田中 耕太 保健福祉政策部長 座長 

有馬 秀人 
保健福祉政策部次長 

令和４年度 

庄司 秀人 令和５年度 

山戸 茂子 高齢福祉部長  

須藤 剛志 障害福祉部長  

柳澤 純 
子ども・若者部長 

令和４年度 

松本 幸夫 令和５年度 

土橋 俊彦 
児童相談所長 

令和４年度 

河島 貴子 令和５年度 

和田 康子 保育部長 令和４年度 

向山 晴子 世田谷保健所長  

松本 幸夫 
世田谷保健所副所長 

令和４年度 

清水 昭夫 令和５年度 

畝目 晴彦 
都市整備政策部長 

令和４年度 

笠原 聡 令和５年度 

長岡 光春 世田谷区社会福祉協議会事務局長  
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第 3節 区民意見・提案等 

  

１ シンポジウム 

計画について広く周知し、これからの世田谷の保健福祉についてともに考えていくために、これ

からの世田谷の保健福祉を考えるシンポジウム「誰一人取り残さない世田谷をつくろう」を開催しま

した。 

 

開 催 日 令和５年９月７日（木） 

会 場 玉川せせらぎホール（世田谷区等々力３－４－１）またはオンライン 

プログラム 第１部 計画素案の概要説明 

第２部 基調講演 「これからの世田谷の福祉に求められるもの」 

≪講演者≫中村 秀一 氏（世田谷区地域保健福祉審議会会長） 

第３部 パネルディスカッション 「誰一人取り残さない世田谷をつくろう」 

≪コーディネーター≫ 

中村 秀一 氏 

≪パネリスト≫五十音順・敬称略 

岩永 俊博（世田谷区健康づくり推進委員会会長） 

河野 由香（池尻あんしんすこやかセンター管理者） 

田邉 仁重（世田谷区社会福祉協議会自立生活支援課長） 

坂 ますみ（世田谷区肢体不自由児者父母の会会長） 

保坂 展人（世田谷区長） 

参 加 者 数 会場参加 ８８名、 オンライン参加 １１７名 
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２ パブリックコメント 

区民意見を幅広く取り入れるために、計画（素案）についてパブリックコメントを実施しました。 

 

募 集 期 間 令和５年９月７日（木）から９月２８日（木）まで 

意見提出人数 ２９人 （ホームページ２３人、郵送５人、持参１人） 

意 見 数 第１章 計画策定にあたって に関すること １件 

第３章 地域福祉を推進する基本的な考え方 に関すること ２１件 

第４章 今後の施策の方向 

 1⃣世田谷版地域包括ケアシステムを強化する に関すること 

 

１２件 

第４章 今後の施策の方向 

 2⃣世田谷版地域包括ケアシステムを支える基盤整備 に関すること 

 

１１件 

成年後見制度利用促進基本計画 に関すること ４件 

再犯防止推進計画 に関すること ３件 

その他 １９件 

合計 7１件 

 

第１章 計画策定にあたって に関すること １件 

番号 主な意見の概要 区の考え方 

１ 

第１章の基本計画の理念の記載が「基本計画

（素案）」にある「LGBTQ などの性的指向及

びジェンダーアイデンティティ」を削除したよ

うに見受けられます。もし、これは「性別」に含

まれると解釈されているなら誤りです。セク

シュアリティの基本要素の全く別の概念です

ので、追記してください。 

基本計画の記載と合わせ、「LGBTQなどの性的

指向及びジェンダーアイデンティティ」を記載し

ました。 

 

第３章 地域福祉を推進する基本的な考え方 に関すること 21件 

番号 主な意見の概要 区の考え方 

１ 

「困難な問題を抱える女性への支援に関する

法律」が施行されますが、問題のある政党や

宗教団体と関わりのある民間団体と連携しな

いようにお願いします。 

地域福祉推進の視点③に記載のとおり、区では、

区民、事業者、行政のそれぞれが持つアイデアや

技術、ノウハウなどを組み合わせることで新たな

価値創造を可能とする地域社会の実現を目指し

てまいります。困難な問題を抱える女性への支
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援に限らず、連携先には留意しながら、地域福祉

の推進に努めてまいります。 

2 

世田谷区で生活している性的マイノリティの

一人です。私たちのことを見てください、知

ってください。なにもかも不安です。 

本計画は「誰一人取り残さない世田谷をつくろ

う」を基本方針としており、性的マイノリティの方

も対象者としています。地域福祉推進の視点①

の中に「LGBTQ などの性的指向及びジェンダ

ーアイデンティティ」を明記するとともに、性の多

様性に配慮し権利を尊重した事業運営をしてま

いります。 3 

本計画は男女共同参画、多文化共生推進等

の計画と連携とうたっていながら、性的マイ

ノリティについての記述がほとんどないこと

に疑問がある。ぜひ、連携を図り、すべての計

画の中の対象者として性的マイノリティを含

めるよう検討してほしい。 

4 

高齢のゲイ男性は地域から孤立していること

が殆どです。ぜひ、地域包括ケアシステムの

充実の中に性的マイノリティを明確化し支援

の対象者としてください。 

5 

高齢になっても世田谷で暮らしたいと考えて

いる同性カップルは多いです。改めて居住支

援に性的マイノリティを明確化してください。 

6 

地域福祉推進の視点①の中で、性的マイノリ

ティが「存在しない」と世田谷区に考えられて

いるのでは、と不安を感じています。「等」で

括られて総合計画の策定のときに取り残さ

れることのないよう、身近な存在である２万

５千人あまりの性的マイノリティ区民を計画

の中に明記し、「生きづらさ」に気づき支援に

つなげていただけるよう、強く要望いたしま

す。 

7 

支援対象として、「性別、性自認、性的指向」と

明記して、性的少数者が含まれることを明確

にしていただきたいです。そのうえで、トラン

スジェンダーや同性カップルに特有の医療福

祉での困りごとに対応した施策の方向や推進

策をぜひとも入れ込んでいただきたいと思

います。 
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8 

「世田谷版地域包括ケアシステムを強化する」

というならば、多様性を踏まえた記述を具体

化すべきです。「地域包括ケアシステム」で示

されている「高齢者、障害者、子ども、生活困

窮者」以外の困難を抱えた多様な人へアウト

リーチする方向性をつくるには、基本理念の

対象をすべて表記し具体化するべきだと考え

ます。 

9 
全体を通して「多様な性とセクシュアリティ」

に配慮した視点が足りない。 

10 

全体を通して「ジェンダーの視点」が足りない

ように感じます。具体的には「多様な性とセク

シュアリティ」「包括的性教育」「リプロダクテ

ィブ・ヘルス／ライツ」について、保健や福祉

の分野を超えて、人権や教育に配慮した視点

を計画の中に入れてほしいです。 

11 

世田谷区では、男女共同参画と多文化共生を

推進する条例で、「性別等」の中に性自認、性

的指向を含むことを明記しています。本計画

でも含めることを求めます。 

12 

LGBTQ は医療機関の受診や入院、面会、ま

た介護サービスなどにおいても、家族として

扱われなかったり、また本人の在り方と異な

る性別で扱われたり、就労において不利な扱

いを受けたりなど、様々な問題を抱えていま

す。それぞれに LGBTQ が抱える問題やその

対処方法があるはずだと思いますので、より

詳細な記述を求めます。 

13 

性的マイノリティについて、ケアマネやヘルパ

ー、訪問看護士、民生委員などへの理解啓発

がされているのでしょうか。ぜひ、地域福祉

推進の視点の中に性的マイノリティを明確化

し、重層的支援体制整備事業として、福祉医

療従事者や民生委員などへの理解啓発を行

うようにしてください。また、研修の終了後に

は研修済みの見える化を明示してください。 

地域福祉推進の視点①の中に「LGBTQ などの

性的指向及びジェンダーアイデンティティ」を明

記しました。また、区では、区内でサービスを提

供している医療・福祉サービス事業所の職員等

を対象に、医療・福祉職場における配慮や支援方

法等についての研修を実施しています。今後も

定期的に実施し、性的マイノリティ理解の普及啓

発に取り組んでまいります。研修済みの見える化
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14 

計画立案やその実施に関わる方々、保健・医

療や福祉・介護サービスに関わる方々への性

的マイノリティ理解と配慮をいただくよう、要

望いたします。 

については、年度ごとに研修を受けた方の所属

する事業所を世田谷区福祉人材育成・研修セン

ターのホームページで公開しております。 

15 

基本方針を実現するためには、デジタル技術

を駆使して、市民一人ひとりと区の行政と連

絡が取れ、行政が市民の状況を確認できる電

子メール、スマホ等を使ったシステムを構築

し、一人ひとりの状況、医療データ、健康デー

タを把握し、その対応を行うことである。 

「先端技術を柔軟に取り入れ、区民の福祉を

向上する」とあるが、積極的に先端技術を取

り入れた計画を見たことがない。 

ご提案いただいた点については今後参考にさせ

ていただきながら、地域福祉推進の視点及び推

進施策に記載しているとおり、先進技術を柔軟

に取り入れ、区民の福祉の向上に努めてまいり

ます。 

16 

男女共同参画、多文化共生、犯罪被害者、ジ

ェンダー、LGBTQ などへの理解について

は、多様性理解促進のために重要なことだと

思います。 

多様性の尊重は区としても重要であると認識し

ております。地域福祉推進の視点①において記

載するとともに、多様性を尊重した事業運営をし

てまいります。 

17 

区民の主体性を尊重し、一つひとつの施策に

おいても区民一人ひとりがチカラをもってい

る主体であることを尊重した文言にしてほし

い。 

地域福祉推進の視点③に記載のとおり、区民を

施策の対象として捉えるのではなく、自ら地域を

つくり支える存在として位置づけ、主体的な参加

への意欲を引き出すコミュニティづくりにつなげ

てまいります。 

18 

困る前に支援につなげる地域づくりは、困っ

ている人が「たすけて」と声をあげやすい環

境づくり。「たすけて」の声を聴く人・聴く力を

まち（市民）の中に育てる。 

区民の皆様が抱えている問題が深刻化・困難化

する前に気づき、早期の支援につなげる地域づ

くりを推進してまいります。 

19 

分野横断的な連携を推進するという視点に

ついて、どのような分野を指すのか明記して

欲しい。 

教育、防災、都市整備など、分野を超えて連携

し、施策を推進してまいります。 

20 
弱者男性に関する課題も触れた方が良い。 本計画は「誰一人取り残さない世田谷をつくろ

う」を基本方針としており、生きづらさを抱える

男性も、妊婦も、生活困窮者も対象者としていま

す。地域福祉推進の視点①に記載のとおり、支援

の対象者は属性ではなく、「生活のしづらさを抱

21 

生活が苦しい妊婦に対する活動等もこの計

画に加えて下さい。 
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えた人、支援を必要とする人」また「その世帯」と

して捉え、事業運営をしてまいります。 

 

第４章 今後の施策の方向 1⃣世田谷版地域包括ケアシステムを強化する に関すること 1２件 

番号 主な意見の概要 区の考え方 

１ 

高齢者等の賃貸住宅確保については、オーナ

ー斡旋による毎日のヤクルトや宅食配達を条

件にし、これらについて補助金を出して良い

と思う。 

高齢者等の孤立死リスクを懸念するなどの理由

で、高齢者等が民間賃貸住宅への入居を敬遠さ

れることがあります。区では孤立死を防止するた

め、支援が必要な高齢者等を早期に把握し適切

な対応が取れるように、宅配（ヤクルト、弁当

等）・不動産・スーパー等の事業者と「高齢者見守

り協定」を締結しています。協定締結事業者は、

事業活動のなかで気づいた異変を区等に通報

し、通報を受けた区は、高齢者等本人の状況確認

を行っています。引き続き事業者等と連携を図

り、安心して高齢者等に住宅を貸していただけ

るように、居住支援の取組みを行ってまいりま

す。 

２ 

毎日、野良猫等への餌やりをしている方がい

ます。近隣では、車の傷、ノミ、糞尿、騒音など

の被害もあり、地域の問題になっておりま

す。精神的な課題、孤独を抱えているようで

す。改善のお願いだけではなく、アルコール

依存症のように包括的で精神的な支え、対処

が必要のようです。今後、ぜひ、野良猫の餌や

りをする方への精神的なフォローや見回りも

していただけると幸いです。 

区内２８か所のまちづくりセンターでは、日常的

な様々な問合せへの対応や地区の課題などの困

りごとの相談を受け、解決策を一緒に考えます。 

世田谷版地域包括ケアシステムの強化に向けて

は、地域に潜在している支援ニーズを抱えた方

を早期発見し、必要な支援につなげることや、支

援ニーズに沿った様々な社会資源につなげてい

くことが重要であると考えております。一方で、

そのような方を行政のみで発見し、アプローチし

ていくことは困難であることから、様々な支援機

関や地域住民、地域活動団体と協力して、早期発

見できる地域づくりに努めたいと考えておりま

す。お近くに気になる方がいましたら、ぜひ最寄

りの福祉の相談窓口であるまちづくりセンター

へご相談ください。 

3 

相談支援のイメージ図についてです。ぜひ男

女共同参画センターらぷらすや性的マイノリ

ティ当事者団体などを加えてください。共助

第４章第２節（２）「人権擁護の推進」でも記載さ

せていただいたとおり、性的マイノリティの方へ

の福祉的支援にかかる対応力の向上と体制の充
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としてのピアサポートは大変重要です。 実は、重要な課題であると認識しております。相

談支援のイメージ図についてのご意見は参考に

させていただきました。 

4 

総合支所保健福祉課すべてに、「介護指導職

員」を複数名配置し、「困難ケースのコーディ

ネーター的役割」等の責務を果たすための仕

組みを構築すること。 

【類似意見 他１件】 

保健福祉課では、医療関係者やあんしんすこや

かセンター、事業者など、地域の様々な機関との

連携体制を構築し、困難ケース等への対応を進

めております。現在配置されている介護指導職

員もチームの一員として対応しているところで

すが、対象によっては緊急時バックアップセンタ

ーの活用も図りながら、緊急時に必要な支援を

行ってまいります。介護指導職の配置のない支

所で介護指導職員の派遣が必要な場合は、支所

間で調整しております。 

また、区民の困りごとが複雑化・複合化しており

対応が困難なケースの場合には、多機関が協働

して取り組めるよう、コーディネーター的役割を

担う事業の検討も進めております。 

今後も引き続き区民の安心安全の地域生活のた

め、個々のケースの状況等にあわせ、福祉緊急対

応要綱の活用を図りながら、必要な支援を進め

てまいります。 

5 

「世田谷区障害者等に係る福祉緊急対応に関

する要綱」第 8条第 1項及び「世田谷区高齢

者等に係る福祉緊急対応に関する要綱」第 6

条第 1項に定める「サービスの提供」につい

て、世田谷区社会福祉事業団と協定を締結す

ること。また、制度を関係職員と区内事業者、

区民に周知するとともに、制度を積極的に運

用すること。さらに介護指導職員の役割と福

祉緊急対応事業の重要性について、「世田谷

区地域保健医療福祉総合計画」に明記するこ

と。 

【類似意見 他１件】 

世田谷区社会福祉事業団との福祉緊急対応に関

する協定については、高齢者を対象として、家族

からの虐待等、やむを得ない事由により居宅サ

ービスを利用することが著しく困難な高齢者を

措置として特別養護老人ホームへ入所させる老

人福祉法に基づく対応に関して結んでいます。ま

た、福祉緊急対応の運用については、研修を通し

て職員の理解を深め適切に適用されるよう努め

ています。今後とも地域活動団体や事業者、関係

機関とのネットワークを充実させ、必要な支援を

行ってまいります。 

６ 

諸外国と比較しても低い生活保護の捕捉率

を上げていこうという観点が読み取れませ

ん。厚生労働省のホームページには、「生活保

区では、厚生労働省のホームページと同様の内

容を区のホームページにも掲載しており、また生

活相談の案内チラシを地域包括支援センターや
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護の申請は国民の権利です。生活保護を必要

とする可能性はどなたにもあるものですの

で、ためらわずにご相談ください。」と明記さ

れています。厚生労働省が示している姿勢と

同様の方向性を世田谷区の生活困窮者支援

においても打ち出してください。 

図書館などでも配架、その他年末年始前などは

FM せたがややデジタルサイネージ、区公式アカ

ウントによる X（旧ツイッター）による配信など、

経済的に困窮している方がためらわずに各総合

支所生活支援課にご相談いただけるよう広く周

知しております。 

また世田谷区生活困窮者自立相談支援センター

「ぷらっとホーム世田谷」においては、生活に困

窮された方へ自立に向けた支援を実施すると共

に、相談者の状況に応じて生活保護制度へのつ

なぎを行っております。 

引き続き、各総合支所生活支援課とぷらっとホ

ーム世田谷が連携し、生活困窮者支援を行って

まいります。 

７ 

高齢者の孤独死が近所の集合住宅で数多く

発生していると聞いたことがあります。人が

住んでいるようだけれども、手入れが行き届

いていないようなお宅も見かけます。地域福

祉推進の視点に述べられているように、問題

を抱えている人たちが、サービスの対象とな

らないように行政が役割を果たしてもらいた

いと思います。 

世田谷版地域包括ケアシステムの強化に向けて

は、複雑化・複合化した課題を抱えた方や制度や

サービスの対象とならないような、いわゆる狭

間の支援ニーズを抱えた方についても、ニーズ

に沿った支援になげていくことが重要であると

考えております。区は、保健福祉センターを中心

に、福祉分野に限らず、その方のニーズに沿った

支援を実施できるようチームを組織して、様々な

機関等と一体になって支援を行っていきます。

お近くに気になる方がいましたら、ぜひ最寄りの

福祉の相談窓口であるまちづくりセンターへご

相談ください。 

８ 

教育分野と福祉分野との連携は、とても大切

な問題だと思います。世田谷区では、公立学

校の教員が不足していると聞きました。その

ような環境では、先生たちにも負担がかかる

ことが想像され、生徒へのきめ細かい対応が

困難になる場合もあると思います。不登校の

生徒が通う特例校もあるようですが、そもそ

もの原因を検討することも必要ではないでし

ょうか。充実した支援体制を望みます。 

公立学校の教員不足につきましては、近年全国

的に生じており、結果として教員一人当たりの負

担も大きくなっております。世田谷区教育委員

会としましては、任命権者である東京都教育委

員会に対し、児童・生徒へのきめ細やかな対応が

できるよう必要な人員配置を要望してまいりま

す。 

また、不登校を未然に防ぐため、各学校の中にほ

っとルーム（別室登校）設置校を拡充していくと

いった取組みを推進し、支援体制の充実に努め

てまいります。さらに、不登校児童・生徒への
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個々に応じた支援だけでなく、不登校を生み出

さないという学校づくりの視点が不可欠となっ

ており、不登校の未然防止、早期発見・早期対

応、長期化した場合の支援など、各段階における

対応の基本的な考え方を示す教職員のためのガ

イドラインが必要と考えております。日々子ども

たちと接している教職員が、多様化する社会の

中で、世田谷区に住む子どもたちの最適な学び

を実現するために活用できるようガイドラインの

策定に取り組んでまいります。 

９ 

コロナ禍で多くの人が多くのものを失い、当

たり前が当たり前じゃなくなった経験をみん

なが体験したなかで、死別だけでなく、あら

ゆる喪失体験がグリーフにつながることを前

提とした内容にしてほしい。また、グリーフは

自然で健康な反応であり、病気ではない。グ

リーフを抱えたときに必要なことは、「グリー

フ・インフォームド（グリーフにかんして理解の

ある）」サポート及びコミュニティであること

を踏まえた内容にしてほしい。 

ご意見の通り、死別や離別だけではなく多様な

喪失体験がグリーフであると認識しております。

グリーフは、誰もが経験する「自然で健康な反

応」である一方で、深いグリーフを抱えた時の必

要な支援として、グリーフサポート事業を実施し

ております。改正自殺総合対策大綱（令和 4 年

10 月）の重点施策に「自死遺族・遺児への支援」

も位置づけられておりますので、区では自殺対

策としても取組みをすすめております。 

また、「グリーフ・インフォームド」についての貴重

なご提案もありがとうございます。「グリーフ」に

ついて認知度はまだ低い状況ですが、進展する

高齢社会における地域包括ケアシステムの強化

に向け、区民や職員に対する啓発をすすめてま

いります。 

１０ 

マンション・アパートの住人同士がゆるくつな

がれるシステムがあると良い。おとなりさん

ともあまり会わず、顔も知らない事がないよ

うに。 

４章第１節（１０）「防犯・防災」にも記載のとおり、

どなたにも関わりのある防犯・防災の取組み等

を入り口として地域のネットワークを築き、地域

の見守りを強化していけるよう取り組んでまい

ります。 

 

第４章 今後の施策の方向 2⃣世田谷版地域包括ケアシステムを支える基盤整備 に関すること 11件 

番号 主な意見の概要 区の考え方 

１ 

福祉人材のこれ以上の確保は難しいと思う

ので、機械化・自動化の推進や、事務作業の

負荷低減化(ICT 活用推進や BPO 導入への

区としても、人材不足への対応は保健医療福祉

分野にまたがる重要な課題と認識しております。

福祉人材の確保に向けた取組みを推進するとと
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補助など)に重点的に取り組むべきだと思

う。 

もに、ご提案のような先進技術を活用した業務

負担の軽減にも取り組んでまいります。 

２ 

介護職の人材育成で委託先に外部講師をよ

んでいるが、リハビリひとつ取り上げても特

定の内容に偏っているのではないか。研修企

画や教材などに多様な疾患の視点を盛り込

んでほしい。 

区では介護職の人材確保育成・定着及び専門性

の向上を目的として、研修の運営等を世田谷区

福祉人材育成・研修センターに委託しておりま

す。いただいたご意見も参考に、様々な疾患やニ

ーズに対応した、よりよい学びを提供できるよう

研修内容等の充実を図ってまいります。 

３ 

よいかどうかは別にして、６５歳までの雇用

が一般的になりつつあり、高齢社会における

人材の活用が求められていると思います。人

生経験のある人が活躍できる仕組みについ

ても考えてもらえるとよいのではないでしょ

うか。 

高齢者が地域活動や就労の中で豊富な知識や培

ってきた経験を活かし、全世代への支援や多世

代の交流を通して、自らの出番と役割を見出し、

生きがいと心の豊かさや幸福感を感じられるよ

う柔軟な発想をもって高齢者に関する施策を進

めます。 

４ 

子どもの権利については、まだまだ理解が進

んでいないように思います。せっかく２３区初

の条例を制定したのですから、もう一歩進ん

だ理解促進策を検討すべきではないでしょう

か。 

区では、平成 13 年に東京２３区で初となる子ど

も条例を先駆的に制定しました。施行から２０年

が経過し、東京都こども基本条例やこども基本

法が施行されたことなどを契機として、これまで

の条例や権利擁護を含めた子ども施策を評価・

検証するため、令和４年度に子ども・子育て会議

において議論を重ねてきました。現在、令和７年

４月の条例改正に向けて議論を進めています。

また、子どもの権利については、子どもも大人も

理解する必要があることから、令和６年度より順

次、児童館や学校でそれぞれの年齢や成長発達

に応じた子どもの権利学習を実施するととも

に、学校職員や区職員を対象に子どもの権利全

般について学習し、学校や子ども関連施設等で

権利学習ができる人材を育成してまいります。 

５ 

福祉人材の確保は、まずは今現場で働いてい

る方々の労働環境を改善するという視点が

重要ではないでしょうか。特に福祉の仕事は

簡単にできるものではありません。福祉の仕

事をしている人が、区内で住みやすいように

したり、研修に参加しやすくするなどの環境

整備を支援することが大切ではないかと思

います。 

ご指摘のとおり、福祉の現場で働いている方の

労働環境を改善するという視点は重要であると

認識しております。区では、高齢、障害、子ども・

子育ての各分野において、宿舎借り上げ支援や

職員研修費用の支援といった福祉人材確保・育

成・定着に関する支援を行っています。このよう

な取組みに加え、今後は福祉の仕事の魅力発信

や、タスク・シフト/シェアの推進、先進技術の活

用による、専門人材が専門性の高い業務に専念
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できる環境整備にも取り組んでまいります。 

６ 

先進的な技術の活用は、高齢化社会において

重要だと思います。一方で、導入に関わる費

用もそれなりになる場合が考えられます。成

果については、きちんと検証したうえで、関

係各所における情報共有を図り、全体として

の最適化が進むようにして欲しいです。 

先進技術の活用にあたっては、しっかりと課題を

捉えたうえで、解決に有効な技術やシステムを活

用・導入してまいります。また、最大の効果を得

られるよう、評価・検証してまいります。 

７ 

認知症と犯罪の問題について共通すること

ですが、地域の見守りが大切だと思います。

地域の関係性ができるような取組みについ

ても検討してもらえるとよいのではないでし

ょうか。 

ご指摘のとおり、認知症の方も安心・安全に暮ら

すことができ、犯罪等を未然に防止していくため

には、地域の見守りが大切だと認識しておりま

す。４章第１節（１０）「防犯・防災」にも記載のとお

り、どなたにも関わりのある防犯・防災の取組み

等を入り口として地域のネットワークを築き、地

域の見守りを強化していけるよう取り組んでま

いります。 

８ 

福祉人材の確保は応募を待つだけでなく、積

極的に幼小中学校の PTA 役員、町内会等に

出向いて呼びかけ、人材を確保して専門的に

育成をしていくことがより望ましい。他方、地

域の人々をつなぐ役割を担う町内会が硬直

して機能していないと感じられる。このこと

は、地域共生社会を目指すには心許ない。町

内会の在り方を再考し、役員のなり手不足等

の諸問題は、組織運営に知識と経験のある、

まちづくりのデザインができる人材や行政側

からのサポートが必要であると考える。 

地域コミュニティを支える町会・自治会の担い手

不足等は、大きな課題と認識しています。区は今

後も、東京都つながり創成財団が実施する町会・

自治会の活動基盤強化を支援する「地域の課題

解決プロボノプロジェクト」の積極的な利用を町

会・自治会に働きかけてまいります。 

また、コロナ禍を経た町会・自治会を取り巻く環

境の変化を踏まえ、区の実情に相応しい支援策

の充実を図っていく必要があります。町会・自治

会へのアンケート調査により実態把握に努め、人

材確保や負担軽減等に向けた支援について検討

を進めてまいります。 

９ 

人権擁護の推進の「今後の課題」に、LGBTQ

に関する記述があることは非常に良いと思い

ました。ぜひ積極的に取組みを進めて頂きた

いと思います。しかし、記述の内容が不可解

で、一面的な文章となっているように思われ

ます。当事者の実態、直面する問題などを把

握したうえで、論理的な記述に修正して頂き

たいと思います。当事者や専門家にヒアリン

グをするなど、問題や論点を整理したうえ

で、体系的に問題を整理して記述するよう求

第４章第２節（２）人権擁護の推進でも記載させ

ていただいてはおりますが、ご指摘いただいた

点については、各所管にも伝え、引き続き、性自

認や性的指向が十分に尊重されながら、安心し

て支援を受けることができるよう、福祉的支援

にかかる対応力の向上と体制の充実、利用でき

る制度や資源の拡充を図ってまいります。 
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めます。 

10 

これからは生きづらさに気づき、支える活動

が必要になります。サービスを提供する人材

養成を考えてください。日本で６２８万人のケ

アを必要とするケアラーがいれば世田谷では

少なくとも６万人がいることになります。さら

にこの人数はヤングケアラーを含んでいませ

んから、数万人増えます。大雑把に言えば最

小限でもまずスタッフは１千人、ボランティア

は１万人必要です。サービスの体制は、走りな

がら構築するしかありませんから、最も困難

な人づくりに着手してください。 

区としても、人材不足への対応は保健医療福祉

分野にまたがる重要な課題と認識しております。

今後は福祉の仕事の魅力発信や、タスク・シフト/

シェアの推進、先進技術の活用による、専門人材

が専門性の高い業務に専念できる環境整備にも

取り組んでまいります。 

11 

子どもたち、小中学生が、高齢者、障害者、認

知症のある人からのお話を直接聴く機会が

あると良いと思います。核家族が増え、いろ

んな人や、世代の人々と関わるとよいと思い

ます。近所の人々とつながることになるかも

しれません。それが福祉への関心と人材育成

につながると良い。 

ご提案のとおり、多世代の交流は大切だと認識

しております。幼少期から地域の活動に参加する

ことで、社会参加を身近に感じてもらい、大人に

なった時に地域活動や福祉の仕事に興味を持っ

てもらえるような取組みを推進してまいります。 

 

成年後見制度利用促進基本計画 に関すること ４件 

番号 主な意見の概要 区の考え方 

１ 

成年後見制度には、多くの問題がある。その

制度を統括する家庭裁判所は、大部分の情報

を非開示とし、また、弁護士に委ねる。そうす

ると、不正行為が隠蔽されるので、後見制度

を利用する人は少ない。そこで、家族信託制

度が導入されたが、これも、情報がある特定

の人等に委ねられ、非公開である。社会福祉

協議会も、家裁の下部機関のたぐいである。

広く市民が、公正、公開で高齢者を見守る社

会が必要である。あんしんすこやかセンター

も、非公開基本では、住民の安心・安全は得ら

れない。市民参加の開かれた社会をつくるた

めの協議が必要である。 

区では、区民のご意見を成年後見制度の利用促

進に反映させるため、世田谷区成年後見センタ

ー運営委員会や世田谷区成年後見制度地域連携

ネットワーク会議において、民生委員・児童委員

の方に参画いただいております。 

また、住民同士の支えあい活動の一環として、

「区民成年後見人養成研修」を実施しており本人

に寄り添うことを第一とした区民成年後見人が、

世田谷区社会福祉協議会の監督と支援を受けな

がら制度の一翼を担っています。 

今後は、いただいたご意見を参考に、区民成年

後見人との連絡会を通じて協議の場を設けるこ
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とで市民参加の開かれた社会を目指していきま

す。 

２ 

成年後見制度については、2022年 10月7

日付の国連勧告「障害者の権利に関する委員

会第 27会期日本の第１回政府報告に関する

統括所見」の内容を反映してください。 

世田谷区成年後見制度利用促進基本計画【素

案】の「計画策定の背景」では、令和４年３月

に国が策定した第二期成年後見制度利用促

進基本計画を踏まえ、区は新たに『世田谷区

成年後見制度利用促進基本計画』を策定し、

制度の利用促進に向けて、取り組むものとし

ます。」として、国連勧告とは逆の方向性が示

されています。 

国の方向性に沿わなければならない側面が

あるとしても、国連より勧告が出ており、一般

的意見１号にある通り、「後見人制度及び信託

制度を許可する法律を見直し、代理人による

意思決定制度を、個人の自律、意思及び選好

を尊重した支援付き意思決定に置き換える

法律と政策を開発する行動を起こす必要が

ある」ことが課題である旨は明記してくださ

い。 

【類似意見 他１件】 

２０２２年、国連による勧告が行われ、日本の障

害者政策の未解決な課題が明らかになりまし

た。そのひとつとして、成年後見制度について精

神障害者、知的障害者の法的能力の制限のあり

方が懸念され、「意思決定を代行する制度を廃止

する観点から、すべての障害者が、法律の前にひ

としく認められる権利を保障するために民法を

改正すること」が勧告されました。 

障害の有無にかかわらず、本人の意思決定は最

大限尊重され、その権利を擁護し、支援する制度

が求められていると考えています。 

現行の成年後見制度の見直しは民法の改正を伴

うものになりますが、本人の意思決定を尊重し、

その支援ができるようできる限り改善するよう

にしていきます。 

３ 

成年後見人制度は、国連勧告を受けた経緯も

あることから、積極的な活用については慎重

にあるべきではないかと感じました。 

 

再犯防止推進計画 に関すること 3件 

番号 主な意見の概要 区の考え方 

１ 

保護司やエッセンシャルワーカーの人手不足

が特に深刻な中、再犯も含めて被害者及び加

害者を生まないためには、専門性の高い関係

機関がチームとなって連携することで、「誰一

人取り残さない世田谷区」つまり「生まれてき

て良かった世田谷で暮らして幸せだ」という

再犯防止推進計画では、基本目標の１つに「関係

機関との連携強化」を掲げており、対象者を必要

な支援機関につなぎ、複雑化・複合化した課題に

対しては支援機関のネットワークの下で支援す

るなど、生きづらさを抱えた支援を必要とする

人を取り残さない体制を構築することで、立ち
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理想のまちづくりを８年間で実現できると考

えます。 

直りを支え、誰もが安全・安心して暮らすことが

できる地域社会の実現に向けて取り組んでいき

ます。 

２ 

刑期を終えた人等への支援と犯罪被害者等

への支援は、必要な施策だと思います。た

だ、素案全体を通じて、犯罪加害者の家族・

関係者に対する支援策が皆無であることに

懸念があります。世田谷区再犯防止推進計画

においても、国の考え方や、東京都の公益財

団法人の問題提起を踏まえて、計画を策定す

る必要があると考えます。 

加害者家族支援も再犯防止の視点の一つと捉

え、職員をはじめ区民や事業者に対して、加害者

家族が置かれた状況に配慮した言葉かけや接し

方といったアセスメントの充実や理解促進を図

るなど、関係機関や NPO 法人等との連携のも

と取り組んでいきます。 

３ 
犯罪者の被害者だけでなく、加害者の家族や

関係者へのケアも必要だと思います。 

 

その他 １９件 

番号 主な意見の概要 区の考え方 

１ 

子育てしやすいように子どもにかかる医療費

を負担してほしい。 

子ども等医療費助成は、現在、１８歳到達後の最

初の３月３１日までを対象に実施しています。本

制度では、所得制限や窓口負担金を設けること

なく、保険診療の自己負担分と入院時食事療養

費を助成しております。 

２ 

母子支援事業に関して、現在産前産後ヘルパ

ーの家庭訪問事業を区から受託している。9

年目となり最近はツウィンズサポートの依頼

が急激に増加しております。双子をドゥーラ

(ヘルパー)ひとりで 2 時間以上各ご家庭に

訪問して、家事や育児のケアサポートをして

おりますが、2 時間で利用者はお子様おひと

りと同じコストです。ひとりのヘルパーに 1回

2時間で2枚の券が使用できるようにしてい

ただきたい。しかも、利用者は券を使い切れ

ず捨てている方も多いのが現状です。現実的

には、2 人のドゥーラが同時にご家庭に入る

事も難しいです。 

ツインズプラスサポートについては、必ず保護者

が在宅していることを条件に訪問していただく

事業としています。利用券については、２時間の

利用に対して１枚使用できることとしております

ので、ヘルパー（ドゥーラ）がその時間内におひと

りで対応できる範囲の家事・育児支援をしてい

ただくものです。ツインズプラスサポート利用者

によっては、育児はせず、家事支援のみを希望さ

れる場合もありますし、利用状況の詳細を１件ず

つ確認することは困難なため、一律に２枚の利

用券の使用は想定しておりません。また、ご家庭

によっては、同時に２名のヘルパー（ドゥーラ）が

訪問しているケースもありますので、そのような

利用をしていただくことは問題ありません。な
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お、利用券を使いきれない点については、希望

の訪問日時の予約が取りづらいとの問題もあり

ますので、現在も新規事業者等の確保に努めて

おります。 

３ 

高齢者の増加が見込まれていますが、独居高

齢者も増加していくと思います。終活サポー

ト事業を地域福祉計画に含めていただきた

いです。エンディングノートを用意しても、信

頼して預けられる先がなければ意味がありま

せん。事業者トラブルなどが問題なっている

昨今、行政のサポートが不可欠であると考え

ます。 

今後は、身寄りのない高齢者が増加していくこと

となり、身の回りのことが思うように出来なくな

ったり、病気になってご自身の意思を伝えられな

くなったときに備えて、ご自身の希望をわかりや

すく伝えるエンディングノートは非常に有効と考

えます。任意後見制度では、認知症などで契約や

支払いが出来なくなったときに備えて、エンディ

ングノートに記載した希望する生活を実現する

ために、財産管理や身上保護を行ってもらう任

意後見人をあらかじめ自分で選び、任意後見契

約を結んでおくことができます。任意後見契約

は、公証役場で公証人が作成する公正証書で結

び、家庭裁判所が任意後見監督人を選任するこ

ととなりますので、エンディングノートを預ける

一つの選択肢としてご検討ください。なお、いた

だきましたご意見を参考に行政のサポートにつ

いて、検討させていただきます。 

４ 

とにかく子どもや子育て世代を重点的に支

援してほしい。 

区は、世田谷区子ども条例のもと、子ども・子育

て応援都市として、妊娠・出産・育児から、学齢期

の児童・生徒、若者に至るまで、様々な施策を充

実させてきました。 

コロナ禍の影響もあり、地域の見守りや支えあい

のコミュニティが希薄化し、子どもや子育て世帯

が孤立しがちになっていることから、令和５年３

月には「今後の子ども政策の考え方（グランドビ

ジョン）」を定め、すべての子育て家庭を対象とし

た子ども・子育て支援施策を拡充する考えから、

令和５年度からは、新たな施策を開始していま

す。本計画の策定にあたっても、この考え方を踏

まえ、子ども・子育て施策を重点に、取り組んで

まいります。 
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５ 

使いやすい保育園にしてほしいです。産休中

の母親がいるから延長保育ができない・土曜

保育が利用できない、さらに時短の利用に切

り替えるのは、出産前後の母体への無理解だ

と思います。大きなおなかで、いつ体調が崩

れるかわからないデリケートな時期に、子ど

もの世話ができるという前提が、母体を軽視

しています。この「産休・育休中の延長保育・

土曜保育原則禁止、時短利用の促進」などは

撤回してください。 

認可保育園の保育時間は、開所時間の範囲内

で、お通いの保育園と保護者の方との話し合い

のうえで、保育を必要とする時間について利用

することができます。保育園によっては、産休・

育休中のお迎え時間を早めに設定している場合

もございますが、「原則禁止」の規定はなく、個別

の事情により保育の必要性があれば、必要な時

間の範囲で利用することができますので、ご遠

慮なくご相談ください。ただし、延長保育につい

ては、通常の開所時間を超えて実施しておりま

すので、勤務時間の都合で延長保育時間に保育

ができないこと等の要件を設けております。 

６ 

羽根木や大原地域には、認可保育園がとても

少ないです。北沢エリア全体では増えていて

も、民間の保育園は小田急線沿いに集中し、

とても通わせられません。民間まかせではな

く、地域にまんべんなく保育園をつくるのが

行政の役割ではないでしょうか。 

保育園の利用を希望しながらご要望にお応えで

きていない現状は申し訳ございません。区では

待機児童の解消のため、私立認可保育園を中心

に整備を進めてまいりましたが、就学前人口の

減少等により、施設によっては欠員が生じてい

ます。保育施設の配置は地域により多少の偏在

があるものの、施設は充足したと考えており、今

後は地域の需要等を踏まえ、適切な定員構成と

なるよう進めてまいります。 

７ 

羽根木集会所を残してほしい。集会所は、子

育て世代も利用しています。子どもを抱えて

代田の方まで歩くことは大変です。実際に、

羽根木集会所の存在を知らなかったという

近隣住民は多いです。区として、利用促進の

ために集会所の存在を周知してください。 

羽根木区民集会所については、区内在住・在勤・

在学の方が半数以上で構成されるけやきネット

の登録団体が利用できる施設となっておりま

す。これまでに、利用率の低い施設について、周

辺施設の偏在や利用状況等を総合的に判断し、

羽根木区民集会所を廃止することとなりました。 

利用団体及び近隣住民等への説明会、車座集会

において様々な意見をいただきました。現在、

「区民と利用者への説明を時間をかけて丁寧に

行い、しっかりと意見を聞き、時間軸について再

検討する。」との指示のもと、検討しているとこ

ろでございます。 

８ 

今年初めて区の乳がん検診（マンモグラフィ

ー）を受診しました。検査後の面談で私の場

合はマンモでは判別が難しい体質と言われ、

区のがん検診は、死亡率減少効果が科学的に証

明されているがん検診として国が指針で定めて

いるものを基に実施しております。超音波検診
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超音波検診を勧められました。しかし、区で補

助が出るのはマンモのみで超音波は別途自

費で払うように言われたため、年金暮らしで

はちょっときついので、今回は見送りました。

私のような体質の人は結構多いようですの

で、ぜひマンモと超音波を選択できるようお

願いしたいです。 

は、乳腺の密度が高い高濃度乳房の場合の乳が

んの発見にメリットがある一方、現時点では、死

亡率減少効果が明らかにされていないため、国

の指針では推奨されておらず、区の乳がん検診

としては導入しておりません。 

国の指針では、高濃度乳房の方をはじめとする

受診された方々のがんの早期発見のための方法

として、検診の際、検診の実施機関より、自分で

日常から乳房の変化を意識する生活習慣（ブレ

スト・アウェアネス）を身につけるよう説明を行う

ことが推奨されているため、区のがん検診にお

いても、ブレスト・アウェアネスの説明が十分に行

われるよう、引き続き検診の実施機関へ徹底を

図ってまいります。 

なお、がんの早期発見に効果的な検診の方法に

ついて、科学的な研究が重ねられているところ

です。今後、超音検診をはじめ、新たな検査方法

が国の指針で推奨されることとなった場合、区

としても速やかに助成の対象とするなど、がん

検診の一層の普及促進に努めてまいります。 

９ 

相談体制の充実とあるが、「相談」の定義を明

らかにしてください。家族（難病）の件で、電

話での相談の際、相談内容が解決・改善に向

かわないことがある。そのため、後になって

議員からも公的に調べてもらうと、「そのよう

な相談は受けていない」などと言われること

が複数の課にわたって起きてきた。役所は何

をもって「相談」とみなすのか。 

区民の皆様が抱えている困りごとについてご相

談いただいたものはすべて「相談」です。原則、受

けつけた相談窓口で対応しますが、必要に応じ

て適切な関係機関にお繋ぎすることもございま

す。今後は、いわゆる制度の狭間に陥ることがな

いよう、隙間のない支援を推進してまいります。 

10 
家族が介護離職しなくてすむように、施策の

総点検もしてください。 

区では、令和６年度を初年度とする第９期高齢者

保健福祉計画・介護保険事業の策定に合わせ、

介護離職防止のための家族介護者支援も含めた

各施策の現状や課題の整理を行いました。今後

とも家族介護者相談・支援の充実に取り組んで

まいります。 

また、区内事業者に対しては、国の両立支援等助

成金や東京都の介護休業取得応援奨励金をはじ

め各種事業の活用を案内するとともに、区にお

11 

医療からも介護からも「キーパーソン」として

あてにされますが、キーパーソン自身への財

政的補助や減免措置なども考えてほしいと

思います。離職をしたりして、亡くなった後は

途方に暮れるように放り出されます。国民年

金などもキーパーソンは制度上失業者の扱
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いでしかありません。１０年以上もの間、医療

からも介護からもキーパーソンとしてあてに

されつづけ、離職して必死に対応し、挙げ句

年金が少ない状態におかれてしまう点も世田

谷区に限った話ではありませんが、焦点をあ

ててほしいと思います。 

いても、区内企業の従業員の就業継続のための

独自のテレワーク導入支援や、関連する労働相

談とセミナーを始めました。今後はさらにこうし

た施策の充実を図ってまいります。 

12 

精神科に通院しているものですが、担当医

と、自費のカウンセラー以外に、相談するとこ

ろがなく、８年くらい困り続けています。障害

者手帳や、自立支援医療の手続きで区役所の

窓口に行きますが、経済的なことなどの相談

先が全くないため、一般向けのファイナンシャ

ルプランナーにでも相談しなければと思って

います。起業やフリーランスで働くとなると、

また違った相談窓口に行かなければならない

し、予約を取ること自体に難しさがあったり

します。 

総合支所保健福祉センターでは、障害のある方

の手帳の申請や福祉サービスの相談、自立支援

医療給付等、様々な申請・手続きと合わせて、生

活・健康等日常生活にかかる様々なご相談をお

受けしております。また、地域障害者相談支援セ

ンター「ぽーと」においても、年齢や障害種別を

問わず障害に関するご相談をお受けしておりま

す。上記のいずれにおいても、ご相談内容に応じ

てより専門的な相談を要する場合には、適切な

支援機関の情報提供等を行っております。 

13 

世田谷区の地域割りについては、自治体を中

心としたものとなっていて、必ずしも実際の

生活圏を反映していないのではないかと思

います。大きな道路や線路で分断されている

地域については、区割りを見直すか、補完的

な仕組みを導入すべきではないでしょうか。 

区では、昭和 53 年の世田谷区基本構想を起点

とし、平成３年から地域行政制度（５地域分け）を

導入しました。都市としての一体性を保ちなが

ら、区内を適正な地域に区分して地域の行政拠

点を設置し、これを中核として総合的な行政サー

ビスやまちづくりを実施する仕組みです。「適正

な地域の区分」は、議会の要望や地元の意向、都

の行政区画との整合、歴史的背景など、様々な

要素を調整のうえ、現在の形となりました。この

ようなことは、各自治体間の境界（区境）につい

ても、同様のことが言えます。以上のような検討

の経緯や、現在の地域区分が浸透している現状

から、地域区分の変更には、多くの区民の方々の

ご意向とご理解をいただく必要があると考えて

おります。 

一方で、ご提案いただいた「補完的な仕組み」と

して、区では電子申請できる手続の拡充など、今

後もデジタル技術を積極的に活用することによ

り、区民の方々の利便性向上に取り組んでまい

ります。 
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14 

「緊急介護人派遣」について、対象に「愛の手

帳 4 度」を加えてください。多くいらっしゃる

であろう「軽度の知的障がい」のある方々が

家族のサポートを受けられなくなっても住み

慣れた地域での生活を「安心して」送れるよう

になるために緊急介護人派遣サービスの対

象の拡大を希望いたします。以上を「是非」、

計画の策定に反映させてください。 

緊急介護人派遣は、身体障害者手帳１級又は２

級の方、愛の手帳１度から３度の方、脳性麻痺又

は進行性筋萎縮症の方、精神科病院に長期間入

院し、訪問支援事業により退院に繋がった方を

対象とし、保護者や家族が一時的に障害児者の

介護ができない場合に介護を提供する事業で

す。障害のある方の地域生活でのサポートは大

切と考えており、いただいたご意見につきまして

は、今後の参考とさせていただきます。 

15 

生命、人間に対する最適な考えを持つ方とし

て世田谷在住者では○○先生がいらっしゃい

ます。生命３８億年の歴史で考えとりくまれて

います。今回の「地域保健医療福祉総合計画」

の策定の趣旨に最適と思われます。審議会の

中心になる学識経験者として、ぜひ協力をお

願いしてください。 

次回委員改選の折には、ご参考とさせていただ

きます。 

16 

キーパーソンがいなくなったら誰が保証人や

遺骨などの手続等々をやるのだろうか。該当

する親族がいなかったら行政が直接的に関

わるべき分野で、条例や法整備も含めて変え

ることを迫られているのではないかと感じて

います。人口を増やす事はもちろん大事です

が、今生きている一人ひとりが安心して死ん

でいけるような法整備をしていく事も喫緊の

課題ではないかと感じます。世田谷区でも是

非条例の改正などで対応できるところは対

応し、都や国で対応しないとならない点など

をどんどん上にあげていってほしいと思いま

す。 

区としても、高齢化が一層進む中、終活や死後の

ことなど具体的にどのようにすればよいか、高

齢者の不安が社会問題化していることは認識し

ております。区では、世田谷区社会福祉協議会成

年後見センターに委託し、成年後見制度の利用

や高齢者の様々な不安に関しての相談に対応し

ております。また、相続や遺言についての「老い

支度講座」や葬儀・埋葬、家財処分などについて

の「終活講座」を開催しておりますので、ご活用

いただければ幸いです。 

17 
映画館を作ってほしい。本屋さんを増やして

ほしい。補助金などで保護するとか。 

ご意見は今後の施策の参考とさせていただきま

す。 

18 

他自治体の良い所をとり入れ、世田谷区でも

広めてほしい。 

ご指摘のとおり、計画策定にあたっては、先駆的

な自治体の取組みは参考にさせていただいてい

ます。 

19 
看取り教育が少しでもできると良い。人の死

をもう少し身近にする事は大切な教育です。 

医療や介護が必要になっても、誰もが住み慣れ

た地域で最期まで自分らしく安心して暮らし続
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けるために、在宅医療及びＡＣＰ（アドバンス・ケ

ア・プランニング：人生会議）の普及や、看取りに

ついての家族や関係者の理解が大切であると考

えます。 

このため、区では、在宅療養・ＡＣＰガイドブック

を作成し、広く配布するほか、実際にご自宅でご

家族の在宅療養を支え看取りを行った方をシン

ポジストの一人としてお招きし、人生の最期を地

域で迎えるための支援について、一緒に考える

講演会・シンポジウムを開催するなど、区民及び

関係者の方々への周知、普及に取り組んでおり

ます。今後もさらなる周知・普及を進め、地域で

希望する在宅療養生活や看取りの実現ができる

よう、取り組んでまいります。 
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第４節 関連する法律・条令等の概要 

 

［第 1章］ 

■社会福祉法 第 107 条 (市町村地域福祉計画) 

市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「市

町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り

組むべき事項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

五 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項 

2 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住民

等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。 

3 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行う

よう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとす

る。 

 

■社会福祉法 第 106 条の 5 (重層的支援体制整備事業実施計画) 

市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するときは、第百六条の三第二項の指針に則し

て、重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、重層的支援体制整備事業

の提供体制に関する事項その他厚生労働省令で定める事項を定める計画（以下この条におい

て「重層的支援体制整備事業実施計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

2 市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定し、又はこれを変更するときは、地域住民、

支援関係機関その他の関係者の意見を適切に反映するよう努めるものとする。 

3 重層的支援体制整備事業実施計画は、第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、介

護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画、子

ども・子育て支援法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画その他の

法律の規定による計画であつて地域福祉の推進に関する事項を定めるものと調和が保たれたも

のでなければならない。 

4 市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、

これを公表するよう努めるものとする。 

5 前各項に定めるもののほか、重層的支援体制整備事業実施計画の策定及び変更に関し必要な

事項は、厚生労働省令で定める。 
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■再犯防止推進法 第 8条 (地方再犯防止推進計画) 

都道府県及び市町村は、再犯防止推進計画を勘案して、当該都道府県又は市町村における再

犯の防止等に関する施策の推進に関する計画（次項において「地方再犯防止推進計画」という。）を

定めるよう努めなければならない。 

2 都道府県及び市町村は、地方再犯防止推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを

公表するよう努めなければならない。 

 

■世田谷区地域保健福祉推進条例 第 16条 

区長は、地域保健福祉に係る施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本となる計画（以

下「推進計画」という。）を策定しなければならない。 

2 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 地域保健福祉の推進に係る施策の目標 

(2) 前号に係る実現の方策 

(3) 前 2号に掲げるもののほか、地域保健福祉の推進に係る重要事項 

3 区長は、推進計画を策定するに当たっては、区民及び事業者等の意見を反映することができる

よう必要な措置を講ずるとともに、あらかじめ第 19条に規定する世田谷区地域保健福祉審議会

の意見を聴かなければならない。 

4 区長は、推進計画を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。 

 

■世田谷区地域保健福祉推進条例 第 17条 

区長は、前条第 2 項第 1 号に掲げる地域保健福祉の推進に係る施策の目標を実現するため、

区、区民及び事業者等が行うべき事項を、地域保健福祉行動指針（以下「行動指針」という。）とし

て策定しなければならない。 

2 区長は、行動指針を策定するに当たっては、区民及び事業者等の意見を反映することができる

よう必要な措置を講ずるとともに、あらかじめ第 19条に規定する世田谷区地域保健福祉審議会

の意見を聴かなければならない。 

3 区長は、行動指針を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。 

4 前 2項の規定は、行動指針の変更について準用する。 

 

■東京都保健医療計画 

医療法第 30 条の 4 に基づく「医療計画」を含む、東京都の保健医療施策の方向性を明らかに

する基本的かつ総合的な計画。 

 

［第 3章］ 

■世田谷区認知症とともに生きる希望条例（令和 2年 10月施行） 

条例では、以下の 2 点を基本理念に掲げています。この基本理念を柱に、区の責務、区民の参
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加、地域団体、関係機関、事業者の役割を定めました。 

（基本理念） 

1.本人一人ひとりが自分らしく生きる希望を持ち、どの場所で暮らしていてもその意思と権利が尊

重され、本人が自らの力を発揮しながら、安心して暮らし続けることができる地域を作る。 

2.区民、地域団体、関係機関及び事業者が認知症に対し深い関心を持ち、自らのことと捉え、自主

的かつ自発的な参加及び協働により地域との関わりを持つことで、認知症とともにより良く生き

ていくことができる地域共生社会の実現を図る。  
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第５節 用語解説 

 

（あ） 
ICT 

インフォメーション アンド コミュニケー

ション テクノロジー（情報通信技術）の略称。 

 

アセスメント 

個人の状態像を理解し、必要な支援を考

えたり、将来の行動を予測したり、支援の成

果を調べること。 

 

アドボカシー 

子どもが自らの考えを整理することを支

援したり、意見を表明することを支援した

り、本人に代わって発言したりすること。児

童相談所職員、里親・施設職員、教員等の、

行政サービスとして子どもを支援する専門

性を有する職員等による「制度的アドボカ

シー」や、独立性を確保した意見表明等支

援員による「独立アドボカシー」等の種類が

ある。 

 

あんしんすこやかセンター 

世田谷区における地域包括支援センター

の名称。地域包括支援センターは、高齢者

に関する様々な相談を受ける「総合相談・

支援」、介護予防事業を推進する「介護予防

ケアマネジメント」、ケアマネジャーや医療

機関等と連携し、支援する「包括的・継続的

ケアマネジメント」、高齢者虐待や消費者被

害の防止、成年後見制度の利用支援を行う

「権利擁護」の４つの機能を持っている。 

 

医療的ケア児（者） 

日常生活及び社会生活を営むために恒

常的に医療的ケア（人工呼吸器による呼吸

管理、喀痰吸引その他の医療行為）を受け

ることが不可欠な人のこと。年齢により、児

童（１８歳以上の高校生等を含む）を医療的

ケア児、１８歳以上を医療的ケア者という。 

 

インクルーシブ 

「包摂的な」、「包括的な」、「すべてを包み

込む」を意味する。「社会的包摂（ソーシャ

ル・インクルージョン）」という言葉からきて

おり、「あらゆる人が孤立したり、排除され

たりしないよう援護し、社会の構成員とし

て包み、支え合う」という社会政策の理念。

「ダイバーシティ」が性別や年齢、国籍、人種、

宗教、障害の有無などの多様性が受け入れ

られている状態を指すのに対し、インクルー

シブは多様性が受け入れられているだけで

はなく、さらにそれぞれの個性が尊重され

ながら共生していることを表す。 

 

ACP 

アドバンス・ケア・プランニング（人生会

議）：もしもの時に自分が受けたい治療やケ

アを医療・介護関係者や信頼できる家族や

パートナーなどの身近な人と話し合うこと。 

 

MSW 

医療ソーシャルワーカー（Medical 

Social Worker）のこと。保健医療機関

等において患者や家族の相談にのり、社会

福祉の立場から経済的・心理的・社会的問

題の解決、調整、社会復帰を支援する。 
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LGBTQ 

レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同

性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）、トラ

ンスジェンダー（性自認が出生時に割り当

てられた性別とは異なる人）、クエスチョニ

ング（性のあり方をあえて決めないまたは

決められない人）またはクイア（多様な性を

包括する言葉）の頭文字をとった言葉。 

 

おでかけひろば 

子育て世帯の育児のストレスや不安感の

軽減を目的とし、親子が自由につどい、親

同士の交流や子育て相談ができる場。 

 

（か） 
居住支援法人 

住宅確保要配慮者（低額所得者、被災者、

高齢者、障害者、子どもを育成する家庭そ

の他住宅の確保に特に配慮を要する者）の

民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図

るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務

保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅

情報の提供・相談、見守りなどの生活支援

等を実施する法人として都道府県が指定す

るもの。 

 

グループホーム 

認知症高齢者や障害者等が、食事提供そ

の他の日常生活の支援を受けながら、地域

で少人数の共同生活を行う居住の場のこ

と。 

 

ゲートキーパー 

自分や家族、友人など身近な方のからだ

やこころのストレスサインに早めに気付き、

必要時、相談窓口に橋渡しを行い、「生きる

ことを支援する」役割の人をいう。 

 

（さ） 
災害ボランティアコーディネーター 

被災者からの支援要請（ニーズ）と災害

ボランティア活動とをつなぐ役割を担当す

る。具体的には、被災者からのニーズを受

けて、被災者とよく打合せ、場合によっては

現場を訪問して被災状況を確認し、どのよ

うな支援活動をするのか決定する。その一

方で、災害ボランティアとして活動する人

を受け付け、ニーズとのマッチングを行う。

また、災害ボランティアが安全に活動でき、

被災者が安心して支援を受けられるよう、

様々な配慮をし、相談を受け、調整役を務

める。 

 

在宅医療 

外来や入院ではなく、自宅などの生活の

場で日常的な医学的管理と適切な介護を

提供することで、在宅での療養生活を可能

とする医療のこと。医師や看護師等の医療

職と、ケアマネジャー、ヘルパー等の介護職

が連携し、それぞれの専門性を発揮しなが

らチームケアで患者の在宅生活を支えてい

る。 

 

サロン 

閉じこもりや孤独・孤立等の解消に向け

「楽しく 気軽に 無理なく」を基本として、

地域・地区の住民の方々が自主的に取り組

む、お茶とおしゃべりを中心に楽しむ仲間

づくりの活動。 

 

ジェンダーアイデンティティ 

185 
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自己の属する性別についての認識に関

するその同一性の有無または程度に係る意

識をいう。 

 

ジェンダー主流化 

男女だけではなく LGBTQ など多様な

性を含めたすべての人が等しく利益を受け

ることができ、また不平等が永続しないよ

う、施策・事業・組織運営における計画・実

施・評価の各プロセスに、ジェンダーの視点

を反映させること。 

 

社会福祉協議会 

社会福祉法に基づきすべての都道府県・

市区町村に設置され、地域住民や社会福祉

関係者の参加により、地域の福祉推進の中

核としての役割を担い、地域福祉活動推進

のための様々な活動を行っている非営利

の民間組織のこと。 

 

瞬間ボランティア 

「ながら見守り活動」を推進するため、い

つでもどこでも困っている誰かのために、

自然に、瞬間的に「声かけ」や「手助け」など

の活動ができる人を「瞬間ボランティア」と

位置づけ、講習会を開催し育成を図ってい

ます。 

 

自立支援協議会 

障害者総合支援法（障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法

律）の規定に基づき、関係機関等が相互の

連絡を図ることにより、地域における障害

者等への支援体制に関する課題について

情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化

を図るとともに、地域の実情に応じた体制

の整備について協議を行う会議のこと。 

 

スクールソーシャルワーカー 

福祉分野に関する専門的な知識や技術

を用いて、家庭や福祉関係施設など関係機

関と連携しながら、児童・生徒を取り巻く環

境に働きかけて支援を行う福祉の専門職。 

 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステ

ム 

精神障害の有無や程度にかかわらず、誰

もが地域の一員として安心して自分らしい

暮らしをすることができるよう、医療、障害

福祉・介護、住まい、社会参加（就労など）、

地域の助け合い、普及啓発（教育など）が包

括的に確保された地域の重層的な連携に

よる支援体制・仕組みのこと。 

 

性的マイノリティ 

「性的少数派」「セクシュアル・マイノリティ」

とも表現される。「からだの性」と「自認する

性」が異なる人や、「好きになる性」が同性

である人など、多数派とは違う性のあり方

を持つ人々、すべてを含んだ言葉。 

 

制度の狭間 

ひきこもりや不登校、いわゆるごみ屋敷

など、公的サービスでは対象とならない福

祉ニーズや生活課題が生じている状態。 

 

世田谷いきいき体操 

手首や足首におもりをつけて、上げ下げ

などの運動を行うことで、日常生活動作と

関連のある筋力を維持・向上させる世田谷

区独自の体操。 

 

18６ 
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世田谷区基幹相談支援センター 

障害者総合支援法（障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法

律）の規定に基づき、地域における障害の

ある方に対する相談支援の中核的な役割

を担う機関として、世田谷区が設置してい

る機関のこと。 

 

世田谷版ネウボラ 

妊娠期から就学前までの切れ目ない支

援を行うことを目的として、区・医療・地域

が連携し、すべての妊産婦や乳幼児を育て

る家庭に寄り添い相談線を行う、顔の見え

る顔の見えるネットワーク体制 

 

世田谷ボランティア協会 

世田谷のまちに暮らす人々によって支え

られている、地域に根差した民間のボラン

ティア活動推進機関。世田谷にボランティ

ア活動の芽を育て、広げ、深め、高めること

を目的に、草の根のボランティアたちと行

政機関が話し合い、１９８１年に誕生。 

 

せたミール 

スーパーマーケット・小売店・飲食店等へ

の協力を得て、区民が気軽に適切な量の野

菜や食塩を体験できるバランスのよい食事

をいう。 

 

（た） 
多頭飼育崩壊 

飼っているペットが、飼い主自身で管理

しきれない数に増えてしまうことにより、飼

い主の生活状況、動物の状態、周辺の生活

環境などが悪化することをいう。 

 

地域子育て支援コーディネーター 

「おでかけひろば」の中など区内６か所に

配置されており、研修を受けたスタッフが、

身近な場所で相談者に寄り添いながら、生

活に密着した地域の民間情報や公的な支

援情報などの提供や相談支援を行ってい

る。 

 

地域障害者相談支援センター「ぽーと」 

障害者総合支援法（障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法

律）の規定に基づく地域生活支援事業の１

つで、障害児（者）や家族等からの相談に応

じ、必要な情報の提供及び助言を行うとと

もに、障害者等に対する虐待の防止及びそ

の早期発見のための関係機関との連絡調

整その他の障害者等の権利の擁護のため

に必要な援助を行う事業のこと。世田谷区

では社会福祉法人等に事業委託し、愛称を

「ぽーと」としている。 

 

地域保健福祉審議会 

世田谷区地域保健福祉推進条例に基づ

き、区の地域保健福祉に係る施策を総合的

かつ計画的に推進する上で必要な事項を

調査審議するため設置された区長の附属

機関のこと。学識経験者、福祉・医療関係者、

及び区民等の委員で構成されている。 

 

地区連携医事業 

各地区に担当の医師（地区連携医）を配

置し、あんしんすこやかセンターが行う様々

な活動の場で、医療的助言を通してあんし

んすこやかセンターの行うケアマネジメント

支援や、地区における医療・介護関係者の

連携を進める事業のこと。 

18７ 
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中間的就労 

ボランティア活動や軽作業など、一般就

労と福祉的就労（障害福祉サービスのもと

で行われる就労）の間に位置する就労。 

 

DX（デジタルトランスフォーメーション） 

デジタル技術の導入や活用をきっかけに、

ビジネスだけでなく、人々の生活をより良

い状態へ変革すること。 

 

DV 

配偶者や恋人等の親密な関係間で起こ

る暴力のこと。同棲していない恋人の間で

おこるデートDVもドメスティック・バイオレ

ンスの一形態である。男女間だけではなく、

同性同士のカップルの暴力もある。なお、

子どもの見ている前で配偶者間で暴力を

振るうこと（面前 DV）は子どもへの心理的

虐待にもあたる。 

 

閉じこもり 

高齢者が１日のほとんどを家の中あるい

はその周辺で過ごし、日常の生活行動範囲

がきわめて縮小している状態や、家の外へ

出られる状態であるにもかかわらず、家か

ら外に出ない状況で、社会的な関係性が失

われている状態をいう。 

 

（な） 
認知症初期集中支援チーム事業 

認知症（疑い含む）の高齢者や家族等を

対象に、看護師、医師等の専門職からなる

「認知症初期集中支援チーム」が定期的に

（原則 6 ヶ月程度）家庭訪問し、集中的に支

援を行うことにより、認知症に関する正し

い情報提供のほか、認知症の進行や介護に

関する心理的負担の軽減、医療・介護サー

ビスの円滑な導入等を図り、支援体制を作

ることを目指す、介護保険法地域支援事業

に基づく事業。 

 

（は） 
8050問題 

８０歳代の親と５０歳代の子の組み合わ

せによる生活問題。高齢者である親が、ひ

きこもり状態などにある単身・無職の子を

支えている家庭で、背景には家族や本人の

病気、親の介護、離職、経済的困窮や人間

関係の孤立など複合的課題を抱え、地域か

らの孤立の長期化など社会的な課題として

顕在化している。 

 

ピアサポート 

自分の疾病や障害の経験を活かし、大切

にしながら行う様々な活動のこと。同じ疾

病や障害がある仲間に対する活動や、地域

や区民等に対する疾病や障害についての

理解促進のための活動などがある。 

 

フレイル 

加齢に伴い、体力や気力が低下し食欲や

活動量が低下して虚弱になっていく状態。 

 

ヘルスリテラシー 

健康に関する情報を探し出し、理解して、

意思決定に活用し、適切な行動に繋げる能

力のことをいいます。ヘルスリテラシーが

高い人は、適切な健康行動をとりやすく、そ

の結果、疾病にかかりにくく、かかっても重

症化しにくいことが知られています。 

 

18８ 
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防災塾 

「発災後72時間は地区の力で乗り切る」

をスローガンとして、平成２６年度より各地

区において、災害時に想定される課題の発

見とその対応策を検討し、地区防災計画案

の作成を行い、その後の検証・取り組みを

実施している。 

 

ポピュレーションアプローチ 

疾患を発症しやすい高いリスクを持った

個人に対象を絞り込んだ予防方法をハイリ

スクアプローチということに対し、対象を一

部に限定しない、集団全体に対する予防方

法。 

 

ボランティアビューロー 

ボランティア活動をしようとする方とそ

の力を必要とする方からの相談を受けて、

よりよい出会いをコーディネートする地域

の活動拠点。学習会や各種講座を開催し、

活動を応援するとともに、地域の支え合い

の輪が広がるように、ボランティアに関わ

る方が集う交流の場をつくる。 

 

（ま） 
ミニデイ 

サロン活動を基本に、会食、レクリエーシ

ョン、健康体操など心身機能の維持や寝た

きり予防等を目的に加えた活動。 

 

民生委員・児童委員 

民生委員は、民生委員法に基づき厚生労

働大臣から委嘱された非常勤の地方公務

員のこと。住民の立場に立った相談・助言・

援助を行い、関係機関と協力して、社会福

祉の推進をめざし、自主的・主体的な活動

を行っている。児童委員も兼ねていて、児

童福祉の向上にも努めている。児童委員は、

地域の子どもたちを見守り、子育ての不安

や妊娠中の心配事等の相談を行う。 

 

（や） 
ヤングケアラー 

家族の介護その他の日常生活上の世話

を過度に行っていると認められる子ども・

若者。 

 

要保護児童対策地域協議会 

要保護児童の適切な保護、支援等を行う

ため、子どもに関係する機関等により構成

される子どもを守る地域ネットワークのこ

と。世田谷区では「要保護児童支援協議会」

と呼称している。 

 

（わ） 
若者総合相談センター「メルクマールせた

がや」 

世田谷若者総合支援センター内にあり、

様々な理由から社会との接点を持てず、社

会的自立に向けた一歩を踏み出すことがで

きない、ひきこもりなどの生きづらさを抱

えた若者等の支援を目的としている。令和

４年度、世田谷ひきこもり相談窓口「リンク」

の開設に伴い年齢上限を撤廃し、中高生世

代以上の世田谷区民の方・その家族を対象

に、ひきこもり等悩み相談、社会参加への

きっかけ作り、各種セミナー、各種プログラ

ム等を実施している。 
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世田谷区成年後見制度利用促進基本計画 

 

令和６～１３年度（2024～2031 年度） 

 

（案） 

 

～尊厳のある自分らしい生活の継続と 

地域社会へ参加できる地域づくりをめざして～ 

 

 

 

 

令和６年（２０２４年）２月 
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第１章 計画の概要                    

１ 計画策定の背景 

 成年後見制度は、認知症や知的・精神障害等により判断能力が十分でなくなり、自

分一人では、契約や財産管理などが難しい方でも、自分らしく安心して暮らせるよう

に、その方の権利を守り、法的に支援する制度です。 

 超高齢社会を迎え、認知症高齢者が増加している中、この制度を十分に普及させて

いくために、国は、平成 28 年５月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」を

施行しました。この法律では区市町村に対して、制度利用の促進に関する基本的な計

画を定め、必要な体制の整備を講ずるよう努めることと明示されたことを踏まえて、

区では「世田谷区成年後見制度利用促進基本計画（令和３年度～令和５年度）」を策定

しました。 

この計画に基づき、世田谷区社会福祉協議会（以下「社協」という。）が設置する成

年後見センターを中核機関として位置づけ、広報・相談、制度の利用促進、親族等の

後見人支援等の機能を担うとともに、弁護士、司法書士、医師などの職能団体や支援

機関、民間の金融機関を構成員とした地域連携ネットワーク会議（協議会）を開催し、

成年後見制度に関する課題解決に向けた検討や、情報共有等を行うなど、制度の利用

促進に向けて取り組んでいます。 

 一方、国は、新たに令和４年３月に「第二期成年後見制度利用促進基本計画～尊厳

のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進～」（以

下「第二期計画」という。）を策定しました。この第二期計画においては、国連の障害

者権利委員会による対日審査の状況を踏まえて見直しを行うべきとの指摘が示され

ているところであり、対日審査の経過等に留意しつつ、現行の成年後見制度の見直し

に向けた検討を進めていくこととしています。 

 障害の有無にかかわらず、本人の意思決定は最大限尊重され、その権利を擁護し、

支援する制度が求められています。 

 このような背景を踏まえ、区は新たに「世田谷区成年後見制度利用促進基本計画 

令和６～１３年度（2024～2031 年度）」を策定し、制度の利用促進に向けて、取り組

むものとします。 

 

２ 計画の位置付け及び計画期間 

（１）計画の位置付け 

 成年後見制度の利用の促進に関する法律第 14 条第１項の規定に基づく市町村計画

として位置付けます。 

 また、世田谷区地域保健医療福祉総合計画（以下「総合計画」という。）に包含され

るものとします。 
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（２）計画期間 

 総合計画期間に合わせて、令和６年度から令和１３年度までの８年間を計画期間と

します。 

 

３ 成年後見制度におけるＳＤＧｓへの貢献 

「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」とは、「誰一人取り残さない」という理念の

もと持続可能なより良い社会を構築するという世界的な目標で、平成 27 年９月の

国連サミットで採択され、令和 12 年までに世界中で達成すべき事柄として掲げら

れました。17 の大きな目標と、達成するための具体的な 169 のターゲットで構成

されています。 

本計画は、このＳＤＧｓの理念のもと、年齢、性別、LGBTQ などの性的指向及び

ジェンダーアイデンティティ、国籍、障害の有無などにかかわらず、互いの差異や

多様性を認めあう、社会的包摂の考え方を基本とするとともに、あらゆる施策にジ

ェンダー平等の視点を取り入れる「ジェンダー主流化」の観点から、各施策を推進

します。 

 

【特に本計画と関連する目標】 

 
アイコン ゴールの名称等 アイコン ゴールの名称等 

 

3 すべての人に健康と福祉を 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活

を確保し、福祉を促進する  

10 人や国の不平等をなくそう 

各国内及び各国間の不平等を是正する 

 

5 ジェンダー平等を実現しよう 

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女

児の能力強化を行う 

 

16 平和と公正をすべての人に 

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を

促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供

し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任の

ある包摂的な制度を構築する 
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第２章 成年後見制度の現状と課題                    

１ 全国の現状  

（１）成年後見制度の利用者数 

平成 28 年の成年後見制度の利用の促進に関する法律施行後、一貫して増加してい

ます。令和３年度の総人口に占める全国の利用者数の割合は、「0.19％」でした。 

なお、参考までに、東京都人口に占める東京都の利用者数の割合は、「0.19％」で、

世田谷区人口に占める世田谷区の利用者数の割合は、「0.17％」となっています。 

 

種別 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

後見 171,858件 174,680件 177,244件 178,316件 

保佐    38,949件    42,569件    46,200件 49,134件 

補助      10,983件      12,383件      13,826件 14,898件 

任意      2,652件      2,655件      2,663件 2,739件 

合計 224,442件 232,287件 239,933件 245,087件 

※厚生労働省「成年後見制度の現状（令和 5年 5月）」より抜粋 

（２）成年後見制度申立ての件数 

平成28年の成年後見制度の利用の促進に関する法律施行後、増加傾向にあります。 

 

種別 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

後見 26,476件 26,367件 28,052件 27,988件 

保佐    6,745件    7,530件    8,178件 8,200件 

補助      1,990件      2,600件      2,795件 2,652件 

任意      748件      738件      784件 879件 

合計 35,959件 37,235件 39,809件 39,719件 

※最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況（令和 4年 1月～12月）」より抜粋 

  



 

196 

２ 区の現状 

（１）認知症高齢者及び障害者等の状況 

 世田谷区の高齢者人口は増え続けており、中でも後期高齢者（75歳以上）が増えて

います。特に、成年後見制度等の支援が必要と推定される、認知症の日常生活自立度

の判定がⅡ以上の方の人数は、４年間で約 1,200人増加しています。 

また、精神障害者の方も、４年間で 1,800人増加しています。 

 

 平成30年度末 令和元年度末 令和 2年度末 令和 3年度末 令和 4年度末 

① 38,756人 39,505人 40,045人 40,934人 41,143人 

② 23,441人 23,990人 24,090人 24,413人 24,681人 

②／① 60.5％ 60.7％ 60.2％ 59.6％ 60.0％ 

① 第１号被保険者の要介護認定者 

② 認知症の日常生活自立度の判定がⅡ以上の方 

 

 平成30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

③ 19,947人 19,215人 19,231人 18,815人 18,516人 

④ 4,474人 4,199人 4,292人 4,276人 4,366人 

⑤ 5,648人 6,187人 6,715人 6,794人 7,448人 

③ 身体障害者手帳所持者 ④ 愛の手帳所持者 ⑤ 精神障害者保健福祉手帳所持者 

 

（２）成年後見制度の利用者数 

利用者数は、平成 30年度以降、年間 1,600件前後で横ばいです。 

 

種別 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

後見 1,257件 1,241件 1,186件 1,160件 

保佐    236件    245件    263件 266件 

補助      75件      78件      83件 92件 

任意      41件      46件      53件 53件 

合計 1,609件 1,610件 1,585件 1,571件 

※東京家裁（立川支部含む）が管理している数を集計 

 

（３）成年後見センターでの相談件数 

成年後見センターにおける相談件数は、ここ数年増加傾向です。 

 

平成30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

1,445件 1,360件 1,489件 1,678件 1,981件 
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（４）成年後見区長申立ての件数 

令和４年度の直接的要因は不明ですが、地域連携ネットワークの構築や支援者向け

研修などにより成年後見制度の理解が進んだものと考えられます。 

 

平成30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

67件 52件 44件 47件 76件 

 

（５）区民成年後見人の状況 

 平成30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

① 159人 165人 165人 157人 159人 

② 17件 11件 8件 16件 12件 

①区民成年後見支援員登録者   ②区民成年後見人新規受任件数 

 

（６）認知度調査結果 

令和５年度に実施した区政モニターアンケートでは、成年後見制度の認知度は

58.2％（｢よく知っている｣(13.8％)「少し知っている」（44.4％）となり、前回調査か

ら 3.2ポイント下がりました。（対象者数 200人 有効回答数 196人） 

 

認知度 令和 3年度 令和 5年度 

よく知っている 11.1％ 13.8％ 

少し知っている 50.3％ 44.4％ 

よく知らないが聞いたことがある 28.0％ 28.6％ 

全く知らない 10.1％ 13.3％ 

無回答   0.5％ 0％ 

 

（７）報酬助成の件数 

報酬助成については、一貫して増加傾向にあります。 

 

平成30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

30件 45件 55件 60件 66件 
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３ 現状からみえた課題 

  全国的な傾向や世田谷区の現状を踏まえ、以下のとおり課題を整理しました。 

 

（１）成年後見制度の利用に関する課題 

認知症高齢者や精神障害者等の成年後見制度等の支援が必要と推定される方が増

加し、相談件数も増加しているにも関わらず、利用者数が伸びない原因は、制度自体

の難しさや申立ての煩雑さ、そして費用面にもあると考えられます。 

制度を必要としている方が利用しやすく感じていただくために、制度の普及啓発と

相談体制の充実及び申立て手続き支援が重要です。特に、自ら助けを求めることが難

しい方については、支援者及び親族などの支援関係者が必要な支援に繋げていくこと

が重要です。また、費用を負担することが難しい方への申立て費用及び報酬の助成も

必要です。 

 

（２）支援する側のスキルアップ 

制度を利用すべきですが、本人が利用を拒否したり、必要性を自覚していなかった

り、親族から制度の利用を拒否されるケースが多くあり、支援者は対応に苦慮してい

ます。 

また、認知症、精神障害、知的障害と生活困窮等の課題が複合化して対応に時間を

要するケースが増加しており、後見人等が選任された以降も支援者によるチーム支援

が重要です。 

支援においては、利用者が適切に意思決定支援を受けられるよう、支援者に対して

意思決定支援の理解を浸透させていくなど、支援する側の更なるスキルアップが必要

です。 

 

（３）担い手の確保・育成 

団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年問題を踏まえ、成年後見制度等の支援が必

要と推定される方が増加し、今後、制度の需要が高まることが想定される中、地域共

生社会の実現のためにも、区民後見人等の育成・活躍支援を推進する必要があります。 

また、中核機関を担う社協では、法人後見を受任しています。虐待等の対応が複雑

で時間を要するケースや、低所得で後見報酬を得られないケース、長期間の受任とな

る若年の障害者等を中心に受任していますが、今後もこのような状況が増えることが

想定される中で、永続的、安定的に受任を求められる法人後見業務を担っていくこと

は大きな課題となっています。そこで、社協以外の新たな法人後見の担い手の確保が

必要です。 
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第３章 計画の考え方と施策の目標                    

１ 計画の考え方 

 基本目標 

  

 

 

 

  

第二期計画の基本的な考え方である「地域共生社会の実現に向けた権利擁護の推

進」、世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の基本理念である「住み慣れた

地域で支えあい、自分らしく安心して暮らし続けられる地域社会の実現」と成年後見

制度の趣旨でもある「ノーマライゼーション、自己決定権の尊重」を踏まえて、本計

画の基本目標とします。 

 

 基本目標の実現に向けて、以下の施策の目標を定めます。 

  

   

 

 

 

 

  

地域共生社会の実現に向け、認知症や知的・精神障害等により判断能力が十分で

はない方も、等しく個人としての尊厳が重んじられ、自発的意思が尊重され、自

分らしい生活の継続と地域社会への参加ができる、地域づくりをめざす 

 

【目標１】成年後見制度の普及啓発及び利用促進 

 

 
【目標２】権利擁護支援の地域連携ネットワークの強化と支援者のスキルアップ 

本人がメリットを実感できる制度の運用 

 

 
【目標３】成年後見人等の担い手の確保・育成の推進 
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２ 施策の目標 

【目標１】成年後見制度の普及啓発及び利用促進 

 

（１）取組みの方向性 

制度利用が必要な場合でも自ら助けを求めることが難しい方に対し、支援者等が必

要な支援に繋げていくことが重要となります。そのために、支援者に対する制度の普

及啓発を今後重点的に取り組みます。また、費用を負担することが難しい方への申立

て費用及び報酬助成の仕組みを検討し、制度の利用促進に繋げていきます。 

 

（２）主な取組み内容 

① 成年後見制度の普及啓発 

区のおしらせや成年後見制度ハンドブック、区、社協のホームページを利用して啓

発を行っていきます。啓発用通信を発行し制度の周知と利用案内を行ない、利用促進

を図ります。 

また、弁護士による申立てや制度説明を目的とした「成年後見セミナー」や、遺言

や相続、自分の将来を考えるきっかけとする「老い支度講座」を実施し、法定後見制

度や任意後見制度の普及に引き続き取り組んでいきます。 

なお、任意後見制度を適切に運用するため、適切な時機に任意後見監督人の選任の

申立てが行われるよう中核機関やあんしんすこやかセンター等の関係機関と権利擁

護支援チーム（※）が連携していきます。 

さらに、区は区民の成年後見制度に対する認知度を、区政モニターなどを活用して

定期的に把握し、認知度が上がるよう、普及啓発に努めます。 

認知度 令和 7年度 令和 9年度 令和11年度 令和13年度 

よく知っている 14％ 16％ 18％ 20％ 

少し知っている 54％ 56％ 58％ 60％ 

 

※権利擁護支援チームとは、権利擁護支援が必要な人を中心に、本人の状況に応じ、

本人に身近な親族等や地域、保健、福祉、医療の関係者などが、協力して日常的に

本人を見守り、本人の意思及び選好や価値観を継続的に把握し、必要な権利擁護支

援の対応を行う仕組み。 

 

② 成年後見制度の相談支援 

判断能力が低下した高齢者や障害者の生命・財産を守り、地域での生活を継続でき

るよう、相談員による専門相談、各地域での相談会、弁護士による無料の専門相談（「あ

んしん法律相談」）を実施し、成年後見制度の利用促進を引き続き行っていきます。 

権利擁護支援を必要としている方は、判断能力等の状態や取り巻く生活の状況によ

り、その人らしく日常生活を送ることができなくなったとしても、自ら助けを求める

ことが難しく、自らの権利が侵されていることに気づくことができない場合もありま

す。本人らしい生活を継続するためには、地域社会がこうした状況に気づき、意思決
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定の支援や必要に応じた福祉や医療等のサービスの利用に繋げることが重要です。そ

のために、引き続き支援する側として、主に区職員、あんしんすこやかセンター、ケ

アマネジャー、民生委員・児童委員など福祉関係者のほか、医療関係者への制度周知

に取り組んでいきます。 

また、後見人選任後の様々な課題の相談についても中核機関である成年後見センタ

ーで対応するとともに、後見人選任後の相談窓口の周知を図ります。 

  

③ 申立て及び親族後見人支援 

後見等申立てを考えている方へ申立て支援を行い、希望する方については、後見人

の候補者の推薦を成年後見センターで行っていきます。 

親族が後見業務を行う場合に、安心して業務に取り組むことができるよう、相談会

の実施や定期報告書類作成を援助するなど後見人等の活動を支援します。 

また、親族後見人等が相談しやすくなるよう、タブレットを用いての相談対応につ

いて検討します。 

 

 

④ 成年後見区長申立ての実施 

区長が老人福祉法等に基づき、家庭裁判所に後見等開始の申立て手続きを行います。 

申立てにあたっては、庁内検討会や成年後見センター事例検討委員会において、後

見等の業務内容の検討や後見人等の候補者の推薦等を行い、迅速かつ円滑な制度利用

に繋げます。 

 

⑤ 申立て費用及び後見報酬の助成 

 家庭裁判所に申立てする場合、申立て費用が必要となりますが、生活保護受給者や

住民税所得割非課税などで申立て費用を支払うことが困難である方に対し、申立て費

用の助成を行います。なお、弁護士や司法書士などの専門家に申立ての手続きを依頼

した場合の支援手数料も助成対象としており、煩雑な手続きは専門家に任せ、気軽に

事業名 令和 5年度 

（実績見込） 

令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 

相談件数 1,800件 1,850件 1,900件 1,900件 1,900件 

事業名 令和 5年度 

（実績見込） 

令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 

申立て支援件数 95件 100件 105件 110件 110件 

親族後見人継続

支援件数 
10件 10件 10件 10件 10件 

事業名 令和 5年度 

（実績見込） 

令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 

区長申立て件数 54件 75件 75件 75件 75件 
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制度を利用できるよう支援します。 

また、後見人等や後見監督人等が選任された場合、報酬が必要となりますが、申立

て費用の助成と同様、生活保護受給者や住民税所得割非課税などで報酬を支払うこと

が困難である方に対し、報酬の助成を行います。 

 

 

【目標２】権利擁護支援の地域連携ネットワークの強化と支援者のスキルアップ 

 

（１）取組みの方向性 

 課題が複合化して対応に時間を要するケースが増加しており、より一層、権利擁護

支援チームによる支援や意思決定支援が重要となっています。中核機関は確実にチー

ムによる支援が行えるよう、権利擁護支援の地域連携ネットワークの強化に努めると

ともに、意思決定支援の取組みを浸透させるため、支援者向け研修の充実を図ります。

研修は、オンラインの活用を進めます。また、支援者が必要に応じて法律・福祉の専

門職の助言が得られるよう、専門職による相談機能を充実させていきます。 

 

（２）主な取組み内容 

① 権利擁護支援の地域連携ネットワークの強化 

「世田谷区成年後見制度利用促進基本計画（令和３年度～令和５年度）」に基づき

構築した地域連携ネットワークを強化していきます。具体的には、世田谷区成年後見

制度地域連携ネットワーク会議において、「後見人等では解決できない共通課題への

支援策の構築」等に取り組み、関係者が円滑かつ効果的に連携・協力して活動できる

ようにします。 

 

 

【参考】権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり 

～地域連携ネットワークの機能を強化するための取組～ 

※厚生労働省「第二期計画の策定について 参考資料」より引用 

 

 地域連携ネットワークの機能を強化するためには、以下の３つの視点を持って自発

的に協力して取り組むことが必要となります。 

 

① 異なる立場の関係者が、各々の役割を理解し、認識や方向性を共有するための「共

通理解の促進」の視点 

② 様々な立場の関係者が新たに権利擁護支援に参画し、取組を拡げていくための「多

様な主体の参画・活躍」の視点 

③ 多くの関係者が円滑かつ効果的に連携・協力して活動するための「機能強化のた

めのしくみづくり」の視点 
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② 支援者による意思決定支援の浸透 

本人の自己決定権を尊重し、本人の意思及び選好や価値観を反映させる意思決定支

援の取組みが支援者や地域住民に浸透するよう研修等を通じて継続的に普及・啓発を

行います。 

 

③ 重層的支援体制整備事業との連携 

成年後見制度利用促進に係る取組みと重層的支援体制整備事業は、地域の多様な主

体が連携して地域の課題に取り組むという共通点を持っています。いずれも地域共生

社会の実現に向け、本人が社会との繋がりの中で生きがいや役割を持って、安心して

暮らしていくことができる環境の整備や地域づくりに繋がるものです。 

両者の効率的・効果的な実施のため、国が実施する両者の制度を理解するための研

修を活用するほか、定期的な事例検討や情報共有の機会を設定します。 

具体的な連携は次のとおり、整理・検討していきます。 

「権利擁護支援の地域連携ネットワークの機能」を強化するための取組 

「
共
通
理
解

促
進
」
の
視
点 

成年後見制度の必要性など権利擁護支援についての理解の浸透（広報含む） 

権利擁護支援に関する相談窓口の明確化と浸透（相談窓口の広報を含む） 

選任の考慮要素と受任イメージの共有と浸透 

意思決定支援や後見人等の役割についての理解の浸透 

「
多
様
な
主
体
の
参
画
・

活
躍
」
の
視
点 

地域で相談・支援を円滑に繋ぐ連携強化 

中核機関と各相談支援機関との連携強化 

都道府県と市町村による地域の担い手（市民後見人、後見等実施法人）の育成 

専門職団体による専門職後見人の育成 

地域の担い手（市民後見人、後見等実施法人）の活躍支援 

制度の利用者や後見人等からの相談等を受ける関係者（当事者団体、専門職団体）

との連携強化 

「
機
能
強
化
の
た
め
の
し
く
み

づ
く
り
」
の
視
点 

各相談支援機関等の連携のしくみづくり 

成年後見制度の利用の見極めを行うしくみづくり 

成年後見制度以外の権利擁護支援策の充実・構築 

後見人等候補者の検討・マッチング・推薦のしくみづくり 

市町村と都道府県による市長村長申立て・成年後見制度利用支援事業を適切に実

施するための体制の構築 

後見人等では解決できない共通課題への支援策の構築 

家庭裁判所と中核機関の適時・適切な連絡体制の構築 

 



 

204 

ア 多機関協働事業者と中核機関の連携 

  中核機関において受け付けた相談のうち、本人やその世帯の抱える課題が複雑

化・複合化しており、従来の支援体制では対応が難しい事例については、多機関

協働事業者に繋ぎ、各支援関係機関と連携して支援にあたります。 

また、多機関協働事業者に繋がれた事例のうち、特に、権利擁護支援に関する

課題を抱えた方については、多機関協働事業者と中核機関が連携して対応します。 

 

イ 重層的支援会議・支援会議における中核機関の参加 

  重層的支援会議・支援会議において、本人やその世帯に対して権利擁護支援が

必要な場合には、中核機関に参加を依頼します。 

 

ウ 包括的相談支援事業と成年後見制度利用促進に係る取組みの連携 

  中核機関と包括的相談支援事業者が情報交換や事例検討を行うなど連携して

対応します。 

  また、中核機関においても、介護や障害、子ども、生活困窮等の他制度による

支援が必要な場合は、各支援機関と連携し、支援します。 

 

エ アウトリーチ等を通じた継続的支援事業と成年後見利用促進に係る取組みの

連携 

  アウトリーチ支援事業者において、権利擁護支援に関して、支援の手が届いて

いない方への支援を行う際は、中核機関が連携しながら対応します。 

  また、中核機関においても、複雑化・複合化した課題を抱えていても支援の手

が届いていない方に対して支援を行う場合は、アウトリーチ支援事業者と連携し

て支援を実施します。 

 

オ 参加支援事業と成年後見制度利用促進に係る取組みの連携 

  区民成年後見支援員の活躍の場として、参加支援の取組みに協力します。 

また、成年被後見人に対する支援において、既存の事業や既存のチームでは対

応できない個別ニーズ等を抱えており、社会参加に向けた支援を行う必要性があ

る場合には、参加支援事業者、成年後見人等などが連携して対応します。 

   

④ 必要に応じた法律・福祉等の専門職による相談機能の充実 

事例検討委員会において、後見人等の候補者の選定だけでなく、受任後の事例につ

いて、相談・助言できるよう事例検討委員会の機能の充実と活用を図ります。 
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【目標３】成年後見人等の担い手の確保・育成の推進 

 

（１）取組みの方向性 

 区民成年後見人の育成はもとより更なる活躍支援のため、専門職の受任ケースを区

民成年後見人がスムーズに引き継ぐことができるよう検討し、より幅広い受任ルート

を確保します。また、法人（組織）として受任すべきケースの受け皿を確保するため、

法人後見の新たな担い手の育成を行っていきます。 

 

（２）主な取組み内容 

① 区民成年後見人の養成及び活動支援 

成年後見制度利用促進法に基づき、増加する高齢者や障害者の権利擁護を支援する

体制を確保するため、区民成年後見人養成研修を開催し、区民成年後見人を養成して

いきます。修了者は、区民成年後見支援員に登録して社協の法人後見ケースの支援員

活動や研修を通して知識やスキルの向上も図りつつ区民成年後見人の受任を目指し

ます。 

また、成年後見制度の利用支援・普及啓発などを地域で行う人材としても、育成し

ていきます。 

なお、区民成年後見人が後見人に就任した場合には、社協が監督人に就き、後見業

務の支援や家庭裁判所への報告資料の確認等を実施し、制度の適正な運用を行ってい

きます。 

 

② 専門職後見人受任ケースを区民成年後見人に引き継ぐ方式の検討 

区民成年後見人の活躍の機会を増やすため、社協が法人として受任しているケース

で、課題がある程度落ち着いたものは、区民成年後見人に引き継ぎます。 

さらに、専門職が受任しているケースを区民成年後見人に引き継げるよう基準や検

討のしくみづくりを進めていきます。 

 

③ 法人後見の新たな担い手の育成 

中核機関は、比較的長期間にわたり制度を利用される障害者や、対応に時間を要す

る事例など、制度利用の増加が見込まれる中、新たな法人後見の担い手確保のため、

法人後見実施団体を育成するためのしくみや基準づくりを進め、法人後見実施団体と

の情報共有や交流に取り組むとともに、新たな法人が法人後見を実施する際には、監

督人を積極的に受任し社協で蓄積した法人後見のノウハウや経験を提供し、支援して

いきます。 

  

事業名 令和 5年度 

（実績見込） 

令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 

区民成年後見人

等受任者数 
61人 61人 61人 61人 61人 
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【参考】報酬助成について（※事務費は助成対象外） 

後見人等への報酬を支払うことが困難で、一定の要件に当てはまる方に報酬を助成し

ます。 

◆助成の対象 

 成年後見人・保佐人・補助人・成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人への報酬 

◆助成の対象となる方 

（１）助成金の交付申請日において生活保護法に基づく保護を受けている方 

（２）生活保護を受けていない者であって、後見人等の報酬を負担した後の収入資産

等の額が生活保護法に基づく保護の基準により算出された最低生活費を下回り、

かつ現金預金が 100万円未満の方 

（３）助成金の交付申請日において住民税が所得割非課税であり、かつ後見人等の報

酬を負担した後の現金預金が 100万円未満の方 

（４）助成金の交付申請日において介護保険法施行規則第 113条第 4号又は障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第 27 条に規定す

る境界層に該当し、かつ、後見人等の報酬を負担した後の現金預金が 100万円未

満の方 

◇申請を行う前に死亡した場合 

当該後見人等が家事事件手続法に基づき報酬の付与に係る審判を受けており、 

かつ、報酬に充てる相続財産がない者で、次のいずれかに該当するとき 

（１）当該後見人等が後見等の事務を行った期間において、被後見人等が生活保護

法に基づく保護を受けていたこと。 

（２）生活保護を受けていなかった者であって、後見人等の報酬を負担した後の収

入、資産等の額が生活保護法に基づく保護の基準により算出された最低生活費

を下回ること。 

（３）当該後見人等が後見等の事務を行った期間において、被後見人等の住民税が

所得割非課税であったこと。 

（４）当該後見人等が後見等の事務を行った期間において、被後見人等が介護保険

法施行規則第 113条第 4号又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律施行規則第 27条に規定する境界層に該当したこと。 

◆助成の対象とならない方 

 親族が後見人等の方 

◆助成金の交付額 

 報酬の付与に係る審判により告知された報酬の月当たりの額（28,000 円を上限と

する。）に当該報酬の付与の対象とされた月数を乗じて得た額とする。 

◆申請期限 

 後見人等が報酬の付与に係る審判の告知を受けた日から 90日以内 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◇その他 

 成年後見センターでは、区民成年後見人に報酬を助成しています。 
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【参考】申立費用助成について 

家庭裁判所への申立て費用の負担が困難で、一定の要件に当てはまる方に申立費用を

助成します。 

◆助成の対象となる方 

助成の申請時において、以下の（１）～（４）のすべての要件を満たしている方。 

（１）審判の対象者又は審判の申立者であること。 

（２）審判の対象者が、次のアからカまでのいずれかに該当すること。 

ア 世田谷区の生活保護法に基づく保護を受けていること。 

イ 世田谷区に住民登録を有していること。 

ウ 世田谷区が行う介護保険の被保険者であること。 

エ 世田谷区が行う国民健康保険の被保険者であること。 

オ 世田谷区による老人福祉法に基づく措置を受けていること。 

カ 世田谷区による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため 

の法律に基づく支給決定を受けていること。 

（３）審判の対象者及び審判の申立者の両者が、次のアからエまでのいずれかに該当 

すること。 

ア 生活保護法に基づく保護を受けていること。 

イ 生活保護を受けていない者であって、収入、資産等の額が生活保護法に基 

づく保護の基準により算出された最低生活費を下回り、かつ現金預金が 100 

万円未満であること。 

ウ 住民税の所得割が非課税であり、かつ、現金預金が 100万円未満であるこ 

と。 

エ 介護保険法施行規則第 113条第 4号又は障害者の日常生活及び社会生活を 

総合的に支援するための法律施行規則第 27条に規定する境界層に該当し、 

かつ、現金預金が 100万円未満であること。 

（４）助成の申請をしようとする申立費用について、本事業以外の助成制度を利用し、

重複して助成等を受けていないこと。 

◆助成対象経費 

（１）申立て手数料及び後見登記手数料 

（２）審判書の送達・送付費用（返還分を除く。） 

（３）鑑定費用 

（４）診断書作成費用 

（５）住民票の発行手数料 

（６）戸籍謄本の発行手数料 

（７）後見人等の登記がされていないことの証明書の発行手数料 

（８）不動産全部事項証明書の発行手数料 

（９）専門家に申立ての手続きを依頼した場合の支援手数料 

◆助成金の交付額 

（１）助成金の額は、前項に規定する費用として要した額の合計額とする。 

（２）前項にかかわらず、申請時に提出された審判書謄本に、申立手続費用について
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の審判の対象者又は審判の申立者の負担についての指示がある場合の助成金の

額は、前項の額からこれらの者の負担とされた経費の額を控除した額とする。 

（３）助成金の上限額は、１件の審判申立てにつき 30万円とする。ただし、上記（９）

専門家に申立ての手続きを依頼した場合の支援手数料については、20 万円を上

限とする。 

◆申請期限 

 後見人等開始の審判確定日から 180日以内 

 

 

 

【参考】日常生活自立支援事業について 

※原則、在宅サービスであり、入院・入所する前に利用できるサービスです 

 

（１）日常生活自立支援事業とは 

判断能力が十分でない、または生活に不安のある高齢者や障害のある方が住み慣

れた世田谷で安心して暮らせるよう、自宅を定期的に訪問し、福祉サービスに関す

る情報の提供や相談受付、預貯金の払い戻し等の支援、見守りを行う制度です。 

 

（２）事業内容 

① 福祉サービス利用援助 

福祉サービスを安心してご利用できるように、契約手続き等のお手伝いをしま

す。 

    ア 福祉サービスの利用に関する情報の提供、相談 

    イ 福祉サービスの利用における申込み、契約の援助 

    ウ 福祉サービスの利用料金の支払い援助 

    エ 福祉サービスの苦情を解決するための手続きの援助 

② 日常的金銭管理サービス 

   日常の暮らしに欠かせない、金銭の支払いなどをお手伝いします。 

    ア 年金や福祉手当の受領に必要な手続き援助 

    イ 社会保険料、公共料金、家賃などの支払い手続き援助 

    ウ 病院への医療費の支払い援助 

    エ 日常生活に必要な預金の払い戻し、預け入れ、解約の手続き援助 

③ 書類等預かりサービス 

   大切な書類、通帳、印鑑などをお預かりします。 

    ア 年金証書 

    イ 預貯金の通帳 

    ウ 権利証 

    エ 契約書類 

    オ 実印、銀行印 
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（３）利用料金 

福祉サービスの 

利用援助 
日常的金銭管理サービス 料金 

〇 － １回１時間までは 1,000円

（１時間を超えた場合は、

３０分まで 500円を加算） 
〇 通帳を本人が保管する場合 

〇 通帳を預かる場合 

１回１時間までは 2,500円

（１時間を超えた場合は、

３０分まで 500円を加算） 

書類等の預かりサービス（財産保全サービス） １ヶ月 1,000円 

   ※詳細は、社協にご確認ください。 

 

支援を必要とする方の権利が適切に守られるためには、成年後見制度の利用に至る前

から、寄り添った支援が行われる体制も重要です。区としても、成年後見制度の利用

を必要とする方が、適切に日常生活自立支援事業から成年後見制度へ移行できるよう

支援していきます。 
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第４章 計画の推進体制                    

 

区は成年後見の利用を促進するため、成年後見センター運営委員会（関係機関との

連携及び情報共有を推進し、成年後見制度の理解と利用の促進を図るため設置。医療・

法律福祉関係者等により構成）において、専門職や医師、区民などの意見を聴きなが

ら、推進に取り組みます。また、地域保健福祉審議会や世田谷区認知症施策評価委員

会を通じて進捗状況を報告します。 
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第１章 計画の概要                                      

１ 計画策定の主旨                                         

（１）犯罪や再犯者の現状 

全国における刑法犯の検挙人員は、平成 16年（38万 9,297人）をピークに減少を続け、令

和３年（17万 5,041人）には戦後最少となりました。 

刑法犯により検挙された再犯者数は減少傾向にある一方、それを上回るペースで初犯者数も

減少し続けているため、検挙人員に占める再犯者の割合を示す「再犯者率」は上昇傾向にあ

り、令和３年には 48.6％となっています。検挙された人の半数近くが再犯者という状況です。 

再犯防止の取組みは、これまで主に刑事司法機関が実施してきました。しかし、犯罪をした

人等の多くは、安定した仕事や住居が確保できないまま矯正施設を出所する人、薬物等への依

存がある人、高齢者や障害者など、様々な困難を抱えています。再び罪を犯すことを防ぐため

には、地域社会で孤立することなく、必要な支援を受けられる環境づくりが必要です。 

 

（２）国及び東京都の動き 

このような状況を踏まえ、国及び東京都では以下のような動きがありました。 

平成 28年 12月 再犯の防止等の推進に関する法律 制定 

平成 29年 12月 第一次再犯防止推進計画 閣議決定 

令和元年 ７月  東京都再犯防止推進計画 策定 

令和元年 12月  再犯防止推進計画加速化プラン 閣議決定 

令和５年 ３月  第二次再犯防止推進計画 閣議決定 

 

（３）区の計画策定までの動き 

区では、犯罪や非行を防止し、立ち直りを支えることを目的とした「社会を明るくする運

動」をはじめ、保健医療・福祉サービスの利用促進や就労・住居確保の支援など、再犯防止に

資する様々な取組みを進めてきました。 

今後、関係機関や民間団体等と連携して再犯防止の取組みを総合的に推進し、犯罪をした人

等の立ち直りを支え、誰もが安全・安心して暮らせるまちづくりを実現するため、再犯防止推

進計画を策定します。 

 

 

２ 計画の対象者                                           

本計画の対象者は、「再犯の防止等の推進に関する法律」（以下、「再犯防止推進法」という。）

で定める「犯罪をした者等（犯罪をした者又は非行少年若しくは非行少年であった者）」です。 

これには、矯正施設を退所した人だけではなく、検察で不起訴処分（起訴猶予）となった人や

裁判所で刑の執行を猶予された人、保護観察に付された人などが含まれます。 
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３ 計画の位置づけ                                          

再犯防止推進法第８条第１項に規定する地方再犯防止推進計画として、「世田谷区地域保健医

療福祉総合計画」に包含します。 

本計画では、再犯防止を目的とした取組みのほか、保健医療・福祉サービスの利用促進や就

労・住居確保の支援など、再犯防止に資する取組みや副次的な効果として再犯防止につながる取

組みも推進します。 

 

 

４ 計画期間                                              

令和６～13年度（2024～2031年度）（８年間） 

 

 

５ 再犯防止とＳＤＧｓ                                              

  ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは、「誰一人取り残さない」という理念のもと持続可能な

より良い社会を構築するという世界的な目標で、平成 27年９月の国連サミットで採択され、令

和 12年（2030年）までに世界中で達成すべき事柄として掲げられました。17 の大きな目標と、

達成するための具体的な 169 のターゲットで構成されています。 

本計画は、このＳＤＧｓの理念のもと、年齢、性別、LGBTQなどの性的指向及びジェンダーア

イデンティティ、国籍、障害の有無などにかかわらず、互いの差異や多様性を認め合う、社会的

包摂の考え方を基本とするとともに、あらゆる施策にジェンダー平等の視点を取り入れる「ジェ

ンダー主流化」の観点から、各施策を推進します。 

 

 【特に本計画と関連する目標】 

アイコン ゴールの名称等 アイコン ゴールの名称等 

 

3 すべての人に健康と福祉を 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生

活を確保し、福祉を促進する  

10 人や国の不平等をなくそう 

各国内及び各国間の不平等を是正する 

 

4 質の高い教育をみんなに 

すべての人々への包摂的かつ公正な質の高

い教育を提供し、生涯学習の機会を促進す

る  

16 平和と公正をすべての人に 

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会

を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを

提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明

責任のある包摂的な制度を構築する 

 

5 ジェンダー平等を実現しよう 

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び

女児の能力強化を行う  

17 パートナーシップで目標を達成しよう 

持続可能な開発のための実施手段を強化し、

グローバル・パートナーシップを活性化する 

 

8 働きがいも経済成長も 

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべて

の人々の完全かつ生産的な雇用と働きがい

のある人間らしい雇用を促進する 

 

※出典：外務省ホームページ「JAPAN SDGs Action Platform」  
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第２章 再犯防止を取り巻く状況                           

１ 国及び東京都の取組み                                    

（１）国の再犯防止推進計画 

   国は、新たな被害者を生まない安全・安心な社会を実現するために、再犯の防止等に向けた

取組みが重要であるとの認識のもと、平成 28年 12月に「再犯防止推進法」を制定、平成 29

年 12月に「第一次再犯防止推進計画」、令和５年３月に「第二次再犯防止推進計画」を閣議決

定しました。 

第二次再犯防止推進計画では、５つの基本方針の下、７つの重点課題が設定されています。 

 

＜ 基本方針 ＞ 

① 犯罪をした者等が、多様化が進む社会において孤立することなく、再び社会を構成する

一員となることができるよう、あらゆる者と共に歩む「誰一人取り残さない」社会の実現

に向け、関係行政機関が相互に緊密な連携をしつつ、地方公共団体・民間の団体その他の

関係者との緊密な連携協力をも確保し、再犯の防止等に関する施策を総合的に推進するこ

と。 

② 犯罪をした者等が、その特性に応じ、刑事司法手続のあらゆる段階において、切れ目な

く、再犯を防止するために必要な指導及び支援を受けられるようにすること。 

③ 再犯の防止等に関する施策は、生命を奪われる、身体的・精神的苦痛を負わされる、あ

るいは財産的被害を負わされるといった被害に加え、それらに劣らぬ事後的な精神的苦

痛・不安にさいなまれる犯罪被害者等が存在することを十分に認識して行うとともに、犯

罪をした者等が、犯罪の責任等を自覚し、犯罪被害者の心情等を理解し、自ら社会復帰の

ために努力することの重要性を踏まえて行うこと。 

④ 再犯の防止等に関する施策は、犯罪及び非行の実態、効果検証及び調査研究の成果等を

踏まえ、必要に応じて再犯の防止等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者から意

見聴取するなどして見直しを行い、社会情勢等に応じた効果的なものとすること。 

⑤ 国民にとって再犯の防止等に関する施策は身近なものではないという現状を十分に認識

し、更生の意欲を有する犯罪をした者等が、責任ある社会の構成員として受け入れられる

よう、再犯の防止等に関する取組を、分かりやすく効果的に広報するなどして、広く国民

の関心と理解が得られるものとしていくこと。 

 

＜ 重点課題 ＞ 

① 就労・住居の確保等 

② 保健医療・福祉サービスの利用の促進等 

③ 学校等と連携した修学支援の実施等 

④ 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導の実施等 

⑤ 民間協力者の活動の促進等 

⑥ 地域による包摂の推進 

⑦ 再犯防止に向けた基盤の整備等 
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＜国の第二次再犯防止推進計画策定の経緯＞ 

  ※出典：国「第二次再犯防止推進計画（概要）」 

 

 

（２）東京都の再犯防止推進計画 

   東京都は、再犯防止推進法の趣旨や、誰もが社会の一員として共に活動しながら支え合う

「ソーシャル・インクルージョン」の考え方も踏まえ、令和元年７月に「東京都再犯防止推進

計画」を策定しました。 

 

＜ 重点課題 ＞ 

① 就労・住居の確保等 

② 保健医療・福祉サービスの利用の促進等 

③ 非行の防止・学校と連携した修学支援等 

④ 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導・支援等 

⑤ 民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進等 

⑥ 再犯防止のための連携体制の整備等 



217 

 

２ 再犯者に関わる状況                                       

（１）刑法犯検挙者数中の再犯者数及び再犯者率（全国、世田谷区） 

   全国の刑法犯検挙者数は、年々減少しており、再犯者数より初犯者数の減少が上回る状況が

続いています。世田谷区の令和３年の再犯者数は 391人、再犯者率は 45％近くをほぼ横ばいで

推移しており、東京都平均は下回るものの、検挙された人の半数近くが再犯者という状況です。 

  

全 国 

※出典：令和４年度版犯罪白書 

世田谷区 

※出典：法務省矯正局提供資料。20 歳以上の検挙者等のみで、少年の検挙者は含まない。 
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（２）罪名別の再犯者数及び再犯者率（世田谷区：令和３年） 

世田谷区で再犯者数が多い罪名は、窃盗犯で４割を占めています。また、再犯者率について、

窃盗犯と薬物事犯は５割以上となっており、東京都と同様に高い傾向にあります。 

罪名別の再犯者数及び再犯者率 

罪名別の再犯者数の割合 

※出典：法務省矯正局提供資料。20 歳以上の検挙者等のみで、少年の検挙者は含まない。 

 

＜参考：罪名種別＞ 

凶悪犯 ：殺人、強盗、放火、強姦等   粗暴犯 ：暴行、傷害、脅迫、恐喝等 

    窃盗犯 ：万引き、空き巣等       知能犯 ：詐欺、横領、偽造等 

    風俗犯 ：公然わいせつ等      その他刑法犯：公務執行妨害、住居侵入、器物損壊等 

    薬物事犯：覚せい剤取締法、麻薬等取締法、大麻取締法違反 
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（３）年代別・罪名別の検挙者数及び構成比（世田谷区：令和３年） 

世田谷区の年代別の検挙者数（刑法犯及び薬物事犯）は、20～29 歳が 240 人で最も多く、約

2.5割を占めています。また、罪名別では、60歳以上で窃盗犯の割合が顕著に高くなっており、

各年代においても一定の割合を占めています。 

年代別・罪名別の検挙者数 

 

年代別・罪名別の構成比 

※出典：法務省矯正局提供資料。20 歳以上の検挙者等のみで、少年の検挙者は含まない。 
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（４）薬物事犯検挙者数中の再犯者数及び再犯者率（世田谷区） 

   世田谷区の薬物事犯検挙者数及び再犯者数はほぼ横ばいで推移していますが、再犯者率は高

く、特に覚せい剤取締法違反の再犯者率は過去５年平均で約８割となっています。 

また、全国的な傾向として、覚せい剤取締法の検挙者数が減少傾向にある一方、若年層を中心

に大麻取締法の検挙者数が増加しています。 

薬物事犯検挙者数中の再犯者数及び再犯者率 

罪名別の内訳（令和３年） 

※出典：法務省矯正局提供資料。20 歳以上の検挙者等のみで、少年の検挙者は含まない。 
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３ 保健医療・福祉サービスに関わる状況                                         

（１）刑法犯検挙者数中の高齢者率（全国） 

全国の刑法犯検挙者数中の高齢者率は、他の年齢層の多くが減少傾向にあることからほぼ一

貫して上昇し、令和３年は 23.6％でした。 

出典：令和４年度版犯罪白書 

 

 

（２）刑法犯検挙者数中の高齢者の罪名別構成比（全国：令和３年） 

   全国の刑法犯検挙者数中の高齢者の罪名別構成比は、窃盗の割合が顕著に高く、特に女性高

齢者では約９割が万引きを含む窃盗となっています。 

出典：令和４年度版犯罪白書 
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４ 就労・住居確保に関わる状況                                         

（１）保護観察終了時に無職である人の数及び割合（世田谷区） 

世田谷区の保護観察終了時に無職である人の数は、全国的に保護観察終了者数自体が減少し

ていることもあり、ほぼ横ばいで推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：東京保護観察所提供資料 

 

 

（２）協力雇用主の状況（世田谷区） 

協力雇用主数は、近年全国的に増加していましたが、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大

した令和２年以降に登録数と新規就職者数がともに減少傾向にあり、世田谷区の協力雇用主は

令和４年 10月現在で 24社となっています。 

 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

協力雇用主の新規登録数 3 5 1 2

協力雇用主の下への新規就職者数 13 14 7 5
 

※出典：東京保護観察所提供資料 
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（３）刑務所出所時に帰住先がない人の数及び割合（全国） 

全国の刑務所出所時に帰住先がない人の数及び割合は、減少傾向にあるものの、一定数の割合

で適切な帰住先を確保できないまま刑期が終了した満期釈放者がいます。 

 

※出典：令和４年度版再犯防止推進白書 
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５ 非行少年に関わる状況                                         

（１）非行少年の検挙・補導状況（全国、世田谷区） 

   全国の非行少年は、年々減少しており、特に刑法犯少年の減少が顕著となっています。世田

谷区の令和４年の非行少年は 134人で、全国と同様に減少傾向にあります。 

全 国 

世田谷区 

※出典：警視庁統計 

 

＜用語解説＞ 

非行少年  ：犯罪少年、触法少年及びぐ犯少年。 

   刑法犯少年 ：刑法に規定する罪などを犯した犯罪少年及び触法少年。 

   特別法犯少年：刑法犯少年にいう罪を除くすべての罪を犯した犯罪少年及び触法少年。 

          （迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反、大麻取締法違反など） 

犯罪少年：罪を犯した 14 歳以上 20 歳未満の者。 

   触法少年：刑罰法令に触れる行為をした 14 歳未満の者。 

   ぐ犯少年：保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど一定の事由があって、その性格又は環境に 

照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある（18 歳未満の） 

少年。 
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６ 更生保護に関わる状況                                         

（１）保護観察取扱件数（世田谷区） 

世田谷区の保護観察の件数は、ほぼ横ばいで推移しています。また、罪名別に見ると、窃盗や

薬物事犯が大半を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な非行名 件数 主な罪名 件数

窃盗 10 詐欺 20

大麻取締法違反 9 窃盗 19

傷害 7 覚醒剤取締法違反 19

道路交通法違反 7 大麻取締法違反 8

詐欺 3 傷害 5

過失運転致傷／無免許過失運転致傷 3 麻薬及び向精神薬取締法違反 4

その他 15 強盗 3

計５４件 強制わいせつ 3

その他 15

計９６件

少年事件 成人事件
（保護観察処分少年・少年院仮退院者） （仮釈放者・保護観察付執行猶予者）

保護観察取扱件数内訳（令和３年）

  
※出典：東京保護観察所提供資料 

（２）保護司数及び充足率（世田谷区） 

世田谷区の保護司数は、微減傾向にあり、充足率（定数 205人）も東京都平均を下回っていま

す。 

※出典：東京保護観察所提供資料 
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第３章 計画の基本的な考え方                                        

１ 基本理念                                             

 

「立ち直りを支え、誰もが安全・安心して暮らすことができる地域社会の実現」 

 

  犯罪をした人等の多くは、安定した仕事や住居が確保できないまま矯正施設を出所する人、薬

物等への依存がある人、高齢者や障害者など、様々な困難を抱えています。再犯防止の推進にあ

たっては、本人の強い更生意欲が前提となりますが、周りから偏見や差別意識を持たれやすく、

本人が更生に向け努力しようとしても、社会で孤立しやすい現実があります。 

 

再犯防止推進法の基本理念のもと、様々な生きづらさを抱える犯罪をした人等が地域社会にお

いて孤立することがないよう、一人一人の複雑に絡み合った背景に目を向け、地域の理解と協力

を得て、円滑に社会復帰することを通じて、「立ち直りを支え、誰もが安全・安心して暮らすこ

とができる地域社会の実現」を目指します。 

 

  また、再犯防止に関する取組みは、新たな被害者を生まないための取組みでもあります。「再

犯防止」と「犯罪被害者等支援」は両輪で推進する必要があり、犯罪被害者等の尊厳を重んじ、

置かれている状況への理解を深めつつ、犯罪被害者等支援にも取り組んでいきます。 

 

コラム：立ち直りのハードル 

  犯罪をした人等の多くは、以下のように立ち直りに向けて様々な困難を抱えています。 

 

※出典：法務省「再犯リーフレット」  

孤独

相談相手がいない

薬物依存がある

高齢である

障害がある

住むところがない

仕事がない

・必要な福祉的支援が得られず、生活が立ち行かなくなる。 

※高齢者や障害を有する者の場合、出所してから再犯までの期間が短い 

ことが明らかとなっている。 

•  

 

・新たな生活環境の中で、立ち直りに必要な指導や助言が十分に 

受けられず、生活が再び乱れてしまう。 

 

•  

 
・適切な治療や相談支援を受けることができず、薬物依存症からの 

回復ができない。 

 

•  

 

・身元保証人を得られず、適当な住居を確保できない。 

※出所後に帰住先のない者は短期間で再犯に及ぶことが明らかとなっている。 

 
・前科があることや知識・技能等の不足により、就職や就労の継続が 

できない。 

※無職者は有職者に比して再犯率が約３倍。 
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コラム：犯罪被害者等支援の取組み 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 様々な犯罪が後を絶ちません。そして、そのほとんどの場合、被害者は突然予期せず犯罪の

被害にあい、心身に大きなダメージを受けてしまいます。 

 区には、犯罪にあわれた方のプライバシーを守りながら、必要な手続きをご案内するほか、

警察署や病院へ付き添う相談員がいます。どこに相談すればよいのかわからない時は、ひと

りで悩まず、まずは相談窓口にお電話ください。 

      

【世田谷区犯罪被害者等相談窓口】 

TEL６３０４－３７６６   FAX６３０４－３７１０ 

       月～金曜 午前８時３０分～午後５時（祝・休日、年末年始除く） 

 

「犯罪被害者等支援相談にあたって・・・」 

世田谷区犯罪被害者等支援相談員 川口 則昭 

 

犯罪被害者等の相談については、第一に相談者のこころの声を遮らなく、すべてを聞く

ことを心掛けています。そこから犯罪被害者等の困りごと悩みごとに焦点をあわせ対応し

ています。また、対応にあたっては、形式的に関係機関の紹介や情報提供をするのではな

く、犯罪被害者等がたらいまわしにならないように関係先と連携をとり、犯罪被害者等が

相談することへの負担がないように心がけています。 

これまでの経験から私が肌で感じたことは、「相談者の心に寄り添うこと」がもっとも

大切であるということです。ある犯罪被害者等は、「そばに相談できる人がいるというこ

とがなによりのこころの支えであった。」と話されたことがあり、その言葉を忘れること

ができません。 

今後も犯罪被害者等のこころの声を聞き漏らすことなく、関係機関と連携を密にし、犯

罪被害者等支援業務を推進しますのでよろしくお願いします。 
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２ 再犯防止における区の役割                                          

（１）国と地方公共団体の役割 

犯罪をした人等が地域社会の中で孤立することなく安定した生活を送るためには、刑事司法手

続段階における社会復帰支援のみならず、刑事司法手続の終了後も、国や地方公共団体、民間協力

者等がそれぞれの役割を果たしつつ、相互に連携して支援する必要があります。 

刑事司法手続を離れた人に対する支援は、主に地方公共団体が主体となって一般住民を対象と

して提供している各種行政サービス等を通じて行われることが想定されることから、地域による

包摂を推進するため、国の第二次再犯防止推進計画では、国と地方公共団体が担う役割が明示さ

れました。 

市区町村の役割は、①保健医療・福祉等の各種行政サービスを必要とする犯罪をした者等、とり

わけこれらのサービスへのアクセスが困難である者や複合的な課題を抱える者が、地域住民の一

員として地域で安定して生活できるよう適切にサービスを提供すること、②立ち直りを決意した

人を受け入れていくことができる地域社会づくりを担うこと、とされており、国と地方公共団体

は相互に連携しながら再犯の防止等に向けた取組みを推進することとされています。 

 

 

＜国と地方公共団体の役割＞ 

区分 主な役割 

国 

各機関の所管及び権限に応じ、刑事司法手続の枠組みにおいて、犯罪をした者等に対

し、それぞれが抱える課題を踏まえた必要な指導・支援を実施する。また、再犯の防止等

に関する専門的知識を活用し、刑執行終了者等からの相談に応じるほか、地域住民や、地

方公共団体を始めとする関係機関等からの相談に応じて必要な情報の提供、助言等を行

うなどして、地域における関係機関等による支援ネットワークの構築を推進する。 

加えて、再犯の防止等に関する施策を総合的に立案・実施する立場として、地方公共団

体や民間協力者等に対する財政面を含めた必要な支援を行う。 

都道

府県 

広域自治体として、域内の市区町村の実情を踏まえ、各市区町村で再犯の防止等に関す

る取組が円滑に行われるよう、市区町村に対する必要な支援や域内のネットワークの構

築に努めるとともに、犯罪をした者等に対する支援のうち、市区町村が単独で実施するこ

とが困難と考えられる就労に向けた支援や配慮を要する者への住居の確保支援、罪種・特

性に応じた専門的な支援などについて、地域の実情に応じた実施に努める。 

市区

町村 

保健医療・福祉等の各種行政サービスを必要とする犯罪をした者等、とりわけこれらの

サービスへのアクセスが困難である者や複合的な課題を抱える者が、地域住民の一員と

して地域で安定して生活できるよう、地域住民に最も身近な基礎自治体として、適切にサ

ービスを提供するよう努める。 

また、立ち直りを決意した人を受け入れていくことができる地域社会づくりを担うこ

とが期待されている。 

※出典：国「第二次再犯防止推進計画」 
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（２）再犯防止における区の役割 

これらを踏まえ、再犯防止における区の役割は、以下のとおりとします。 

 

＜再犯防止における区の役割＞ 

１ 生きづらさを抱えた支援を必要とする犯罪をした人等が、地域で孤立することなく安定して

生活できるよう、一人一人の複雑に絡み合った背景に目を向けて必要な支援内容を把握し、関

係機関等との連携のもと包括的な支援を行うとともに、東京都ですでに開設している再犯防止

に関する相談窓口やポータルサイトといった社会資源を活用しながら、再犯防止に関する取組

みを推進します。 

 

２ 立ち直りを決意した人を受け入れていくことができる地域社会づくりを推進します。 

 

 

＜保健医療・福祉サービスが必要な対象者の一例＞ 

区分 関係機関等 主な役割 

国 

検察庁 
起訴猶予等により釈放する被疑者・被告人を対象に、保護観察所、地域

生活定着支援センター、自治体等の関係機関と連携した取組みを行う。 

矯正施設 

（刑務所、少年刑務所、拘

置所、少年院、少年鑑別所、

婦人補導院） 

保護観察所、地域生活定着支援センター、自治体等の関係機関と連携

した取組みを行う。 

保護観察所 

〇更生緊急保護 

 満期出所者や起訴猶予者等に対して、申出に基づき食事・衣料・旅費

等を与え、又は更生保護施設に委託するなど緊急の措置を講ずる。 

〇生活環境の調整 

 刑務所や少年院などに収容されている人を対象に、希望する帰住先の

住居や就業先などの帰住環境を調査・調整する。 

〇保護観察 

 仮釈放者や保護観察付執行猶予者等を対象に、保護観察官と保護司が

協働し、指導監督及び補導援護を行う。 

 
地域生活定着支援 

センター 

保護観察所から依頼のあった高齢又は障害により福祉的な支援を必要

とする矯正施設退所者等を対象に、①コーディネート業務 ②フォロー

アップ業務 ③相談支援業務などを行う。 

都 

＜相談窓口＞ 

犯罪お悩みなんでも

相談 

社会福祉士や精神保健福祉士による電話相談窓口 

 
＜ポータルサイト＞ 

リスタ！NET 
悩みや困難に応じた相談窓口や支援制度等の情報を掲載 

区 
保健福祉センター、 

各支援機関など 

保健医療・福祉サービスの提供、関係機関における切れ目ない支援 

→対象者を必要な支援機関につなぎ、複雑化・複合化した課題に対し

ては支援機関のネットワークの下で支援する。 
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コラム：犯罪をした人等が地域移行するまでの流れ 

（１）成人の場合 

※出典：東京都「令和４年度版非行少年・再犯防止支援ガイドブック」 

※婦人補導院は、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が  

 令和 6 年 4 月 1 日に施行されることに伴い、同日付で廃止されます。 

 検察庁 

   検察庁は、刑事事件についての捜査及び起訴・不起訴の処分を行い、裁判所に法の正当な

適用を請求し、裁判の執行を指揮監督するなどの権限を持っています。 

 

 刑事施設 

   刑務所、少年刑務所及び拘置所を「刑事施設」と総称します。刑務所・少年刑務所は、主

として刑の執行を行う施設で、受刑者の改善更生と社会復帰のための矯正処遇等を行いま

す。拘置所は、主として拘留中の被疑者や被告人（検察官から起訴されて訴訟が係属中の

人）を収容しています。刑事施設は、全国に 73施設と 105の支所があり、都内には４施設

（刑務所２施設、拘置所２施設）あります。 

 

保護観察所 

   保護観察所は、地方裁判所の所在地（基本的には県庁所在地）に置かれ、更生保護の第一

線の機関として、保護観察、生活環境の調整、更生緊急保護、犯罪予防活動、犯罪被害者等

施策等の事務を行います。 
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（２）少年の場合 

   

 ※出典：東京都「令和４年度版非行少年・再犯防止支援ガイドブック」 
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家庭裁判所 

   家庭裁判所は、少年事件が送致されると裁判官による審理が行われ、非行事実が認められ

る場合には、家庭裁判所調査官による調査で得た情報を参考として審判、処分が決定されま

す。少年事件における審判の目的は、少年を罰することではなく、その非行性を取り除き、

将来の犯罪を防ぐことにあるため、法律的な解決を図るだけでなく、事件の背後にある人間

関係や環境を考慮した解決が求められます。 

 

少年鑑別所 

   少年鑑別所は、家庭裁判所等からの求めに応じて鑑別対象者の鑑別を行うほか、少年鑑別

所に送致するとの観護措置の決定により収容されている少年等に対して観護処遇を行う施設

です。また、「法務少年支援センター」として、非行及び犯罪防止の専門的な知識や経験を

活用し、地域の人が抱える悩みについて、本人や家族、関係機関からの相談に応じること

で、地域社会の非行や犯罪の防止を援助する機能も有しています。全国に 52か所（分所を

含む）あり、都内には２か所（東京少年鑑別所、東京西少年鑑別所）あります。 

 

少年院 

   少年院は、家庭裁判所の決定により保護処分として送致された少年を収容する施設で、在

院者の特性に応じた適切な矯正教育その他の健全な育成に資する処遇を行うことにより、改

善更生と円滑な社会復帰を図っています。概ね 12歳から 20歳までの少年を収容しており、

犯罪的傾向の進度や心身の著しい障害の有無などにより、第１種から第５種までの種類があ

ります。 

 

少年刑務所 

   少年刑務所は、主として 26歳未満の受刑者を収容する刑務所のことをいい、全国に６つ

の施設があります。 
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３ 基本目標                                             

基本理念の実現に向けて、以下の基本目標から各施策を展開していきます。 

 

 

 

   生きづらさを抱える犯罪をした人等が、生活困窮や孤独・孤立等に陥らないよう必要な支援

機関につなぎ、複雑化・複合化した課題に対しては支援機関のネットワークの下で支援するな

ど、支援を必要とする人を取り残さない体制を構築していきます。 

 

 

 

 

   保護司や協力雇用主をはじめとする民間ボランティアが減少傾向にあるため、地域の核とな

る人材の発掘や育成など、担い手確保に向けた取組みを展開していきます。 

 

 

 

 

   再犯防止の取組みは、区民にとって必ずしも身近なものではなく、理解や関心が得にくいと

いう現状を踏まえ、区民や事業者等に対して広く周知・啓発を図ります。 

  

＜基本目標１：関係機関との連携強化＞ 

＜基本目標２：民間協力者への支援＞ 

＜基本目標３：広報・啓発活動の推進＞ 
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４ 計画の体系                                              

 

基本目標 取組方針 施策 

 

基本目標１ 

関係機関との連携強化 

１ 保健医療・福祉サービスの 

利用促進 

（1）犯罪をした人等が抱える 

生きづらさに配慮した支援 

（2）薬物等の依存症を抱える人 

への支援 

２ 就労・住居確保の支援 
（1）就労の支援 

（2）住居確保の支援 

３ 非行防止と修学支援の充実 
（1）児童・生徒等の非行防止 

（2）修学支援の充実 

基本目標２ 

 民間協力者への支援 ４ 民間協力者の活動促進と 

広報・啓発活動の推進 

（1）民間協力者の活動促進 

基本目標３ 

 広報・啓発活動の推進 
（2）広報・啓発活動の推進 
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第４章 再犯防止に関連する施策                           

１ 保健医療・福祉サービスの利用促進                                         

（１）犯罪をした人等が抱える生きづらさに配慮した支援 

 ＜現状と課題＞ 

   犯罪をした人等は、それぞれに経歴や性格をはじめ、家庭環境や経済的状況、交友関係等異な

る背景や特性を持ち、犯罪や非行に至った要因も様々です。そのため、犯罪や非行の内容はもと

より、一人一人の複雑に絡み合った背景に目を向ける必要があります。 

 

   属性別の状況で見ると、高齢者が出所後２年以内に再び刑務所に入所する割合は、全世代に

おいて最も高いほか、出所後５年以内に再び刑務所に入所した高齢者のうち、約４割の人が出

所後６か月未満という極めて短期間で再犯に至っています。また、知的障害のある受刑者につ

いても、全般的に再犯に至るまでの期間が短いことが明らかになっています。  

国においては、高齢者又は障害のある受刑者等に対して、出所後に必要な福祉サービスに橋渡

しする取組み（出口支援）として、刑務所、保護観察所、更生保護施設、地域生活定着支援セン

ターなどが連携して特別調整等を実施しています。また、令和３年度からは、起訴猶予者等に対

する取組み（入口支援）として、検察庁、保護観察所、地域生活定着支援センター等が連携して

支援を実施しています。 

しかし、起訴猶予者等への入口支援にあたっては、法令に基づく限られた身柄拘束期間のうち

に調整を行う必要があります。また、高齢者や障害のある出所者の中には、医療や福祉の支援が

必要であるにもかかわらず、特別調整や更生緊急保護等を希望せず必要な支援につながらない

こと、認知症や障害が疑われるものの要介護認定や障害者手帳の取得まで至らない人がいるこ

と、保健医療・福祉サービスについて十分な情報を持っていないことで支援が行き届かないこと

等により、再犯につながっているケースもあります。 

 

また、国の再犯防止推進計画では、再犯リスクが高い性犯罪者やストーカー・DV 加害者、暴

力団関係者等に対する特性に応じた効果的な指導の実施を掲げており、刑事施設や保護観察所

において専門的プログラムの充実などに取り組んでいます。しかし、専門的な支援が必要となる

ことや、関係機関の連携による支援の継続性・一貫性が不十分であるなどの課題があります。 

 

その他、加害者家族の置かれている状況に目を向けると、マスコミの取材や周囲からのバッシ

ング、学校でのいじめなど困難な状況に直面するケースが多くあります。特に、昨今は SNSの普

及によって加害者家族の個人情報が拡散する場合があるなど、状況はより深刻化しています。加

害者家族を支援することで、加害者が出所した後の受け皿となって再犯防止につながるほか、加

害者の家族、特に子どもが不安定な環境に置かれることを防ぐことにもつながる一方で、加害者

家族向けの支援のノウハウが不足していることが課題となっています。 
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区では、国の示す地域共生社会の考え方に先んじて、地域包括ケアシステムの対象を困りごと

を抱えたすべての区民と広く捉え、区内全地区において総合相談を実施し、個別支援と地域支援

を組み合わせた、コミュニティソーシャルワークを推進してきました。高齢者や障害のある人な

ど社会的に孤立しやすい傾向にある人は、複雑化・複合化した課題を抱えているケースが多いこ

とから、支援には専門的な知識や経験のほか、関係機関における包括的な支援体制を構築する必

要があります。  

 

＜施策の方向性＞ 

   関係機関等と連携し、生きづらさを抱えた支援を必要とする人を取り残さない体制を構築し

ていきます。 

 

＜施策の内容＞ 

① 相談支援体制の充実 

   ・複雑化・複合化した課題を抱えた方や制度の狭間の支援ニーズを抱えた方に対して、必要

な支援を届けるため、総合支所保健福祉センターを中心にしたチームでの支援、支援が届

いていない人にも支援を届けるためのアウトリーチ強化、ICT技術を活用した福祉の相談

窓口の強化を推進します。 

【保健福祉センター、保健福祉政策課】 

・職員の理解促進と対応力向上に向けて、各種相談に応じる区職員を対象に、対象者の特性

やニーズを的確に把握するためのアセスメントの充実等を目的とした研修を実施します。 

【保健福祉政策課】 

   ・加害者家族支援として、職員をはじめ区民や事業者に対して、加害者家族が置かれた状況

に配慮した言葉かけや接し方などアセスメントの充実や理解促進を図るなど、関係機関や

NPO法人等との連携のもと取り組みます。 

【保健福祉政策課】 

   ・地域障害者相談支援センター“ぽーと”等において、様々な地域資源と連携しながら、相

談支援や障害理解と障害者差別解消法の普及・啓発等に取り組みます。また、地域での共

生社会の体制づくりに向けて、障害当事者が活躍するピアサポーターの活躍の場や、敷居

の低い居場所づくりを進めて行きます。 

【障害保健福祉課】 

   ・こころの健康や精神疾患について、困りごとや悩みを持つ本人や家族、関係機関等を対象

に、専門医や保健師が相談を実施します。また、保健センターにおいて「夜間・休日等こ

ころの電話相談」を実施し、区役所の閉庁時における不安等の相談の機会を拡大して、必

要な支援機関につなげるなど、早期の問題解決を図ります。 

【健康推進課、健康づくり課】 

  ・保健師や精神保健相談員、医師等で構成する多職種チームが、地区担当保健師と連携し、支

援が必要な未治療や治療中断等の精神障害者等への訪問支援を行います。 

【健康推進課、健康づくり課】 
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② 見守り施策の推進 

   ・地域で安心して生活を継続することができるよう、24 時間 365 日の電話相談や定期的な電

話訪問を行う「高齢者安心コール」、介護保険サービスを利用していない 75 歳以上の高齢

者を民生委員が訪問する「民生委員ふれあい訪問」、あんしんすこやかセンターの見守りコ

ーディネーターを中心に行う「あんしん見守り事業」、住民同士の声かけや見守り活動を推

進する「地区高齢者見守りネットワーク」の４つの見守り施策を推進します。 

【高齢福祉課】 

 

 

 

 

 

＜地域生活定着支援センターの役割＞ 入口支援と出口支援 
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＜区の目指す「包括的な支援体制」＞  

この間の急激な社会状況の変化を踏まえ、令和６年度を初年度とする区の最上位の行政計画で

ある「世田谷区基本計画」では、区が目指すべき方向性を「持続可能な未来を確保し、あらゆる

世代が安心して住み続けられる世田谷をともにつくる」としました。 

区の保健医療福祉施策の基本方針であり、本計画を包含する「世田谷区地域保健医療福祉総合

計画」においては、基本計画の方向性も踏まえ、「誰一人取り残さない 世田谷をつくろう」を

基本方針に据え、今後の施策を展開する２つの柱として、以下基本目標を定めました。 

 

基本目標（今後の施策を展開する 2つの柱） 

 世田谷版地域包括ケアシステムを強化する 

区では、国の示す地域共生社会の考え方に先んじて、地域包括ケアシステムの対象を、困り

ごとを抱えたすべての区民と広く捉え、区内全地区において総合相談を実施し、個別支援と地

域支援を組み合わせた、「世田谷版地域包括ケアシステム」を構築・推進してきました。 

一方で、地域福祉を取り巻く状況は刻々と変化し、区民の抱える困りごとも複雑化・複合化

してきています。また、複雑化・複合化した課題を抱えた方や制度の狭間の支援ニーズを抱え

た方への対応では、継続的かつ長期的に関わっていくことも求められます。 

区では、これまで地域包括ケアシステムの要素である「医療」、「福祉サービス」、「住まい」、

「予防・健康づくり」、「生活支援」を各分野において推進してきましたが、多様化したニーズ

に応えるために、「就労」、「教育」、「社会参加」、「防犯・防災」を新たな要素として加え

るとともに、区民にとって最も身近な地区において伴走していく体制を整えることで「世田谷

版地域包括ケアシステム」を強化し、変化し続ける課題に応えていきます。 

 

   世田谷版地域包括ケアシステムを支える基盤整備 

世田谷版地域包括ケアシステムを下支えする基盤の整備を推進します。具体的には、地域づく

り、人権擁護の推進、福祉人材の確保・育成・定着、地区をバックアップする体制、先進技術の

積極的な活用、保健福祉サービスの質の向上、福祉文化の醸成といった取組みを進めます。 

 

  

１ 

２ 
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図表 今後の施策を展開する２つの柱のイメージ図 
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コラム：心神喪失者等医療観察法 

  精神障害の症状によって善悪の区別がつかないなどの通常の刑事責任を問えない人が重大な他

害行為を行った場合に、国の責任において専門的な医療を統一的に行い、地域においても継続的

な医療を確保して、病状の改善と社会復帰を促進し、このような事態が繰り返さないようにする

ための制度があります。 

（出典：令和４年度犯罪白書 4-10-3-1 図） 

■医療観察制度 

心神喪失又は心身耗弱の状態で重大な他害行為を行った人を対象とし、必要な医療を確保して

病状の改善を図り、再びこのような事態が繰り返されないよう社会復帰を促進することを目的と

しています。処遇の流れを大きく分けると３つに分かれており、「審判」「指定入院医療機関にお

ける医療」「地域社会における処遇」で構成されます。 

■地域社会における処遇 （地域の支援についてのみ記載します） 

審判で通院決定を受けた人、指定入院医療機関に入院した後退院許可決定を受けた人は、地域

において指定通院医療機関による「医療」を受けます。また、この通院期間中は継続的な医療を

確保することを目的に、保護観察所（法務省）の社会復帰調整官による、見守り・必要な指導等

の「精神保健観察」が行われます。さらに、精神保健福祉法や障害者総合支援法等に基づき、都

の精神保健福祉センター職員や区の保健師、事業者等による精神保健福祉サービス調整等の「援

助」が行われます。  

 

「医療」「精神保健観察」「援助」の三本柱が適正かつ円滑に実施されるよう、地域処遇に携わる関

係機関が協議して「処遇実施計画」を定め、処遇方針の統一と役割分担の明確化を図っています。 

＊ この医療観察制度による処遇が終了した後は、区の保健師が中心となって継続支援を行います 

（参考文献：法務省保護局「心神喪失者等医療観察法による地域処遇ハンドブック」） 
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（２）薬物等の依存症を抱える人への支援 

 ＜現状と課題＞ 

   薬物事犯者のうち、最も数が多い覚せい剤取締法違反による検挙者数は、減少傾向にある一

方で、他の犯罪と比べても再犯リスクが高く、より早い段階で刑務所に再び入所する傾向にあ

ります。また、大麻取締法違反による検挙者数は８年連続で増加し、うち約７割を 30歳未満の

人が占めるなど、若年層を中心とした大麻乱用が拡大している等の課題があります。 

国においては、矯正施設や保護観察所における専門的プログラムの実施や薬物依存からの回

復に向けた指導をするほか、薬物事犯者を地域の保健医療機関等に適切につなげるための支援

を進めてきました。 

しかし、薬物等の依存症を抱える人は、犯罪をした人であると同時に、依存症の患者である場

合が多く、自らの意思による薬物使用のコントロールは困難であるほか、アルコールやギャンブ

ル、医薬品等への依存による問題行動等が背景となって犯罪に至るケースや、窃盗を繰り返す人

の中にはクレプトマニア（窃盗症）を抱えている場合もあります。そのため、再犯防止に向けて

は、薬物を使用しないよう指導するだけでなく、依存症は適切な治療・支援により回復すること

ができる病気であるという認識を持たせて、適切な治療・支援を継続的に受けられる環境の整備

を進めることが必要となります。 

また、依存症は、本人のみならず家族や周囲を巻き込み影響を与えることから、家族や支援者

等が依存症に対する理解を深め、適切に対応するための情報提供や相談支援を充実していくこ

とも求められています。 

 

＜施策の方向性＞ 

   依存症からの回復を支援するため、関係機関と連携し適切な医療を受けられるよう支援する

とともに、薬物等の依存症に関する普及啓発を行います。 

 

 ＜施策の内容＞ 

① 相談支援体制の充実 

   ・お酒やギャンブル、薬物などの問題について悩んでいる方、家族、関係者に保健師、専門

医が相談にのり、依存症によって生じる健康問題の回復に向けて支援します。 

【健康推進課、健康づくり課】 

 

  ② 薬物等の依存症に関する普及啓発 

   ・保健センターにおいて依存症セミナーを実施するほか、区内小中学校において薬物乱用防

止教室等を開催し、健康被害事例に係る情報提供を図るなど、薬物等の依存症に関する普

及啓発を進めます。 

【健康推進課、健康づくり課、教育指導課】 
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２ 就労・住居確保の支援                                      

（１）就労の支援 

 ＜現状と課題＞ 

   刑務所に再び入所した人のうち、約７割が再犯時に無職であり、仕事に就いていない人の再

犯率は、仕事に就いている人の再犯率と比べて約３倍になるなど、不安定な就労が再犯リスク

となっていることが明らかになっています。 

   犯罪をした人等にとっての就労は、単に収入を得て生活基盤を安定させるだけではなく、生

活のリズムを整えることができ、地域社会を構成する一員として役割を持つことにより、社会

とのつながりや自己肯定感を育み、再犯のリスクを下げるという側面もあります。 

   国においては、受刑者に対して、就労に必要な基本的スキルやマナー、コミュニケーション能

力等を習得させるとともに、出所後の就労に向けての取組みを具体化させる就労支援指導を実

施するほか、就労先を在所中に確保するため矯正就労支援情報センター室（通称「コレワーク」）

を設置するなど、矯正施設・保護観察所・ハローワークが連携した就労支援を行っています。ま

た、協力雇用主の確保とその活動に対する支援として、刑務所出所者等就労奨励金制度や助言・

研修など、協力雇用主の不安や負担を軽減するための取組みが実施されています。 

   しかし、就労にあたっては、前科等があることに加え、携帯電話を所持していないことで就職

活動が困難なケースや、適切な職業選択ができないことなどにより、一旦就職しても離職して

しまう場合があること等の課題があります。また、区内における協力雇用主の数は、コロナ禍以

降で減少傾向にあり、実際に雇用された後も人間関係のトラブル等から離職してしまう人が少

なくないことや、業種別で見ると建設業が約半数を占めており、高齢者や障害のある人等のマ

ッチングが難しい場合があること等が課題となっています。 

区では、三茶おしごとカフェ（三軒茶屋就労支援センター）において、雇用労働分野のワンス

トップ窓口として区民の仕事探しを総合的に支援するほか、生活困窮の方や障害のある方など、

相談者の状況に応じた就労支援を実施してきました。犯罪をした人等の就労支援にあたっては、

本人の能力や適性等に応じた職業マッチングを推進するとともに、区内事業者等に対して犯罪

をした人等の雇用に関する理解と協力を促進する必要があります。 

 

＜施策の方向性＞ 

   関係機関と連携し、犯罪をした人等の能力や適性に応じた就労支援体制の充実を図るととも

に、犯罪をした人等の雇用に関する理解と協力を促進します。 

 

＜施策の内容＞ 

① 就労支援体制の充実 

  ・犯罪をした人等の能力や適性に応じた支援を受けることができるよう、様々な就労支援機

関があることを周知するとともに、相談支援や就労に向けた訓練等の支援を行います。 

【工業・ものづくり・雇用促進課、生活福祉課、障害者地域生活課、 

人権・男女共同参画課】 
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   ・世田谷区保護司会及び東京保護観察所との間に締結した協定に基づき、区において保護観

察対象者を会計年度任用職員として任用し、生活基盤の確保や社会復帰を支援します。 

【保健福祉政策課】 

 

  ② 犯罪をした人等を雇用する企業等の開拓 

   ・区内事業者等に対し、保護観察所と連携し、犯罪をした人等への就労支援の必要性、法務省

で実施する協力雇用主に対する支援制度や矯正就労支援情報センター室（コレワーク）に

ついて、理解と協力を促します。 

【保健福祉政策課】 

 

 

 

 

＜就労支援体制＞ 
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（２）住居確保の支援 

 ＜現状と課題＞ 

   刑期満了による刑務所出所者の適切な帰住先の確保は、地域社会において安定した生活を送

るための前提であり、再犯防止にかかる支援の中でも重要な要素の一つです。刑務所満期出所

者のうち約４割の人が適当な帰住先が確保されないまま刑務所を出所していることや、これら

の人の再犯に至るまでの期間が、帰住先が確保されている人と比較して短くなっていることが

明らかになっています。  

国においては、新たな住宅セーフティネット制度の創設、生活保護制度などを通じた生活困窮

者に対する住居確保の支援、犯罪をした人等で親族等のもとへ帰住できない人を受け入れる更

生保護施設や自立準備ホームの確保などに取り組んできました。 

しかし、これらの更生保護施設や自立準備ホームは、あくまで一時的な居場所であり、更生保

護施設等を退所した後は、地域に生活基盤を確保する必要があります。また、犯罪をした人等の

中には、身元保証人を得ることが困難であったり、家賃滞納歴等により家賃保証会社が利用でき

なかったりすることなどにより、適切な定住先を確保できないまま、再犯等に至る人も存在する

などの課題があります。   

 

＜施策の方向性＞ 

   住宅確保要配慮者への居住支援として相談体制等の充実を図るとともに、区や不動産関係団

体等で構成する居住支援協議会を通じて、賃貸住宅のオーナーや不動産業者の理解と協力を促

進します。 

 

＜施策の内容＞ 

① 住居確保に向けた支援の充実 

   ・高齢者や障害者等の住宅確保要配慮者に対し、民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するた

め、区と協定を締結した不動産関係団体の協力で空き室情報の提供を行う「お部屋探しサ

ポート」や、保証人がいないため賃貸借契約が困難な方を支援する「保証会社紹介制度」に

取り組みます。 

【居住支援課】 

   ・適切な水準の住宅を自力で確保することが困難な住宅確保要配慮者の居住を支援するた

め、住宅セーフティネットの中核となる区営住宅等を供給します。 

【住宅管理課】 

・離職後２年以内や個人の責によらない休業等により収入が減少した人で、住まいを失う又

は失うおそれのある人に対して、住居確保給付金の支給とともに、就労支援を行います。 

【生活福祉課】 

  ② 入居後の継続支援 

   ・高齢者や障害者が安心して住み続けていくためには、入居後の暮らしの継続支援が重要と

なることから、「住まいあんしん訪問サービス」などによって入居者の生活課題が把握さ

れた場合に関係窓口につなぐなど連携を図ります。 

【居住支援課】 



245 

 

 

  ③ 賃貸住宅のオーナーや不動産業者の理解促進 

   ・居住支援協議会等を通じて、賃貸住宅のオーナーや不動産業者に対して、住宅確保要配慮

者の住居確保の必要性や理解促進に向けた働きかけを行います。 

【居住支援課、保健福祉政策課】 

 

 

 

 

＜住宅確保要配慮者の居住支援＞ ※世田谷区第四次住宅整備方針より 
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３ 非行防止と修学支援の充実                                         

（１）児童・生徒等の非行防止 

 ＜現状と課題＞ 

   少年院出院者の２年以内再入率は約１割であり、将来を担う子どもたちの健全育成を図るた

めには、非行の未然防止や早期対応を充実させるとともに、公的な支援へのつながりにくさを

抱える児童・生徒等が、退学等により居場所を失い、必要な支援から遠ざかってしまうことがな

いようにする必要があります。 

   しかし、近年の非行の背景には、虐待や貧困等の家庭の問題、保護者の養育能力の欠如のほ

か、学校・社会環境、少年自身の発達上の問題などが複雑に絡み合っている場合があり、非行の

未然防止や早期立ち直りへの課題となっています。特に、虐待は、大人になってからも生きづら

さを抱えたり、人間関係の形成に支障をきたしたり、子育て場面では、自らの虐待体験を再現

し、繰り返してしまう場合がある等、将来にわたって深刻な影響を及ぼすといわれています。 

   区では、令和２年４月に児童相談所を開設し、子ども家庭支援センターと児童相談所の強力

な連携のもと、必要に応じて問題の解決まで協働した支援を行うことにより児童虐待の再発・

連鎖を断ち切る児童相談行政を推進してきました。一方で、児童虐待の相談・通告件数は依然と

して増加しており、子どもを取り巻く環境は深刻化しています。悩みや不安を抱える子どもを

誰一人取り残さないため、学校・家庭・地域が連携したきめ細やかな支援が必要です。 

 

＜施策の方向性＞ 

   児童・生徒の非行を未然に防止するため、学校・家庭・地域が密接に連携を図るとともに、相

談支援体制を充実させます。 

 

＜施策の内容＞ 

① 相談支援体制の充実 

   ・児童相談所において、非行行為（触法及びぐ犯）により警察等からの通告を受けた児童や保

護者に対して相談支援を行います。非行問題については、背景にある家族の問題や児童虐

待の影響に留意しながら、必要な調査を十分に行い、丁寧に関わっていきます。必要に応じ

て児童心理司が継続的に関わり、児童の心理教育を行い再発防止に努めるとともに、地域

においては子ども家庭支援センターと連携のうえ、児童のみならず保護者支援を含めて専

門機関として支援します。 

【児童相談所、児童相談支援課、子ども家庭支援課】 

   ・メルクマールせたがやにおいて、様々な理由から社会と接点が持てず、社会的自立に向けた

一歩を踏み出すことができないなどの生きづらさを抱えた若者に対して、面談や居場所活

動、各種プログラム等を通して、その人らしい自立に至るまでの支援を行います。 

【生活福祉課】 

・思春期世代のこころの悩みや不安に対して、家族や本人を対象に、専門医や保健師による

「子ども・思春期こころの健康相談」を実施するとともに、臨床心理士等の専門のスタッ

フによる「こころスペース」（匿名可・予約不要）を開催します。 

【健康推進課、健康づくり課】 
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   ・教育総合センターにおいて、いじめや不登校など様々な相談に対応し、学校や専門チーム

との連携により、多様で複雑な課題が深刻化する前に解決する総合的な相談体制を構築し

ます。 

【教育相談課】 

   ・不登校支援として、児童・生徒の多様性や個性を認め伸ばし、社会的な自立につながる支

援を行うため、不登校特例校の開設・運営やほっとスクールの充実など、児童・生徒の進

路の選択枝を広げる多様な支援策を展開します。 

【教育相談課】 

   ・各小・中学校において、いじめ防止プログラムやいじめ防止の授業を実施するほか、教員

に対しては、いじめ防止に向けたリーフレット配布や各種研修の実施により対応力や意識

の向上を図るなど、いじめの未然防止・早期発見に取り組みます。 

【教育指導課】 

 

② 子どもの居場所の充実 

   ・児童館や青少年交流センターにおいて、成長段階や個々の子どものニーズの多様性に応じ

て、悩みや不安を抱える子どもも安心して過ごすことができる居場所を確保します。 

【児童課、子ども・若者支援課】 

  



248 

 

コラム：世田谷少年センターにおける少年支援 

 ＜少年センターとは＞ 

   警視庁少年育成課の少年センターは都内に８カ所あり、そのうち、世田谷区、目黒区、渋

谷区を管轄するのが世田谷少年センターです。少年センターには、警察官、少年相談専門職

員（心理技術職）、少年補導職員（警察官ＯＢ）がおり、それぞれの活動を通じて、少年の

非行防止と健全育成を図っています。警察官と少年補導職員は、補導活動（パトロール）を

通じて、不良行為をしている少年たちに声をかけ、非行の入り口で歯止めをかけるよう注意

喚起しています。少年相談専門職員は相談活動の中で、少年やその保護者との面接を重ねな

がら、問題行動の背景を探り、問題の根本的解決を目指しています。また、立ち直り支援活

動という様々な体験活動も行っており、人と協力して活動する楽しさや、何かを作り上げる

達成感を味わうことを通じて、社会との絆の醸成や自己肯定感の向上を図っています。 

 

＜世田谷少年センターで受理する相談内容＞ 

   具体的には、盗みや不良交友、性非行などの「非行問題」に関する相談や、しつけや金品

持ち出し、家庭内暴力といった「家庭問題」に関する相談が多く寄せられています。また、

いじめや性被害などの「被害」に関する相談、自傷行為や薬物依存といった「精神保健」に

関する相談もあります。 

昨今、特に心配されているものとして、地下アイドルへの依存、パパ活、ＳＮＳを通じた

不適切なやりとり、学校内の盗撮、といった相談があります。 

 

＜世田谷少年センターへの相談導入の流れ＞ 

相談につながるパターンの多くは、少年を心配した保護者から連絡があり、来所されるこ

とになります。回数や頻度は厳格に決まっておらず、相談者と話し合いながら決めていきま

す。多くは月に１～２回ですが、毎週いらっしゃる方もいます。 

親子一緒に来所されても、基本的には別々にお話をお聞きしますし、少年が話した内容

は、命に関わるような重要なことでない限り、勝手に保護者に伝えることはありません。そ

ういうことを説明し、気兼ねなく本心を話してもらえる信頼関係を構築していきます。１回

の面接で終わることはまれで、継続的な相談になることが多いです。 

 

＜問題解決にむけて面接で行っていること～非行少年の場合～＞ 

非行問題の場合、問題行動だけを見ていると少年を叱りたくなりますが、少年には少年な

りの言い分があることが大半です。そのため面接では、保護者からは、今お困りの問題行動

がいつ頃からどのように始まったのか、生まれたときからの家庭環境、小さい頃の行動、性

格、学校での様子などをお聞きして、現在の問題行動の背景にあるものを知るように努めま

す。少年からも、自分自身についての問題意識、家族関係、学校の居心地、友人関係などを

聞き取っていきます。問題をピンポイントで捉えずに、問題が生じてきた経緯、家庭や学校

など環境から受ける影響も視野に入れて理解し、立ち直るために何が必要なのかを把握する

ようにします。ご家族への助言はもとより、時には学校や関係機関との協力関係を築き、社

会資源を活用して適切な対応をするよう努めています。 



249 

 

 

一方、少年が自ら「自分はこういうことが理由で、こういうことをしてしまった」と話す

ことは多くありません。様々な情報を元に、問題の背景について推測し、それに基づいて少

年と対話を重ねます。担当者との対話の中で、少年自身が自己理解を深め、非行ではなく社

会的に望ましい形で行動できるよう変化を促していきます。 

 

＜印象に残っている事例＞ ※個人情報保護のため、細かい部分は変更してあります。 

   家出と怠学を繰り返している女子中学生がいました。父子家庭で、父親は１人で働いて子

どもを育てており、親としての責任感はあったのですが、門限など家のルールに厳しい人

で、少しでも破ると手を上げることも多かったようです。少年は、友だちと遊んで門限を破

ってしまい、そのまま家に帰ると怒られるので、それが怖くてそのまま家出をしてしまうと

いうパターンを繰り返していました。父親に連れてこられた少年は、明るく屈託なく話す子

でしたが、父親の話になると沈んだ様子で「親には褒められたことがない」と言っていまし

た。少年の面接では、少年ができていることを見つけ、それを言葉にして伝えました。ま

た、もし門限を破っても、家出せず帰って謝るのが一番良いと指導をしました。父親には、

少年なりに努力しているところを認めてあげること、暴力はやめることを説諭しました。少

年面接で、学校に行ったことやルールを守ったことを聞いたときに「頑張っているね」と伝

えると、少年は「うん、うん」とうなずいていました。少年は、相談開始後も家出や怠学、

危ない異性交遊をしていましたが、ルールを破った際に父親が手を上げるのをやめ、少年の

良いところや頑張っているところを認めながら対応するようになっていったところ、登校す

ることが増え、進路に意識が向くようになりました。高校受験に向けて、少年センターのボ

ランティア「被害少年サポーター」さんに協力してもらい、高校受験のための学習支援を行

いました。少年は自分と年の近いお姉さんに勉強を教えてもらいながら、時には恋愛話をす

ることもあったようです。幸い少年は希望の高校に合格し、高校進学後も落ち着いた生活を

送っていたため、相談は終結となりました。 

  「できているところを認めることが大切」ということは、少年を支援する立場の者であれ

ば共通理解として持っていることと思いますが、改めてその大切さを再認識させてくれたケ

ースでした。 

 

＜支援者として心がけていること＞ 

   非行の相談の場合、相談継続中に少年の行動が悪化したり、低空飛行で先が見えなかった

りして担当者が疲弊することもあります。目の前の状況に一喜一憂せず、子どものためにで

きることを小さなことでも一つ一つ重ねていきたいと

思います。少年の中に「自分に向き合ってくれる大人

がいる」と大人への信頼感を育てられたら、それは一

つの小さな目標を達成しているといえるのではないか

と思います。 

 

 

＜世田谷少年センター＞    
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（２）修学支援の充実 

 ＜現状と課題＞ 

ほとんどの人が高等学校に進学する状況にある中で、入所受刑者の約３割は高等学校に進学

しておらず、少年院出院時に復学・進学を希望している人のうち、約７割は復学・進学が決定し

ないまま少年院を出院しているなどの課題があります。 

社会において、就職して自立した生活を送る上では、高等学校卒業程度の学力が求められるこ

とが多い状況を踏まえ、国においては、高等学校の中退防止のための取組みや高等学校中退者等

に対する学習支援等を実施してきました。 

子どもが犯罪や非行等を理由として進学や就職を断念してしまうことがないよう、学びを継

続することができる居場所や学習機会の提供を行う必要があります。 

 

＜施策の方向性＞ 

   次世代を担う子どもが十分な学びの機会を得られるよう修学支援の充実を図ります。 

 

 ＜施策の内容＞ 

① 修学支援の充実 

   ・生活保護や生活困窮世帯、ひとり親世帯等の子どもを対象に、学習支援事業を継続して実

施するとともに、身近な地区における子ども・子育て支援の中核的役割を果たす児童館の

夜間や休館日を活用した地域の団体による子どもの学び場を実施します。 

【子ども家庭課、生活福祉課、児童課】 

   ・義務教育を終了できなかった人、または様々な事情により中学校で十分に学べなかった人

に対して、中学校夜間学級において教育の機会を提供します。 

【学務課】 
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４ 民間協力者の活動促進と広報・啓発活動の推進                                         

（１）民間協力者の活動促進 

 ＜現状と課題＞ 

   再犯防止の推進にあたっては、地域において犯罪をした人等の指導・支援にあたる保護司、犯

罪をした人等の社会復帰を支援するための幅広い活動を行う更生保護女性会や BBS 会といった

更生保護ボランティアなど、多くの民間ボランティアの協力が必要不可欠です。 

しかし、近年では保護司の高齢化が進んでいること、保護司をはじめとする民間ボランティア

が減少傾向となっていること、地域社会の人間関係の希薄化等により従来の活動が難しくなっ

ていること等の課題があります。  

世田谷区保護司会では、保護司適任者の確保に向けて積極的に取り組み、退任保護司を補うこ

とができているものの、保護司数は定数を下回る状況が続いています。 

区では、地域社会における息の長い支援を継続して実施していくため、関係機関とも連携を図

る中で、保護司をはじめとする民間ボランティア人材の確保や活動場所等の環境整備に関する

支援を行う必要があります。  

 

＜施策の方向性＞ 

   民間協力者や関係機関との連携を図ることにより、犯罪をした人等の立ち直りを支援します。 

 

 ＜施策の内容＞ 

① 更生保護団体等との連携・支援 

   ・区ホームページ等を通じて、保護司の活動内容や必要性等について広く理解を得るための

情報発信を行うとともに、定年退職予定の区職員を主な対象として呼びかけを行うなど、

地域の核となる新たな人材の発掘や育成などの担い手確保に取り組みます。 

【保健福祉政策課】 

・更生保護サポートセンターの活動場所を提供するほか、保護司が自宅以外の場所でも面接で

きるよう公共施設の会議室等を提供します。 

【保健福祉政策課】 

・世田谷区保護司会が行う更生保護活動や犯罪予防に資する研修等に対して、補助金を交付し

ます。 

【保健福祉政策課】 

   ・再犯防止や更生保護に関わる関係機関や団体等と連携を図り、犯罪をした人等の立ち直り

を支援します。 

【保健福祉政策課】 
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コラム：再犯防止に関わる民間協力者 

世田谷区保護司会 

   保護司は、犯罪をした人等の立ち直りを地域で支える民間のボランティアであり、法務大

臣から委嘱された非常勤の国家公務員です。主に、保護観察を受けている人と定期的に面接

を行い、生活上の助言や就労の援助などを通じて立ち直りを支援する「処遇活動」と、社会

を明るくする運動をはじめとした、地域の方々に立ち直り支援への理解と協力を求める「地

域活動」を行っています。 

   また、地域の更生保護の拠点として開設している「世田谷区更生保護サポートセンター」

では、保護司による対象者との面接のほか、新任研修や関係団体との意見交換等を行ってい

ます。 

 

世田谷区更生保護女性会 

   更生保護女性会は、犯罪や非行のない明るい社会の実現を目指し、女性の立場から犯罪を

した人等の地域社会での立ち直りを支援しているボランティア団体です。更生保護活動をは

じめ、青少年の健全育成、地域の子育て支援など、地域と連携しながら活動しています。 

 

世田谷区ＢＢＳ会 

   BBS会（Big Brothers and Sisters Movementの略）は、様々な問題を抱える少年を、兄

や姉のような身近な存在として接しながら少年たちが自分自身で問題を解決し、健全に成長

していくことを支援する青年ボランティアです。児童養護施設への訪問ボランティア活動や

非行防止のための集会などを実施しています。 

 

協力雇用主 

   協力雇用主は、犯罪や非行をした人（刑務所出所者等）の自立及び社会復帰に協力するこ

とを目的として、犯罪や非行をした人を雇用し、又は雇用しようとする事業主の方々です。

協力雇用主として犯罪をした人等の受け入れを行うには、保護観察所へ登録する必要があ

り、対象者を雇用（試行含む）した場合、奨励金等の助成金が支払われます。 
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コラム：保護司をされている方の声 

Ａさん（元区立小学校校長） 

   定年退職をきっかけに、何か社会貢献をしたいと思っていたところ先輩保護司から声がか

かりました。犯罪者対応と聞き、少し怖い気もしましたが、とてもやりがいのある仕事だと思

い引き受けました。 

   保護観察の初仕事は半年後でした。先輩保護司からの助言を参考に保護観察を続け、刑期

完了した時の安堵感は忘れられません。保護観察を行っている間も、地域での広報活動や刑

務作業製品の販売などの活動を行っています。 

  “相手の話を親身になって聞いてあげられる人”それは、あなたです。保護司をやってみま

せんか。 

 

Ｂさん（元世田谷区職員） 

   学生時代の旧友が先に保護司になり、その影響で自分もと思い、始めました。決心したのは

NHK ドラマ「生きて、ふたたび 保護司・深谷善輔」を観て感動したからです。一緒に観てい

た妻に恐る恐る切り出したところ、あっさり賛成され、背中を押されました。その後世田谷区

保護司会に配属され、今は少しでも早く保護司会の活動を理解して何かお役に立てるよう努

力することと、実際に更生保護の案件依頼があった場合に備えて勉強を続けることが大切と

思っています。 

   もしも、保護司をやれるか迷っている方がいらっしゃるなら、まず一歩を踏み出しましょ

う。わからない事は保護観察所や先輩保護司に尋ねることです。きっと親切に対応して下さ

るはずです。 

 

Ｃさん（元区立中学校校長、現大学教授） 

   皆様は退職後の第二の人生をどのように過ごそうとお考えでしょうか。今まで行けなかっ

た海外旅行に、趣味の時間になど考えているのではないでしょうか。 

   私は中学の教員を定年退職したとき、PTA会長から保護司を誘われました。保護司の方に

は初任校で元気過ぎる生徒たちの指導でお世話になっていましたので、恩返しのつもりでお

受けしました。保護司は面接を通して、罪を犯した人の更生と社会復帰を後押しします。ま

た、更生した人たちを差別することなく受け入れる心優しい社会づくりの活動も行います。

ともにボランティア活動ですが、とてもやりがいのある仕事です。 

   私は保護司と同時に大学で働いています。古希となり、残りの人生は保護司として社会と

関わり、少しでも貢献できればと考えています。皆様方とともに活動できることを楽しみに

しています。 
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（２）広報・啓発活動の推進 

 ＜現状と課題＞ 

犯罪をした人等の社会復帰のためには、本人自らの努力を促すだけではなく、地域社会におい

て孤立することのないよう区民の理解と協力を得て、再び社会を構成する一員となるよう支援

することが重要です。  

しかし、再犯防止や更生保護に関する取組みは、区民にとって必ずしも身近なものではなく、

理解や関心が得にくいとともに、犯罪をした人等に対する偏見があるという課題があります。 

立ち直りを支えるには、地域住民の理解と寛容が必要不可欠であり、本計画の策定を契機とし

て、再犯防止や更生保護に関して周知・啓発を図り、より身近なものとして地域に浸透させてい

く必要があります。 

 

＜施策の方向性＞ 

   広報・啓発活動の推進により、更生保護や再犯防止について、地域理解の促進に努めます。 

 

 ＜施策の内容＞ 

① 再犯防止に関する普及啓発 

   ・再犯防止に関するシンポジウムや区ホームページ等での普及啓発を通じて、犯罪をした人

等が立ち直りに向けて抱える困難さなどへの地域理解の促進のほか、支援に携わる人の

「立ち直りを支援する力」の向上を図ります。 

【保健福祉政策課】 

   ・職員の理解促進と対応力向上に向けて、各種相談に応じる区職員を対象に、対象者の特性

やニーズを的確に把握するためのアセスメントの充実等を目的とした研修を実施します。 

【保健福祉政策課】 

   ・犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動である“社会を

明るくする運動”を推進し、７月の強調月間を中心に、駅頭広報活動や講演会、作文コン

テスト等を実施します。 

【保健福祉政策課】 

   ・刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくし、社会復帰に資するよう人権啓発活動

や人権相談を実施します。 

【人権・男女共同参画課】 

・DVは犯罪行為を含む重大な人権侵害であるという認識を広め、相談体制の充実を図るとと

もに、暴力の未然防止と早期発見に向けた働きかけに取り組みます。 

【人権・男女共同参画課】 
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第５章 計画の推進体制                                        

区では、関係機関や地域団体との連携を深め、“社会を明るくする運動”世田谷区推進委員会に

おいて、取組みの推進を図ります。 

 

 

＜“社会を明るくする運動”世田谷区推進委員会＞ 

世田谷区 世田谷区保護司会（７） 

世田谷区更生保護女性会 世田谷区ＢＢＳ会 

東京保護観察所 世田谷区民生委員児童委員協議会 

世田谷区社会福祉協議会 青少年補導連絡会（４） 

青少年地区委員会（28） 世田谷区子ども・青少年協議会 

世田谷区私立幼稚園協会 世田谷区町会総連合会 

世田谷地区人権擁護委員会 世田谷区赤十字奉仕団 

世田谷区立小学校長会 世田谷区立中学校長会 

世田谷区立小学校ＰＴＡ連合協議会 世田谷区立中学校ＰＴＡ連合協議会 

世田谷区青少年委員会 世田谷区子ども育成者連絡協議会 

世田谷少年センター 警察署少年係（４） 

防犯協会（４） 母の会（４） 

交通少年団（４） 世田谷区商店街連合会 

ロータリークラブ（４） ライオンズクラブ（７） 

東京都石油商業組合世田谷支部 東京世田谷電設工業協同組合 

※８７機関・団体（順不同） 
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 資料編                                              

１ 計画の策定経過                               

開催日 内容 

令和４年１２月１４日 “社会を明るくする運動”世田谷区推進委員会 

  ・再犯防止推進に向けた検討（意見聴取） 

令和５年 ３月 ２日 第１回世田谷区再犯防止推進計画検討委員会 

 ・計画の概要、再犯防止を取り巻く状況 

・計画の基本的な考え方 

・犯罪をした者等への支援事例 

令和５年 ５月３１日 “社会を明るくする運動”世田谷区推進委員会 

  ・計画の基本的な考え方（意見聴取） 

令和５年 ６月 ２日 第２回世田谷区再犯防止推進計画検討委員会 

 ・計画（素案） 

令和５年 ９月 ７日 

   ～ ９月２８日 

 パブリックコメント 

令和５年１１月 ７日 第３回世田谷区再犯防止推進計画検討委員会 

  ・計画（案） 

令和５年１２月１２日 “社会を明るくする運動”世田谷区推進委員会 

・再犯防止推進に向けた検討 
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２ 世田谷区再犯防止推進計画検討委員会設置要綱             

（目的及び設置） 

第１条 再犯の防止等の推進に関する法律（平成 28年法律第 104号）第８条第１項に規定する地方

再犯防止推進計画（以下「計画」という。）の策定に向けた検討を行うため、世田谷区再犯防止推

進計画検討委員会（以下「委員会 」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、計画の策定に関する事項を検討する。 

（組織） 

第３条 委員会は、区長が委嘱し、又は任命する別表第１に掲げる委員長、副委員長及び委員をもっ

て組織する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、区長が委嘱し、任命した日から令和６年３月 31日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員長は、世田谷区保護司会会長の職にある者をもって充て、委員会を代表し、会務を総理

する。 

２ 副委員長は、世田谷区保健福祉政策部長の職にある者をもって充て、委員長を補佐し、委員長に

事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができ

る。 

（検討部会） 

第７条 委員会は、第２条に規定する事項の調査及び検討を補佐させるため、検討部会を置く。 

２ 検討部会は、別表第２に掲げる部会長及び部会員をもって組織する。 

３ 部会長は、保健福祉政策部長の職にある者をもって充てる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、保健福祉政策部保健福祉政策課において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関する事項その他必要な事項は、委員長が

別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和４年１２月２３日から施行する。 

附 則（令和５年３月３１日４世保福政第１２１９号） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
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別表第１（第３条関係） 

委員長 世田谷区保護司会会長 

副委員長 世田谷区保健福祉政策部長 

委
員 

民間協力団体 世田谷区保護司会代表者（１名） 

世田谷区更生保護女性会代表者（１名） 

地域関係団体 世田谷区社会福祉協議会代表者（１名） 

世田谷区民生委員児童委員協議会代表者（１名） 

学識経験者 学識経験者（１名） 

関係機関 警視庁世田谷警察署生活安全課長 

警視庁北沢警察署生活安全課長 

警視庁玉川警察署生活安全課長 

警視庁成城警察署生活安全課長 

警視庁世田谷少年センター所長 

法務省東京保護観察所代表者（１名） 

 

別表第２（第７条関係） 

部会長 保健福祉政策部長 

部会員 総合支所保健福祉センター生活支援課長（１名） 

総合支所保健福祉センター保健福祉課長（１名） 

総合支所保健福祉センター健康づくり課長（１名） 

総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課長（１名） 

危機管理部地域生活安全課長 

生活文化政策部人権・男女共同参画課長 

経済産業部工業・ものづくり・雇用促進課長 

保健福祉政策部次長 

保健福祉政策部生活福祉課長 

高齢福祉部高齢福祉課長 

障害福祉部障害施策推進課長 

児童相談所副所長 

世田谷保健所健康推進課長 

都市整備政策部居住支援課長 

教育総合センター教育相談課長 

世田谷区社会福祉協議会自立生活支援課長 
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３ 世田谷区再犯防止推進計画検討委員会委員名簿                           

区分 所属機関・団体等 氏名 備考 

学識経験者 国士舘大学法学部教授 辰野 文理  

民間協力団体 世田谷区保護司会会長 田中 博光 令和4年度 

鈴木 康司 令和5年度 

世田谷区保護司会 渡部 淳  

世田谷区更生保護女性会会長 鈴木 清美  

地域関係団体 世田谷区社会福祉協議会事務局長 長岡 光春  

世田谷区民生委員児童委員協議会副会長 重田 朗子  

関係機関 警視庁世田谷警察署生活安全課長 太田原 徹也  

警視庁北沢警察署生活安全課長 河原 健司  

警視庁玉川警察署生活安全課長 小幡 康二  

警視庁成城警察署生活安全課長 菊池 理彦  

警視庁世田谷少年センター所長 

  

渡邉 明宣  

峯島 智 令和 5 年 9 月 

法務省東京保護観察所 

  

高橋 知哉 令和4年度 

上野川 喜隆 令和5年度 

世田谷区 世田谷区保健福祉政策部長 田中 耕太  

 

 



資料２ 

 

令和６年２月２８日 

保 健 福 祉 政 策 部 

 

 

令和６年度からの重層的支援体制整備事業について 

 

１ 主旨 

  「世田谷区地域保健医療福祉総合計画（案）」にて示したとおり、制度の狭間の支援ニ

ーズを抱えた区民や、複雑化・複合化した日常生活課題を抱えた区民に対し包括的な支

援を提供するため、令和６年度より国の重層的支援体制整備事業を活用し、総合支所保

健福祉センターを中心とした包括的な支援体制を整備するため報告する。 

 

２ 包括的な支援体制について 

（１）国の動き 

・ 社会福祉法に規定された地域福祉推進の理念に基づき、複雑化・複合化した支援ニー
ズに対応する包括的な支援体制を構築するため、令和３年４月より「重層的支援体制

整備事業」が実施された。 

・ 重層的支援体制整備事業は、「相談支援」（包括的相談支援事業・アウトリーチを通じ
た継続的支援事業・多機関協働事業）、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」とい

う３つの支援を自治体が一体的に実施するものである。 

 

（２）区の重層的支援体制整備事業 

・ 現在、ひきこもり施策を中心に重層的支援体制整備事業を実施しているが、令和６年
度以降は対象をひきこもりに限らず、複雑化・複合化した課題に対応していく。 

・ 支援にあたっては、総合支所保健福祉センターまたはぷらっとホーム世田谷が、多機
関協働事業者（中心となって調整を担当する部署）として、支援に関わる部署や関係

機関を招集し、チームとして区民のニーズに沿った支援を一体的に提供する。 

・ なお、本事業は、本人やその世帯の課題が複雑化・複合化しているケースに対して、
多機関協働事業者と区の各部署や各支援機関が連携して対応するものであり、地域ケ

ア会議等の既存の制度や仕組みで対応できるものは、従来どおり対応する。 

・ 具体的な支援内容やフローについては、別紙１「世田谷区多機関協働事業マニュアル
（案）」のとおり。 

・ 地域包括支援センターについては、社会福祉法第 106 条の４第２項第１号における相
談支援機関として位置付けられている。 

 

３ 社会福祉法における支援会議、または重層的支援会議について 

・ 「支援会議」は、本人同意がないケースについて、社会福祉法第 106 条の６の規定に
基づき、会議の構成員に対する守秘義務を設けた会議体であり、関係者間で積極的な

情報交換や連携を図り、必要な支援に関する検討を行うことが求められる。 

・ 「重層的支援会議」は、重層的支援体制整備事業による支援について本人から同意が
得られた場合に、開催できる会議体である。 



 
 
・ 多機関協働事業者より、あんしんすこやかセンターに対して相談支援機関として、

出席依頼や相談があった場合には、可能な限り出席いただくほか、本人や世帯に関

する情報提供や、福祉的な支援に限らず必要となる、または実施可能な支援等につ

いて提案いただきたい。 

４ その他 

（１）ひきこもり相談窓口「リンク」においては、令和６年度以降も引き続き多機関協働

事業者として、ひきこもりに係る支援を実施する。 

   あんしんすこやかセンターにおいては、各地区においてひきこもり状態の方を発見

した場合等、「リンク」への適切なつなぎや、支援に協力いただき御礼申し上げる。 

   一方、対象の世帯が高齢の親とひきこもりの子（いわゆる８０５０問題）等におい

て、健康面等から緊急の対応が必要と思われるケースがリンクに案内されること

や、世帯の抱える課題の主訴が高齢の親にあるが「リンク」に高齢の親の対応を期

待されるケースも見られる。世帯の抱える課題の緊急度や主訴に基づく適切なつな

ぎ、各機関の強みを活かした協働でのサポートに引き続きご協力いただきたい。 

（２）相談支援や多機関協働事業者へのつなぎ等については、来年度以降の「あんしんす

こやかセンター相談対応マニュアル」にも記載する。 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

  令和６年３月    マニュアル策定、周知 

      ４月～   包括的な支援体制（多機関協働事業）実施 

 

 

 

 

＜重層的支援体制整備事業について＞  

  保健福祉政策部保健福祉政策課 

石井、北川（TEL:5432-2427） 

＜多機関協働マニュアルについて＞   

保健福祉政策部保健福祉政策課 

石井、加藤（TEL:5432-2914） 

 



 

 

世田谷区 

多機関協働事業マニュアル

（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合支所保健福祉センター 

保健福祉政策部保健福祉政策課 

令和６年２月 

 

調整中 

別紙１ 
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第１章 包括的な支援体制が求められる背景と理念                                      

１ 地域共生社会の理念                                        

 

 

 

 

・ 日本の社会保障は、人生において典型的なリスクや課題を想定し、その解決を目的として現物

給付等を行うという基本的なアプローチの下で、量的な拡大と質的な発展を実現してきまし

た。これにより生活保障やセーフティネットの機能は大きく進展し、生活保護、高齢介護、障

害福祉、児童福祉など、属性・リスク別の制度が発展し、専門的な支援が提供されています。 
     

・ また、血縁、地縁、社縁といった共同体の機能が時代の進展とともに脆弱化しています。これ

までも地域では民生委員・児童委員や町会・自治会等が見守りの役割を担い、相談を受け止め

関係機関につなぐなど安心して暮らせる地域の実現に向けて尽力し、様々な取組みを重ねてき

ました。しかし、人口減少が本格化し、高齢化も進む中で担い手の確保に苦慮しています。 
     

・ 一方で、個人や世帯が抱える生きづらさやリスクが複雑化・多様化していることは福祉の現場

で活躍されている皆様は特に実感されているのではないでしょうか。例えば、社会的孤立など

関係性の貧困、ダブルケアやいわゆる 8050問題などの複合的な課題、最近ではセルフ・ネグ

レクトによるごみ屋敷化、多頭飼育崩壊といった課題も顕在化してきています。 
     

・ これらの課題は、誰にでも起こりうる社会的なリ

スクと言えますが、個別性が極めて高く、人生に

おいて典型的と考えられるリスクを想定し給付を

行うという、従来の社会保障の仕組みの下では十

分な対応が困難になっています。 
     

・ さらに、外国人の増加や性的指向・性自認の多様

化など、社会の構成員やその価値観の多様性は増

しており、地域や社会がこのような多様性を受け

止める力を高めることが今後一層求められていま

す。 
    

・ 地域共生社会とは、このような日本の社会保障の

成り立ちや社会の変化を踏まえ、制度・分野の枠

や、「支える側」「支えられる側」という従来の関

係を超えて、人と人、人と社会とがつながり、一

人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いなが

ら暮らしていくことのできる、包摂的なコミュニ

ティ、地域や社会を創るという考え方です。 

※出典：厚生労働省資料 

制度・分野の枠や、「支える側」「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、

人と社会とがつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らして

いくことのできる、包摂的なコミュニティ、地域や社会を創るという考え方です。 
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２ 福祉政策の新たなアプローチ                     

（１）対人支援において今後求められるアプローチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：厚生労働省資料         

・ 複雑化・複合化した課題を抱えている方に対し、対象者ごとに「縦割り」で整備された公的な

支援制度の下、従来の福祉政策の延長や拡充のみで対応するには限界があります。 
    

・ このため、対人支援において、一人ひとりの生が尊重され、複雑・多様な課題を抱えながら

も、社会との多様な関わりを基礎として自律的な暮らしを継続していくことができるように支

援する機能の強化が求められています。 
    

・ 保健医療福祉等の専門職による対人支援は、一人ひとりの個別的なニーズや様々な生活上の困

難を受け止め、本人の意向や本人を取り巻く状況に合わせて、次の２つのアプローチを支援の

両輪として組み合わせていくことが必要です。 

   ◎具体的な課題解決を目指すアプローチ  ◎つながり続けることを目指すアプロ―チ 
    

・ 具体的な課題解決を目指すアプローチとは、本人が有する特定の課題を解決に導くことを目指

すアプローチで、例えば、現金給付や現物給付があたります。 
    

・ これに対して、つながり続けることを目指すアプローチ（伴走型支援）は、支援者と本人が継

続的につながり関わり合いながら、本人と周囲との関係を広げていくことを目指します。個人

や世帯が抱える課題が複雑化・多様化していることを鑑み、伴走型支援を強化する必要があり

ます。 
    

・ どちらのアプローチにおいても、本人を中心として寄り添う意識をもって支援にあたることを

重視していくことが求められています。 

対人支援において今後求められるアプローチは、具体的な課題解決を目指すアプローチ

（従来の支援）と、つながり続けることを目指すアプローチ（伴走型支援）を組み合わ

せていくことが必要です。 
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（２）専門職による伴走型支援 
    

 

 

 

 

・ 伴走型支援を実践する上では、専門職が時間をかけてアセスメントを行い、課題を解きほぐす

とともに、本人と世帯の状態の変化に寄り添う継続的な支援（専門職による伴走型支援）を重

視する必要があります。 
    

・ 専門職による伴走型支援を進めることで、以下のような対人支援の変化が期待されます。 

◎ 本人の相談を包括的に受け止めることで、つながり、関係性をはぐぐむことができる。 

◎ 個人が複雑・多様な問題に直面しながらも本人のストレングス（強み）を活かし、生きる力

と可能性に着目した支援を行うことができる。 

◎ 「支える」「支えられる」という一方向の関係性ではなく、支援者と本人が人として出会い、

支援の中で互いに成長することができる。 

◎ 具体的な課題解決を目指すアプローチとともに支援が機能することより、孤立した状態にあ

る本人が、他者や社会に対する信頼を高め、周囲の多様な社会関係にも目を向けていくきっ

かけとなり得る。 

 

 

（３）住民相互のつながりによるセーフティネットの強化 
    

 

 

 

・ 個人の自立的な生を支える、社会へ関わるための経路は、専門職による支援のみをきっかけと

するのではなく、多様であることが望ましく、専門職による伴走型支援のみを想定することは

適切ではありません。 
     

・ 地域における出会いや学びの場を作り出し、多様なつな

がりや参加の機会が確保されることで、地域の支え合い

や緩やかな見守りが生まれ、人と人とのつながりそのも

のがセーフティネットの基礎となります。 
     

・ 専門職による伴走型支援の普及や、地域に開かれた福祉

の実践によって、個人と地域・社会とのつながりが回復

し、社会的包摂が実現されます。また、これらが重なり

合うことで、地域におけるセーフティネットが充実して

いきます。 

 

※出典：厚生労働省資料 

専門職が時間をかけてアセスメントを行い、課題を解きほぐすとともに、本人と世帯の

状態の変化に寄り添う継続的な支援（専門職による伴走型支援）を進めることで対人支

援の変化が期待されます。 

地域の居場所などにおける様々な活動等を通じて日常の暮らしの中で行われる、地域住

民同士の支え合いや緩やかな見守りを生み出していくことが重要です。 
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３ 包括的な支援体制の構築                       

（１）実現に向けた法改正① 

 
 
 
 
     

・ 平成 29年に社会福祉法が改正され、地域福祉推進の理念として、支援を必要とする住民及び

その世帯が抱える多様で複合的な地域生活課題を把握し、支援関係機関との連携等によりその

解決を図る旨が規定されました。 
     

・ また、この理念を実現するため、市町村が以下のことに努めるよう規定されました。 

◎ 「地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備」 

◎ 「住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生活課題について総合的に相談に応じ、関

係機関と連絡調整等を行う体制づくり」 

  後者の体制が包括的な支援体制となります。 
     

 

（２）包括的な支援体制の構築を推進するための事業    

 

 

 

 

・ 法改正の３年後の見直し規定に基づき、国では有識者による「地域共生社会推進検討会」が開

催され、「２ 福祉政策の新たなアプローチ」に記載した内容が提案されました。この検討会の

最終とりまとめにおいて、市町村が地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括

的な支援体制の構築を推進するためには、以下の３つの支援を内容とする新たな事業の創設を

行うべきであると提言がなされました。 

① 断らない相談支援 

② 参加支援（社会とのつながりや参加の支援） 

③ 地域づくりに向けた支援 
     

・ この３つの支援を一体的に行うことによって、本人と支援者や地域住民の継続的な関係性を築

くことが可能となり、身近な地域でのセーフティネットの充実と地域の持続可能性の向上を図

ることにつながります。 
     

・ 一体的に支援を展開することで、以下の具体的な効果などが期待されます。 

 ◎ 地域づくりに向けた支援を通じて、地域で人と人のつながりができることで、個人や世帯が

抱える課題に対する住民の気づきが生まれ、断らない相談支援へ早期につながりやすくなる。 

◎ 断らない相談支援で浮かび上がったニーズについて、参加支援を通じて、既存の地域資源を

活用し、社会参加の機会や一時的住まいの確保などオーダーメイドの支援が実現する。 

 
     

地域共生社会の実現に向けて、平成 29年に社会福祉法が改正され、地域福祉推進の理

念が規定されました。この理念を実現するため、市町村が構築するべき体制として規

定されたのが、包括的支援体制です。 

複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するためには、 

①断らない相談支援、②参加支援、③地域づくりに向けた支援、の３つの支援を内容と

する新事業の創設が必要です。 
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・ 新たな事業の支援対象者は、本人・世帯の属性を問わず、福祉、介護、保健医療、住まい、就

労及び教育に関する課題や地域社会からの孤立など様々な課題を抱える全ての地域住民としま

す。 
     

・ 新たな事業を行う際は、以下の基本的な姿勢・理念に基づくべきとされています。 

 ◎ アウトリーチを含む早期的な対応を行うこと。 

 ◎ 本人・世帯を包括的に受け止め支えること。 

 ◎ 本人を中心とし、本人の力を引き出す観点で行われること。 

 ◎ 信頼関係を基盤として継続的に行われること。 

 ◎ 地域住民のつながりや関係性づくりを行うこと。 

 

 

 

（３）実現に向けた法改正② 

 

 

 

 

・ 国の「地域共生社会推進検討会」の

最終とりまとめの提言を受け、令和

２年６月に改正社会福祉法が可決・

成立し、令和３年４月より「重層的

支援体制整備事業」が施行されるこ

とになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：厚生労働省資料 

令和２年６月改正社会福祉法が可決・成立し、令和３年４月より「重層的支援体制整備

事業」が施行されることになりました。 
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第２章 区における包括的な支援体制               

１ 区の取組み                             

（１）地域包括ケアシステム 

 

 

 

 

 
 

・ 地域包括ケアシステムとは、令和７年（2025年）を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の

支援を目的に、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けること

ができるよう、地域の包括的な支援・サービスが提供される体制のことで、市町村等が地域の

自主性や主体性に基づいて作りあげていくものとされています。 
 

・ 区では、平成 26年度より、誰もが住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、高齢者

だけではなく、障害者、子育て家庭、生きづらさを抱えた若者、生活困窮者など、困りごとを

抱えたすべての区民を対象として、「医療」、「介護・福祉サービス」、「住まい」、「予防・健康

づくり」、「生活支援」の５つの要素が一体的に提供される世田谷版地域包括ケアシステムの推

進に取り組んできました。    

 

 

＜区の地域包括ケアシステム（令和５年度まで）＞ 

高齢者だけではなく、困りごとを抱えた全ての区民を対象として、医療、福祉サービ

ス、住まい、予防・健康づくり、生活支援の５つの要素が一体的に提供される世田谷

版地域包括ケアシステムについて、今後、多様化するニーズに応えるため、就労、教

育、社会参加、防犯・防災を新たな要素として加え、世田谷版地域包括ケアシステム

の強化を図り、地域共生社会の実現を目指します。 

 

 

 

＜支援を必要とする区民＞ 
高齢者、障害者、子ども、若者、 

子育て家庭、生活困窮者など 

世田谷版地域包括ケアシステム 
高齢者だけではなく、障害者や子育て家庭など誰もが住みなれ

た地域で安心して暮らし続けることができるよう、医療、介護・

福祉サービス、予防・健康づくり、住まい、生活支援が一体的

に提供される地域包括ケアシステムの構築を目指す。 
⚫ 福祉の相談窓口 

⚫ 参加と協働による地域づくり 

まちづくり

センター 

⚫ 居住支援協議会 

⚫ 障害者グループホーム等の整備 

⚫ 高齢者介護施設等整備 等 

身近な地区 
 

⚫ 世田谷版ネウボラ（妊娠期からの 

切れ目のない支援） 

⚫ 認知症予防 

⚫ 介護予防事業 

⚫ 区民の主体的な健康づくり活動 

⚫ 特定健診・特定保健指導 

⚫ 各種健（検）診 等 

予防・健康づくり 

住まい 

連携 

⚫ 介護保険サービス 

⚫ 高齢者福祉サービス 

⚫ 介護予防・日常生活支援総合事業 

（事業者によるもの） 

⚫ 障害者の相談支援事業の充実 

⚫ 障害福祉サービス 

⚫ 保育の充実 

⚫ 生活困窮者支援 等 

介護・福祉サービス 

⚫ 地区連携医 

⚫ 認知症高齢者等口腔ケア健診 

⚫ ＩＣＴによる医療介護の連携 

⚫ 医療・介護連携推進協議会 等 

医療 

⚫ 介護予防・日常生活支援総合事業 

（住民参加型サービス等） 

⚫ 生活に困窮する子どもの支援 

⚫ 避難行動要支援者支援 

⚫ 社会福祉協議会によるサロン活動・ 

ふれあいサービス 

⚫ あんしん見守り事業 

⚫ 民間事業者等による配食・ 

移動サービス 等 

生活支援 

あんしん

すこやか

センター 

社会福祉

協議会 

児童館 

地域資源開発 

相談支援 
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・ 地域包括ケアシステムの実現に向けて、区民が福祉に関する困りごとを抱えた際に早期に支援

につながるよう、属性や対象などに関わらず全ての福祉に関する相談を受ける窓口「福祉の相

談窓口」を全まちづくりセンターに設置しています。また、日常の相談内容や対応したケース

などから地区の課題を発見し、児童館を含めた四者連携会議で共有、地域資源開発などにつな

げる「参加と協働の地域づくり」によって課題解決に取り組んでいます。     

・ 一方で、近年は、区民の日常生活課題は福祉の分野に限らず、様々な課題が複合化・多様化し

ていることや、複雑化しているケース、制度の狭間のケースといった、これまでの福祉行政で

は対応が難しいケースが増加してきています。今後は、こうした複雑化・複合化したケースに

対して、生活課題の本質を捉えた「包括的支援」を実現することが求められています。 
     

・ こうした状況を踏まえ、令和６年度より、多様化したニーズに応えるため、「就労」、「教育」、

「社会参加」、「防犯・防災」を新たな要素として加えるとともに、区民にとって最も身近な地

区において伴走していく体制を整えることで、「世田谷版地域包括ケアシステム」の強化を図

ることとしました。 

 

 

 

＜区の地域包括ケアシステム（令和６年度から）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

属性・世代・内容に関わらない 

「困りごとを抱えたすべての区民」 

地域づくり 

本庁組織 

地域での解決が困難な課題について施策立案により対応 

地区で相談を受け止め、つながり続ける仕組み 

福祉の相談窓口 

まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会 
児童館 

地区での解決が困難な課題のバックアップ 

保健福祉センター 

生活支援課、保健福祉課、健康づくり課、子ども家庭支援課 

住まい 医療 

福祉サービス 

日常生活の支援 

予防・ 

健康づくり 

社会参加 

教育 

防犯・防災 

就労 

全
区 

地
域 

地
区 

四者連携 
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（２）包括的な支援体制 

 

 

 

 

 

 
 
 

＜これからの福祉行政に求められる「包括的支援」＞ 

※出典：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「重層的支援体制整備事業を検討することになった人に向けたガイドブック」 

     

 

・ 目指す地域包括ケアシステムに基づいて、各分野や福祉の現場での取組みを進めてきました

が、区民の福祉に関するニーズが複雑化・複合化しているケースや、ニーズが多様化している

ケース、制度の狭間のケースにより対応が困難なケースが年々増加してきています。 
  

・ そういった中で、福祉の現場では、相談窓口からつなぎ先が無いことによる抱え込みや、複数

の担当所管が関係することで主担当が決まらず支援が滞るケースも出てきています。これまで

も様々な連携を行いつつ対応してきましたが、各課の業務には隙間があり、人員体制や役割分

担調整の枠組みが明確でない中での運用には限界がありました。 
 

・ また、本人が支援の必要性に気付いていない、支援を受ける気力がわかない等の理由で支援を

拒否することにより、本人より周辺住民の困りごとが大きくなってしまい、支援困難となるケ

ースがあります。例えば、多頭飼育崩壊やいわゆるごみ屋敷などのケースです。そのようなケ

ースでは、福祉の現場だけでは解決できず、本人の同意がとれないケースも多くあり、ケース

や制度によっては支援をする仕組みがありませんでした。 

これまでも様々な連携を行いつつ対応してきましたが、各課の業務には隙間があり、 

人員体制や役割分担調整の枠組みが明確でない中での運用には限界がありました。 
  

全ての複雑化・複合化したケースに対応するため、「重層的支援体制整備事業」を活用

し、総合支所保健福祉センターを中心とした包括的な支援体制を整備することにより、

必要な支援をこれまで以上に的確に届けます。 



9 

 

 

・ こうした課題を踏まえ、区ではこれまでも実施してきた「包括的支援」を強化し、すべての複

雑化・複合化したケースに対応するため、厚生労働省より示された「重層的支援体制整備事

業」を活用し、総合支所保健福祉センターを中心とした包括的な支援体制※の整備により、必

要な支援をこれまで以上に的確に届けることとしました。 
     

・ 本マニュアルは、事業実施にあたり庁内検討 PTを立ち上げ、主に支援に関わる庁内職員向け

に作成しました。包括的な支援体制の推進にあたっては、福祉分野に関わらず、あらゆる部署

との分野横断的な連携・協力が必要となります。庁内への働きかけや研修などを通じて、支援

に関わるすべての職員の認識共有と資質向上を図るとともに、会議を重ねる中で集積されたノ

ウハウや把握された課題の状況を踏まえ、本マニュアルを適宜改定していきます。 

 

 

 

＜ここを変える！これからの包括的な支援体制＞ 

 
 

 

 

 

  

これまでの福祉現場での課題

相談窓口からつなぎ先が無いことにより抱え込
むケース
複数の担当所管が関係することで主担当が決ま
らず支援が滞るケース

保健福祉センター４課における役割分担調整
（どの課が中心となって担当するか）の枠組み
が明確でなかった。

本人より周辺住民の困りごとが大きいが、本人
は困っていなくて支援困難となるケース

福祉の現場だけでは解決できず、ケースや制
度によっては支援をする仕組みがなかった。

これから（R6～）の支援体制

担当課が決まらない場合も、個別ケースの状況
や主訴に応じて、生活支援課＊保護・自立促進
（自立促進）の調整のもと、保健福祉センター所
長（副支所長）が保健福祉センター各課長と協議
し、多機関協働事業者となる課を決定する。

主担当が決まらず支援が滞るケースなどを
なくします！

社会福祉法に基づく支援会議の開催により、本
人同意がない方も支援をすることが可能となる。

本人同意がない方も、多機関協働により支援
をする仕組みができます！

➢ 対象者が表明している困りごとや相談窓口に来る方への対応だけではなく、生活課題の本質を捉えた支援や、

ケースを見つけに行く必要があります。

➢ 包括的な支援体制を整備しましたが、この仕組みを機能させるためには、福祉分野に関わらず、あらゆる部署との分
野横断的な連携・協力が必要となります。

➢ 庁内への働きかけや研修などを通じて、支援に関わるすべての職員の認識共有と資質向上を図っていきます。

包括的な支援体制の推進に向けて…
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２ 基本的な考え方                                         

➢ 複雑化・複合化した課題を抱えた方や制度の狭間の支援ニーズを抱えた方であり、現行の制度

や体制では対応が困難なケースを対象に、総合支所保健福祉センターを中心とした包括的な支

援体制を整備することで、必要な支援をこれまで以上に的確に届けることをめざします。 

➢ これまで以上に、生活課題の本質を捉えた「包括的支援」をしていくためには、福祉分野に関

わらず、あらゆる部署との分野横断的な連携・協力が必要となることから、支援に関わるあら

ゆる部署において対象範囲（いわゆる「のりしろ」）を広げるとともに、包括的支援の必要性

などに関する認識共有を図っていきます。 

➢ 重層的支援体制整備事業の実施にあたっては、国が示す以下の基本的な理念に基づくこととし

ます。 

・ アウトリーチを含む早期的な対応を行うこと 

・ 本人・世帯を包括的に受け止め支えること 

・ 本人を中心とし、本人の力を引き出す観点で行われること 

・ 信頼関係を基盤として継続的に行われること 

・ 地域住民のつながりや関係性づくりを行うこと 

 

 

＜重層的支援体制整備事業のあれこれ＞ 

  本事業の実施にあたり、職員意見や検討 PTで出た意見の一部をまとめました。 

 

  

本人より周辺住民の困りごとが大きく、本人は困っていなくて支
援困難となるケースが多いのですが、  どのよ に対応す  
よいでし  か 

社会福祉法に基づく 支援会議 の開催により、本人同意がない方も支援
につな ることができます。 自 体でも、  事業で  ケースの大 
は、本人同意をと ないケースと いています。

本人が困っていないと支援のしよ がないのでは 

本人に り った  支援を  する ことが 要であり、長  するケー
スが多いと 定しますが、  支援を けることで、本人に  するタ 
 ン を さないことが 要です。

周辺住民の困りごとも福祉  で担 べき仕事なのでし  か 

こ からの包括的支援は、表 的な困りごとだけではなく、課題の本質を
捉えた   ー をする必要があり、 題が り したり、複  するこ
とを  ことにつながります。
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第３章 重層的支援体制整備事業の枠組み                                      

１ 重層的支援体制整備事業とは                                         

・ 地域による包括的な支援体制を構築するための新しい事業として、重層的支援体制整備事業が

創設されました。この事業は、「相談支援」（包括的相談支援事業・アウトリーチ等を通じた継

続的支援事業・多機関協働事業）、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」という３つの支援

を自治体が一体的に実施するものです。 

（１）重層的支援体制整備事業の意義 
     

・ 市町村、民間団体、地域住民など地域の構成員が協働して、属性を問わない包括的な支援と

地域づくりに向けた支援を総合的に推進し、多様なつながりを地域に生み出すことを通じ

て、身近な地域でのセーフティネットの充実と地域の持続可能性の向上を図るものです。 

（２）重層的支援体制整備事業の目標 
     

① 包摂的な地域社会を目指す 

・ 事業の実施を通じて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割をも

ち、互いを尊重し合いながら暮らしていくことのできる包摂的な社会（「地域共生社会」）

を目指す。 

・ 事業の実施に当たっては、特定の属性や課題に対応する従来のアプローチを転換し、「す

べての地域住民」の多様な課題に寄り添う社会づくりを進める。 

 ② 地域の将来を見据えた連携と協働 

・ 共同体（家族・地域・職場など）機能の脆弱化に対応すると同時に、地域の担い手不足等

も踏まえて、地域社会の基盤の再構築を目指す。 

・ 基盤の再構築にあたっては、国と自治体、地域コミュニティ、民間企業やＮＰＯなど多様

な主体やまちづくり、住宅、農産業、教育等の多様な分野と信頼関係を構築するとともに

緊密に連携し、互いの創意工夫のもと協働を進める。 

（３）重層的支援体制整備事業の支援のかたち 
     

尊厳を守る支援 一人ひとりの生が尊重され、社会との多様な関わりをもつことがで

きるよう本人の尊厳を守っていく。 

自律に向けた支援 自らの生き方や社会とのつながり方を追求できるよう本人の自律を

支えていく。 

伴走による支援 本人に関わり合いながらエンパワーメントし、本人と周囲、地域と

の関係を広げていく。 

包括的な支援 複雑化・複合化した支援ニーズに対応するとともに、包摂的な地域

社会を育むための地域づくりを進めることで、市町村全体で包括的

な支援体制を構築していく。 

地域づくりに向けた

支援 

地域住民の創意や主体性を源として、多様な活動と参加の機会を生

み、地域の持続可能性を高めていく。 



12 

 

２ 重層的支援体制整備事業の全体像                      

・ 前述のとおり、重層的支援体制整備事業は、「相談支援」（包括的相談支援事業・アウトリーチ

等を通じた継続的支援事業・多機関協働事業）、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」とい

う３つの支援を自治体が一体的に実施するものです。 

 

 

※出典：厚生労働省資料  

 

・ 相談者の属性、世代、相談内容に関わらず、包括的相談支援事業において包括的に相談を受け止め

ます。受け止めた相談のアセスメントを行う中で、複雑化・複合化した事例については、多機関協

働事業につなぎ、課題の解きほぐしや関係機関間の役割分担を図り、各支援機関が円滑な連携のも

とで支援できるようにします。 

・ なお、長期にわたりひきこもりの状態にある人など、自ら支援につながることが難しい場合には、

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業により本人との関係性の構築に向けて支援をします。 

・ 相談者の中で社会との関係性が希薄化しており、参加に向けた支援が必要な人には参加支援事業を

利用し、本人と地域資源の間を調整します。 

・ このほか、地域づくり事業を通じて、住民同士のケア・支え合う関係性を育むほか、他事業と相ま

って地域における社会的孤立の発生・深刻化の防止をめざします。 

・ 以上の各事業が相互に重なり合いながら、市町村全体の体制として本人に寄り添い、伴走する支援

体制を構築していきます。 

 

・ 重層的支援体制整備事業は、縦割りの制度や事業だけでは支援の難しい複雑化・複合化した支

援ニーズについても、ご本人や周りだけで抱え込まず、身近な地域の中で気づき・気にかけ合

えるとともに、必要な支援が届く社会を目指しています。 
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３ 重層的支援体制整備事業の全体の流れと各事業の概要                                         

・ 国が定める重層的支援体制整備事業の各事業（①包括的相談支援事業、②多機関協働事業、③

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業（以下、「アウトリーチ事業」という。）、④参加支援

事業、⑤地域づくり事業）の概要は、以下のとおりです。 

・ 区では、②多機関協働事業として、総合支所保健福祉センターを中心とした包括的な支援体制

を整備するとともに、③アウトリーチ事業と④参加支援事業の中心を担う社会福祉協議会の体

制強化を図り、各事業を一体的に実施することをめざします。 

・ なお、①包括的相談支援事業と⑤地域づくり事業は、既存の取組みや体制を前提に充実・強化

するものです。 

 

 

＜重層的支援体制整備事業の基本的な流れ＞ 

 

※出典：厚生労働省資料 

 

① 包括的相談支援事業（P.15～） 

・ 介護、障害、子ども、生活困窮の各分野において実施されている既存の相談支援を一体として

実施し、相談者の属性・世代・内容に関わらず包括的に全てを受け止め、本人に寄り添い、抱

える課題の解きほぐしや整理を行います。 

・ 受け止めた相談のアセスメントを行う中で、課題が複雑化・複合化しており、支援関係機関で

役割分担の整理が必要なケースは、多機関協働事業につなぎます。 
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② 多機関協働事業【新規】（P.17～） 

・ 支援関係機関等からつながれた、複雑化・複合化した課題を抱えた方や制度の狭間の支援ニー

ズを抱えた方であり、様々な課題の解きほぐしが求められるケース等に対して支援を行う事業

です。 

・ 多機関協働事業者（中心となって調整を担当する部署）は、「チーム」を組織するとともに、

支援者が孤立しないよう「支援者支援」の役目を担います。 

・ 多機関協働事業では、「支援会議」と「重層的支援会議」の２つの会議体が設置されます。 

「支援会議」は、本人同意がないケースについて、社会福祉法第 106 条の６の規定に基づき、

会議の構成員に対する守秘義務を設け、関係者間で情報共有ができる会議体です。 

「重層的支援会議」は、本人同意があるケースについて、関係機関とプランの適切性等に関する

協議を行い、必要に応じてアウトリーチ事業や参加支援事業での支援につなげます。 

 

③ アウトリーチ事業【新規】（P.46～） 

・ 複雑化・複合化した支援ニーズを抱えながらも必要な支援が届いていない人や、支援を受け入

れにくい状況にある人に支援を届けるための事業です。 

・ 地域住民とのつながりを構築する中でニーズを抱える相談者を見つけるほか、本人とのつなが

りを形成すること自体が困難であることを踏まえ、本人と関わるための信頼関係の構築やつな

がりの形成に向けた支援を行います。 

 

④ 参加支援事業【新規】（P.49～） 

・ 包括的な支援体制を構築するにあたり、本人や世帯と継続的につながる機能を強化していくた

めの役割の一つを担う事業です。 

・ 既存の参加支援に向けた事業では対応できない本人や世帯に対して、制度の狭間の支援ニーズ

に対応するため、地域の社会資源などを活用して社会とのつながり作りに向けた支援を行いま

す。 

 

⑤ 地域づくり事業（P.52～） 

・ 介護、障害、子ども、生活困窮の各分野において実施されている既存の地域づくりに関する事

業の取組を活かしつつ、世代や属性を超えて交流できる場や居場所の整備を行うとともに、地

域における資源の開発やネットワークの構築、支援ニーズと取組のマッチング等により地域に

おける多様な主体による取組みのコーディネート等を行う事業です。 
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第４章 包括的相談支援事業の体制（社会福祉法第 106条の４第２項第１号）                                     

１ 目 的 

➢ 属性や世代を問わず、包括的に相談を受け止める。 

    包括的相談支援事業は、介護、障害、子ども、生活困窮の各分野において実施されている

既存の相談支援を一体として実施し、相談者の属性・世代・相談内容に関わらず包括的に

全てを受け止め、本人に寄り添い、抱える課題の解きほぐしや整理を行う。 

➢ 支援機関のネットワークで対応する。 

    受け止めた相談のうち、単独の事業者では解決が難しい事例は、適切な事業者や各種支援

機関と連携を図りながら支援を行う。 

➢ 複雑化・複合化した課題については、適切に多機関協働事業者につなぐ。 

    受け止めた相談のうち、課題が複雑化・複合化しており、支援関係機関の役割分担が必要

な場合には、多機関協働事業者につなぎ、各種支援機関と連携を図りながら支援を行う。 

 

２ 実施体制 

・ 既存の福祉の相談窓口、各分野の社会福祉法に位置付けのある相談支援機関（P.16参照）を、

包括的相談支援事業者と捉えます。 

・ 福祉の相談窓口などにおいて、これまでと同様に、相談者の属性・世代・相談内容に関わらず

包括的に全てを受け止め、本人に寄り添い、抱える課題の解きほぐしや整理を行います。ま

た、単独では解決が難しい事例は関係部署や支援機関と連携を図りながら支援を行います。 

・ 受け止めた相談のうち、課題が複雑化・複合化しており、支援の方向性を整理し多くの支援機

関が役割分担を行いながら伴走支援を行うような場合には、総合支所保健福祉センターまたは

ぷらっとホーム世田谷（世田谷ひきこもり相談窓口「リンク」含む）につなぎ、各種支援機関

と連携を図りながら支援を行います。 

※既存の体制や資源で対応できる場合（地域ケア会議や要保護児童対策地域協議会など）は、 

多機関協働事業の対象外です。 

・ なお、複雑化・複合化しているケースであっても、自傷他害や虐待など緊急性があれば、多機

関協働事業の体制づくりを待たず、把握した機関が必要な関係機関と相談し、即時対応する必

要があります。 

・ また、包括的相談支援事業者のほか、実際には、その他の相談窓口も含め、区全体として包括

的な相談の受け止めや関係部署との連携を行っていきます。 
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＜相談支援体制イメージ＞ 

 

 

＜社会福祉法に位置付けのある包括的相談支援事業者＞ 
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地域 

全区 

 

まちづくり 

センター 

あんしん 

すこやか 

センター 

社会福祉 

協議会 

福祉の相談窓口 

相談支援イメージ 

区内の様々な機関と 

つなぎ・連携で対応 

四者連携 

本庁組織 

おでかけ 

ひろば 

ケアマネジャー 

民生・児童委員

など 

児童館 

訪問介護 

事業者 
保育園 

地域障害者相談

支援センター 

（ぽーと） 

地域子育て支援 

コーディネーター 

生活困窮者自立 

相談支援センター 
【ぷらっとホーム世田谷】 

児童相談所 

若者総合 

支援センター 
【メルクマールせたがや+せたがや

若者サポートステーション】 

保健センター 

認知症在宅 

サポート 

センター 

成年後見 

センター 

基幹相談 

支援センター 

（障害） 

ひきこもり 

相談窓口 

「リンク」 

青少年交流 

センター 

保健所 

属性・世代・内容に関わらない 

＜困りごとを抱えたすべての区民＞ 

バックアップ 

保健福祉センター 

生活支援課 

健康づくり課 

保健福祉課 

子ども家庭支援課 
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第５章 多機関協働事業の体制（社会福祉法第 106条の４第２項第５号及び第６号）                                      

１ 基本的な考え方                                         

（１）多機関協働事業の体制 

・ 多機関協働事業は、支援関係機関等からつながれた、複雑化・複合化した課題を抱えた方や制

度の狭間の支援ニーズを抱えた方であり、様々な課題の解きほぐしが求められるケース等に対

して支援を行う事業です。 

・ 区では、多機関協働事業者（中心となって調整を担当する部署）である総合支所保健福祉セン

ターおよびぷらっとホーム世田谷（世田谷ひきこもり相談窓口「リンク」含む）を中心に、複

雑化・複合化した区民の課題に対応できる支援チームを組織します。 

・ 本人やその世帯の課題が複雑化・複合化しているケースに対して、多機関協働事業者と各部署

が連携して対応するものであり、既存の制度や仕組みで対応できるものは、従来どおり本庁組

織や総合支所で対応します。 

 

 

＜多機関協働事業のイメージ＞ 

  

 

様々な機関等 

その 、支援にあたって 

 ームを組織することが

必要と思われる機関等 

地域住民 

町会・自治会、 

民生・児童委員、 

青少年委員など 

就労 

若者サポートステーション、 

障害者就労支援センター、 

ハローワークなど 

警察・司法 

交番、警察署 

保護司・弁護士・ 

司法書士など 

学校・教育 

学校、 

スクールソーシ

ャルワーカー、 

教育委員会など 

子ども・若者 

児童館、地 子育て 

支援コーディネーター、

メルクマールせたがや、

青少年交流センター、

児童相談所など 

生活困窮 

ぷらっとホーム

世田谷など 

住まい 

居住支援法人、 

社会福祉法人、 

地元企業など 

高齢・介護 

介護サービス事業所、 

ケアマネジャーなど 

障害 

地域障害者相談支援 

センター「ぽーと」、 

ピ サポート団体など 

民間団体 

ボランティア協会、

NPO法人、金融機関、

地元企業など 

医療 

医療機関 

メディカルソーシャル

ワーカーなど 

 

多機関協働事業者 

 

ぷらっとホーム世田谷 

世田谷ひきこもり 

相談窓口「リンク」 

課題に対応した支援プランの策定 

 
生活支援課 

健康づくり課 

保健福祉課 

子ども家庭支援課 

総合支所 

保健福祉センター 

複雑化・複合化した 

課題に対応したチーム

による一体的な支援 

 

まちづくり 
センター 

あんしん 
すこやか 

センター 

社会福祉 
協議会 

福祉の相談窓口 
など様々な相談窓口 

複雑化・複合化した 

課題を抱えた区民 

相談 
 

児童館 

既存の制度や仕組みで対応でき

るものは従来どおり本庁組織や

総合支所の所管にて対応 

本庁組織 

総合支所 
本人やその世帯の課題が複雑化・

複合化しているケースは 

多機関協働事業者と所管が 

連携して対応 

四者連携 

つなぎ つなぎ 
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（２）多機関協働事業の共通ルール 

・ 多機関協働事業の実施にあたっては、担当課だけではなく、各福祉分野の所管課、福祉以外の

所管課など、支援に関わるあらゆる部署および職員が協力し、チームとして支援することが求

められます。 

・ そこで、各部署および職員と共有したい意識や取組み姿勢について、検討ＰＴにおいて共通ル

ールとして定めました。 

 

 

＜多機関協働事業の共通ルール＞ 

 

① 支援に関わるあらゆる部署において対象範囲（いわゆる「のりしろ」）を広げ、つながれた

相談は必ず一旦受け止めます。 

 

② 本人からの相談や同意の有無に関わらず、受け止めることが可能です。 

 

③ つなぐ前段階で、部署内で受け止めた内容を一度確認・精査してからつなぎます。 

 

④ つないだとしても、対応の主体（支援者）はあくまでも各分野の関係機関です。 

 

⑤ 多機関協働事業者は、困難ケースを引き受ける「何でも屋」ではありません。 

 

⑥ 多機関協働事業者からの相談や会議の出席依頼には、積極的に協力します。 

 

⑦ 他課や他機関の役割やできることだけでなく、支援の限界を相互に理解することが大切で

す。 

 

⑧ 会議の参加にあたっては、部署内で把握している情報を整理しておき、連携に必要と判断

する内容を提供します。 

 

⑨ 会議では、相談者（世帯）が今お困りのことだけでなく、数年先に必要になると見込まれ

る支援も見通し、サポート体制をつくります。 

 

⑩ 世帯や支援の状況に変化があった際は、把握した機関から多機関協働事業者に情報提供を

行います。 
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＜「あるある」から考える！これからの包括的支援のあり方とは。＞ 

  支援の現場では、様々な区民に携わっていますが、支援にあたってこんな「あるある」はない

でしょうか。 

  困りごとを抱えた区民の課題は徐々に深刻化し、「困難ケース」となることもあります。区民

に「何か」ある前に支援ができていれば、その「何か」は起こらなかったかもしれません。 

チームとしての支援を機能させるため、各部署および職員間で目的意識を共有し、多機関協働

事業者に負担が偏ることなく、関係機関全体で支援対象者を支えていく必要があります。 

 

 

 

  

• 保健福祉センターＡ課に横転したＸさんは、ケースワーカーとして区民を支援し、支援に携
わった区民の笑顔が見ら ることに充 感とやりがいを感じています。

• ある日、自分が受け持っている区民Ｙさんと接している ちに、自分の担当しているＡ課の
支援ではなく、Ｂ課で  している支援の方が適切な支援と考えたため、YさんにもB課で
できる支援のことを相談した上で、Ｂ課に電話をすることとしました。

• しかし、Ｂ課の担当者からは 本人から相談がないと、 ちの部署では対応できません と言
わ てしまい、技術的な助言は得ら ましたが、Ⅹさんは、本来はＢ課がやるべきことを押
し付けら た感じがして、Ｂ課に対して不信感を抱いています。

あるある① ： 「うちの部署では対応できません。」

これまでの対応

●●だと思われる人がいるので
対応をお願いできますか？

A課職員

本人からの相談がないので
こちらでの対応は難しいです。

B課職員

これからの対応

B課職員

本人からの相談がない場合でも、つながれ
た情報をもとに、当課でできる支援を考え
て対応します。

• 支援機関のＸさんは、世帯全員が課題を抱えたケースの母親の支援に携わっています。母
親への支援を行  ちに、徐々に世帯の状況が判明し、様々な課や支援機関に情報を提供
しました。

• するとある日、Ａ課によってケース会議が開催さ ることになりました。ケース会議にはＡ
課の に、Ｂ課、Ｃ課、支援機関Ｄ、支援機関Ｅ、そしてＸさんが参加しています。

• Ｘさんも、この世帯の支援にあたっては、世帯の全体的な把握や課題整理、役割分担が必
要だと考えていましたが、会議を主催したＡ課からは 本人や世帯員に何かが起こらない限
り、  は困難 との結論が示さ 、予 的な支援計画について話し合 ことはできません
でした。

• Ｘさんは何かあってからでは遅いのではないかと危惧しており、見守りを継 しています
が、世帯の状況は一向に変わらないため、歯がゆさを感じています。

あるある② ： 「現時点では介入できません。」

これまでの対応

世帯全体の把握や役割分担
のうえ、支援が必要では…

Xさん

本人や世帯員の課題が明らかに
ならないと介入は困難です。

A課職員

これからの対応

本人やその世帯の課題が明らかではない
状況でも、将来必要になると見込まれる
支援を見通した上で、世帯全体の把握
や役割分担を行い、支援体制をつくります。

A課職員
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（３）多機関協働事業者の役割 

・ 多機関協働事業者は、「チーム」を組織するとともに、支援者が孤立しないよう「支援者支

援」の役目を担います。 

・ 多機関協働事業は、具体的な個別ケースの支援のために、組織間の「マネジメント」を行う事

業です。アセスメントから支援の実施、評価に至るまで、既存の関係機関だけで対応すること

が難しい場合に、その機能を発揮します。 

・ ケースによって多機関協働事業者の役割は異なり、プレイングマネージャーとなる場合が多い

ことも想定されますが、決して「困難ケースを引き受ける部署」ではありません。対応の主体

は、あくまでも各支援機関であると同時に、多機関協働事業者が孤立しないよう、様々な部署

および職員が多機関協働事業者の役割に対する理解をすることが重要です。 

・ また、関係者間で相互の違いを知ることも重要であり、ゴールイメージを共有した上で、その

ゴールを達成するために、他者ができること・できないことを知ることで、分野をまたいだ連

携が広がっていきます。 

 

＜多機関協働事業者の役割＞ 

※出典：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「重層的支援体制整備事業を検討することになった人に向けたガイドブック」 

 

  



21 

 

２ 多機関協働事業の対象ケース                                         

（１）基本的な考え方 

・ 以下のすべてを満たすケースを、多機関協働事業として取り扱います。 

① 複雑化・複合化した課題を抱えた方や制度の狭間の支援ニーズを抱えた方であり、現行の

制度や体制では対応が困難なケース。 

② 複数の部署や支援関係機関間の役割分担及び支援の方向性の整理が必要なケース。 

※単に二つの部署や支援関係機関が連携して対応すればよいケースは対象外です。 

③ 地域ケア会議や要保護児童対策地域協議会といった既存の体制では支援が困難なケース。 

※既存の会議体や資源で対応できる場合は対象外です。 

 

・ 多機関協働事業の件数（多機関協働事業者として対応した件数）等は、保健福祉センター各課

およびぷらっとホーム世田谷で管理のうえ、生活支援課＊保護・自立促進（自立促進）で取り

まとめます。詳細は、「５ 統計方法」（P.44）をご覧ください。 

 

 

（２）多機関協働事業者（中心となって調整を担当する部署）の考え方 

① 「複雑化・複合化した課題を抱えた方や制度の狭間の支援ニーズを抱えた方」であり、

「現行の制度や体制では対応が困難なケース」は、総合支所保健福祉センター４課のいず

れかが多機関協働事業者となります。 

② ケースの主訴が、ひきこもり及び生活困窮（生活保護非該当）に関する場合は、これまで

同様に、ぷらっとホーム世田谷（ひきこもり相談窓口「リンク」を含む）が多機関協働事

業者となります。 

③ 担当課が決まらない場合は、個別ケースの状況や主訴に応じて、生活支援課＊保護・自立

促進（自立促進）の調整のもと、保健福祉センター所長（副支所長）が総合支所保健福祉

センター各課長と協議し、多機関協働事業者となる部署を決定します。 
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 保健福祉センター４課が多機関協働事業者となるケース                          

※以下のケース事例は本マニュアル用に一部編集・加工したものです。 

 ＜ケース１＞  

 

 

  

① まちづくりセンターに町会長が来所。町会長から 町会に強烈な獣臭を放っている家があり、

鳴き声も酷く町民から対応要望があった。 とい 相談が った。 

 

② まちづくりセンターは、あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会と相談し、自宅を訪 した

が、本人と会 ことは叶わなかった。生活保健課へ相談内容をつないだ。 

 

③ 生活保健課の職員が自宅を訪 。50代と思わ る女性本人から話を くことができたが、本

人からは 誰にも迷惑をかけていない。 と言わ 、玄関のド を一方的に閉めら てしまっ

た。その も大声で叫ぶなど興奮状態が いたため、帰庁することとした。 

事例概要 （多頭飼育×精神障害（疑い含む）） 

【生活保健課の対応】 

• 生活保健課は、本人宅への訪 の結果から、精神障害の可能性も疑わ ると考え、健康づくり

課に対応を依頼した。 

【健康づくり課の対応】 

• 健康づくり課は、精神障害者手帳や自立支援医療の申請がないことを確認した上で、現情報で

は精神障害有無の判断が難しく、まずは訪 相談を  したが、本人から対応を拒否さ てし

まった。 

• 健康づくり課は の   ー 方法も検討したいと考え、生活保健課にその旨を回答した。 

【生活保健課の対応】 

• 生活保健課は、多頭飼育に対応する所管として本人に去勢費用の助成などを紹 するなど引

き き対応していく予定ではあるが、本人が精神障害であ  、根本の原因である本人への

支援を行わない限り再発するのではないかと考えている。 

従来の対応 

本人からの相談がない場合や精神障害の可能性が明らかではない状況

でも、福祉的な課題があると所管課が判断した時点で多機関協働事業

へつなぎ、 ームとして  支援をすることが 待さ ます。 
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【多機関協働事業へのつなぎ】 

• 生活保健課は、本人への支援を  しない限り、多頭飼育崩壊の解決は難しいと考え、  的

支援体制整備事業での支援を健康づくり課へ依頼することとした。 

【多機関協働事業】 

• 健康づくり課は、通常の   ー では支援が困難であることや、様々な支援機関による対応

が必要と考え、多機関協働事業での支援を  することを決定した。 

• 支援会議の開催にあたり、包括的相談支援事業者・ ウトリー 事業者・参加支援事業者として

社会福祉協議会、多頭飼育所管である生活保健課、精神障害の可能性が高いため健康推進

課、地 障害者相談支援センター（ぽーと）の招集を決定した。 

【支援会議】 

• 支援会議では、本人が役所の対応を嫌っていることや、本人と関係性をもつ機関がないことが

分かったため、まずは社会福祉協議会が ウトリー を ね、信頼関係を構築することになっ

た。 

【 ウトリー を通じた支援】 

• 社会福祉協議会は、健康づくり課に  の機会などの ドバ スをもらい、 ウトリー を  

したところ、最初は拒否さ ていたものの、何度も通 ことで徐々に打ち解け、話ができるよ 

になった。 

• 話をする中で、動物を飼い始めたのは寂しさを紛らわすためであったこと、去勢をする経済的

な余裕がないこと、行政の支援を受けることは恥だと思っていることなど、様々なことを く

ことができ、健康づくり課に報告した。 

【多機関協働事業】 

• 健康づくり課は、社会福祉協議会からの報告を踏まえ、再度支援会議を開催することを決定。

新たにぷらっとホーム世田谷を招集することにした。 

【支援会議】 

• 支援会議では、信頼関係を徐序に構築できていることや、まずは行政以外の支援である、ぷら

っとホーム世田谷の家計改善支援を勧めてみることとなった。 

【 ウトリー を通じた支援】 

• 本人とも信頼関係を構築することができ、まずはぷらっとホーム世田谷の支援を受けることと

なった。 

• ぷらっとホーム世田谷の支援を受ける ちに、行政の支援も受けた方が良いと考えてもらえる

よ になり、  的支援体制整備事業の支援について同意を得ることができた。 

【多機関協働事業】 

• 健康づくり課は、本人同意を得たことにより、  的支援会議の開催を決定した。 

•   的支援会議では、こ までの ウトリー を踏まえ、信頼関係のある社会福祉協議会と健

康づくり課の職員が一緒に ウトリー を  すること、ペットの去勢を進めること、少しずつ

社会資源につな ていくこと、医療につな 精神障害者手帳の取得を進めることなどを話し

合い、支援 ランを決定し、支援を 行することとした。 

重層的支援体制整備事業での支援 
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 ＜ケース２＞  

 

  

① 要保護児童支援家庭のシン ル世帯の母親。子ども家庭支援課では、持病があるとの情報は

把握しているが、対人関係が難しく関わりを拒否しがちで、接触を図 ずにいた。要保護対象

であった娘は、不登校のまま 18歳以上となり、所属がないまま直接お会いすることもかなわ

ぬ状況のなかで健康づくり課へ引き継が た。祖母は認知症で 設 所中、祖父は死去して

いる。 

② 母親の病状や状態はよくわからないが、相談ニーズがなく関係性が作 ない状態であった。

娘は高校卒業 ひきこもり。親の遺産などで経済的な困窮はないよ だが、家の前までモノ

があふ 通路はふさがっている。電気やガスなども止まっている様子。物の管理ができず、配

達さ た食品なども外に放置のため腐ってしまい害虫も発生しており不衛生で劣悪な状況。 

③ 本人や娘の姿も確認できないまま近隣からの苦情がまちづくりセンターや地 振興課へ っ

ており、まちづくりセンターから健康づくり課へケースの関わりの有無について い合わせが

あった。 

④ 自費利用している民間のヘルパーは、業務量以上のことを善意でしている状態。ヘルパーも、

数か月間、本人や娘の姿を確認できておらず、一緒に関わってほしいとの相談が った。ヘル

パーの話では、母は家の外廊下の物の片付け作業は進めたい意向はある様子。 

事例概要 （行政への支援拒否 × ひきこもり × いわゆる「ごみ屋敷」 × 近隣住民とのトラブル）   

【健康づくり課の対応】 

• 健康づくり課は、連絡先不明のため、ご様子伺いと相談先としての内容を記した手紙を り 

し出すも反応がない。 

• 民間ヘルパーの片付けの日に同行し、 態把握を継 している。ヘルパーと母親とのメールの

やり取りでは、母親のこだわりの強さは伺えるが、緊急性のあるよ な精神疾患の様子は把握

できない。娘の状態も発達障害か、知的障害か精神疾患があるのか不明。 

• 週 1～2回の片付け作業では現状の改善は見込めないため、保健福祉課と環境保全課に相談

することにした。 

【保健福祉課に相談】 

• 保健福祉課に、親子が体調悪 等の緊急時に救急隊が  るスペースがないため、その確保

のためにも片付け作業を一緒にできないか打診したが、障害者手帳もなく、病状や障害の程

度もわからないため  できないとの回答であった。 

【環境保全課に相談】 

• 環境保全課に、母親に対し 現状改善の余地あり  役所の相談先に伝え相談を勧める 等の動

きをしてもら ことで、次の  のきっかけにならないか相談するも、 環境保全課が対応す

る案件ではない との回答であった。 

【健康づくり課の対応】 

• 細々と手紙を出し けたり、片付け作業をヘルパーと同行で  しつつ  の ャンスを図っ

ているが、現状打開の策がなくて困っている。 

従来の対応 
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【多機関協働事業】 

• 健康づくり課は、通常の   ー では支援が困難であることや、様々な支援機関による対応

が必要と考え、ケースの主訴が母親の状況にあることから、健康づくり課が多機関協働事業者

となり、支援を  することを決定した。 

• 支援会議の開催にあたり、 ウトリー 事業者・参加支援事業者として社会福祉協議会、保健福

祉課、環境保全課、地 振興課、まちづくりセンター、ひきこもり相談窓口 リンク 、スーパーバ

 ザーとして中部精神総合保健福祉センターの招集を決定した。 

【支援会議】 

• 支援会議では、関係機関で情報共有を図るとともに、次の  のきっかけとして各機関ができ

る   ー を継 して行 こととなった。 

重層的支援体制整備事業での支援 

多機関協働事業で  ケースには、課題解決に導くのが難しいケースが多くあ

ります。まずは役割分担して情報収集することから始め、少しでもできることを

見出し、その中で見えてきた とっかかり を掴んでいくことが大切です。 
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 ＜ケース３＞  

 

 

  

①  護保険２号被保険者の５０代男性。脳梗塞による片麻痺により、身体障害手帳あり。独居で、

家族とは関係が悪く疎遠。生活保護受給していたが、相 により生活保護が廃止となった。多

額でなかったため、尽き  生活保護に戻る見込み。 

② 車いすで在宅生活しており、 護保険ヘルパーが週に４回 ることが必要。しかし、高次脳機能

障害あり、感情をコント ールできず、す にヘルパーを交代してしま 。ヘルパーを交代しす

ぎたため、  る事業所もなくなり、在宅生活の継 が難しくなっている。 

③ ヘルパーが週１回になってしまったが、自分では片付けはできないので、部屋が 然としてゴ 

がたまり、異臭による近隣苦情が支所の地 振興課に った。 

事例概要 （介護サービス × 身体障害 × 地域住民のトラブル）   

【地 振興課の対応】 

• 地 振興課は、本人が車いすに乗っていた情報から、障害支援担当に連絡した。 

• 生活保護廃止に い、現在は障害サービスではなく 護保険サービス利用中のため、地 支

援担当につな ことになった。 

【保健福祉課の対応】 

• あんしんすこやかセンターに訪 を依頼。ケ マネジャーと一緒に訪 し、交代し けると、来

ら る事業所が無くなることを説明。本人は怒鳴っており、 き  る様子なし。 

• 在宅生活の継 も難しく、 設 所が適当とも思わ たが、年齢から障害 設が妥当と考えら

 、地 支援担当とあんしんすこやかセンターだけでは検討が難しかった。 

• また病気に由来するため、本人がす に対応改善するとは思えないことを地 振興課に回答

した。 

【地 振興課の対応】 

• 地 振興課としては、ごみの片付けは、本人が賃貸住宅に住んでいるため、区が代わりに行 

ことができない。また、本人がヘルパーを交代させ けることを根本的に改善しないと、一度

片付けても再発すると考えている。 

従来の対応 
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【保健福祉課の対応】 

• 保健福祉課は、保健福祉センター４課のいず の主訴にも対応していないが、  的支援体制

整備事業による支援が必要と考え、生活支援課＊保護・自立促進（自立促進）での調整を依頼

し、 セスメントシートを引き継いだ。 

【生活支援課＊保護・自立促進（自立促進）の対応】 

•  セスメントシートや概要等を き取り、保健福祉センター所長に報告の上、保健福祉センター

４課長会を設定した。 

【保健福祉センター４課長会】 

• 保健福祉センター４課長会では、ごみの多い状態を改善するには、まず本人への支援が必要で

あり、生活保護の廃止に い、障害支援サービスも廃止となったため、現在は 護保険でのヘ

ルパーが っていることから、担当課を保健福祉課地 支援担当に決定した。 

【生活支援課＊保護・自立促進（自立促進）の対応】 

• 保健福祉課地 支援担当に協議結果と セスメントシートを引き継いだ。 

【多機関協働事業】 

• 保健福祉課は、近々、生活保護と障害支援サービスが再開さ る見込みもあることから、様々

な支援機関の関わりが必要と考え、支援会議の開催を決定。 

• 支援会議の開催にあたり、 ウトリー 事業者・参加支援事業者として社会福祉協議会、保健福

祉課障害支援担当、生活支援課、地 振興課（ごみ 題）、あんしんすこやかセンターの招集を

決定した。 

【支援会議】 

• 支援会議では、あんしんすこやかセンターに毎回、ケ マネジャー訪 時に同行してもら こと

になった。本人への顔つなぎと、引き き、  る事業所がなくなる旨を本人に伝えていくこ

とになった。 

• 数か月で、生活保護再開、そ に い障害支援サービスも再開となった。本人が 疲 てしまっ

たから とショートステ 滞在を希望あり。生活支援課および障害支援担当にて、障害 設のシ

ョートステ 利用を支援。  の生活については引き き検討となった。 

重層的支援体制整備事業での支援 

自立促進担当が調整役となって担当課を決定したケースです。 

自立促進担当が本人に   ー することは困難であり、各課でつな 前

に、判断に必要なことをきちんと資料に書く必要があります。 
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 ぷらっとホーム世田谷（ひきこもり相談窓口「リンク」含む）が多機関協働事業者となるケース 

※以下のケース事例は本マニュアル用に一部編集・加工したものです。 

 ＜ケース１＞  

 

 

①  50歳代の父が仕事に行かずひきこもり状態になっている と近くに住む叔母が リンク に父

を連 て来所。 

② 50歳代の母は統合失調症で体調不良であるため、父は家事や子どもの世話などをすべて行

 中で、仕事も まくいかず つ病を発症しひきこもり状態になった。 

③ 父に代わり高２の長男が家のことや不登校の弟妹の 倒を見ているが、金銭的に厳しい状況

が き、食事も十分ではなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例概要 （ひきこもり）   

【多機関協働事業】 

• ぷらっとホーム世田谷が多機関協働事業者として支援会議を開催し、生活支援課、健康づくり

課、子ども家庭支援課、児童相談所、学校、地 社協事務所などの招集を決定した。 

【支援会議】 

• 家計状況と生活保護の要件を見ながら生活支援課へ案内することや、学校関係者と自宅訪 

時の子の様子を共有すること、地 の子ども食堂や学習支援につなぎ、子どもたちの様子を確

認することなどが決めら 、 行することになった。 

• 会議 の働きかけで、子どもたちが地 の子ども食堂に食料を取りに行ったり地 の人と話を

したりして家庭内の状況を把握できるよ になった。その 、生活保護につながり転宅支援も

受けている。 

• 両親の体調を見ながら次男長女の進級を見守り、長男の希望する進路によっては生活福祉資

金の教育資金の貸付、受験生 ャレンジ支援貸付も視野に るため、引き き学校等と連携を

とっている。 

重層的支援体制整備事業での支援 

家族全員に支援が必要な状況で、多機関が会議を経て連携した事例です。 

そ ぞ の機関が対象となる家族に   ー をし、地 の協力を得なが

ら対応する流 へとつながりました。 
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 ＜ケース２＞  

 

 

 

   

① ひとり親世帯の 40歳代の女性について、食料支援でぷらっとホーム世田谷が支援開始。 

② 無職で生活困窮の状態にあったため生活保護受給を勧めるが、食料支援は求めるものの、そ

の の支援も含めて拒否さ てしま 。 

③ 本人の体調不良と、子どもが不登校気味であり、送迎のため就労できない。このままでは、子

どもの健康な成長が阻害さ る恐 あり。 

④ 将来的には現住居を退去しなけ  ならない状況にある。 

⑤ 行政や支援者、学校への不信が強く、支援を拒否する傾向がある。 

事例概要 （生活困窮）   

【多機関協働事業】 

• ぷらっとホーム世田谷が多機関協働事業者として支援会議を開催し、保健福祉センター４課、学

校、地 社協事務所などの招集を決定した。 

【支援会議】 

• 支援を拒否する傾向があるが、関係機関が足並みをそろえ、関わりを持ち けること、状況に応

じて生活保護申請を促すこと、退去 の住まいとして母子生活支援 設の可能性等を検討する

こと等を共有し、支援していくことになった。 

重層的支援体制整備事業での支援 

関係機関と共通認識のもと、  支援を けることで、本人に  するタ 

 ン を さないことが 要です。 
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３ 多機関協働事業者が決まるまでの流れ                       

（１）基本的な考え方 

・ 多機関協働事業としての支援実施を決定するまでの流れとして、以下２パターンがあります。 

Ａ：担当課が決まるパターン 

Ｂ：担当課が決まらず生活支援課＊保護・自立促進（自立促進）（以下、「自立促進担当」 

という）が調整するパターン 

・ 自立促進担当は、「担当課が決まらない場合」の調整役であり、担当課が決まる場合は、自立

促進担当を通す必要はありません。（自立促進担当を通さないケースも、多機関協働事業の扱

いになり得ます。） 

・ いずれのパターンでも、ケースの主訴に応じた部署で対応することが前提であり、①つながれ

た相談は必ず一旦受け止める、②つなぐ場合は判断に必要な情報をまとめた上でつなぐ、こと

を基本ルールとします。 

※ 例えば、「生活困窮＝ぷらっとホーム世田谷につなごう」とするのではなく、その根本の原

因や背景を把握した上で、対象者の主訴に適した担当課・部署につないでください。 

・ 特に、自立促進担当に調整を依頼する場合は、①自立促進担当が本人にアプローチすることは

困難であること、②保健福祉センター４課長会で担当課が決定されることを念頭に、つなぎ元

は判断に必要な情報を資料にまとめる必要があります。 

・ なお、本人へのアプローチが困難で再調査等が難しいケースは、そのまま対応が滞ってしまう

ことで状況が悪化することを防ぐため、つなぎ元で現在の状況をわかる範囲で資料にまとめた

上で、対象者の主訴に適した担当課・部署につないでください。 
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Ａ：担当課が決まるパターン 

 
 

インテーク・アセスメントの結果、課題

が複雑化・複合化しており、多機関協働

事業者による支援が必要と判断した場合、
主訴に対応している機関へつなぐ

重層事例として取り扱う判断を行うに

あたり、必要な情報が不足する場合、

更なる情報収集を依頼。

保健福祉センター４課 or ぷらっとホーム世田谷（「リンク」を含む）

＜保健福祉センター４課、ぷらっとホーム世田谷（「リンク」を含む）の役割＞

〇担当者（係）は、つながれた相談を、必ず一旦受け止める。

〇つながれた情報をもとに、多機関協働事業としての支援が適切な事例か検討・判断する。

〇判断のために必要な情報が不足している場合、つなぎ元へ更なる情報収集を依頼する。
〇明らかに多機関協働事業で取り扱うケースでない場合、つなぎ元または支援を行うにあたり

適した部署へつなげる。

〇相談支援記録およびアセスメントシートは、各部署で使用しているものとする。

※必要に応じて「アセスメントシート【様式１】」を使用。

多機関協働事業者
＜多機関協働事業者の役割＞

〇つながれた情報や、改めて収集した情報をもとにインテーク・アセスメントシートを更新する。

※つなぎ元が作成したシートの流用可。
〇アセスメントの結果を踏まえて、本人や世帯の課題整理、関係する機関の整理をおこなう。

〇あらかじめ、アセスメントの結果を踏まえた、支援関係機関の役割分担や支援の目標・方向性を整理する。

〇支援関係機関や部署等に支援会議または重層的支援会議への出席を依頼する。

福祉の相談窓口
＜福祉の相談窓口の役割＞
〇当事者（世帯）からの相談受付・インテーク・アセスメント

＜あんしんすこやかセンターの役割＞

〇ケアマネジャーからの相談・つなぎに対応
〇高齢者の見守り活動や実態把握訪問において、対象者の発見。

〇対象者が高齢者だった場合には、アウトリーチの実施

＜社会福祉協議会の役割＞

〇地域活動団体や民生委員からの情報提供による対象者の発見。

〇制度の狭間のケースや複雑化・複合化した課題を抱えるケー

スにおいて、地域住民や地域活動団体、既存の支援機関とつ
ながりがない場合、アウトリーチの実施。

その他の相談窓口
その他の相談窓口の役割
〇当事者（世帯）からの相談受付・

インテークやアセスメント

社会福祉法に位置付けのある相談機関

〇地域障害者相談支援センター（ぽーと）
〇基幹相談支援センター

〇地域子育て支援コーディネーター

〇ぷらっとホーム世田谷

その他、区民からの相談を受ける部署
や窓口など

生活支援課

保護・自立促進

相談窓口等

多機関協働事業者として

支援決定したことを報告
つながれた先が多機関協働事業者として取り扱う事例

である場合、重層的支援体制整備事業での支援を実施

することの意思決定をする。

※意思決定の手法は多機関協働事業者に一任。
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Ｂ：担当課が決まらず生活支援課＊保護・自立促進（自立促進）が調整するパターン 

      

保健福祉センターＡ課 or

ぷらっとホーム世田谷（「リンク」を含む）

〇つながれたケースは、必ず一旦受け止める。
〇つながれた情報をもとに、多機関協働事業として

適切な事例か検討・判断する。

〇判断に必要な情報が不足している場合、つなぎ元

へ更なる情報収集を依頼する。

他の部署（機関）が多機関協働事業者と

なるべきと判断した場合、保健福祉セン

ターＢ課orぷらっとホーム世田谷（ リン

ク 含む）へつなぐ。

保健福祉センター４課長会
〇保健福祉センター所長が保健福祉センター４課
長会にて該当ケースにおける多機関協働事業者

を協議し、決定する。

協議結果及びアセスメントシートの引継ぎ

保健福祉センターＢ課 or

ぷらっとホーム世田谷（「リンク」を含む）

〇つながれたケースは、必ず一旦受け止める。
〇つながれた情報をもとに、多機関協働事業として

適切な事例か検討・判断する。

〇判断に必要な情報が不足している場合、相談窓口

等へ更なる情報収集を依頼する。
生活支援課*保護・自立促進

＜生活支援課*保護・自立促進の役割＞

〇多機関協働事業者が決定するまでの進捗管理を

行う。
〇多機関協働事業者（担当課）が決まらない場合

、保健福祉センター４課長会で多機関協働事業

者が決まるまでの調整役を担う。

〇つながれた部署より「多機関協働事業支援決定
シート【様式２】」およびアセスメントシート

を引き継ぎ、概要等を聞き取る。

〇情報が不足していると判断する場合には、つな

ぎ元へ更なる情報収集を依頼する。
〇保健福祉センター所長に報告し、保健福祉セン

ター４課長会を設定する。

〇協議結果とアセスメントシートは決定した多機

関協働事業者へ引き継ぐ。

多機関協働事業者となるべきケースでは

ないと判断した場合、「多機関協働事業

支援決定シート【様式２】」を作成し、

生活支援課*保護・自立促進へ報告する。

多機関協働事業者

Ａ課が多機関協働事業者とし

て適さない理由、つなぎ先、

つなぎ先が適している理由を
生活支援課*保護・自立促進

へ報告する。

インテーク・アセスメントの結果、課題が複雑化・複

合化しており、多機関協働事業者による支援が必要と

判断した場合、主訴に対応している機関へつなぐ。

相談窓口等

他の部署（機関）が多機関協働事業者に

なるべきと判断したが、適した部署（機

関）が無い場合、「多機関協働事業支援

決定シート【様式２】」を作成し、生活

支援課*保護・自立促進へつなぐ。
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（２）保健福祉センター４課およびぷらっとホーム世田谷の役割 

～多機関協働事業者が決まるまでの流れ～ 

① 担当者（係）は、つながれた相談を、必ず一旦受け止めます。 

② つながれた情報をもとに、多機関協働事業としての支援が適切な事例か検討・判断しま

す。 

③ 判断のために必要な情報が不足している場合、つなぎ元へ更なる情報収集を依頼します。 

④ 明らかに多機関協働事業で取り扱うケースでない場合、つなぎ元または支援を行うにあた

り適した部署へつなげます。 

⑤ 相談支援記録およびアセスメントシートは、各部署で使用しているものとし、必要に応じ

て「アセスメントシート【様式１】」を使用します。 

⑥ 支援決定および生活支援課＊保護・自立促進（自立促進）への調整依頼にあたっては、「多

機関協働事業支援決定シート【様式２】」を作成します。 

 

  ～支援決定後の流れ～ 

① つながれた情報や、改めて収集した情報をもとにアセスメントシートを更新します。 

② アセスメントの結果を踏まえて、本人や世帯の課題整理や関係する機関の整理を行い、支

援会議または重層的支援会議を開催します。（以降の詳細は、次ページを参照） 

 

 

（３）生活支援課＊保護・自立促進（自立促進）の役割 

① 多機関協働事業者（担当課）が決まらない場合、保健福祉センター４課長会で多機関協働事

業者が決まるまでの調整役を担います。 

② つながれた保健福祉センター４課またはぷらっとホーム世田谷より、「多機関協働事業支援

決定シート【様式２】」およびアセスメントシートを引き継ぎ、概要などを聞き取ります。 

③ 情報が不足していると判断する場合は、つなぎ元へ更なる情報収集を依頼します。 

④ 保健福祉センター所長に報告し、保健福祉センター４課長会を設定します。 

（月１回程度を想定） 

⑤ 「保健福祉センター４課長会 協議資料【様式２】」に協議結果をまとめ、決定した多機関協

働事業者に引き継ぎます。 

 

 

（４）保健福祉センター４課長会の役割 

保健福祉センター所長は、生活支援課＊保護・自立促進（自立促進）からの報告を受けて、保

健福祉センター４課長会にて、該当ケースにおける多機関協働事業者を協議し、決定します。 
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４ 重層的支援が実施されるまでの流れ                                         

（１）基本的な考え方 

・ 多機関協働事業では、「社会福祉法に基づく支援会議（以下、「支援会議」とする。）」と「重層

的支援会議」の２つの会議体が設置されます。 

・ 「支援会議」は、本人同意がないケースについて、社会福祉法第 106 条の６の規定に基づき、

会議の構成員に対する守秘義務を設けた会議体です。これまでは複雑化・複合化した課題を抱

える地域住民に対する支援については、関係者間での会議体が法定されていないことから情報

共有が進まず、深刻な課題の状態を見過ごしてしまったり、予防的な措置をとることが困難で

した。関係者間で積極的な情報交換や連携を図り、必要な支援体制に関する検討を行うことが

求められます。 

・ 「重層的支援会議」は、重層的支援体制整備事業による支援について、本人から同意が得られ

た場合に開催できる会議体です。重層的支援体制整備事業による支援が適切かつ円滑に実施さ

れるために開催され、関係機関とプランの適切性等に関する協議を行い、必要に応じてアウト

リーチ等事業や参加支援事業での支援につなげます。 

・ 多機関協働事業の対象となる、「複雑化・複合化した課題を抱えた方や制度の狭間の支援ニー

ズを抱えた方」の支援にあたっては、主に本人同意がないケースが想定されること、また、本

人だけでなく同居の家族や離れて暮らす親族等の情報も不可欠であり、家族等関係者の情報を

所持する機関がそれぞれの同意を得ていなくても、会議内で情報提供できるよう、基本的には

「支援会議」で検討が開始されることを想定しています。 
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（２）支援会議（社会福祉法第 106条の６） ※本人同意がない場合 

① 目 的 

・ 重層的支援体制整備事業を効果的に実施するためには、多機関との連携が重要となりま

すが、ケースによっては本人の同意が得られないために関係機関等での適切な情報共有

が進まず、役割分担も進まない場合があります。 

・ また、予防的かつ早期の支援体制の検討を進めることが求められるにも関わらず、本人

同意を得られないために体制整備が進まない場合もあります。 

・ このため、社会福祉法第 106 条の６の規定に基づき、本人同意がない場合であっても、

会議の構成員に対する守秘義務を設け、構成員同士が安心して情報共有等を行うことが

可能となり、必要な支援体制の検討が円滑となる支援会議を設置しました。 

 

② 期待される効果 

・ 支援につながっていない潜在的な相談者を早期に発見できる。 

・ 関係機関等で情報共有が図られるとともに、役割分担について共通の理解を得ることが

できる。 

・ 役割分担を通じて、関係機関が責任をもって関わることのできる体制づくりができ、支

援を受ける人やその世帯にとって適切なタイミングでより良い支援が受けやすくなる。 

・ 今は介入できないが、状況が変化し介入できるタイミングになった時に適宜介入できる

よう、予め役割分担しておくことができる。 

 

③ 出席者 

・ 多機関協働事業者（保健福祉センター４課またはぷらっとホーム世田谷）が主催者とな

り、以下のような支援に関わる機関や団体を招集します。 

・ 出席者は、世帯に現在関わっている機関だけではなく、世帯課題から今後関わる可能性

が考えられる機関にも参加を依頼します。 

＜必須出席者＞ 

□ 多機関協働事業者【主催者】 

□ アウトリーチ事業者（社会福祉協議会、既に関係性の構築ができている機関や団体） 

□ 参加支援事業者（社会福祉協議会） 

□ 包括的相談支援事業者 

（まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会など） 

□ その他支援に関わる支援事業者 など 
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  ※社会福祉協議会の体制について 

・ 令和６年度より、重層的支援体制整備事業におけるアウトリーチ事業及び参加支援事業

については、社会福祉協議会に委託し、個別支援やアウトリーチ、地域づくり等の支援

強化を図るための「地域福祉コーディネーター」を各地域事務所に１名配置します。 

・ ただし、すべてのケースを社会福祉協議会が担うわけではなく、既に関係性の構築がで

きている機関や団体がいれば、そこがアウトリーチを実施することが期待されます。詳

細は、第６章（P.46～）をご覧ください。 

 

 

＜出席者のイメージ＞ 

 

 

 

 

  

【支援に関わる部署・職員の皆さまにお願い】 

✓ 多機関協働事業者には、出席者の選定から依頼にあたり、 どの機関（担当者）に出

席してもら のか判断できない。  支援会議の内容や役割を説明する必要がある。 

などの負担があります。 

✓ 多機関協働事業者から相談や依頼があった際は、可能な限りご対応いただくよ 、

ご理解・ご協力をお願いします。 

様々な機関等
その他、支援にあたって
チームを組織することが
必要と思われる機関等

地域住民

町会・自治会、
民生・児童委員、
青少年委員など

就労
若者サポートステーション
障害者就労支援センター
ハローワークなど

警察・司法
交番、警察署
保護司・弁護士・
司法書士など

学校・教育

学校、スクールソーシャ
ルワーカー、教育委員
会など

子ども・若者
児童館、メルクマールせた
がや、青少年交流セン
ター、児童相談所など

生活困窮
ぷらっとホーム世田谷

住まい
居住支援法人、
社会福祉法人
地元企業など

高齢・介護
介護サービス事業所、
ケアマネジャーなど

障害

障害者地域相談センター
ピアサポート団体など

民間団体

ボランティア協会、
NPO法人、金融機
関、地元企業など

医療
医療機関
メディカルソーシャル
ワーカーなど

多機関協働事業者

ぷらっとホーム世田谷

世田谷ひきこもり
相談窓口「リンク」

生活支援課

健康づくり課

保健福祉課

子ども家庭支援課

総合支所
保健福祉センター

支援会議／重層的支援会議

多機関協働事業者が関係機関や団体を招集

福祉の相談窓口
など様々な相談窓口

まちづくり
センター

あんしん
すこやか
センター

社会福祉
協議会

児童館

四者連携

総合支所

本庁組織
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④ 開催頻度 

・ 開催方法は、出席者の日程調整や会議室の予約等の都合を踏まえ、定期開催を基本とし

つつ、早急に対応する必要があるケースは随時開催で検討するなど、各部署の状況に応

じた方法としてください。 

     【定期開催】定期的に開催することで事例を積み重ねる 

     【随時開催】検討すべき事例が出てきた時や緊急性があるケース 

・ 会議の出席者が大きく変わらない場合は、他の会議（地域ケア会議や要保護児童対策地

域協議会など）と組み合わせて開催することも可能です。その場合には、それぞれの会

議体の目的や役割の相違を十分に理解した上で、適切な運営がなされるよう配慮する必

要があります。 

 

 

⑤ 守秘義務 

・ 各相談支援機関や民生・児童委員等は、他の法令によりそれぞれの事務や職務で知り得

た秘密に関する守秘義務が課せられており、これがニーズを抱える人を早期に把握する

上で大きな壁になっていました。 

・ こうした中、支援会議に守秘義務をかけることで、本人同意がとれない事案であって

も、必要に応じて複雑化・複合化した課題を抱える人等に関する情報を共有できるよう

にし、それぞれの法律上の守秘義務に関する規定にも抵触しないこととなりました。 

※ただし、地方税の賦課徴収に従事する職員は除く。 

・ 個人情報の漏洩を防止するための措置として、社会福祉法第 106 条の６第５項では、「支

援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がないのに、支援会議の事

務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」と規定されています。 

・ 支援会議の構成員が正当な理由なく守秘義務に違反した場合、１年以下の懲役又は 100万

円以下の罰金に処される（社会福祉法第 130条の６第２号）といった罰則を伴う秘密保持

義務が規定されています。 

 

＜支援会議における守秘義務のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

  

本人同意なしでは 
情報共有できない 

本人同意なしでも 
情報共有が可能 



38 

 

 

（３）重層的支援会議 ※本人同意がある場合 

① 目 的 

・ 重層的支援会議は、重層的支援体制整備事業による支援が適切かつ円滑に実施されるた

めに開催するものであり、以下３つの役割を果たします。 

・ 支援会議とは異なり、多機関で情報共有することに関しての本人同意を取得した上で、

開催する会議となります。 

・ 本人同意を得る場合は、「多機関協働事業 同意書【様式５】」を使用してください。 

プランの適切性の 

協議 

多機関協働事業者が作成したプラン（参加支援事業、アウトリーチ

等事業が作成した支援プラン含む）について、区、支援関係機関が

参加して合議のもとで適切性を判断する。 

プラン終結時等の 

評価 

多機関協働事業のプラン終結時（参加支援事業、アウトリーチ等事

業が作成したプランの終結時含む）等においては、支援の経過と成

果を評価し、支援関係機関の支援を終結するかどうかを検討する。 

社会資源の把握と 

開発に向けた検討 

個々の支援ニーズに対応する社会資源が不足していることを把握し

た場合には、地域課題として位置づけ、四者連携会議にて社会資源

の開発に向けた取組みを検討するよう打診する。 

 

② 開催のタイミングと主な検討内容 

・ 以下４つのタイミングで開催します。支援の進捗状況の把握やモニタリングのタイミン

グなど、支援を円滑に進めるために必要と考えられる場合には適切に開催することが求

められますが、ケース会議や事例検討といった形態も可能です。 

・ 本人同意が得られるまでは支援会議を通じた支援を行い、本人との信頼関係が構築され

てから同意を取得し、重層的支援会議でプラン策定等の検討をする、といったケースが

想定されます。 

プラン策定時 ・アセスメント結果に基づく本人の目標、支援方針、プラン内容 

・各支援機関の役割分担の確認 

・モニタリングの時期の検討 など 

再プラン策定時 ・本人の状況変化の確認、評価 

・現プラン評価 

・再プランの内容の確認（プラン策定時の内容と同様） 

支援終結の判断時 ・本人の目標達成状況、本人に関わる支援者の状況等の確認 

・支援終結の評価、フォローアップの必要性やその方法の確認 

支援中断の決定時 ・本人との連絡が完全に取れなくなった場合等における、支援の中

断の決定 

 

③ 出席者、開催頻度 

   ※支援会議と同様です。 
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（４）会議の流れ 

多機関協働事業者の決定後、重層的支援が実施されるまでのフロー 

 

多機関協働事業者
＜多機関協働事業者の役割＞
〇つながれた情報や、改めて収集した情報をもとにインテーク・アセスメントシートを作成する。

※つなぎ元が作成したシートの流用可、書式は各所管で使用しているもので可。

〇アセスメントの結果を踏まえて、本人や世帯の課題整理、関係する機関の整理をおこなう。

〇あらかじめ、アセスメントの結果を踏まえた、支援関係機関の役割分担や支援の目標・方向性を
整理しておく。

多機関協働事業者の決定

重層的支援会議
〇多機関協働事業者が作成した支援プランにつ
いて、区、支援機関等が参加して合議のもと

で適切性を判断する。

〇個々の支援ニーズに対応する社会資源が不足

していることを把握した場合には、四者連携
会議につなげることを依頼する。

重層的支援体制整備事業での支援について、

本人同意が取れている。

重層的支援体制整備事業での支援について、

本人同意が取れていない。

生活支援課

保護・自立促進

出席を打診された機関や部署等
＜出席を打診された機関や部署等の役割＞
〇支援会議または重層的支援会議への出席を打診され

た場合、原則出席する。

〇会議当日までに、本人や世帯に対してできること、

できそうなことを整理する。

支援会議または重層的支援会議

への出席依頼

※外部機関のみ開催通知送付

多機関協働事業者に

出席の可否を連絡

多機関協働事業者
＜社会福祉法に基づく支援会議を開催する場合＞
〇支援会議は、本人同意がなくても、関係者間

に守秘義務を設けて情報共有ができる会議。

〇事前に本人や世帯の課題整理等を行い、会議

資料を作成する。

＜重層的支援会議を開催する場合＞

〇重層的支援会議は、本人同意がある場合に、

プランの適切性の協議等をする会議。
〇事前に本人や世帯の課題整理等を行い、会議

資料を作成する。

支援プラン（方針）に基づいた支援

多機関協働事業者はプラン（方針）

の内容や進捗を報告

社会福祉法に基づく支援会議
〇本人や世帯に関する情報共有や役割分担などを
協議する。

〇支援方針が定まった場合、支援方針について合議

の上、決定する。
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① 会議に向けた準備 

＜多機関協働事業者＞ 

～多機関協働事業者の決定から出席依頼まで～ 

・ 相談窓口等からつながれた情報や、改めて収集を依頼した情報をもとに、インテーク・

アセスメントシートを作成します。 

※ つなぎ元が作成したシートの流用も可能です。 

・ アセスメントの結果を踏まえて、本人や世帯の課題整理、関係する機関の整理を行いま

す。 

・ あらかじめ、アセスメントの結果を踏まえた、支援関係機関の役割分担や支援の目標・

方向性を整理しておきます。 

・ 整理した内容に基づき、関係する機関に重層的支援会議または支援会議の出席を依頼

し、開催通知（ひな形あり）を送付します。なお、開催通知の送付は、外部の支援関係

機関等を原則とし、庁内部署の送付は不要とします。 

 

～支援会議の場合～  ※本人同意がない場合 

・ 多機関協働事業者は、次の資料を準備します。 

ア．支援会議／重層的支援会議 会議資料【様式３】 

事例を検討する際は、「会議資料【様式３】」を使用して情報を共有するため、事例の情

報をできるだけ詳細に記入します。 

    イ．アセスメントシート等（必要に応じて準備） 

       会議資料だけでは情報が不足する場合、補完的にアセスメントシート等を使用します。 

 

～重層的支援会議の場合～  ※本人同意がある場合 

・ 支援の進捗状況に応じて、次の資料を準備します。 

ア．支援会議／重層的支援会議 会議資料【様式３】 

情報収集した内容を踏まえ、作成します。 

イ．多機関協働事業 支援プラン兼評価シート【様式６】（任意使用） 

・ プラン内容の検討にあたっては、プランに関わる関係機関・関係者と事前に支援方針

やプラン内容について調整を行います。 

・ プラン策定の際には、プラン内容に関して本人に納得してもらいながら進めることが

重要であり、本人同意を得る必要があります。 

・ プラン期間の終了時に、プランで掲げた目標の達成状況や残された課題、今後へ

の希望についてまとめます。 

 

＜出席を打診された機関や部署等＞ 

・ 重層的支援会議または支援会議への出席を打診された場合には、原則出席をします。 

・ 会議当日までに、本人や世帯に対してできること、できそうなことを整理します。 
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② 会議当日の流れ 

・ 支援会議の場合は、支援関係機関は対象者の情報を持っていないことが多く、以下の流れのよ

うに情報共有や役割分担に時間を要することが想定されます。 

・ 一方で、重層的支援会議の場合は、支援方針の適切性などの議論に時間を要することが想定さ

れます。 

・ そのため、会議の目的や決めたいことをあらかじめ明確にした上で、当日の流れや時間配分を

設定してください。 

 

   ＜開会・導入＞ 

➢ 個人情報保護に関する誓約書の記入 

・会議開始前に「誓約書【様式４】」により会議出席者の署名をとります。 

➢ 会議資料の回収に関するおしらせ 

➢ 支援会議／重層的支援会議の目的や進行の流れ、時間配分、留意事項等の説明 

➢ 会議進行にあたってのルール共有 

      ・目的、結果、終了時間を明確にする。 

      ・出席者全員が発言できるようにする。 

 

＜事例紹介・情報共有＞ 

➢ 多機関協働事業者より事例概要の説明 

➢ 出席者より把握している情報の共有 

 

   ＜アセスメント＞ 

➢ 課題解決への支援策を検討する上で必要だと思う情報に関するアセスメント 

➢ 今後の状況を予測しながら、必要となりそうな支援の検討 

 

   ＜今後の支援の方向性＞ 

➢ 役割の確認（いつまでに、誰が、誰に、何を、どのように） 

➢ 再度情報収集が必要な内容の明確化 

 

   ＜振り返り＞ 

➢ 記録や会議内容の再確認・共有 

➢ 次回開催時期 
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＜支援検討にあたって心掛けたいこと＞ 

 
 

 

  

会議では、どのよ な点を意識す  よいでし  か。

支援の方向性を検討する際は、以下のよ な点を心 けてみてく
ださい！

① 多機関協働事業は、“支援者に り  ”ことが大切であり、会議では、対象者の情報だけでは

なく、支援者が何に困っていて、どのポ ントで助けを求めているのかを把握しておくことも 

要です。 

② 世帯の全体像や課題が多 的に浮かび上がるよ に、関係機関が持つ情報を出し合い、検討に

必要な情報を補い合います。 

③ どの機関がどのよ な関わりを進めていけそ かを相談します。 

④ 数年先の世帯の状況を予測しながら、必要となりそ な支援を考えていく視点を持ちます。 

⑤ 世帯のストレン ス（強み）に着目する意識が大切で、状況打開の切り口になることが多くあり

ます。 

⑥ 一度の会議で支援内容が決まり各支援者が動き出せるものは少ないと 定さ ます。こ した

状況でも出席者のモ ベーションを維持するためには、予め関係者と長 戦になることを共有

しておくことが 要です。 

⑦ 短 的に課題解決ができないケースでも、世帯状況の変 （例：親が病気・要 護状態、子が失

業・精神的不安定になった）を 定し、支援機関で共有して支援  の機会を見 さないよ 

に見守りを継 することが大切です。 

支援の方向性を検討する際に心掛けたいこと 
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③ 会議後の対応 

・ 多機関協働事業者は、本人やその世帯の状況や支援プランに基づく支援の実施状況など、

支援関係機関から情報収集して随時把握します。 

・ なお、支援会議後に、会議出席者に対してアセスメントシートなどの会議資料や支援プラ

ンを共有する必要がある場合、その共有先は原則、庁内部署、アウトリーチ事業者及び参

加支援事業者に限ります。 

※ 重層的支援会議で取扱うケースは、支援関係機関と情報共有することに同意を得ている

ため、「個人情報に関する管理・取扱規程【様式 5-2】」に基づく会議後の情報共有は可能

です。 

・ 会議開催の概ね３～６か月後に、会議結果や支援方針等を踏まえた取組みを振り返るとと

もに、本人の状態や状況を確認・把握するモニタリングを行い、必要に応じて再度会議を

開催するなど、支援方針の点検・評価を行います。 

・ 生活支援課＊保護・自立促進（自立促進）に、毎月の実績報告のタイミングで、支援方針

や進捗状況を報告します。 

 

 

（５）多機関協働事業における支援終結の考え方 

・ 本人やその世帯の課題が整理されて支援の見通しがつき、適切な支援関係機関や地域の関係者

などにつながれ、それらの関係性が安定した段階などで、重層的支援会議を開催し、多機関協

働事業での支援終結の判断をします。 

・ 支援終結にあたっては、地域の社会資源や支援メニューとのコーディネート及びマッチングを

図るなど、本人や世帯を伴走する体制を確保していることが重要です。 

・ また、支援終結後に本人の状況や環境に変化が生じ、再度課題整理が必要となった場合には、

速やかに多機関協働事業による支援を再開します。 
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５ 統計方法                                         

・ 国（厚生労働省）に、定期的に多機関協働事業の「実績報告書【様式７】」（指定様式）を提出

する必要があり、以下の流れで作成および提出をしてください。 

※様式や提出期限など、国の取扱いに変更が生じる場合は、保健福祉政策課より通知します。 

・ なお、多機関協働事業の形式や実績にこだわる必要はなく、プランの検討や役割分担の調整が

できる既存の会議体があれば、本事業の件数として上げる必要はありません。支援会議などを

通して、本事業による支援が必要な場合、その件数や開催回数を報告してください。 

 

（１）実績報告書の入力内容 

  Ａ 基本項目シート（作成必須）  

    多機関協働事業者としての対応件数でカウントしてください。（二重計上を防ぐため） 

     

主な項目 考え方 

相談受付件数 

多機関協働事業者として支援実施を決定した件数（P.30～参照） 

※ 国の考え方では「電話や来所のみで支援が終わり、プラン作成

に至らなかったケースも１カウントとする。」とあるが、区の体

制では件数管理が困難なため、支援決定件数でカウントする。 

※ ぷらっとホーム世田谷は、国の考え方でカウントする。 

プラン作成件数 支援プランを作成した件数 

終結件数 支援が終結した件数（P.43参照） 

支援会議／重層的支援

会議の開催回数 
支援会議または重層的支援会議を開催した回数（P.39～参照） 

保健福祉センター 

４課長会の開催回数 
保健福祉センター４課長会の開催回数を管理する。 

自立促進担当における 

調整状況や課題 
自立促進担当における調整状況や課題を共有する。 

 

 

Ｂ 任意項目シート（作成任意）  

報告期間において多機関協働事業を実施した場合で、最も対応が困難である（であった）

と感じている事案の概要を報告してください。 

※ 個人情報等の都合で庁内限り（国には提出しない）とする場合は、その旨を報告のう

え記載してください。 

  

※
自
立
促
進
担
当
の
み 
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（２）実績報告の流れ（毎月報告） 

• 以下の方法で毎月の実績報告をしてください。 

① 基本項目シートは、情報共有の観点から庁内共有フォルダーで更新 

② 任意項目シートは、個人情報を含むためメール提出 とします。 

 

  保健福祉センター４課 ぷらっとホーム世田谷 

基本項目シート 

（作成必須） 

毎月５日までに庁内共有フォルダー

で入力 

毎月５日までに生活福祉課へメール

提出 

任意項目シート 

（作成任意） 

毎月５日までに該当がある場合は生

活支援課＊保護・自立促進にメール

提出 

毎月５日までに該当がある場合は生

活福祉課にメール提出 

 

 

  生活支援課＊保護・自立促進 生活福祉課 

基本項目シート 

（作成必須） 

毎月 10日までに庁内共有フォルダー

で入力 

毎月 10日までに庁内共有フォルダー

で入力 

任意項目シート 

（作成任意） 

毎月 10日までに該当がある場合は保

健福祉政策課へメール提出 

毎月 10日までに該当がある場合は保

健福祉政策課と生活支援課＊保護・

自立促進（全支所）にメール提出 

 

庁内共有フォルダー： 

 \\Setagaya.local\files\庁内共用\２０ 保健福祉政策部\保健福祉政策課\重層的支援体制整備

事業\実績報告 

  

file://///Setagaya.local/files/庁内共用/２０　保健福祉政策部/保健福祉政策課/重層的支援体制整備事業/実績報告
file://///Setagaya.local/files/庁内共用/２０　保健福祉政策部/保健福祉政策課/重層的支援体制整備事業/実績報告
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第６章 アウトリーチ等を通じた継続的支援事業の体制（社会福祉法第 106 条の４第２項第４号） 

１ 基本的な考え方                            

 

 

 

 

（１）アウトリーチ等を通じた継続的支援事業（以下、アウトリーチ事業）の目的 

➢ 支援が届いていない人に支援を届ける。 

  長期のひきこもりの状態にあるなど、複雑・複合化した支援ニーズを抱えながらも必要な支

援が届いていない人や、支援を受け入れにくい状況にある人に支援を届ける。 

➢ 関係機関とのネットワークや地域住民とのつながりの中から、潜在的な相談者を見つける。 

  各種会議や支援機関との連携を通じて、地域の状況等にかかる情報を幅広く収集するとと

もに、地域住民とのつながりを構築する中でニーズを抱える相談者を見つける。 

➢ 本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く。 

    本人とのつながりを形成すること自体が困難であることを踏まえ、本人と関わるための信

頼関係の構築やつながりの形成に向けた支援を行う。 

 

（２）「見つけるためのアウトリーチ」について 

・ 一般的に、対象者への支援は、行政機関の窓口相談から始まるイメージを持つ傾向があります

が、これは、窓口を設置している行政側の視点であり、実態を表しているとはいえません。相

談窓口に出向くことが心理的に難しい人も少なくないことや、課題が複雑化・複合化している

人には、どこに課題解決に向けた糸口があるかもわからない場合や、自らが複合的な課題を抱

えているという認識がない人もいます。また、過去に相談した時の経験などから、行政窓口へ

の相談を躊躇している人もおり、そうした人こそ生活課題が見えなくなり、ひきこもったり、

生活課題の複雑化が進むといったこともあります。 

・ 相談窓口を遠くに感じる人に対して、地域住民がさりげなく相談に向けて背中を押してあげる

ことや、通いの場やサロン、あるいは町内の集まりなどを通じて、住民が他の住民の抱えてい

る課題に気づくこともあります。とりわけ複雑化・複合化した課題を抱える方への伴走支援で

は、対象者が自らの課題を他者に話す段階まで時間がかかることも多くあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アウトリーチと一言で言っても様々な手法があります。重層的支援体制整備事業で実施

するアウトリーチは、伴走支援を具体化する事業であり、「見つけるためのアウトリー

チ」と「信頼関係を築き、つながり続けるアウトリーチ」の２種類に分けられます。 
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（３）「信頼関係を築き、つながり続けるアウトリーチ」について 

・ 先にも述べたように、複雑化・複合化した課題を抱えた方は支援に対して拒否的であったり、

そもそも支援が必要という認識を持っていない方もいます。そのような方に対して、支援を行

うことを諦めてしまったり、本人に何かあった場合まで待ち続けるという姿勢で臨むと、本人

の抱える課題が徐々に悪化していき、いざ本人がどうにもならなくなり、支援を実施するとい

う場合には、さらに対応が困難になっているというケースも少なくありません。 

・ 重層的支援体制整備事業においては、そのような方とつながりを形成すること自体が困難であ

ることを踏まえ、本人と関わるための信頼関係の構築やつながりの形成に向けた支援を行うこ

とを求めています。 

 

２ 実施体制                              

・ 令和６年度より、重層的支援体制整備事業におけるアウトリーチ事業及び参加支援事業につい

ては、社会福祉協議会に委託し、個別支援やアウトリーチ、地域づくり等の支援強化を図るた

めの「地域福祉コーディネーター」を各地域事務所に１名を配置します。 

・ ただし、すべてのケースを社会福祉協議会が担うわけではありません。「信頼関係を築き、つ

ながり続けるアウトリーチ」については、対象者と既に関係性が築けている地域住民や支援機

関等があるならば、そこが実施していくことが望まれます。 

・ また、既存の制度などで実施しているアウトリーチがあれば、改めて社会福祉協議会が実施す

ることはありません。例えば、対象者が高齢者であれば、従来どおり地区のあんしんすこやか

センターや保健福祉課などがアウトリーチを実施し、障害者であれば地域障害者相談支援セン

ター（ぽーと）や健康づくり課などがアウトリーチを実施するようにしてください。 

・ アウトリーチ事業では、「介護、障害、子ども・子育て、生活困窮分野で取組まれている他の

アウトリーチと協働・役割分担をしつつ、重層的支援体制整備事業において取り組むアウトリ

ーチは特定の分野を持たず、すべての住民を対象とする」としています。 

 

※ 委託先の社会福祉協議会に対しては、社会福祉法第 106条の４第５項に基づき、守秘義務が

課せられます。 

 

３ 支援会議や重層的支援会議について                           

・ 支援会議（P.35）や重層的支援会議（P.38）でも記載のとおり、アウトリーチ事業者として社

会福祉協議会は必須参加者として定めています。 

・ アウトリーチの実施方法や頻度については、多機関協働事業者としてプランの最終的な決定を

行うことになりますが、手法や頻度等は実際にアウトリーチを実施する機関とよく相談してく

ださい。 

・ 特に支援会議を開催する場合で、対象者がいずれの機関や団体、地域住民とのつながりが確認

できない場合には、アウトリーチ事業者である社協と相談しアウトリーチの方針を定めていき

ます。 
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＜アウトリーチ事業のイメージ＞ 

 

 

  

 

総合支所保健福祉センターを中心に、既に関係性の構築が

できている機関や団体等と、複雑化・複合化した区民の課題

に対応できる支援チームを組織 

連携 

連携 

ネットワークの構築 

関係性が無い場合、社会福祉

協議会等が関係性を築くため

アウトリーチを実施 

あんしん 

すこやか 

センター 

まちづくり 

センター 
児童館 

社会福祉 

協議会 

地区における 

四者連携 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

支援を受入れにくい区民 

支援の必要性を感じていない区民 

潜在している困りごとを抱えた区民 

普段の関係性から、潜在してい

る相談者を早期に発見する 

連携 

支援プランに 

基づいた伴走支援 

既に関係性の構築ができている機関や団体 

多機関協働事業者 

 

ぷらっとホーム世田谷 

世田谷ひきこもり 

相談窓口「リンク」 

課題に対応した支援プランの策定 

 
生活支援課 

健康づくり課 

保健福祉課 

子ども家庭支援課 

総合支所 

保健福祉センター 

その他、支援にあたって

チームを組織することが

必要と思われる機関等 

様々な機関等 

障害者地域相談セン

ター、ピアサポート団

体など 

障害 

介護サービス事業所、 

ケアマネジャーなど 

高齢・介護 

医療 

医療機関 

メディカルソーシャル

ワーカーなど 

住まい 

居住支援法人、 

社会福祉法人、 

地元企業など 

就労 

若者サポートステーショ

ン、障害者就労支援セン

ター、ハローワークなど 

生活困窮 

ぷらっとホーム

世田谷 

子ども・若者 

児童館、メルクマールせ

たがや、青少年交流セン

ター、児童相談所など 

学校・教育 

学校、スクールソーシ

ャルワーカー、教育委

員会など 

警察・司法 

交番、警察署 

保護司・弁護士・ 

司法書士など 

民間団体 

ボランティア協会、

NPO法人、金融機関、

地元企業など 

地域住民 

町会・自治会、 

民生・児童委員、 

青少年委員など 
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第７章 参加支援事業の体制（社会福祉法第 106条の４第２項第２号）                                     

１ 参加支援事業の目的                          

 

 

 

 

➢ 社会とのつながりを作るための支援を行う。 

  各分野で実施されている既存の参加支援では対応できない本人や世帯のニーズに対応する。

そのために地域の社会資源などを活用し、つながりづくりに向けた支援を実施する。 

➢ 利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューを作成する。 

    利用者のニーズや課題などを丁寧に把握、地域の社会資源との間をコーディネートする。本

人 と支援メニューのマッチングを行う。また、新たな社会資源への働きかけや、既存の社

会資源の拡充を図り、本人や世帯のニーズや状態に合った支援メニューを作成する。 

➢ 本人への定着支援と受入れ先の支援を行う。 

  本人と支援メニューをマッチングしたのち、本人の状態や希望に沿った支援が実施できて

いるかフォローアップをする。受入れ先の悩みや課題にも寄り添い、困っていることがある

場合にはサポートする。 

 

 

２ 実施体制                              

・ 令和６年度より、重層的支援体制整備事業におけるアウトリーチ事業及び参加支援事業につい

ては、社会福祉協議会に委託し、個別支援やアウトリーチ、地域づくり等の支援強化を図るた

めの「地域福祉コーディネーター」を各地域事務所に１名を配置します。 

・ 多機関協働事業において抱える課題などを丁寧に把握し、支援に前向きな気持ちになった本人

やその世帯が、生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことができるよう、本人

のニーズに沿った地域の社会資源や支援メニューとのコーディネート及びマッチングを行うこ

とで、社会参加を支援します。 

・ 各地区において既存の社会資源の拡充を図るとともに、既存の社会参加を支援する事業や居場

所では対応できない課題や困りごとを抱えた方については、地区の四者連携会議等を通して、

本人や世帯のニーズに沿った社会参加の事業実施や居場所の拡充など、新たな資源開発を図っ

ていきます。 

 

※ 委託先の社会福祉協議会に対しては、社会福祉法第 106 条の４第５項に基づき、守秘義務が

課せられます。 

 

 

 

参加支援事業は、重層的支援体制整備事業における、いわゆる「出口支援」の一つで

す。対象者と地区や地域の社会資源のマッチングを図り、対象者が再び社会とつながる

ことができるよう支援します。 
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３ 社会参加の必要性                              

・ 課題の複雑化・複合化の背景には関係性の貧困があり、 

それが本人の自己肯定感や自己有用感の低下につながっ 

ていることが多く、地域で孤立してしまっていることも 

少なくありません。 

・ 自身の状況を問題と認識できない人や、人との関わりや 

支援・サービスの利用に抵抗感を持たれている人、既存 

の居場所に参加できない人もいます。 

・ 課題を抱えた本人やその世帯が、地域や社会と関わり方 

を選択し、自分たちのペースで緩やかに関係性を育み、 

役割を見出すことができるよう多様な接点を確保し、再 

び社会とつながることができるよう支援していくことが 

重要です。 

 

 

 

＜参加支援事業と地域づくり事業のイメージ＞ 

 

 

参加支援のプラン策定にあたり、適切な地域資源が不足している

場合には、ニーズに沿った地域資源開発を依頼 

情報共有・連携 

各分野で実施している 

地域づくり 

課題を抱えた区民やその世帯のニーズ

を踏まえた丁寧なマッチングや、定着

支援、フォローアップ 

地域づくり 

複雑化・複合化した課題を抱えた 

区民やその世帯のニーズに応える 

社会資源 

マッチング 
あんしん 

すこやか 

センター 

まちづくり 

センター 
児童館 

社会福祉 

協議会 

地区における 

四者連携 

（参加と協働の地域づくり） 

 

多機関協働事業者 

 

ぷらっとホーム世田谷 

世田谷ひきこもり 

相談窓口「リンク」 

課題に対応した支援プランの策定 

 
生活支援課 

健康づくり課 

保健福祉課 

子ども家庭支援課 

総合支所 

保健福祉センター 

 

複雑化・複合化した 

課題を抱えた区民 
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４ 地域の社会資源を活用した参加支援の取組例（厚生労働省資料より）   

 

 

・ 本人はひきこもり状態の若者。 ラストを

描くことが得意。 

・   的支援会議で ウトリー 事業者か

ら、本人が得意な ラストを何かに活かせ

ないかとい 提案あり。 

・ 本人の了解を得て ラストを借り受け、参

加支援事業者から福祉事業所等に活用の

機会が無いか相談。 

・ 事業所から挿絵の作成依頼を受け、広報

誌へ掲載してもら よ になった。 

・ 挿絵の内容の打合せ等については、徐々

に本人と事業所間でメールでやりとりが

できるよ になるよ 支援。 

広報紙へのイラストの掲載 
 

・ 精神疾患の母親の世話や家事などの負担

から不登校気味となっていた子どもにつ

いて、地 で子ども食堂を開催している

団体と協議の上、子ども食堂のスタッフと

して参加してもら ことにした。 

・ 母親も食事をするために来てもら よ 

にして、子ども食堂のスタッフには、声か

けや見守りを依頼。 

・ 子ども食堂に通  ちに周りのスタッフと

も話ができるよ になっている。 

親子での子ども食堂への参加 

・ 障害者総合支援法に基づくサービスの支

援対象とならないが、人とのコ ュニケー

ションが苦手で就労に至っていない者に

ついて、本人の状態に応じた活動ができ

る場を探すこととした。 

・ 本人の希望も確認しつつ、近隣でパソコン

等の作業を  している就労継 支援 B

型事業所に協力を依頼。 

・ 就労支援 B型事業所の空き定員の範囲で

同時に作業等を  することとし、就労支

援 B型事業所には声かけと見守りを依

頼。 

・ 参加支援事業者が定 的に B型事業所を

訪 し、本人の相談支援に応じ、段階的な

就労などに向けた支援を  。 

就労継続支援 B 型事業所における就労支援 
 

・ 本人は料理人の経験があるが、片麻痺で

職場を退職し、地 からも孤立している。 

・ 本人と参加支援事業者との 談時、本人

から も お店では調理を行 ことができ

ない との話を き、身体的に無理のない

範囲で、調理の経験を活かせる機会を探

すこととした。 

・ 一方、地 において、男性の集まる機会を

つくりたいといった声が自 会内であっ

たため、参加支援事業者から 男性の料理

教室 の開催を提案するとともに、本人に

料理教室の講師役を依頼。参加支援事業

者も当初 シスタント役として活動を支援

した。 

親子での子ども食堂への参加 
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第８章 地域づくり事業の体制（社会福祉法第 106条の４第２項第３号）                                     

１ 地域づくり事業の目的                         

 

 

 

 

 

➢ 世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する。 

  地域の社会資源を幅広くアセスメントし、世代や属性を超えて住民同士が交流できる多様

な場や居場所を整備する。 

➢ 交流・参加・学びの機会を生み出すため、個別の活動や人をコーディネートする。 

    地域での個別活動や人を把握し、住民に身近な圏域を中心として「人と人」「人と居場所」

などをつなぎ合わせる。 

➢ 地域のプラットフォームの促進を通じ、地域活動の活性化を図る。 

多様な地域づくりの担い手が出会い、学び合うプラットフォームを促進することで、地域

における活動の活性化や発展を図る。 

 

２ 実施体制                              

・ 区では、これまで各分野における地域づくりを進めてきました（P.52参照）。また、全地区に

おいて地域包括ケアの地区展開を実施し、参加と協働による地域づくりによって地区の課題を

地区において解決することを実践してきました。 

・ 一方で、各地区と各分野の地域づくりの双方の情報共有や連携ついては課題が残っています。

双方の情報共有や連携を進め、各地区においてプラットフォームを形成していきます。 

・ 地区においては地区アセスメントを、地域においては地域経営方針を区民参加により意見を伺

いながら作成し、課題と対応の方向性を明らかにして共有化を図るとともに、参加と協働によ

る課題の解決を目指します。 

・ 地区における四者連携を基盤に、共助による見守りネットワークづくりや身近なところで福祉

の相談や手続きのできる環境の充実を図ります。あわせて福祉に関する社会資源の開発と福祉

のまちづくりにおける区民や事業者との協働を推進します。 

・ 一つ一つの事業に多世代交流の視点を盛り込んで展開することにより、多世代交流が可能な事

業、施策、拠点を充実させていきます。 

 

※実施体制のイメージ図は、P.50参照。 

 

  

地域づくりは、これまで各分野において推進するとともに、地区の課題解決のため「参

加と協働による地域づくり」を実践してきました。 

引き続き、各分野における地域づくりを推進する一方で、双方の情報共有や連携を更に

進めていく必要があります。 
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＜社会福祉法第１０６条の４第２項第３号（地 づくり事業）を構成する地 づくり事業＞ 

分野 事業名 主な区の取組み内容 

 護 

地  護予 活
動支援事業 
 

＜通いの場づくり＞ 
運動等による 護予 を目的とした自主活動団体の立ち上 及び自主活動
団体への活動継 支援など 通いの場 づくりを  しています。 
 
＜せたがやシニ ボランティ ・ポ ント事業＞ 
高齢者が地 活動に参加するきっかけの一つとして、 せたがやシニ ボラ
ンティ ・ポ ント事業 を  することで、健康寿命の延伸及び地 で支え
あ 仕組みづくりを推進しています。 

生活支援体制 
整備事業 

社会福祉協議会に生活支援コーディネーターを配置し、高齢者等の地 にお
ける自立した日常生活の支援等の体制の整備を推進しています。ボランティ
 等を担い手とした生活支援等サービスの資源開発、サービス提供主体間の
ネットワークの構築、ニーズに応じた資源のマッ ン 等を行っています。ま
た、生活支援コーディネーター、生活支援サービスの提供主体及び地 活動
団体等が参画し、定 的な情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進
することを目的とした協議体を、全区及び各地区において  しています。 

障害 
地 活動支援セン 
ター機能強 事業 

地 住民や 機関との   ラム、商店街活動への参加、地 中学生職場体
験受  や調理 習などを  しています。 

子ども 
地 子育て支援拠
点事業 

子育て親子の交流の場の提供や、交流の促進、子育てに不安や悩み等を持っ
ている保護者に対する相談や援助を行 とともに、必要な情報提供や子育
て、子育て支援に関する講習などを  しています。 

生活困窮 
生活困窮者支援等
のための地 づく
り事業 

＜フードパントリー事業＞ 
地 の社会福祉法人や NPO 法人、子ども食堂等地 支援に携わる方等と
連携し、食の支援を通じて身近な地 で生活困窮者を支えています。 
 
＜ひきこもりの状況に関する理解促進を目的としたセ ナー等の開催＞ 
複  ・複合 した 題を抱えがちなひきこもりへの理解促進や、地 住民
の活動を活性 させ、身近な地 でひきこもり当事者や家族を支える共助
の取組みを推進しています。 
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第９章 包括的な支援体制の推進に向けて                                     

１ 推進体制                              

・ 本事業は、毎月の実績報告をもとに評価・検証を行い、毎年度のマニュアル更新や必要に応じ

て庁内体制の見直しを図りながら、福祉分野に関わらず、あらゆる部署との分野横断的な連

携・協力体制を推進していきます。 

 

 

２ 人材育成・研修                           

・ 重層的支援体制整備事業は、包括的支援を実現するための一つの手段であり、今後展開してい

くにあたり、総合支所保健福祉センターおよび保健福祉政策課において、主に以下３点に取り

組んでいきます。 

 

支援実施

実績報告

評価・検証

（生活支援課）

（保健福祉政策課）

マニュアル
更新（毎年度
末の1回以上）

庁内体制の
見直し

支援者
の資 向上

関係者による
目的意 の共有

現場の後ろ となる
体制や ール

支援者をひとり
にしない  

  等を通じた
支援者の資 向上

マニュアル更新、
庁内体制の見 し

支援に関わるあらゆる部署
への働きかけと認 共有
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＜関係者による目的意 の共有＞ 

・ 包括的支援をしていくためには、福祉分野に関わらず、あらゆる部署との分野横断的な連携・

協力が求められ、支援関係機関も含め、重層的支援体制整備事業の目的や役割などの認識共有

を図る必要があります。 

・ 庁内周知や研修等を通じて、本事業の目的やマニュアルを共有するとともに、各部署において

も丁寧な引継ぎが行われるよう働きかけていきます。 

 

 

＜支援者の資 向上＞ 

・ 多機関協働事業での対応事例を踏まえた研修の開催、多機関協働事業の実施にあたり作成し

た「多機関協働事業従事者研修ガイド」の活用などを通じて、各支援者が専門分野での知識

や経験を深めるとともに、他分野のことも理解してチームとしての関係性を構築する中で、

支援者の資質向上を目指します。 

 

～関連資料～ 

  ・多機関協働事業従事者研修ガイド 

  ・共催研修「断らず、つながり続ける支援を考える」（令和 6年 2月 1日実施） 

  ・重層的支援体制整備事業人材養成研修（厚生労働省） 

  ・三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「重層的支援体制整備事業を検討することになった人に向けたガイドブック」 

 

 

＜現場の後ろ となる体制や ール＞ 

・ 重層的支援体制整備事業を実施していく中で、毎年度のマニュアル更新や必要に応じて庁内

体制の見直しを図ります。 
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＜参考資料＞                                     

 社会福祉法（令和３年４月１日 行） 抜粋  

（  的支援体制整備事業） 

第百六条の四 市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、前条第

一項各号に掲げる施策として、厚生労働省令で定めるところにより、重層的支援体制整備事業を

行うことができる。 

２ 前項の「重層的支援体制整備事業」とは、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基

づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯

に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層

的に整備する事業をいう。 

一 地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談に包括的に応じ、利

用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、支援関係機関との連絡調整並びに高齢

者、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための援助その他厚生労働省令で定める

便宜の提供を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業 

イ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号から第三号までに掲げる事業 

ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号に

掲げる事業 

ハ 子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業 

ニ 生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業 

二 地域生活課題を抱える地域住民であつて、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに

対し、支援関係機関と民間団体との連携による支援体制の下、活動の機会の提供、訪問による

必要な情報の提供及び助言その他の社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で

定めるものを行う事業 

三 地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する機会を確保するため

の支援並びに地域生活課題の発生の防止又は解決に係る体制の整備及び地域住民相互の交流を

行う拠点の開設その他厚生労働省令で定める援助を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的

に行う事業 

イ 介護保険法第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるも

の 

ロ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業 

ハ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第九号に

掲げる事業 

ニ 子ども・子育て支援法第五十九条第九号に掲げる事業 

四 地域社会からの孤立が長期にわたる者その他の継続的な支援を必要とする地域住民及びその

世帯に対し、訪問により状況を把握した上で相談に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情

報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜の提供を包括的かつ継続的に行う事業 

五 複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民及びその世帯に対し、複

数の支援関係機関が、当該地域住民及びその世帯が抱える地域生活課題を解決するために、相

互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制を整備する事業 
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六 前号に掲げる事業による支援が必要であると市町村が認める地域住民に対し、当該地域住民

に対する支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画の作成その他

の包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業 

３ 市町村は、重層的支援体制整備事業（前項に規定する重層的支援体制整備事業をいう。以下同

じ。）を実施するに当たつては、母子保健法第二十二条第二項に規定する母子健康包括支援セン

ター、介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター、障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条の二第一項に規定する基幹相談支援セ

ンター、生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業を行う者その他の支援関係機関相

互間の緊密な連携が図られるよう努めるものとする。 

４ 市町村は、第二項各号に掲げる事業の一体的な実施が確保されるよう必要な措置を講じた上

で、重層的支援体制整備事業の事務の全部又は一部を当該市町村以外の厚生労働省令で定める者

に委託することができる。 

５ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者

は、正当な理由がないのに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならな

い。 

 

 

（支援会議） 

第百六条の六 市町村は、支援関係機関、第百六条の四第四項の規定による委託を受けた者、地域

生活課題を抱える地域住民に対する支援に従事する者その他の関係者（第三項及び第四項におい

て「支援関係機関等」という。）により構成される会議（以下この条において「支援会議」とい

う。）を組織することができる。 

２ 支援会議は、重層的支援体制整備事業の円滑な実施を図るために必要な情報の交換を行うとと

もに、地域住民が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を

行うものとする。 

３ 支援会議は、前項に規定する情報の交換及び検討を行うために必要があると認めるときは、支

援関係機関等に対し、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に関する資料又は情報の提

供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。 

４ 支援関係機関等は、前項の規定による求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるもの

とする。 

５ 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がないのに、支援会議の事務

に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

６ 前各項に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、支援会議が定め

る。 
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世田谷区重層的支援体制整備事業実施要綱 

令和６年３月３１日 

５世保福政第●●号 

（目的） 

第１条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の４

第１項に基づき、複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制の推進に向

けて実施する重層的支援体制整備事業（以下「事業」という。）について、必要な事項を

定めるものとする。 

 （実施主体） 

第２条 事業の実施主体は、区とする。ただし、区長は、事業の全部又は一部を社会福祉法

人等に委託することができるものとする。 

（事業対象者） 

第３条 事業対象者は、次に掲げるすべてに該当する者又はその世帯とする。 

（１）複雑化・複合化した課題や制度の狭間の支援ニーズを抱えている者又はその世帯 

（２）複数の組織及び支援関係機関（以下「関係機関等」という。）間の役割分担や支援の

方向性の整理が必要な者又はその世帯 

（３）現行の制度や体制では対応が困難な者又はその世帯 

（事業内容） 

第４条 事業内容は、次に掲げるものとする。 

（１）包括的相談支援事業（法第106条の４第２項第１号に規定する事業をいう。） 

（２）多機関協働事業（法第106条の４第２項第５号及び第６号に規定する事業をいう。） 

（３）アウトリーチ等を通じた継続的支援事業（法第106条の４第２項第４号に規定する事

業をいう。） 

（４）参加支援事業（法第106条の４第２項第２号に規定する事業をいう。） 

（５）地域づくり事業（法第106条の４第２項第３号に規定する事業をいう。） 

（６）その他区長が必要があると認めるもの 

（多機関協働事業の実施主体) 

第５条 多機関協働事業の実施主体（以下「多機関協働事業者」という。）は、事業対象者

の状況や主訴に応じて、次に掲げる組織及び機関とする。 

（１）総合支所保健福祉センター生活支援課 

（２）総合支所保健福祉センター保健福祉課 

（３）総合支所保健福祉センター健康づくり課 

（４）総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課 

（５）世田谷区生活困窮者自立相談支援センターぷらっとホーム世田谷（以下「ぷらっとホ

ーム世田谷」という。） 

 （多機関協働事業の支援決定） 

第６条 多機関協働事業者は、相談窓口等からのつながれた情報を踏まえ、事業対象者に該

当すると認められる場合は、多機関協働事業としての支援を決定する。 

２ 多機関協働事業者が決まらない場合は、事業対象者の状況や主訴に応じて、総合支所保

調整中 
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健福祉センター所長が総合支所保健福祉センター各課長と協議の上、多機関協働事業者を

決定する。 

３ 明らかに事業対象者に該当しないと認められる場合は、つなぎ元または支援を行うにあ

たり適した関係機関等につなぐことができる。 

（会議の設置） 

第７条 事業を推進するため、次に掲げる会議を置く。 

（１）支援会議（法第106条の６に規定する支援会議をいう。） 

（２）重層的支援会議 

（３）世田谷区重層的支援協議会（法第106条の６に規定する支援会議を含む。） 

 （支援会議の所掌事項） 

第８条 支援会議は、事業対象者への支援にあたり、本人同意が得られない場合、支援を図

るために必要な情報共有や支援体制の検討を行う。 

 （支援会議の構成員） 

第９条 支援会議の構成員は、次に掲げる者とする。 

（１）多機関協働事業者 

（２）包括的相談支援事業者（法第106条の４第２項第１号に規定する事業の実施主体をい

う。） 

（３）アウトリーチ等を通じた継続的支援事業者（法第106条の４第２項第４号に規定する

事業の実施主体をいう。） 

（４）参加支援事業者（法第106条の４第２項第２号に規定する事業の実施主体をいう。） 

（５）その他区長が必要と認める者 

 （支援会議の開催） 

第10条 支援会議は、多機関協働事業者が構成員のうち必要があると認める者を招集し、開

催する。 

２ 支援会議の開催及び支援会議の資料は、非公開とする。 

（守秘義務） 

第11条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なく、支援会議の

事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（重層的支援会議の所掌事項） 

第12条 重層的支援会議は、事業対象者への支援にあたり、本人同意が得られる場合、次に

掲げる事項を所掌する。 

（１）事業対象者の支援プランの適切性の協議 

（２）前号に規定するプランのモニタリング及び終結時等の評価 

（３）社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討 

（４）その他重層的支援会議に必要と認められる事項 

（準用） 

第13条 第７条から第９条の規定は、重層的支援会議について準用する。 

（世田谷区重層的支援協議会の所掌事項） 

第14条 世田谷区重層的支援協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項を所掌す

る。 
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(１) ひきこもり当事者等に対する支援を図るために必要な情報の交換 

(２) ひきこもり当事者等が地域において日常生活及び社会生活を営むために必要な支援

体制に関する検討 

(３) その他協議会に必要と認められる事項 

（協議会の組織） 

第15条 協議会は、関係機関等に属する者その他区長が必要と認める者をもって構成する。 

２ 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議（法第106条の６に規定す

る支援会議をいう。）により構成する。 

（協議会の会長及び副会長） 

第16条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は保健福祉政策部長とし、副会長は経済産業

部長及び子ども・若者部長とする。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（協議会の顧問） 

第17条 協議会に顧問を置くことができる。 

（代表者会議） 

第18条 代表者会議は、関係機関等を代表する者その他区長が必要と認める者をもって構成

する。 

２ 代表者会議は、次に掲げる事項について協議する。 

(１) 第11条の目的を達するための情報の交換及び支援体制に関すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、第１条の目的を達するために必要な事項 

３ 代表者会議は、原則として年１回以上開催する。 

４ 代表者会議は、保健福祉政策部生活福祉課長が招集する。 

（実務者会議） 

第19条 実務者会議は、関係機関等の実務者その他区長が必要と認める者をもって構成する。 

２ 実務者会議は、次に掲げる事項について協議する。 

(１) ひきこもり等複雑化・複合化した課題を抱える者への就労支援 

(２) ひきこもり等複雑化・複合化した課題を抱える8050世代（80代の親と50代の子の世代

をいう。）への支援 

３ 実務者会議は、前項各号に掲げる事項ごとに部会を組織して開催する。 

４ 実務者会議は、原則として年１回以上開催する。 

５ 前条第４項の規定は、実務者会議について準用する。 

（個別ケース検討会議） 

第20条 個別ケース検討会議は、個別のケースに直接関わりを有している関係機関等の担当

者又は今後関わりを有する可能性のある担当者その他区長が必要と認める者をもって構

成する。 

２ 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項について協議する。 

(１) 個々のひきこもり当事者等の状況把握及び課題の確認 

(２) 個々のひきこもり当事者等への支援内容の検討 
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(３) 個々のひきこもり当事者等への支援の方針の策定及び役割分担の決定並びにその認

識の共有 

(４) 前３号に掲げるもののほか、個々のひきこもり等支援を実施するために必要な事項 

３ 個別ケース検討会議は、必要に応じて随時開催する。 

４ 個別ケース検討会議は、ぷらっとホーム世田谷が招集する。 

（守秘義務） 

第21条 協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務

に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の庶務） 

第22条 協議会の庶務は、保健福祉政策部生活福祉課が処理する。 

（その他） 

第23条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、保健福祉政策部長

が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
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